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  令和３年度予算特別委員会第１日目 

 令和３年２月２４日（水曜日）午前１０時開会 

                                             

  出席委員（１８名） 

     阿 部 眞 喜 委員       西 村 勝 男 委員 

     阿 部 かほる 委員       小 野 幸 男 委員 

     菅 原 善 幸 委員       浅 野 敏 江 委員 

     今 野 恭 一 委員       山 本   進 委員 

     伊 藤 博 章 委員       香 取 嗣 雄 委員 

     志子田 吉 晃 委員       鎌 田 礼 二 委員 

     伊 勢 由 典 委員       小 高   洋 委員 

     辻 畑 めぐみ 委員       曽 我 ミ ヨ 委員 

     土 見 大 介 委員       志 賀 勝 利 委員 

                                             

  欠席委員（なし） 

                                             

                                     （全会計） 

  説明のため出席した者の職氏名 

市 長  佐 藤 光 樹    副 市 長  佐 藤 洋 生   

市 民 総 務 部 長  小 山 浩 幸    健 康 福 祉 部 長  阿 部 徳 和   

産 業 環 境 部 長  佐 藤 俊 幸    

建 設 部 長 

兼 市 民 総 務 部 

政 策 調 整 監  荒 井 敏 明   

市立病院事務部長  本 多 裕 之    水 道 部 長  大 友 伸 一   

市 民 総 務 部 
公民共創推進専門監 
兼新型コロナウイルス 
感染症対策専門監  草 野 弘 一    

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長  川 村   淳   

市 民 総 務 部 
危 機 管 理 監  井 上 靖 浩    

市民総務部次長 
兼 財 政 課 長  相 澤 和 広   

健 康 福 祉 部 次 長 
兼社会福祉事務所長 
兼 生 活 福 祉 課 長  吉 岡 一 浩    

産業環境部次長 
兼 環 境 課 長  木 村 雅 之   
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建 設 部 次 長 
兼 定 住 促 進 課 長  鈴 木 康 則    

市立病院事務部次長 
兼 業 務 課 長 
兼経営改革室長  並 木 新 司   

水 道 部 次 長 
兼 業 務 課 長  小 林 正 人    

市 民 総 務 部 
総 務 課 長  鈴 木 康 弘   

市 民 総 務 部 
政 策 課 長  末 永 量 太    

健 康 福 祉 部 
長 寿 社 会 課 長  志 野 英 朗   

健 康 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長  長 峯 清 文    

産 業 環 境 部 
水 産 振 興 課 長  鈴 木 陸奥男   

産 業 環 境 部 
浦 戸 振 興 課 長  尾 形 友 規    

建 設 部 
都 市 計 画 課 長  鈴 木 良 夫   

建 設 部 
下 水 道 課 長  星   和 彦    

建 設 部 
復 興 推 進 課 長  鈴 木 英 仁   

水 道 部 
工 務 課 長  佐 藤 寛 之    

市 民 総 務 部 
総 務 課 長 補 佐 
兼 総 務 係 長  伊 藤   勲   

教 育 委 員 会 
教 育 長  吉 木   修    

教 育 委 員 会 
教 育 部 長  阿 部 光 浩   

教 育 委 員 会 
教 育 部 次 長 
兼市民交流センター館長  本 田 幹 枝    

教 育 委 員 会 教 育 部 
教 育 総 務 課 長  佐 藤 聡 志   

選 挙 管 理 委 員 会 
事 務 局 長  伊 東 英 二    監 査 委 員  福 田 文 弘   

監 査 事 務 局 長  鈴 木 宏 徳       

                                             

   事務局出席職員氏名 

事 務 局 長  武 田 光 由    議 事 調 査 係 長  石 垣   聡   

議事調査係主査  平 山 竜 太    議事調査係主査  工 藤 貴 裕   
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   午前１０時００分  開会 

○香取臨時委員長 ただいまから令和３年度予算特別委員会を開会いたします。 

  出席者の方々に申し上げます。本日の会議は、過日策定いたしました新型コロナウイルス感

染防止対策を踏まえた塩竈市議会運営指針に記載のとおりの感染症対策を行い、開催いたして

おります。 

  発言の際には、マスクを着用したままで結構ですので、ご案内申し上げます。また、体調管

理の観点から、水分補給を行うための飲料の持込みを許可しておりますので、ご案内申し上げ

ます。 

  委員会条例第９条第２項の規定により、年長の私が、委員長が互選されるまで臨時委員長の

職務を行います。 

  これより正副委員長の互選を行います。 

  互選の方法をいかがいたしましょうか、お諮りをいたします。 

  土見大介委員。 

○土見委員 正副委員長の選任につきましては、臨時委員長の指名により選考委員を挙げていた

だき、選考をお願いしたいと思います。 

  以上でございます。 

○香取臨時委員長 正副委員長の互選については、臨時委員長の指名により選考委員を挙げ、選

考の上、互選を行いたい旨の発言がありました。さよう取り計らうことにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○香取臨時委員長 異議なしと認め、正副委員長の互選につきましては、さよう決定いたしまし

た。 

  それでは、選考委員を指名いたします。 

  選考委員には、小野幸男委員、伊勢由典委員、山本 進委員、阿部かほる委員、以上４名を

指名いたします。 

  それでは、別室において選考をお願いいたしますので、暫時休憩をいたします。 

  各選考委員は、応接室へご移動願い願います。 

   午前１０時０３分  休憩 

                                             

   午前１０時１８分  再開 
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○香取臨時委員長 休憩前に引き続き、会議を開きます。 

  それでは、選考委員の代表の方より、選考結果のご報告をお願いをいたします。 

  阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 それでは、選考委員会の結果をご報告いたします。 

  選考委員で慎重に審議した結果、本特別委員会の委員長には菅原善幸委員、副委員長には阿

部眞喜委員のご両名を選考いたしました。 

  以上、ご報告申いたします。 

○香取臨時委員長 ありがとうございました。 

  ただいま、阿部かほる選考委員長のご報告のとおり、委員長には菅原善幸委員、副委員長に

は阿部眞喜委員を選任することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○香取臨時委員長 異議なしと認め、さよう決定いたします。 

  それでは、菅原善幸委員長より、ご挨拶のほど、お願いをいたします。 

○菅原委員長 ただいま、令和３年度予算特別委員会の委員長に選任されました菅原善幸でござ

います。 

  東日本大震災から10年、そして、昨年発生しました新型コロナウイルス感染から２年が経過

し、本年の予算特別委員会は、大変大事だと思っております。最後まで皆様の活発なご発言を

何とぞよろしくお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。 

○香取臨時委員長 次に、阿部眞喜委員に副委員長就任のご挨拶をお願いをいたします。 

○阿部（眞）副委員長 副委員長を授かりました阿部眞喜です。同期であります菅原委員をしっ

かりと支え、円滑に議論が進みますように頑張りますので、ご協力をよろしくお願いいたしま

す。 

  なお、この予算特別委員会終了後、皆様に質問の順番等を私が聞いて回ると思いますが、勝

手に帰られた方に関しましては、私が順番を決めますので、ぜひ私の電話にも出るように、ひ

とつよろしくお願いいたします。それでは、ご協力をよろしくお願いいたします。 

○香取臨時委員長 それでは、委員長と交代をいたします。 

○菅原委員長 これより令和３年度各会計の審査に入ります。 

  本特別委員会に付託されました議案は、議案第21号ないし第39号の19件であります。 

  それでは、まず令和３年度予算特別委員会の日程を定め、これに従って議事を進めてまいり



-5- 

ます。日程については、２月24日、２月26日、３月１日及び３月２日の４日間といたしたいと

思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅原委員長 異議なしと認め、本特別委員会の日程は、２月24日、２月26日、３月１日及び３

月２日の４日間とすることに決定いたしました。 

  次に、審査の方法についてお諮りいたします。 

  まず、最初に市当局から説明を求め、次に、さきに配付しました予算特別委員会審査区分表

の順序に従って審査することとし、その区分ごとに質疑を行ってまいりたいと思いますが、異

議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅原委員長 異議なしと認め、さよう議事を進めることに決しました。 

  それでは、当局より順次説明をお願いいたします。 

  なお、説明は簡潔明瞭にお願いいたします。 

  志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 それでは、私から、議案第24号「塩竈市介護保険条例の一部を

改正する条例」について、ご説明をいたします。 

  お手元の資料№２及び15をご用意願います。 

  説明は、資料№15の「第１回市議会定例会議案資料（その２）」でご案内させていただきま

す。 

  それでは、資料№15の８ページをお開き願います。 

  塩竈市介護保険条例の一部改正についてでございます。 

  まず、１保険料の改正について、（１）条例改正の経緯でございますが、第１号被保険者、

65歳以上の介護保険料は、３年ごとに介護給付サービスや地域支援事業の必要な費用などを見

込み、市町村、保険者が、設定することとされております。現行の第７期介護保険事業計画期

間、平成30年度から令和２年度は、今年度が最終年度となります。このため、次の期間であり

ます第８期介護保険事業計画期間、令和３年度から令和５年度における第１号被保険者の介護

保険料を定めるため、所要の改正を行おうとするものでございます。 

  次に、（２）介護保険事業に係る標準的な負担割合については、円グラフのとおりでござい

ます。円グラフの中の65歳以上の第１号被保険者の負担割合は23％で、64歳以下の第２号被保
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険者は27％、円グラフ右側、公費負担割合は、国が25％、県と市は、それぞれ12.5％となりま

す。 

  次に、（３）介護給付などの実績と見込みは、ご覧の表のとおりで、合計額は、網かけ部分、

総費用額です。令和３年度から令和５年度の合計額につきましては、総費用額の一番右側、

171億6,200万円、約172億円と見込んでおります。 

  次に、次の９ページに移ります。 

  （４）介護保険料の第７期から第８期にかけての増額要因でございますが、主に３つありま

す。①利用者等の増加、②施設等の増加、③介護報酬改定が挙げられます。 

  次に、（５）本市における第８期介護保険料の考え方でございますが、第８期介護保険料は、

受益者負担の原則を立てつつ、保険料率の引上げの緩和に取り組みます。①として、団塊の世

代が、全て後期高齢者、75歳に達する2025年を見据え、制度の安定的運営を確保するため、介

護給付の受給見込みに見合った介護保険料を設定いたします。②として、国は、介護保険料区

分を９段階としておりますが、本市では、所得階層に見合った細分化した段階設定を継続し、

第７期と同じ11段階区分とします。③としまして、平成30年税制改正に伴い、本市の所得段階、

７、８、９段階におきまして、保険料の算定基礎となる合計所得金額について、200万円を210

万円へ、300万円を320万円へ変更し、税制改正に伴います保険料負担が増えないよう、軽減を

行わせていただくという考えでございます。 

  次に、（６）第１号被保険者介護保険料の算出と保険額の案でございます。米印にあります

介護保険料月額基準額は、介護保険区分の第５段階を指します。その算出からでございます。 

  まず、３年間で必要な第１号被保険者の負担額の計算として、３年間のサービス給付などに

必要な合計金額、総事業費は約172億円で、これに65歳以上の第１号被保険者の負担割合23％

を乗じます。さらに、ここから国庫支出金による財政措置分などとして、総額1.8億円を努力

目標として差し引いた上で、下の枠にあります３年間の第１号被保険者の延べ人数５万3,271

人で割ります。 

  次に、右に移りまして、これまでの実績から収納率を98％に設定、月額算出のため、12でさ

らに割りますと、算定上の月額基準額、第８期は、6,010円と算出されます。しかし、この月

額基準額から、特に所得が低い方々、第１から第４段階に対する保険料の軽減割合を乗じる区

分では、１円単位の端数が生じますことから、介護保険料をお納めいただく方々の納付での手

間と負担軽減を考慮し、1,000円未満の10円分につきましては、介護保険財政調整基金の活用
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による軽減とし、第８期介護保険料を6,000円とする案でございます。一番下、米印にありま

すとおり、第１号被保険者介護保険料案は、左枠の現行の第７期との比較です。第７期年額６

万8,544円から、矢印を挟みまして右枠、第８期年額７万2,000円、月額換算で5,712円から

6,000円へ288円の増、改定率は、5.04％とする案でございます。 

  次に、10ページに移ります。 

  介護保険料の各段階の比較表で、左側の表につきましては現行、右側が改正案でございます。

また、右の表、改定案の第７、第８、第９段階の所得など、基準枠の網かけ部分につきまして

は、さきにご説明いたしました税制改正に伴いまして、介護保険料負担が増えないようにする

ため、所得金額部分引上げに伴う変更部分でございます。 

  今回の条例改正の内容は、以上でございますが、同じ資料の５ページから７ページには、新

旧対照表がございます。 

  また、同じく、資料№２の16ないし17ページは、この介護保険条例の一部改正の条例議案で

ございますので、後ほど、ご参照をお願いいたします。 

  議案第24号「塩竈市介護保険条例の一部を改正する条例」について、ご説明は、以上でござ

います。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 それでは、議案第29号「令和３年度塩竈市一般会計予算」か

ら議案第35号「令和３年度塩竈市北浜地区復興土地区画整理事業特別会計予算」について、概

要を説明申し上げます。 

  資料№15「第１回市議会定例会議案資料（その２）」をご用意い願います。 

  20ページをお開き願います。 

  こちらの表につきましては、一般会計及び特別会計当初予算の総括表でございます。 

  令和３年度の一般会計当初予算額は209億円で、前年度比22億2,000万円の減、増減率では

9.6％の減であります。新型コロナウイルスワクチン接種事業のほか、市制施行80周年を記念

する取組や庁舎整備検討調査事業をはじめとする重点課題解決のための事業費などを計上する

一方で、東日本大震災復興交付金事業や災害復旧事業など、ハード整備に係ります復旧・復興

事業が皆減となった影響などにより、予算規模が前年度から大きく減となり、震災前の規模と

なったものであります。 

  次に、特別会計でございますが、表の本年度の列、下から２番目、小計欄にございますとお
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り、６つの特別会計の予算総額は127億5,410万1,000円となり、前年度比１億329万9,000円の

増、増減率では0.8％の増となっております。 

  これは、公共用地先行取得事業特別会計が、公債費の償還完了に伴いまして皆減となります

ほか、藤倉地区復興土地区画整理事業特別会計につきましても復興事業の進捗により、皆減と

なる一方で、国民健康保険事業特別会計及び介護保険事業特別会計並びに後期高齢者医療事業

特別会計が、１人当たりの医療費やサービス利用者等の増などにより、増額となったことによ

るものでございます。 

  一般会計、特別会計を合わせた総額は、表の一番下にございますとおり、336億5,410万

1,000円となり、前年度比21億1,670万1,000円の減、増減率では5.9％の減となっております。 

  次のページをお開き願います。 

  一般会計の歳入についての前年度比較表でございます。 

  主な歳入の内容については、後ほど、予算説明書にて、ご説明申し上げますが、増減額の大

きい項目について、説明をさせていただきます。 

  表の中ほどの比較の列をご覧いただきたいと思います。 

  まず、費目１の市税でありますが、１億9,871万1,000円の減でありますが、新型コロナウイ

ルス感染症の影響によりまして、個人市民税及び法人市民税の減などによるものでございます。 

  費目７の地方消費税交付金につきましては、6,823万8,000円の減であります。地方消費税に

つきましては、令和３年度も引き続き徴収猶予制度が適用されますことから、その影響などに

よる減でございます。 

  費目11の地方交付税につきましては、４億3,750万1,000円の減でありますが、復興交付金事

業及び災害復旧事業の皆減によりまして、その財源でございます震災復興特別交付税の大幅な

に減によるものでございます。 

  費目15の国庫支出金は、6,829万1,000円の増でありますが、復旧・復興事業の減に伴い、国

庫補助金が減となる一方で、感染症対策に係る国庫負担金の増などによるものでございます。 

  費目18の寄附金につきましては、２億1,999万9,000円の増で、前年度から皆増でありますが、

ふるさと納税分を計上したことによるものでございます。 

  費目19の繰入金につきましては、17億5,796万3,000円の減でありますが、復興交付金事業の

皆減に伴い、その財源であります復興交付金基金からの繰入金の減などによるものでございま

す。 
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  次のページをお開き願います。 

  一般会計の歳出につきまして、目的別に前年度と比較しておりますが、後ほど、予算説明書

で説明申し上げます。 

  次のページをお開き願います。 

  一般会計の歳出につきまして、性質別に前年度と比較したものでございます。 

  まず、主要な財政指標に影響いたします義務的経費について、ご説明を申し上げます。 

  費目１の人件費は、5,085万2,000円の減でありますが、コロナ禍におけます学習環境の強化

を図るための学校教育支援体制整備事業や新型コロナウイルスワクチン接種事業が増となる一

方で、退職手当組合負担金や国勢調査員に係る報酬などの減によるものでございます。 

  費目４の扶助費につきましては、前年度からほぼ横ばいとなってございます。 

  費目８の公債費は、借換債の減が大きな要因でありまして、前年度から３億9,688万8,000円

の減であります。 

  次に、投資的経費の主な予算といたしまして、費目６の普通建設事業費でありますが、内訳

にございますとおり、補助事業が６億7,559万3,000円の減、単独事業が2,838万7,000円の減で

ありまして、全体として７億398万円の大幅な減となっております。主な要因でございますが、

桂島地区防災集団移転促進事業や海岸通地区震災復興市街地再開発事業など、復興交付金事業

の減などによるものでございます。 

  費目７の災害復旧費は、漁港施設災害復旧費の皆減によりまして、前年度から１億8,596万

2,000円の減となっております。 

  次のページをお開き願います。 

  投資的経費の内訳一覧表でございますので、後ほど、ご覧いただければと思います。 

  続きまして、一般会計当初予算の内訳について、説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、資料№11をご用意願います。 

  令和３年度一般会計予算説明について、説明申し上げます。 

  １ページないし２ページをお開き願います。 

  こちらは、一般会計当初予算の総括表でございます。１ページ目が歳入の前年度比較、同じ

く２ページが歳出の比較となっております。 

  次のページをお開き願います。 

  まず、第１款市税でございますが、３ページの上段、左から２列目、本年度の欄をご覧願い
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ます。55億9,173万円を計上し、前年度から１億9,871万1,000円の減であります。これは、第

１項第１目の個人が、右側説明欄にあります所得割におきまして、感染症の影響による個人所

得の減による減額となるほか、第２目の法人が、同じく右側説明欄にあります法人税割におい

て、中小企業の解散、休業などで減額となることによるものでございます。 

  次のページの第２款地方譲与税から、さらに、７ページないし８ページの第10款地方特例交

付金までにつきましては、県からの通知額に基づき、計上した数値としておりますので、よろ

しくお願いいたします。 

  さらに、次のページをお開き願います。 

  第11款地方交付税につきましては、54億3,641万9,000円で、前年度から４億3,750万1,000円

の減を見込んでおります。内訳としまして、説明欄にあります普通交付税が、昨年実施されま

した国勢調査による影響により、前年度から8,700万円の減を見込みますほか、震災復興特別

交付税が、ハード整備に係ります復旧・復興事業の皆減に伴い、前年度から３億5,050万1,000

円の減となっております。 

  13ページないし14ページをお開き願います。 

  第15款国庫支出金でありますが、30億9,611万8,000円で、6,829万1,000円の増となっており

ます。これは、恐れ入りますが、次のページをお開き願います。ページ下段の第１項第２目衛

生費国庫負担金におきまして、説明欄にあります新型コロナウイルスワクチン接種対策費国庫

負担金が皆増となりますほか、さらに、次のページをお開きいただきまして、ページ上段の第

２項第３目衛生費国庫補助金におきまして、説明欄にあります新型コロナウイルスワクチン接

種体制確保事業費国庫補助金についても皆増となります一方で、ページ中段より下に＊マーク

でお示しをさせていただいておりますが、災害復旧費国庫補助金の皆減などのよるものであり

ます。 

  25ページないし26ページをお開き願います。 

  ページ下段の第18款寄附金でありますが、２億2,000万円で、皆増となっております。ふる

さと納税分を計上させていただいたことによるものでございます。 

  その下、第19款繰入金でありますが、８億3,575万4,000円で、17億5,796万3,000円の減とな

っております。主な減の要因といたしましては、恐れ入りますが、29ページないし30ページを

お開き願います。ページ最上段に記載しておりますが、ハード整備に係る復興事業の皆減に伴

う東日本大震災復興交付金基金繰入金13億6,392万8,000円の減などによるものでございます。 
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  次に、歳出につきまして、ご説明申し上げます。 

  37ページないし38ページをお開き願います。 

  第１款議会費につきましては、本年度の欄にありますとおり、２億1,298万3,000円で、前年

度から307万4,000円の減でございます。これは、事業内訳にありますとおり、職員人件費及び

議員関係費におきます議員共済費の減によるものでございます。 

  41ページないし42ページをお開き願います。 

  第２款総務費については、24億629万7,000円で、前年度から10億3,395万1,000円の減となっ

ております。減の主な要因でございますが、第１項第１目一般管理費の事業内訳の下段にあり

ます市制施行80周年記念事業費のほか、49ページないし50ページをお開き願います。第７目企

画費の事業内訳の真ん中より少し下のほうに記載してございます国際交流事業及び庁舎整備検

討調査事業を新たに計上させていただきます一方で、恐れ入りますが、55ページないし56ペー

ジをお開き願います。第12目諸費におきまして、復興事業の完了に伴い、国に返還いたします

復興交付金精算金８億6,125万3,000円の皆減によるものでございます。 

  次に、73ページないし74ページをお開き願います。 

  第３款民生費については、83億3,870万7,000円で、前年度から1,300万円の減となっており

ます。これは、第１項第１目社会福祉総務費におきまして、津波被災住宅再建支援事業3,700

万円の皆減などが、主な減の要因でありますが、一方で、事業内訳の最下段にあります生活困

窮者就労準備支援事業費のほか、91ページないし92ページをお開き願います。事業内訳の最下

段にあります保育所等ＩＣＴ化推進事業を新たに計上するなどしております。 

  次に、101ページないし102ページをお開き願います。 

  第４款衛生費については、20億2,406万5,000円で、前年度から１億9,571万6,000円の増であ

ります。増の主な要因につきましては、第１項第１目保健衛生総務費の事業内訳の最下段にあ

ります子育て世代包括支援センター運営事業費のほか、105ページないし106ページをお開き願

います。事業内訳にありますとおり、新型コロナウイルスワクチン接種事業を新たに計上する

などしたことによるものでございます。 

  次に、121ページないし122ページをお開き願います。 

  第５款労働費につきましては、6,500万円で、前年度と同額であります。 

  次のページをお開き願います。 

  第６款農林水産業費につきまして、３億8,869万1,000円で、前年度から3,119万8,000円の減
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となっております。これは、恐れ入りますが、127ページないし128ページをお開き願います。

第３目浅海漁業振興費の事業内訳にあります浦戸移住者がんばる漁師支援事業を新たに計上す

る一方で、次ページをお開き願います。第４目漁港管理費におきまして、水産物供給基盤機能

保全事業3,190万円の皆減によるものでございます。 

  次のページをお開き願います。 

  第７款商工費につきましては、５億7,929万5,000円で、前年度から2,943万9,000円の減とな

っております。これは、第１項第２目商工振興費の事業内訳の最下段にあります門前町活性化

事業を新たに計上する一方で、135ページないし136ページをお開き願います。第５目観光物産

費におきまして、事業内訳の真ん中にありますインバウンド誘致推進事業の減などによるもの

でございます。 

  次に、139ページないし140ページをお開き願います。 

  第８款土木費につきましては、24億2,166万6,000円で、前年度から７億673万9,000円の減と

なっております。大幅な減となりました要因でございますが、151ページないし152ページをお

開き願います。第３目公園費の事業内訳にあります緑と憩い再生事業を新たに計上する一方で、

155ページないし156ページをお開き願います。ページ上段に＊マークでお示ししておりますが、

復興交付金事業費におきまして、海岸通地区震災復興市街地再開発事業及び桂島地区防災集団

移転促進事業の皆減によりまして、６億8,634万円の皆減となるものでございます。 

  次に、159ページないし160ページをお開き願います。 

  第９款消防費につきましては、６億7,142万6,000円で、前年度から1,838万円の減となって

おります。第１項第２目非常備消防費の事業内訳にあります消防施設等整備事業におけます消

火栓の移設費の減や第３目防災費の事業内訳にあります防災対策事業におきまして、浦戸地区

におけます津波浸水区域避難誘導サイン整備費の皆減が、主な要因でございます。 

  一方で、第３目防災費の防災対策事業におきまして、新たに地域防災計画等改定事業を計上

させていただいております。 

  次に、165ページないし166ページをお開き願います。 

  第10款教育費につきましては、16億2,412万6,000円で、前年度から4,073万9,000円の増とな

っております。第１項第２目の事務局費におきまして、小中学校の感染症対策としまして、学

習指導員やスクールサポートスタッフの配置を行います、事業内訳の真ん中よりちょっと上に

ありますが、教育支援体制整備事業を新たに計上する一方で、学校施設長寿命化計画策定事業
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が皆減となりますほか、187ページないし188ページをお開き願います。第６目市民交流センタ

ー費におきまして、事業内訳の市民交流センター管理運営費におけます空調整備費の増による

ものであります。 

  次に、197ページないし198ページをお開き願います。 

  第11款災害復旧費については、漁港施設災害復旧費の皆減によりまして、前年度から１億

8,596万3,000円の減であります。 

  次のページをお開き願います。 

  第12款公債費につきましては、20億3,926万4,000円で、前年度から３億9,688万8,000円の減

となっております。これは、第１項第１目元金が、前年度から３億9,831万4,000円の減になる

ことによるものでありますが、償還元金のうち、借換え分が、財源内訳の地方債欄にあります

とおり、２億8,410万円でございまして、前年度から３億5,160万円の減となったことが、主な

要因でございます。借換え分を除きました純粋な元利償還金につきましては、前年度から

4,528万8,000円の減となります。前年度に引き続き、公債費が減となってございます。 

  次のページをお開き願います。 

  第13款諸支出金につきましては、9,847万9,000円で、前年度から4,782万4,000円の減となっ

ております。これは、公共用地先行取得事業が、公債費の償還終了に伴い、皆減となることに

よるものでございます。 

  次のページをお開き願います。 

  第14款予備費でございますが、近年、頻発しております自然災害や、現在、収束の見通せな

い状況にあります感染症への対応などの備えといたしまして、前年度から1,000万円増額し、

3,000万円とさせていたたいております。 

  次のページ、205ページ以降につきましては、給与費明細書、それから、債務負担行為、地

方債残高の調書でございますので、後ほど、ご参照をいただければと思います。 

  一般会計予算の内容につきましては、以上でございます。よろしくご審議くださいますよう、

お願い申し上げます。 

○菅原委員長 尾形浦戸振興課長。 

○尾形産業環境部浦戸振興課長 私からは、議案第30号「令和３年度塩竈市交通事業特別会計予

算」について、ご説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、資料№11「令和３年度塩竈市一般会計特別会計予算説明書」をご用意くだ
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さい。 

  その中の224ページ、225ページをお開きください。 

  こちらが、令和３年度交通事業特別会計の歳入歳出予算事項別明細書となります。 

  表中の本年度予算額の欄にありますとおり、歳入歳出ともに２億1,060万円を計上しており

ます。前年度と比較いたしまして920万円の減となるものでございます。 

  続きまして、各予算の主な内容について、ご説明をいたします。 

  説明の都合上、歳出からご説明いたしますので、同じ資料の228ページ、229ページをお開き

願います。 

  第１款事業費に１億9,309万7,000円を計上しております。前年と比較いたしまして1,072万

5,000円の減となっております。 

  減額の主な内容について、ご説明いたします。 

  230ページ、231ページをお開き願います。 

  第１款第１項第２目運航費が、昨年との比較で1,177万円の減となっています。これは、第

10節需用費にございます修繕料が、昨年は、中型船「しおじ」の５年に１度の定期検査があり、

総額2,524万9,000円計上しておりましたが、令和３年度は、小型船１隻の定期検査はあるもの

の、その他の中型船、小型船においては中間検査のみで、修繕料が1,268万6,000円の予算計上

となり、昨年度と比較して1,256万3,000円減少したことが大きな要因でございます。 

  次に、各項目について、説明いたします。 

  228ページ、229ページにお戻りください。 

  第１款第１項第１目総務管理費に１億5,714万円を計上しております。前年度と比較して104

万5,000円の増となっております。これは、支払消費税が485万7,000円と、昨年度と比較して

108万6,000円増加したことが、要因となっています。 

  次に、230ページ、231ページをお開きください。 

  第１款第１項第２目運航費に3,595万7,000円を計上しております。前年度と比較いたしまし

て1,177万円の減となります。主な理由といたしましては、先ほどもご説明させていただきま

した需用費のうち、修繕料が大きく減少したことが、要因となっております。 

  次に、232、233ページをお開きください。 

  第２款第１項第１目利子に、３万1,000円を計上しております。これは、平成29年度の「し

おね」建造に伴います長期債償還利子及び一時借入れを行った場合の借入金利子となっており
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ます。また、第２款第１項第２目元金に1,747万2,000円を計上しております。前年度と比較し

て152万7,000円の増となっておりまして、これは、令和３年度から返済が開始されます風向・

風速計の元金償還が始まることが要因でございます。 

  続きまして、歳入予算について、ご説明いたします。 

  お手数ですが、226ページ、227ページをお開きください。 

  第１款事業収入には、7,097万5,000円を計上しております。前年度と比較しまして489万

1,000円の減となっております。減少の主な理由としましては、一昨年10月の消費税改定に伴

い、昨年度当初予算では増額となりましたが、令和３年度予算におきましては、新型コロナの

影響が未知数なことから、直近３か年の平均値を予算計上額とさせていただきました。 

  次に、第２款国庫支出金には、4,069万4,000円を計上しております。昨年度より259万9,000

円の増となっております。これは、昨年実施しました「しおじ」の定期検査の修繕料が、令和

３年運輸年度の経費として認められたため、増額となったものでございます。 

  第３款繰入金には、9,847万9,000円を計上しております。前年度より732万4,000円の減とな

っております。これは、先ほどから説明させていただいておりますが、船舶修繕費の減少によ

るものでございます。 

  第４款諸収入には、45万2,000円を計上しております。前年度より41万6,000円増加しており

ます。増額の理由といたしましては、各桟橋に設置しておりますアルミ製タラップの整備に合

わせ、海上交通バリアフリー施設整備助成金が交付されているためでございます。 

  以上で、交通事業特別会計予算についてのご説明を終わります。ご審議のほど、よろしくお

願いいたします。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 それでは、議案第31号「令和３年度塩竈市国民健康保険事業特

別会計予算」について、ご説明させていただきます。 

  資料№10「令和３年度塩竈市一般会計特別会計予算」及び資料№11「令和３年度塩竈市一般

会計特別会計予算説明書」をご用意願いたいと思います。 

  初めに、資料№10「令和３年度塩竈市一般会計特別会計予算」の11ページをお開き願いたい

と思います。 

  令和３年度塩竈市国民健康保険事業特別会計予算につきましては、第１条に記載のとおり、

歳入歳出予算の総額をそれぞれ58億6,550万円と定めております。 



-16- 

  第２条につきましては、規定により、一時借入金の借入額の最高額を５億円と定めておりま

す。 

  次に、主な内容について、ご説明させていただきます。 

  資料№11「令和３年度塩竈市一般会計特別会計予算説明書」240ページ、241ページをお開き

願います。 

  説明は、こちらの歳入歳出予算事項別明細書の総括にて、ご説明をさせていただきます。 

  まず、主な歳入でございますが、240ページをご覧願います。 

  第１款国民健康保険税につきましては、被保険者の減少などにより、前年度より5,670万

2,000円の減の８億4,258万3,000円を計上しております。 

  次に、第４款県支出金につきましては、１人当たり医療費の増加により、前年度に比べ

7,809万9,000円増の44億771万1,000円を計上しております。これは、歳出の保険給付費と連動

する予算でございますが、昨年度の予算計上に当たり、約２億円の減額を行っておりましたが、

今後の保険給付費の見込みとしては、被保険者の減少により、減額傾向にございます。１人当

たりの医療費の増加により、見込みよりも保険給付費の減少幅が少なくなったことによるもの

でございます。 

  第６款繰入金につきましても、保険給付費の増額により、2,451万2,000円増の６億389万

5,000円となってございます。 

  次に、主な歳出について、ご説明いたします。 

  241ページをご覧願います。 

  初めに、第１款総務費につきましては、前年度と比べ462万2,000円の減となっております。

これは、前年度にオンライン資格確認システムの整備があったためでございます。 

  第２款保険給付費につきましては、歳入でもご説明したとおり、被保険者の減少により、給

付費全体でも減少しておりますが、１人当たりの医療費の増加により、見込みよりも保険給付

費の減少幅が少なくなったため、前年度より7,725万円増の43億6,770万6,000円となってござ

います。 

  第３款国民健康保険事業費納付金は、こちらも被保険者の減少などにより、前年度比2,900

万2,000円減の12億8,903万3,000円を計上しております。 

  第５款保健事業費は、新型コロナウイルス感染症に対応した特定健診や特定保健指導のほか、

人間ドック、インフルエンザ予防接種費用助成事業等の各種事業の受診状況などを考慮し、前
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年度より27万4,000円増の１億1,660万2,000円を計上しております。 

  第８款諸支出金につきましては、保険税還付金など、前年度同額を計上しております。 

  以上のことから、令和３年度国民健康保険事業特別会計の歳入歳出予算案につきましては、

前年度より4,390万円増の58億6,550万円を計上しております。 

  なお、270ページから272ページは、給与費明細書、230ページ以降には、翌年度以降にわた

る委託事業及び賃借料などの債務負担調書を掲載してございますので、後ほど、ご覧いただけ

ればと思います。 

  国民健康保険事業特別会計についての説明は、以上でございます。よろしくご審査ください

ますよう、お願い申し上げます。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 私からは、議案第32号「令和３年度塩竈市魚市場事業特別会計

予算」について、ご説明させていただきます。 

  恐れ入りますが、資料№11「令和３年度塩竈市一般会計特別会計予算説明書」の274ページ、

275ページをお開き願います。 

  歳入歳出予算事項別明細書の総括表となります。 

  令和３年度予算といたしまして、歳入歳出ともに１億7,440万円を計上しております。対前

年度比80万円の増となります。 

  説明の都合上、歳出予算からご説明いたします。 

  恐れ入りますが、280ページ、281ページをお開き願います。 

  第１款市場費では、１億4,497万9,000円を計上しております。内訳についてですが、第１項

市場管理費では、主に施設の維持管理等に係る経費といたしまして１億4,199万円を計上し、

対前年度比281万3,000円の増となります。主な要因といたしまして、施設管理に係る委託費の

増によるものです。 

  次に、282ページ、283ページをお開き願います。 

  第２項漁船対策費では、遠洋底曳網漁船誘致促進事業補助金など298万9,000円を計上し、対

前年度比201万3,000円の減となります。 

  次に、284ページ、285ページをお開き願います。 

  第２款公債費では、新魚市場建設に係る元利償還金といたしまして、前年度と同額の2,942

万1,000円を計上してございます。 
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  続きまして、歳入予算の内容について、ご説明いたしますので、恐れ入りますが、276ペー

ジ、277ページにお戻り願います。 

  第１款使用料及び手数料では、１億９万7,000円を計上しております。内訳といたしまして、

第１項第１目魚市場使用料では、損益分岐となります水揚げ金額120億円を見込み、前年度同

額の6,000万円、第２項手数料では、入場車輌登録許可証手数料など800万5,000円、対前年度

比26万1,000円の増となります。 

  第２款県支出金では、漁港施設管理に係る委託金など、昨年度同額の93万5,000円を計上し

ております。 

  第３款財産収入では、科目設定として1,000円を計上してでございます。 

  次に、278ページ、279ページをお開き願います。 

  第４款繰入金では、一般会計繰入金といたしまして5,947万1,000円を計上し、対前年度比

135万3,000円の減、主な要因といたしまして、先ほど、歳出でご説明申し上げました遠洋底曳

網漁業漁船誘致促進事業補助金の減額によるものでございます。 

  第５款諸収入では、排水処理料、漁港施設利用料などとして1,389万6,000円を計上し、対前

年度比158万1,000円の増、主な要因といたしまして、電気、水道料金などの市場利用者からの

受益者負担の増によるものでございます。 

  魚市場事業特別会計の説明につきましては、以上となります。よろしくご審査賜りますよう、

お願い申し上げます。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 続きまして、議案第33号「令和３年度塩竈市介護保険事業特別

会計予算」について、ご説明をいたします。 

  続きまして、資料№11をご用意ください。こちらの293ページ、294ページをお開きお願いい

たします。 

  介護保険事業特別会計では、２つの事業勘定を設けておりますが、初めに、保険事業勘定に

関する歳入歳出予算事項別明細書でございます。この勘定は、介護保険の保険者としての事業

勘定であり、歳入と歳出それぞれ合計額は、57億6,250万円を計上しており、前年度と比較し

ますと9,280万円、1.6％の増でございます。 

  続きまして、説明の都合上、歳出の主な部分からご説明をいたします。 

  305ページないし306ページをお開きお願いいたします。 
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  第２款介護給付費でございます。上段の数字ですが、本年度は52億5,640万円で、前年度と

比較して6,869万3,000円、1.3％の増でございます。主なものとしましては、第１項介護サー

ビス等諸費につきましては、給付対象者の増などにより、9,698万5,000円、約２％の増ですが、

一方、第２項その他諸費の審査支払手数料は、単価の引下げにより、また、第３項高額介護サ

ービス費及び第４項特定入所者介護サービス等費は、制度変更に伴い、減となります。 

  続きまして、ページが飛びまして、311ページないし312ページをお開きお願いいたします。 

  第５款地域支援事業費でございます。本年度、３億7,262万8,000円、前年度と比較して511

万1,000円、1.4％の減でございます。主なものといたしましては、第１項介護予防生活支援サ

ービス事業費が1,108万1,000円、4.9％減などによるものでございます。こちらにつきまして

は、実績等状況から勘案しまして、この数字とさせていただいております。 

  次に、歳入の主な部分につきまして、ご説明いたします。 

  恐れ入りますが、ページを戻りまして、295ないし296ページにお戻りいただきたいと思いま

す。 

  第１款保険料は、11億8,140万7,000円で、前年度と比較して6,172万7,000円、約5.5％の増

でございます。増の要因につきましては、今回、議案第24号で提案しております介護保険料の

改定によるものでございます。 

  次に、第３款国庫支出金、続いて、第４款支払基金交付金及び第５款県支出金でございます

が、基本的にそれぞれの歳出の介護給付費並びに地域支援事業費の法的負担割合により、計上

してございます。例外的に第３款国庫支出金第２項国庫補助金第４目保険者機能強化推進交付

金並びに第５目介護保険保険者努力支援交付金は、高齢者の自立支援重篤化防止などの様々な

取組の達成状況に応じて、法的負担割合とは別に交付されるものでございます。 

  次に、１枚めくりまして、297ないし298ページをお開きお願いいたします。 

  第７款繰入金でございます。８億9,788万1,000円で、前年度と比較しまして3,396万4,000円、

3.6％の減でございます。このうち、第１項他会計繰入金第１目一般会計繰入金は８億8,788万

円で、前年度と比べ、1,851万2,000円の増によるものでございます。これは、歳出の介護給付

費などに関わる本市の法的負担割合分でございます。 

  一方で、第２項基金繰入金第１目財政調整基金繰入金は1,000万1,000円と、前年度と比較し

まして5,247万6,000円の減額でございます。歳入歳出の差額を補塡財源として計上するもので

ございますが、介護保険料の改定などに伴います歳入歳出差額の圧縮による減額でございます。 
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  介護保険事業の保険事業勘定につきましては、以上となります。 

  続きまして、介護サービス事業勘定でございます。 

  恐れ入りますが、ページが飛びまして、333ないし334ページをお開きいただきたいと思いま

す。 

  こちらは、介護サービス事業勘定に係る歳入歳出予算事項別明細書でございます。この勘定

は、本市直営の浦戸地区地域包括支援センターが実施している要支援認定された方、それから、

総合事業に関するケアプラン作成に係る事業勘定でございます。歳入歳出合計それぞれ90万円

を計上し、前年度と同額でございます。 

  長寿社会課から、議案第33号「令和３年度塩竈市介護保険事業特別会計予算」２つの事業勘

定の予算については、以上となります。ご審議のほど、よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 それでは、私から、議案第34号「令和３年度塩竈市後期高齢者

医療事業特別会計予算」について、ご説明いたします。 

  資料№11「令和３年度塩竈市一般会計特別会計予算説明書」の348ページ、349ページをお開

き願います。 

  歳入歳出ともに前年度より1,550万円増の７億4,020万円を計上しております。 

  具体的な内容につきましては、次ページ以降からご説明させていただきます。 

  １枚めくっていただきまして、資料350ページ、351ページをお開き願います。 

  第１款後期高齢者医療保険料につきましては、被保険者は微増していることから、前年度よ

り1,264万8,000円増の５億5,373万2,000円を計上しております。 

  次に、第４款繰入金につきましては、被保険者の増による保険基盤安定繰入金などの増加に

より、前年度より285万2,000円増の１億8,536万円を計上しております。 

  次に、主な歳出について、ご説明いたします。 

  資料を１枚めくっていただきまして、352、353ページをお開き願います。 

  まず、第１款総務費では、前年度に制度改正によるシステム改修があったため、270万円減

の2,739万8,000円を計上してございます。 

  次に、資料を１枚めくっていただきまして、354、355ページをお開き願います。 

  第２款後期高齢者医療広域連合納付金につきましては、歳入の第１款後期高齢者医療保険料

などと連動しており、被保険者から納めていただいた保険料に、第４款繰入金第１項第２目保
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険基盤安定繰入金などを加え、宮城県後期高齢者医療広域連合に納付するもので、前年度と比

べ1,820万円増の７億1,120万1,000円を計上しております。 

  以上のことから、令和３年度後期高齢者医療事業特別会計の歳入歳出予算案につきましては、

歳入歳出ともに前年度より1,550万円増の７億4,020万円を計上してございます。 

  なお、360ページ以降には、委託事業の債務負担調書を掲載してございますので、後ほど、

ご覧いただきたいと思います。 

  後期高齢者医療事業特別会計についての説明は、以上となります。よろしくご審査ください

ますよう、お願い申し上げます。 

○菅原委員長 鈴木都市計画課長。 

○鈴木建設部都市計画課長 続きまして、私から、議案第35号「令和３年度塩竈市北浜地区復興

土地区画整理事業特別会計予算」につきまして、ご説明いたします。 

  恐れ入りますが、同じ資料、資料№11の361ページ、362ページをお開き願います。 

  本会計に係ります令和３年度予算額として、歳入歳出同額の1,000円を計上しており、前年

度と同額であります。こちらは、北浜地区におけます復興土地区画整理事業が完了するまでの

間、予算科目を設定し、特別会計を維持する趣旨でございますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  北浜地区復興土地区画整理事業特別会計予算に係る説明は、以上でございます。ご審査のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 星下水道課長。 

○星建設部下水道課長 それでは、下水道課から、議案第36号「令和３年度塩竈市下水道事業会

計予算」につきまして、ご説明申し上げます。 

  恐れ入りますが、資料№12の「令和３年度塩竈市下水道事業会計予算」をご用意願います。 

  恐れ入ります、１ページをお開きいただければと思います。 

  第２条、業務の予定量を記載してございます。（１）処理区域内戸数は、２万3,647戸、

（２）年間処理水量は、774万3,816立方メートル、（３）１日平均処理水量を２万1,216立方

メートルと定めさせていただいてございます。（４）主な建設改良事業につきましては、公共

下水道事業に１億1,606万3,000円、漁業集落排水事業に8,000万円、流域下水道事業に3,355万

円を予定してございます。 

  第３条は、収益的収入及び支出の予定額を定めさせていただいております。 
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  収入につきましては、第１款下水道事業収益として、前年度当初予算より３億9,979万9,000

増となる46億2,077万6,000円を予定してございます。その内訳といたしまして、第１項営業収

益は、下水道使用料や雨水処理費に係る他会計負担金など、19億3,095万9,000円を、第２項営

業外収益は、汚水事業に係る他会計補助金や保有資産の減価償却費相当額の長期前受金戻入な

ど、26億8,981万4,000円を予定してございます。 

  支出でございますが、第１款下水道事業費用といたしまして、前年度当初予算より２億

4,589万7,000円の増となる41億7,864万2,000円を予定してございます。その内訳といたしまし

て、第１項営業費用は、下水道の経営活動全般から生じる費用で、管渠やポンプ場などの維持

管理費用、保有資産の減価償却費などで、37億7,438万9,000円を予定してございます。 

  第４条につきましては、資本的収入及び支出の予定額でございます。 

  収入につきましては、第１款資本的収入として前年度当初予算から２億898万1,000円の減と

なる21億1,329万5,000円を予定してございます。減額の主な要因でございますが、東日本大震

災に係る災害復旧事業の事業完了に伴い、国庫補助金が減少したものでございます。 

  支出につきましては、第１款資本的支出として、前年度当初予算から１億3,987万4,000円の

減となる35億7,229万2,000円を予定してございます。内訳でございますが、建設改良費として

２億3,013万円、企業債の元金償還に33億3,216万2,000円を予定してございます。 

  資本的収支の差引きにより、不足する14億5,899万7,000円につきましては、第４条の記載の

とおりでございます。当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、当年度分損益勘定留

保資金及び当年度利益剰余金処分額で補塡いたしてございます。 

  恐れ入りますが、２ページをお開き願います。 

  第５条、債務負担行為でございます。こちらは、水洗便所改造資金損失補償及び利子補給金

を定めさせていただいてございます。 

  第６条は、企業債になります。公共下水道事業、流域下水道事業、資本費平準化債及び借換

債につきまして、限度額、地方債の方法等を定めるものでございます。 

  第７条一時借入金の限度額を７億円と定めさせていただいてございます。 

  第８条は、予定支出の各項間で流用できる範囲を、第９条は、議会の議決を経なければ流用

することができない経費を、第10条は、他会計からの補助金を、第11条は、利益剰余金の処分

について、それぞれ定めさせていただくものでございます。 

  ３ページ以降につきましては、予算に関する説明書となってございます。 
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  また、17ページ以降は、予算説明資料となってございますので、後ほど、ご参照いただきま

すよう、お願い申し上げます。 

  下水道事業会計予算の説明は、以上となります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 並木市立病院業務課長。 

○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 私からは、議案第37号「令和３年度塩竈

市立病院事業会計予算」について、説明をいたします。 

  資料№13「令和３年度塩竈市立病院事業会計予算」をご用意願います。 

  表紙をめくっていただいて、１ページをご覧ください。 

  第２条で、業務の予定量として定めております。（１）病床数でございますが、一般病床を

161床と定めてございます。（２）年間の患者数につきましては、入院患者数は４万7,450人、

外来患者数は６万6,588人を予定してございます。（３）１日平均患者数ですが、入院では、

１日平均130人、病床利用率にしますと80.7％を予定してございます。外来につきましては、

１日平均患者数は、276.3人を予定しております。（４）主要な建設改良につきましては、医

療機器等購入として病院情報システム及びその危機類の更新に係る費用など、３億4,540万円

を、建設改良費といたしましては、3,300万円を予定しております。 

  ２ページをご覧ください。 

  第３条は、収益的収入及び支出の予定額でございます。 

  収入につきましては、第１款病院事業収益といたしまして、30億4,364万4,000円を予定して

おります。 

  支出につきましては、第１款病院事業費用といたしまして、30億4,021万9,000円を予定して

おります。 

  第４条は、資本的収入及び支出の予定額でございます。 

  収入では、第１款資本的収入といたしまして、４億1,248万4,000円を予定しております。第

１項の他会計補助金につきましては、一般会計からの繰入金でございます。第２項の企業債に

つきましては、医療機器等購入の財源となるもので、病院情報システム更新のために増額して

おります。 

  支出では、第１款資本的支出といたしまして、４億4,495万2,000円を予定しております。第

１項建設改良費は、医療機器等購入の予算でありまして、病院情報システム更新のために増額

しております。第２項の企業債償還金は、企業債の元金償還分でございます。 
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  この収支の差引きによりまして、3,246万8,000円が不足いたしますが、当年度分損益勘定留

保資金で補塡をする予定でございます。 

  第５条につきましては、債務負担行為でございます。医療機器等リースなど４件に係る期間、

限度額を定めるものでございます。 

  ３ページをご覧いただきたいと思います。 

  第６条は、企業債です。資本的支出の建設改良費の財源といたしまして、限度額、起債の方

法等を定めるものでございます。 

  第７条は、一時借入金の限度額を定めるもので、限度額は10億円としてございます。 

  第８条は、予定支出の各項の間で流用ができる範囲を定めるものでございます。 

  第９条は、議会の議決を経なければ流用することができない経費を定めるものでございます。 

  第10条は、たな卸資産購入限度額を定めるものでございます。 

  ４ページ、５ページをご覧ください。 

  こちらは、令和３年度市立病院事業予算の実施計画書でございます。４ページには、収益的

収入及び支出の予算実施計画を、５ページには、資本的収入、資本的支出の予算実施計画を記

載してございます。 

  収益的収入と資本的収入の備考欄に、括弧書きで一般会計からの繰入金の金額を記載してお

ります。複数の項目に分かれて記載してございます。令和３年度の一般会計繰入金の合計額と

いたしましては、４億5,628万7,000円となってございます。 

  次に、６ページをご覧ください。 

  ６ページにつきましては、令和３年度の予定キャッシュ・フロー計算書を記載してございま

す。 

  １、営業活動によるキャッシュ・フローの当年度純利益といたしまして、342万5,000円を予

定してございます。 

  次に、12ページ、13ページをご覧ください。 

  こちらにつきましては、令和３年度末の予定貸借対照表を記載してございます。 

  １ページめくっていただいて、14ページをご覧ください。 

  こちらにつきましては、令和２年度の予定損益計算書となってございます。 

  15ページから16ページにかけてページをまたいでおりますが、こちらにつきましては、令和

２年度末の予定貸借対照表となってございます。 
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  それ以外、それ以降、実施計画書の説明資料等を記載してございますので、後ほど、ご参照

いただければと存じます。 

  市立病院事業会計予算の説明は、以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたし

ます。 

○菅原委員長 小林水道部業務課長。 

○小林水道部次長兼業務課長 それでは、水道部からは、議案第38号「令和３年度塩竈市水道事

業会計予算」について、ご説明いたします。 

  資料№14「令和３年度塩竈市水道事業会計予算」をご用意願います。 

  １ページ目をお開き願います。 

  第２条には、業務の予定量を定めております。（１）給水戸数につきましては２万6,307戸、

（２）年間総給水量は708万9,773立方メートル、（３）１日の平均給水量を１万9,424立方メ

ートルと設定しております。（４）主な建設改良事業につきましては、第７次配水管整備事業

として１億500万円、第２次老朽管更新事業として１億3,273万円、排水処理施設及び電気計装

類更新事業として８億3,015万2,000円を予定しております。 

  第３条には、収益的収入及び支出を定めております。 

  収入につきましては、第１款水道事業収益として、前年度当初比で1,082万5,000円の減、

0.6％減の16億8,598万円を予定しております。その内訳としまして、第１項営業収益として、

水道料金や水道加入料、加入金など15億8,849万3,000円、第２項営業外収益として、他会計補

助金や受託工事収益など9,748万5,000円を計上しております。 

  支出につきましては、第１款水道事業費用として、前年度当比で5,784万1,000円の減、

3.8％の減の14億5,739万9,000円を予定しております。 

  第４条は、資本的収入及び支出を定めております。 

  収入につきましては、第１款資本的収入として、前年度比で2,873万3,000円減、3.3％減の

８億4,693万3,000円を予定しております。減額の主な要因ですが、東日本大震災に係る災害復

旧事業の終了に伴い、国庫補助金等が減少するためでございます。 

  支出につきましては、第１款資本的支出に、前年度当初比で5,863万8,000円の増、3.9％の

増の15億6,079万5,000円を予定しており、その内訳としまして、水道改良費として１億291万

3,000円、第７次配水管整備事業として１億500万円、第２次老朽管更新事業として１億3,273

万円、排水処理施設及び電気計装類更新事業費として８億3,015万2,000円を、企業債償還金と
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して３億8,000万円をそれぞれ予定しております。 

  資本的収支の差引きにより不足する７億1,386万2,000円につきましては、第４条記載のとお

り、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額、過年度分損益勘定留保資金、当年度分

損益勘定留保資金、減債積立金及び建設改良積立金で補塡いたします。 

  次に、２ページ目をお開き願います。 

  第５条は、債務負担行為でございます。令和３年度末に現行契約が満了となる塩竈市水道料

金等調整収納システム更新業務等について、計上してございます。 

  第６条は、企業債です。第７次配水管整備事業費など、主要な建設改良事業である３事業の

財源としまして、限度額、起債の方法を定めております。 

  第７条は、一時借入金の限度額で、１億円としております。 

  第８条は、予定支出の各項目で流用ができる範囲を定めるものでございます。 

  第９条は、議会の議決を経なければ流用できない経費を定めるものでございます。 

  第10条は、たな卸資産購入限度額を定めるものでございます。 

  ３ページ以降につきましては、予算に関する説明書となってございます。 

  また、16ページ目以降につきましては、予算説明資料となっていますので、後ほど、ご参照

いただきますよう、お願い申し上げます。 

  水道事業会計予算の説明は、以上となります。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 以上で、各議案及び各会計予算の内容説明は、終了いたしました。 

  次に、資料要求を行います。当委員会より要求する資料については、お手元にご配付の「令

和３年度予算特別委員会資料要求一覧（その１）継続分」及び「同資料要求一覧（その２）新

規分」のとおりとなっております。 

  なお、新規分については、公明党から２件、日本共産党塩釜市議団から17件、創生会から２

件の資料要求がありましたものを内容を精査し、予算特別委員会として当局に要求するもので

あります。 

  当局において、内容の確認をお願いいたします。佐藤副市長。 

○佐藤副市長 それでは、ただいま資料要求のありました「令和３年度予算特別委員会資料要求

一覧（その１）継続分」につきましては、資料№17といたしまして、本日の予算特別委員会終

了後、直ちに議会事務局にお持ちをさせていただきます。あわせて、令和３年度の実施計画に

ついてもお持ちをいたします。 
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  続きまして、「令和３年度予算特別委員会資料要求一覧（その２）新規分」につきましては、

５点ほど内容の確認、それから、ご了承を賜りたく、お願いを申し上げます。 

  まず、１点目でございますが、資料要求の１、時間外勤務の状況等につきましては、前年度

との増減の原因についての要求がございますが、この部分については、特定することが難しい

ことがございますため、時間外勤務の状況と前年度対比という形で提出をさせていただきたい

と考えております。 

  それから、３、市内民営事業所数と従業者数の推移ということにつきましては、過去10年間

に実施された経済センサス基礎調査・活動調査の集計結果を提出させていただきたいと考えて

おります。 

  ３点目、８、外国人技能実習生の受入事業所数・受入人数・入出国者数（過去10年分）につ

きましては、過去10年分の統計が、ございませんので、外国人技能実習生の受入事業所数と受

入人数の令和２年12月現在の数値を提出させていただきます。 

  続きまして、15、仙塩流域下水道の関係になりますが、本委員会終了後に配付をいたします

「予算特別委員会資料（その１）継続分」№34に記載がございます下水道使用料改定時の計画

と実績及び令和３年度の計画についてと併せて提出をさせていただきます。 

  最後になりますが、19、仙台・塩釜地区の病院別の病床数等につきましては、資料要求があ

ったうち、民間病院の病床稼働率につきましては公表されていない事項のため、それらについ

ては、病床数のみを提出させていただきたいと考えております。 

  なお、この「令和３年度予算特別委員会資料要求一覧（その２）新規分」につきましては、

資料№18といたしまして、明日25日の午前９時までに、議会事務局にお持ちをさせていただく

予定としてございます。 

  私からは、以上でございます。 

○菅原委員長 お諮りいたします。資料については、ただいま市当局から回答のありました内容

で要求することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅原委員長 異議なしと認め、さよう取り扱うことに決定いたしました。 

  さらにお諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、２月26日午前10時より再開いたしたい

と思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○菅原委員長 異議なしと認め、さよう決定いたします。 

  なお、２月26日は、審査区分の１より審査を行いますので、所管の部課長の出席をお願いい

たします。 

  本日の会議はこれで終了いたします。 

  ありがとうございました。 

   午前１１時４４分  終了 

                                             

 塩竈市議会委員会条例第２９条第１項の規定によりここに署名する。 

 

  令和３年２月２４日 

 

                 令和３年度予算特別委員会委員長  菅 原 善 幸 

 



 

 

 

 

 

令和３年２月２６日（金曜日） 
 

 

 

 

令和３年度予算特別委員会 
 

（第２日目） 
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  令和３年度予算特別委員会第２日目 

 令和３年２月２６日（金曜日）午前１０時開議 

                                             

  出席委員（１８名） 

     阿 部 眞 喜 委員       西 村 勝 男 委員 

     阿 部 かほる 委員       小 野 幸 男 委員 

     菅 原 善 幸 委員       浅 野 敏 江 委員 

     今 野 恭 一 委員       山 本   進 委員 

     伊 藤 博 章 委員       香 取 嗣 雄 委員 

     志子田 吉 晃 委員       鎌 田 礼 二 委員 

     伊 勢 由 典 委員       小 高   洋 委員 

     辻 畑 めぐみ 委員       曽 我 ミ ヨ 委員 

     土 見 大 介 委員       志 賀 勝 利 委員 

                                             

  欠席委員（なし） 

                                             

                                    （一般会計） 

  説明のため出席した者の職氏名 

市 長  佐 藤 光 樹    副 市 長  佐 藤 洋 生   

市 民 総 務 部 長  小 山 浩 幸    健 康 福 祉 部 長  阿 部 徳 和   

産 業 環 境 部 長  佐 藤 俊 幸    

建 設 部 長 
兼 市 民 総 務 部 
政 策 調 整 監  荒 井 敏 明   

市立病院事務部長  本 多 裕 之    

市 民 総 務 部 
公民共創推進専門監 
兼新型コロナウイルス 
感染症対策専門監  草 野 弘 一   

会 計 管 理 者 
兼 会 計 課 長  川 村   淳    

市 民 総 務 部 
危 機 管 理 監  井 上 靖 浩   

市民総務部次長 
兼 財 政 課 長  相 澤 和 広    

健康福祉部次長 
兼社会福祉事務所長 
兼生活福祉課長  吉 岡 一 浩   

産業環境部次長 
兼 環 境 課 長  木 村 雅 之    

建 設 部 次 長 
兼定住促進課長  鈴 木 康 則   
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市 民 総 務 部 
総 務 課 長  鈴 木 康 弘    

市 民 総 務 部 
政 策 課 長  末 永 量 太   

市 民 総 務 部 
税 務 課 長  木 皿 重 之    

市 民 総 務 部 
市 民 安 全 課 長  小 林 史 人   

健 康 福 祉 部 
子育て支援課長  小 倉 知 美    

健 康 福 祉 部 
長 寿 社 会 課 長  志 野 英 朗   

健 康 福 祉 部 
健 康 推 進 課 長  櫻 下 真 子    

健 康 福 祉 部 
保 険 年 金 課 長  長 峯 清 文   

産 業 環 境 部 
水 産 振 興 課 長  鈴 木 陸奥男    

産 業 環 境 部 
商 工 港 湾 課 長  高 橋 数 馬   

産 業 環 境 部 
観 光 交 流 課 長  伊 藤 英 史    

産 業 環 境 部 
浦 戸 振 興 課 長  尾 形 友 規   

建 設 部 
都 市 計 画 課 長  鈴 木 良 夫    

建 設 部 
土 木 課 長  星   潤 一   

建 設 部 
復 興 推 進 課 長  鈴 木 英 仁    

市 民 総 務 部 
総 務 課 長 補 佐 
兼 総 務 課 係 長  伊 藤   勲   

教 育 委 員 会 
教 育 長  吉 木   修    

教 育 委 員 会 
教 育 部 長  阿 部 光 浩   

教 育 委 員 会 
教 育 部 次 長 
兼市民交流センター館長  本 田 幹 枝    

教育委員会教育部 
教 育 総 務 課 長  佐 藤 聡 志   

教育委員会教育部 
学 校 教 育 課 長  白 鳥   武    

教育委員会教育部 
生 涯 学 習 課 長 
兼生涯学習センター館長  布 施 由貴子   

選挙管理委員会 
事 務 局 長  伊 東 英 二    監 査 委 員  福 田 文 弘   

監 査 事 務 局 長  鈴 木 宏 徳      

                                             

   事務局出席職員氏名 

事 務 局 長  武 田 光 由    議 事 調 査 係 長  石 垣   聡   

議事調査係主査  平 山 竜 太    議事調査係主査  工 藤 貴 裕   
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   午前１０時００分  開議 

○菅原委員長 ただいまから令和３年度予算特別委員会２日目の会議を開きます。 

  これより審査区分１、一般会計の審査に入ります。 

  ご発言のお一人の持ち時間は、答弁を含めて、おおむね40分以内となっておりますので、ご

協力をお願いいたします。 

  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いい

たします。 

  それでは質疑を行います。委員各位のご発言をお願いいたします。 

  鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 おはようございます。トップを切って質疑をさせていただきます。 

  資料№９からいきたいと思います。施政方針に対する質問もしているんですけれども、足り

ない部分もありましたので。 

  施政方針の２ページ目ですけれども、最後の３行、「市制施行80周年を契機とし、10年後、

20年後の「新たな塩竈」の創造に向けたスタートの年と位置付け、その土台を築き」と書いて

あるんですね。「土台を築き、種を蒔く１年としてまいります」と。10年後、20年後を目指し

た土台と種、これはどういった内容なのかということから入っていきたいと思います。よろし

くお願いします。資料は、29ページ以降にいろいろ事業が書いてあるんですけれども、これが

どれに土台になるのか、種になるのか、そういったところもお聞きできればと思います。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 土台と種、今年が昭和16年11月23日に市制施行されてから80年と。ちょうどいいと

いうか、１つの周年行事の貴重な年になったということでございます。そこに何か目標になる、

今、コロナ禍でもありますので、そういった中にあって、これから５年先、10年先、20年先に

向けて、何を目標に、どう市政運営をしていくかということを考える１年にしたいと思ってい

ます。それは、ご議論もいただいております７つの重点項目をしっかりと、方向性を見出すこ

ともありますし、新たにご審議いただいております中学生の皆様方への国際交流へのスタート

の年だったり、また、伊保石公園を含めた形で、今後、単発でそういった事業を捉まえるので

はなくて、10年先の90周年、20年先の100周年に向けて、続けながら、しっかりとつくり上げ

ていくような基礎づくりを今年１年、計画のつくり上げも含めて考えさせていただきたいとい

う、それが土台ということになれば土台になるし、種を植えさせていただくということになれ
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ば、それも植えさせていただくことになろうかと僕は理解をしております。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。佐藤市長が就任されてから、もう１年半がたつわけですけ

れども、自分の思いがここにも反映されているものだろうと私は解釈しているんですが。 

  29ページ以降、主要事業がずっと書いてあります。この中で、見ますと結構、新規事業が割

合的には随分あるなと思ってびっくりしているわけですけれども。新規事業をやるということ

は、旧の事業も切り捨てた部分があるのではないかと思うんですよ。やむなく新規事業のため

にこれは削ったとか、そういうところがあり得ると私は思うんですが、切り捨てた事業は何な

のかというところをお聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  まず、新規事業については、さきの議会でも説明しましたとおり、市制施行80周年記念事業

とか、もしくは、７つの重点課題に関する対策の事業等を計上しておりますが、具体に何の事

業を削ったかというよりは、新規事業については、なるべくお金をかけないで予算化したとい

うのが、まず１つ特徴がございますし、あとは、各、今までの事業に関して事業予算規模等も

見直しながら、全体の一般財源の投入額は前年度並みで何とか抑えたと。そういった形での予

算計上をさせていただきました。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 分かりました。 

  予算は限られておりますので、先ほど予算という話が出てきましたが、やはりその予算が問

題になってくると思うんですよ。その辺に入っていきたいと思います。 

  今度は、資料№15を使わせていただきます。 

  20ページに総括表がございます。一般会計、それから特別会計と。一般会計については、

209億円となります。この中で、資料№11の223ページ、お金は入ってくるもの、出ていくもの

があるわけですけれども、この223ページ、これは地方債の残高が記載されているわけですけ

れども、これを見ますと、昨年もそうですけれども、今年もその前の年も、残高としては190

億円抱えていると。ですから、一般会計の予算に匹敵するぐらいの借金を抱えているわけです

よね。こういう状態で、私は、これが健全なのかと思ったりするわけですが、まず、こういっ
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た状態、一般会計の総額に近いほどの借金が常にあるという状況になっておりますが、この状

況についてどう解釈しているのか、考えられているのか。市長に、できたら、お答え願いたい

と思うんですが。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 やはり歴史は積み重ねてこられて、今日まで借財が、どういったものが主立った借

財となって残ってきているのか。やはり塩竈の土地や形状を含めれば、僕の解釈の中では、二

市三町の中心地であった塩竈の時代、また、今日の塩竈の現状、水害に遭った歴史、そういっ

たことを常に考えていくと、やはり今までは、塩竈市が二市三町の中心地であったという責任

の中で、二市三町の様々な事業や様々なことについて、随分リーダーシップを発揮してその務

めを果たしてきたのだろうと解釈されます。 

  その一方で、やはり水害も多くあったということで、下水道の整備に大分力を入れてきた。

通常の土地形状であれば、そんなにかからないであろう経費も、塩竈市内の土地については、

もう皆さんご承知のとおり、軟弱地盤だったり、坂道が多かったり、そういう形状の中で必要

以上の経費がかかってきた。 

  そういったマックスでの借財、700億円を超えていたと記憶しておりますが、現状では、地

道に返してこられたと。ここについては、市長になってから気づいたところも相当ありますけ

れども、病院にしても、病院特例債が平成18年だったでしょうか、16年にあって７年間の、簡

単に言えば、ローンを組めて少しずつ返済をされてきたとか、魚市場特別会計などの特別会計

についても、いろんな手当てをしながら、いろんなことの工夫をしながら、今日まで努力を積

み重ねる中で、厳しいながらも返されてこられたという状況の中での今だと理解しています。 

  ただ、少しでも油断すると、人口減少、税収の減。一時は75億円あった税収が、もう55億円

ですから。人口だって、６万4,000人いた人口が５万4,000人。その上で、また、高齢化率がほ

かの地区とも比べて相当に高いと。こういった現状を踏まえれば、まだまだ予断を許さないん

だろうと理解をしております。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  やはりお金が財政的に常にないと、よい政策といいますか、思った政策も進まないわけで。

やはりその点では、そうすると、何を削るか、減らすか、どういったもので獲得していくかと

いうことになるわけですけれども。 
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  今度は、資料№17の26ページをご覧いただきたいんですが。私が作った資料みたいな言い方

をしていますけれども。 

  人口の推移がここに書いてあります。平成28年から令和３年１月末までという形ですが。人

口は、これを見ますと、コンスタントに減ってきているということです、総人口を見ますと。

それから、自然減が、これもコンスタントに、生まれる方、亡くなられる方の差引きで400人

前後の方が減っているということになりますね。 

  ただ、この中でプラス要因として、見方として、ある程度期待を持てるのは、社会増減関係

ですね。これは、転出と転入の割合を見ますと、転入のほうが若干なりとも多いと。これが期

待をするところかなと見ています。 

  私はそういった見方をしているわけですけれども、これを見てどう思われるのか。それから、

人口増加策が、新規事業として捉えているものはどういったものがあるのかを説明いただきた

いと思います。 

○菅原委員長 小山市民総務部長。 

○小山市民総務部長 塩竈市の人口の推移ということで、資料に基づいてのご質疑であります。 

  こちらの表にありますとおり、平成28年度の５万4,959人から令和３年１月は５万3,446人と

いうことで300数十人減っている中で、議員がおっしゃるように、社会増減の部分が、平成30

年度は減になっておりますが、それ以外は、若干ではありますけれども、増えている。こうい

ったところに、我々も、議員同様に、明るい兆しというか、こういったところに期待を持って

いるところでございます。 

  それで、ご質問の人口の増加策でございますけれども、先ほどの施政方針で後ろに事業がい

ろいろ載っておりますけれども、資料№９の30ページをご覧いただきますと、真ん中辺りにご

ざいます、子育て・三世代同居近居住宅取得支援事業ということで2,500万円、これは塩竈市

に住んでいただくというような事業でございます。 

  そして、塩竈市にいて産んでいただくという事業としましては、産婦健康診査の事業とか、

こちらに記載しておりませんけれども、不妊治療の助成事業とか、子育て支援のこんにちは赤

ちゃんチケット事業とか、そういった新たな事業なんかも組んでいるところでございます。 

  そしてまた、そういった中で、住んで、産んでいただいて、育てていただく環境づくりの事

業といたしまして、30ページの上のほうにあります待機児童ゼロ推進事業とか、あるいは、保

育所等ＩＣＴ化推進事業、塩竈アフタースクール事業等々を計上させていただいているところ
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でございます。 

  そしてまた、塩竈で産んで育てていただく、さらに前に、今度は塩竈で働いていただくとい

う事業も必要かと思います。こういった事業についても、これから組み立てていく必要がある

かと考えております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 どうもありがとうございます。 

  私は、この表を見ると、社会増が、微々たる量ではありますけれども、増えているというこ

とで明るい兆しだと思うわけですが、自然増減を見ますと、やはりこれは何とか、塩竈は高齢

化率が高いので仕方ないところはありますが、やはり子育て支援をもっと充実させないといけ

ないのではないかと、これを見て私は思うわけですけれども。 

  もう一つは、毎回、私は一般質問やら何やらで言わせてもらっているんですけれども、近隣

の他市町村と同じ政策では寄りつかないといいますか、食いつかないだろうと。やはりそれを

飛び抜けた政策が、他市町村と比べて、少なくとも５つぐらいあれば、全く変わってくるので

はないのと思うわけですよ。そんなわけで、もっと子育て支援に関する他市町村に負けないよ

うな施策が欲しかったなと思っております。急にはそこまでいきませんし、よろしくお願いし

たいと思います。 

  次に、資料№17の14ページをご覧いただきたいんですが。 

  一般会計から特別会計への繰り出しの基準外、基準内がずっと書いてあります。前にも質問

させてもらっているんですが、繰り出す側の立場として、どういうやりとりをしながら予算組

みをしているのか。毎年決まっているので、市立病院だったらこうだとか、どこどこだったら

こうだと決めているのか。やはり、今年は何とか新規事業をやりたいし、何とか減らしてもら

えないかとか。そういう役所内での調整といいますか、特別会計との、そういったことは、や

られているのか、やられていないのか。どういう方向で進んできているのかを教えていただき

たいと思います。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 各会計、一般会計からの繰り出し、それから、各特別会計、

企業会計の繰入金ということの毎年度、当初予算の協議におきましては、各所管からまず数字

の精査をしていただきまして、それに基づき協議をさせていただいております。最終的には、
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市長、副市長の下で報告を行いながら、内容を確定させていただいているということにつきま

しては、例年同様の手続を踏みながら決定をさせていただいているところでございます。 

  なお、今年度の当初予算につきましては、具体的にということではございませんが、感染症

の終息が見通せないということになりますので、各会計ともそういった視点で取り組んでいた

だいたと感じております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 お金を使わないというか、減らすという意味で、この繰り出しをどう対応されてい

るのかと毎回思うので、質問させていただきました。 

  そういう観点からいくと、またもう一つ、これもいつも言っていることですけれども、資料

№17の90ページ、ここに小中学校の修繕予定箇所がずっと書かれていますね。結構、細々とあ

るわけですけれども、大きいものもあるわけですが、施政方針に対する質問でも述べたとおり、

学校の施設関係、あと資料の中に出てきますけれども、用務員さんの数とか書いていますけれ

ども、そういった仕事を全部一括して民間の会社に、セキュリティー会社が多いんですが、委

託をしてしまうと。包括施設管理業務と言うんですけれども。ですから、公民館、エスプやら

学校の施設関係は、学校にこだわらずに学校以外、全体なのでこちらのほうで答えていただき

たいと思うんですが、やはりそういったものを一括してどこかにお願いすると。最初の契約で

はいろいろやり取りがあって結構、労を要するわけですけれども、後々、毎年、更新の段階で

実績を見て更新していけばいいので。本当に人も減らせる、手間も減らせるということで、お

金もこれも生めると私は思っているんですよ。それが、学校だけというと限られてきますけれ

ども、公民館やら何やら。ですから、施設の管理を全部任すと。施設の運営を任すところもあ

りますが、そこも含めて、任せるのであれば任せてしまったほうがいいわけですけれども、そ

ういう包括施設管理業務、これでお金を生む形ができるのではないかと私は思うんですが、こ

ちらの立場でお願いします。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 市が所有する施設の全部を一括で委託管理を発注したらどう

かというご質疑でございました。 

  現在は、それぞれの課で発注しておりますが、施設管理につきまして、市内発注という側面

もあるかと思います。一括発注して、例えば、市外の業者に委託されるということがいいのか
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どうかという視点も様々あるかと思いますので、今、ご意見いただいたもの、情報収集もさせ

ていただきながら、今後の課題とさせていただければと思います。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 もっともな回答だと私も思います。私も、そういうふうな考えも持っておりました。

しかし、大体、その契約の中に盛り込んでしまうと。いわゆる施設管理を行う意味で、例えば

中央の会社をお願いしたとしても、条件として、市内にない業者については別ですけれども、

ある業者についてはそれを利用するという条件付の契約もあり得るので、それは全部に当たら

ないというところがありますので。大体は、通例は、中央のそういったセキュリティー会社や

ら何やらが請け負う、取るわけですが、実際の運営は、今まで働いていた人、ないしは、市内

の業者を活性化させるというか、それもそういったことがあるようですので、ぜひここを研究

していただきたいと思います。 

  それから、資料№15に戻らせていただいて20ページの表です。ここで一般会計と特別会計の

割合が大体、これを見ますと、６割強が一般会計だと。４割弱が特別会計に回しているという

形になりますが。この割合というのはどう考えているのか。いいのか、悪いのか。特別会計が

多いのではないかとか、もっと一般会計を増やせないのかとか。行政から見た、いいのか、悪

いのか、そして、自分たちはどうしたいと思っているのか。その割合についてお聞きしたいと

思います。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 割合ということで、適正かどうかという判断を財政として所

見を持ち合わせているということではございません。例えば、塩竈市であれば、地域特性とい

たしまして、交通事業、魚市場といったほかにはない特別会計、標準的な自治体では、ない特

別会計もありますので、その割合で一短一長という議論にはならないかと捉まえてございます。 

  また、例えば、介護保険事業とか国民健康保険事業等につきましては、それぞれサービス、

利用者の状況や医療費の支出負担といった状況によりましても、やはり地域特性によって規模

も変わってきますので、そういったことで財政のほうでは捉えているところでございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  次に、予算、入ってくるほうですか。同じ資料№15の21ページを見ていただきたいんですが、
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ここで気になるというか、費目18寄附金で皆増で約２億円ちょっと上げていると。いわゆる備

考欄では、ふるさと納税だということでありますけれども。これだけ見込む自信というか、ど

こにあるのか、どういうふうなあれでこの２億円を出してきているのか。その根拠といいます

か、きちんとしたものでなくてもいいです。よろしくお願いします。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 前段、施政方針に対する質問でもいただいておりましたが、

稼ぐ意識ということを市長が強く進めていくということもあります。当初予算において、一般

寄附金２億円を計上させていただいたことにつきましては、何としてもこれを目標にして一般

財源を確保していくという思いでございますので、よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 繰り出しもあって大変な中、お金を生むこの寄附金、期待をしておりますので、よ

ろしくお願いします。 

  次の25ページに移らせていただきます。 

  出ていくほうですけれども、ここで費目５の補助費等についてありますけれども、約９億円

ぐらい今年度は減っているというところで、右側に助成事業がいろいろありますけれども、新

しく80周年やらライフイベント記念事業とか書いてありますけれども、そうすると、ほかの事

業をこんなに減らしてしまって大丈夫なのという、心配をするわけですけれども、その辺はい

かがでしょうか。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 今、ご質問いただきました性質別の歳出のうち、費目５補助

費等につきまして大幅に減額しているという状況でございますが、こちらは、復興交付金等に、

復旧・復興事業に伴います進捗によりまして、事業が確定したことによって伴う国の返還金と

いうのが昨年度ございました。それが約８億6,126万6,000円ということになりますので、今、

鎌田委員がおっしゃった、何かやっている事業を削減したというよりは、そういった復旧・復

興事業の国の返還金ということが主な要因ということになりますので、よろしくお願いいたし

ます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 分かりました。どうもありがとうございます。 

  そうすると、次の費目６の普通建設事業費の中でも、補助事業というところで、これでも７
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億円強ですか、７億円弱ですか、減らしているわけですけれども、これも同じような考え方で

よろしいんですか。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 はい、鎌田委員がおっしゃるとおりでございまして、具体的

には、海岸通地区震災復興市街地再開発事業で約２億円ちょっと、それから、桂島地区防災集

団移転促進事業で４億円程度、昨年度は計上させていただいておりました。それが、今年度は

復旧・復興事業全て、ハード部分につきましては皆減という予算内容になりますので、その分

が大きく減じたということでございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  この中の備考欄を見ますと、狭あい道路整備事業なんかも項目として上げられているんです

が、実態の今の補助率はどの程度になっているのか。施政方針に対する質問でも、上げてほし

いと私は言っているわけですが、市民も聞いていると思いますので、どういった割合になって

いるのか、お聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 鈴木定住促進課長。 

○鈴木建設部次長兼定住促進課長 お答えいたします。 

  狭あい道路整備事業、新年度予算におきましては、985万7,000円の予算を計上しております。

これは、新築住宅につきまして地権者の方のご協力の下に後退していただきまして道路を広げ

る事業でございます。ただ、あくまでも新築時の道路後退でございまして、その方たちとの協

議でございますので、できるだけご協力いただいて広げていく予定をしておりますけれども、

何とか少しでも努力いたしまして拡幅に努力してまいりたいと思っております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 予算金額ではなくて補助率を聞きたかったんですが。その補助率をお願いしたいと

思います。 

  今度、実施計画の中を見ますと、細かく出ているわけですけれども、ここに参考として、概

算事業費として次の令和４年…… 

○菅原委員長 何ページでしょうか。 
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○鎌田委員 実施計画です。 

○菅原委員長 何ページ。 

○鎌田委員 いやいや、いろんな全部を言っているんですけれども、全部が、何かいつの間にや

らこういうふうになっているという。いわゆる、我々、上げる意識があるんだよということを

表現しているのかな、将来的にはこういうふうにしたいという希望を盛り込んでいるのかなと

思ったんですが。この整理の仕方と、それから、先ほどの補助率が狭隘道路についてはどのぐ

らいなのかをお聞きします。 

○菅原委員長 鈴木定住促進課長。 

○鈴木建設部次長兼定住促進課長 狭隘道路の補助率でございます。１件当たり28万6,000円ほ

ど工事費として見込んでございます。また、測量等の委託料もございますので、それにつきま

しては、１件当たり52万円ほど見込んでございます。まず、測量等の委託をお願いいたしまし

て、全体の設計をいたしまして、実際の工事につきまして行っていくという流れでございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  それぞれの事業で参考というところ、ご指摘のところ、概算事業費、令和４年度、令和５年

度というところの欄かと思いますけれども、こちらは例年どおり欄は設けております。実施事

業計画、３か年間での事業計画として捉えておりますので、様式としてこのような形に表現さ

せていただいております。 

  以上です。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。形としてはいいかなと思います。方向性が見えてくるとい

いますか、考え方がここに表れてくるかと思いました。 

  もう一つありました。資料№15の23ページ、費目12公債費がありますね。先ほど地方債で金

を借りたものを返していくという形で公債費がここに入ってくるかと思いますけれども、この

中で４億円ほど減っているんですね。3,900何万円ですから、約４億円近くが減っているわけ

ですけれども。それは返してきたから減っているんだと思うんですけれども、何で減っている

のかなという。この減額にされている、いい傾向ではあるんですが、どういったことでしょう

か。 
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○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 費目12公債費につきましては、まず、大きな要因としまして

は、借換債が今年は減ということになります。その差が大体３億1,000万円程度、これが大き

な要因でございます。この影響を除きました純粋な公債費といたしましても、4,500万円程度、

減ということになりますので、自然減という形で、公債費は、引き続き前年度と比較し減少し

てきているという傾向にございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。いい傾向だなと思います。 

  次に、ほかの質問もありますので、急いでいきたいと思いますが、同じ資料№15の43ページ

になります。道路関係の、先ほども話題にしましたけれども、市道の整備について掲載があり

ます。予算的に今年はこれだけということだと思うんですが、今後どういったものがあるのか。

待機しているものがあると思うんですよ、市民からの要望やら、職員も考えられて将来的にこ

うしたいという。 

  毎年言っているんですけれども、予算的に、私は、市道の整備、私道も含めてですけれども、

みんなそうですけれども、予算が少ないのではないかと思っているんですよ。やはり道路は、

何度も言いますけれども、みんなの恩恵を被るのが道路ですね。お年寄りだって、歩かなくて

も買物、バスで通ったり、車で通ったり。郵便屋さんが来たり、宅配も来るしね。みんなの恩

恵を被るのが道路だと思うんですよ。その点で、予算はあまりにも私は毎年少ないと。 

  そして、前も話しましたけれども、選挙で手伝いに来た他県の人が「塩竈、何でこんな細い

とこばっかしであんな」、こんな方言では言わないですよ、「狭いんだべ」とか「悪いんだ

べ」というようなことを言うわけですけれども、その辺で、この予算、適正なのか、適正でな

いのか。自分たちは、上げるべきだけれども、予算がなくて仕方なくやっているのか、その辺

の事情、それから、待機している整備の内容、いっぱいあるのか。その内容についてお聞かせ

ねがいたいと思います。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 お答えいたします。 

  まず、待機している事業でございますが、初めに、橋梁でございます。橋梁につきましては、

昨年度、橋梁点検調査を行いまして、おおむね５年以内に補修が必要だという橋梁がありまし
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たので、そちらの橋梁を塩釜陸橋に続きまして行っていきたいと考えています。 

  あと、幹線道路、市道でいきますと一級、二級という幹線道路がございまして、こちらにつ

きましても、舗装長寿命化計画を策定し、順次、起債事業を活用しながら整備してまいりたい

ということで考えています。 

  身近な市道につきましては、側溝の特に劣化が激しい地区でございまして赤坂地区や大日

向・清水沢地区につきまして計画的に行っておりますので、順次そちらの整備を行いまして、

そちらの地区が終わりましたら今度、違う地区の側溝の改修を行ってまいりたいと考えていま

す。 

  事業費の適正化につきましては、限られた財源の中で計画的にやっていくということでご理

解いただきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。限られた財源ということで、そこに行き着くのかなという

ところなんですが、ぜひとも市長、お金を生み出していただいて、ここに充てる額を増やして

いただきたいなと、将来的にね。よろしくお願いします。 

  次に、49ページに移ります。 

  ここで、コラソンについて。総括質疑でも言わせていただきました。あそこに統合するよう

ですが。この場所を、今の駅前のコラソンの部分に持っていくのではなくて、けやき教室があ

る本町のほうに持っていけないのかなと。いわゆる、あそこは、環境がよくて子供たちも通い

やすいし、駅前よりあちらのほうがずっとみんな雰囲気的にもいいみたいで、教師の方々も、

何か雰囲気がいいというようなことも聞きました。何とか、統合するのはいいとして、あちら

にできないのかということについて、ご回答をお願いします。 

○菅原委員長 白鳥学校教育課長。 

○白鳥教育委員会教育部学校教育課長 お答えいたします。 

  当初といいますか、ゼロベースで考えたときに、そういったことも検討はいたしましたけれ

ども、まず、現在の本町分室のほうは、美術館になっておりまして、それから、部屋を市民に

貸し出しているという、そういう社会教育施設ということで、学校教育的なけやき教室が入る

ということについては、実は、監査から毎年ご指導を賜っておりました。それで、この機会に

そういった目的外使用というところからは離れましょうということになりまして、本塩釜のほ
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うのコラソンという案で進めていくこととしております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございました。目的外使用という言葉が出てきました。あの公民館は、

そういう目的を定めれば、目的に沿った形になるのではないですか。変えればいいのではない

ですか、その目的を。 

○菅原委員長 白鳥学校教育課長。 

○白鳥教育委員会教育部学校教育課長 その辺りの線引きにつきましては、私も不勉強なところ

がございます。社会教育施設の中へ学校教育施設がどのように入り込んでいけるか、その辺り

については、今後、少し検討していきたいと思いますが、監査で指摘を受けてきたということ

を重く見ての措置だということをご理解賜ればと思います。 

  以上です。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 若干、私は理解できないところもあるわけですが。ぜひ、実際その運営をされてい

る方々の意見も十分に取り入れて、聞いて、進めていただきたいと思います。 

  次に移らせていただいて、資料№17の27ページ、ここに生活保護関連があります。そして、

塩竈市が仙台市に次いで２番目に高いという状況になります。 

  そして、次の28ページを見ますと、私が気にかかるのは、10歳から14歳、15歳から19歳の部

分で１つの山がありますね。この辺がどういう実態なのか、どういうふうになっているのか、

教えていただきたいのと、もう時間がないから次々に言いますが、この間、大阪地裁で出した

判決がありました。国から出された、いわゆる扶助費を下げるためのあれで、それに関して返

還請求ですか、これがあって、大阪地裁で認められているわけですけれども、これは、塩竈に

当てはまることがあるのか。どういうふうに考えられているのか。その３点についてお聞きし

て、もう時間がないので、よろしくお願いします。 

○菅原委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 生活保護のことについてお答えしま

す。 

  まず、28ページに載っています年齢別の子供の年齢のところですけれども、これに関しまし

ては、うちのほうで子供の学習支援という取組をして学業面の応援をしております。 
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  最後の大阪地裁の関係ですが、すみません。不勉強のところがありましたので、調べておき

たいと思います。 

  以上です。 

○菅原委員長 伊勢由典委員。 

○伊勢委員 では、私から予算について若干の質疑をさせていただきます。 

  最初に、本予算の資料№11令和３年度の一般会計予算説明書から入ります。 

  この中で、54ページを開いていただくと、地方公共団体情報システム機構負担金というのが

載っております。これは、過般、２月補正の中で、マイナンバー関係の様々な予算の増額があ

った、その機構だと思われます。 

  もう一つは、64ページにそれに関連した予算が載っております。通知カード・個人番号カー

ド関連事務委任交付金ということで、何種類かあるかもしれませんが、こういったマイナンバ

ーということで載っております。 

  １つは、これがどのぐらいの普及率になっているのか。事務的に確認だけさせていただきた

いと思います。 

○菅原委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 マイナンバーの普及率でございますけれども、塩竈市、１月１

日現在で25.0％となっております。 

  以上です。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 25％、一頃は十五、六％ぐらいから少しは増えているかと思われます。ただ、依然

として、やはり情報漏洩等々、危惧を抱く市民の皆さんもいて、ある市民の方からは、マイナ

ンバーの会社のほうでの負担もあるので、やはりこれはやめたほうがいいよとずばり言われま

した。やはり２つの問題を抱えて、依然として国民の中での、あるいは、市民の中での様々な、

やはり慎重に取り扱うべきだ、あるいは、マイナンバーでの情報漏洩等の危惧を抱く方もいら

っしゃいますので、やはりこれについては、依然として私は変わらないなと思います。 

  当初予算で90万円ということになっておりますが、こういった点も含めて、私ども、やはり

マイナンバーについては、賛同できないというか、情報の関係でも、国民のセキュリティーと

いう問題でも、一言申し添えておきたいと思います。 

  次に、資料№11の50ページを開いていただきたいと思います。 
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  その中で、第１款第１項第７目第７節報償費のところで、行財政革推進費389万5,000円とい

うのが載っております。これはどういうことなのか、前段、お聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 すみません。確認をしてお答えさせていただきます。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 恐らく、いろいろな今、進んでいるＡＩによる事務処理なのか、文書管理等々なの

かなと。前段、私が聞いたのでは、そんなふうに認識しているんですが、それでよろしいのか

な。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 大変失礼しました。 

  今年度、コロナの関係で少し進捗が遅れておりましたが、会計課の事務処理においてＲＰＡ

の試験導入、どういった効果が出るのかということを検証させていく取組をさせていただいて

おります。その維持管理経費といったものが主に計上されている予算ということになります。

よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そうすると、実施計画書の90ページのところに同様のものが載っているようですが、

今年度のいわば実施計画のところで、そういうことも含めて位置づけられていると捉えてよろ

しいんでしょうか。ＲＰＡ等導入事業291万8,000円と実施計画書の90ページに載っているんで

すが、それでよろしいのかどうか。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 委員おっしゃるとおりでございまして、これを業務の効率化

を図りまして、その分、市民サービスの向上に向けて取り組むための検証という位置づけで実

施させていただければという考えでございます。よろしくお願いします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 実施計画書にも載っている案件と捉えました。 

  そこで、事務効率は１つ、それはそれとして、やはり必要性もあると思いますが、一方で、

やはり職員の皆さんのマンパワーというのも、私は依然として必要なのかなと思うんですね。

それで、資料№17のところでいささか論点を深めたいと思うんですが、例えば、資料№17の８

ページに職員定数と配置数というのが載っております。これは、この間、ずっと前市政の下で
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条例定数として決めて、いわば職員の採用について、キャップというかな、上限を決めていく

という条例定数があります。８ページのところを見ると、令和３年度に目を移したほうがいい

かもしれませんね。令和２年度、令和３年度ということで、条例定数が672名、現行ですね。

配置実績が、607名が令和２年度、一方、令和３年度は672名で配置見込み、見込みですから見

込んでいる数、人員配置というのが600となっております。これをどう捉えていけばいいのか

確認させていただきたいと思います。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 この数字につきまして、例えば、見方としまして、令和２年

度、配置実績が607名、令和３年度、見込みということになりますが、600名ということで７名

が減となっているような見え方になってございますが、実際には、定数上の考え方で申し上げ

ますと、これは２名の減というのが計画に基づく数値になります。 

  ただ、この内訳でございますが、今、申し上げました定数減に伴うものがマイナス２名、そ

れから、今回、令和３年度に新たに他の公共的な団体に派遣を１名予定してございますので、

その分がマイナス１、それから、今から申し上げることについて、表の下のほうに休職者、育

休者については減というふうに表示させていただいておりますので、休職者、育休者が６名、

前年度よりもその関係で減になっているということになります。 

  それから、病院については１名、前年度に比べてプラス１ということになります。 

  それから、令和２年度の途中で中途採用１名しておりますので、それを合計するとマイナス

７ということになりますので、定数上の減というのは、議会の皆様にもお示ししておりますと

おり、２名減という計画に基づくものでございますので、よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 内訳的には分かります。そうはいっても、やはり職員さんのそれぞれの採用の定数

を決めているわけですから、いわばこれ以上超えませんよという意味合いなのかと思います。

しかも、休んでいる方もいらっしゃるのかな。休職中の職員さんもいて、なかなか職場、大変

だなというふうに察するところです。 

  もう一つは、資料№17の一番最初の１ページのところをご覧になっていただきたいと思いま

す。 

  ここで年齢構成が載っていて、これもいささかびっくりというか。例えば、50代がちょうど

真ん中ごろですか、一定の人員が、三十七、八名ぐらいなんですかね。あとは、20代ないしは
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30代にかけてが若干、棒グラフが若干は、20名という形で、総体としては、やはり若手職員の

皆さんの採用が非常に抑えられている。いわば市の職員のマンパワー、これからの塩竈市を支

えていく職員の構成が非常に、逆ピラミッド型というか、簡単に言うとね、そういう感じが見

受けられるんですが。こういったことについての捉まえ方について、確認させていただきたい

と思います。 

○菅原委員長 鈴木総務課長。 

○鈴木市民総務部総務課長 伊勢委員にお答えいたします。 

  資料№17の１ページに書いてありますとおり、40代後半、50代についての年齢構成が一番高

いというのが、本市の職員の年齢構成の状況でございます。総じて30代の後半が少ないという

ことになっております。 

  この要因につきましては、定員適正化計画に基づいた、退職者が不補充ということが過去に

行われまして、そのときに採用を抑えたことによりまして年齢構成がこのような、差が生じて

いると認識しております。今、この隙間を埋めるために、例えばでありますが、30代後半、こ

ういった隙間の世代の中途採用をやっていきたいと今、検討しているところでございますし、

定員適正化計画ではなくて、このピークの世代の退職を見据えまして、どのような形で平準化

していくのかということについても、今後、総務課で検討していきたいとは考えてございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。退職者不補充というところも、色濃く反映しているのかなと思いま

す。 

  やはり、この間の水道の断水の際に、何と言いますか、赤水が出たという、それはそれでそ

ういう事情が、分かりますが、やはりああいう自然災害の関係も含めて、複合災害になってし

まったわけですね、簡単に言うと。そういうときに、やはり人が必要なのかなと。やはり市の

職員さんがそういう意味でも必要なところ、そういうところに人を割いていく必要があるかと

非常に、痛感するんですね。 

  改めて、そうすると、先ほど包括施設管理委託ということで前段、議論がありましたけれど

も、やはりそうなってしまうと、民間の方々の採用ということになってしまうと、やはり地方

公務員の役割は、市民の利益を守る立場ですよね。様々な幸福権も追求していく、そういう点

から言って、やはり必要な人員配置をしっかり行っていく必要が、私はあるのではないかと思
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うんですが、定員適正化、自身はそれはそれとして、私ども、やはり条例定数については反対

していた経過がございます。したがって、その辺の見解も含めて、市の職員は公共性を重んじ

る職場ですので、やはりそういうことも含めて、今後の若手の方々の様々な対応等は検討され

ているような回答でございましたが、その辺も含めて、課長さんからの答えがありましたので、

市長自身の見解だけお聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 これまでの経緯については、担当から一度か二度、レクチャーを受けた記憶はござ

います。その一方で、１年半、市役所を見させていただいて、病気で長期間お休みになってい

る方々も20数名いらっしゃるとお聞きしております。あと、残念なことと言っていいのかどう

かは表現を気をつけますが、途中で辞められる方が結構いらっしゃる。それも若い方。この現

実にどう向き合うのかということをやはり真剣に考えなければいけないんだろうと思います。 

  市長が変わったことで、やはり市長の考え方とかやり方というのは、前の市長さんと僕では

違います。ですから、そういったやり方に、いまだ市役所の中にはついてこられない人も多い

だろうと思う部分があるのと同時に、物すごく感じているのが、やはり視野が狭いと。何度か

僕、申し上げたと思いますが。若い職員が夢を持って、何のために市役所に入所されて働いて

いらっしゃるのか。そこをいま一度考えさせるための仕組みは、しっかりとつくらなければい

けない。それは何かと申し上げますれば、やはり市民の方々との対話だったり、いろんな有識

者の方々のご意見だったり、視野を広めるため、もしくは、新たな目標を持っていただくため

の研修制度、これをしっかりと進めないといけないのかなと思っています。 

  目の前の仕事に追われるというのは、どこの組織も一緒だと思います。そんな中にあっても、

自分のモチベーションを保つための研修だったり、目標だったりというのをつくっていくのが、

我々執行部の責任だろうと思っておりますので、若い人がこれからも塩竈で働き続けたいと思

っていただけるような組織につくり変えていきたいと考えております。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。市政も、市長も変わって、様々いろんなことが生じているのかと思

われます。ただ、私ども、やはり前段、述べたように、定数の条例等、あるいは行財政改革、

やり過ぎなければよかったのかな。行財政改革そのものを全面的に否定するつもりはございま

せんし、必要なものは必要なところでしっかりと行財政改革の、様々な無駄の部分は見直すと

いうのはあると思いますが、やはり先ほど言ったように、この表を見ると、本当に若い方々の
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世代交代、モチベーションを持つ、そういう取組が今後、必要になってくるかと思いますので、

この辺はひとつ、市の皆様の研さんなり、研修なり、そして、必要な人員確保について、ぜひ

図っていただければと思います。これはこれで終わらせていただきます。 

  次に、本予算について触れさせていただきまして、資料№11の４ページのところです。数々

議論がされている市税がざっと２億円ぐらい、今年度、減る見込みですよということです。そ

こで、ここに３ページ、４ページのところに市民税、そして法人税ということがございます。

この減額、前年よりもざっと個人市民税では１億4,000万円ほど、その辺の捉え方を前段、お

聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 お答えいたします。 

  令和３年度の市税の減収につきましてでございます。市税につきましては、全体で今回、55

億9,173万円という数字でございまして、昨年度の当初予算と比べると１億9,871万1,000円の

減ということでございます。 

  主立ったものとしては、先ほど委員さんから質疑ありましたとおり、個人住民税が１億

4,157万6,000円の減、そして、法人市民税、主に税割になりますけれども、4,035万7,000円の

減ということでございます。こちらの減収の主な原因としては、やはり新型コロナウイルスに

よる雇用の削減、また、企業の景気悪化、そういったものなどが関係してくるということで計

上させていただきました。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 感染が非常に色濃く、税収の分野でも及んでいるなと改めて感じました。 

  そこで、個別論に移らせていただきたいと思うんですが、市税の法人のところで、特に去年

と比較したんですね。例えば、９号法人から１号法人までの比較で。これを見ると、７号法人

が、去年と比較してマイナス４社、一方で、だと思いますね。１号法人が昨年度の予算で見る

と1,044社。今回は1,028社ということで、今回減ったと捉えております。失礼、７号法人はマ

イナス５社となっているようですが、この傾向をどう捉えていけばいいのか。回答をお願いし

たいと思います。 

○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 お答えいたします。 
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  ７号法人、１号法人とも減少しているということでございますけれども、やはりこれも企業

様の、先ほどお話しさせていただきました新型コロナウイルスによる景気悪化により事業の停

止など、そういったものを考えておりますので、この数値で計上させていただいております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。傾向はそういうことで。なかなか厳しいなと、この法人のところの

減少を見ると、なかなか塩竈市も厳しいとは感じております。 

  そこで、同じ資料№11の７ページから８ページを開いていただくと、一番下に、新型コロナ

ウイルス感染症対策地方税減収補填特別交付金といささか長い名称があります。よくよく見る

と、本年度の予算は1,000円となっています。これはどういうことなのか。1,000円の計上で掲

げていることについて、そして、この内容について、説明していただければと思います。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 資料№11の８ページにございます新型コロナウイルス感染症

対策地方税減収補填特別交付金について、内容でございますが、これは今年度、新たに設けら

れた内容でございますが、感染症対策に伴う科目ということになります。具体的には、中小事

業者で売上げが減少された方につきましては、償却資産、それから、事業用家屋に限るという

ことになりますが、固定資産税について軽減が行われます。その軽減につきましては、売上げ

の減少の割合によって２分の１の軽減、あるいは、全額軽減ということになります。その固定

資産税側で軽減された分の補塡として国から交付されるのが、ここに計上してある交付金とい

うことになります。 

  年度当初では1,000円ということで計上させていただいておりますが、これは、税務課で申

請を受け付けていくことになりますので、市税が減収した同額分、ここに交付金が計上してい

くといった流れになるものと捉えております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 補塡ということですね。 

  そうすると、再度お聞きするわけですが、こういった新型コロナの補塡、新型コロナウイル

ス感染症対策地方税減収補填特別交付金というのは、いつから申請を受け付けているのか。件

数と、先ほど言ったように、減収分の中で大筋このぐらいまでは減価償却したり、２分の１



-51- 

等々、全額の、国から補塡されるんでしょうね。そういうことも含めて、分かる範囲でだけお

聞かせいただきたい。 

○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 お答えいたします。 

  今、財政課長からもお話ありましたように、中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家

屋による固定資産税、都市計画税の軽減措置の件でございます。この申請に関しましては、今

年の１月１日から申請の受付をしております。これは、税務課固定資産税係で12月ぐらいに、

毎年なんですが、償却資産の申告ということで各事業者に郵送で送らせていただいているんで

すけれども、その中に一緒に軽減措置の申告書を入れております。 

  期限が１月31日までというところでございまして、現在、申請全事業者数でございますが、

209件ほど申請を受け付けております。これによる固定資産税の減免ということになりますけ

れども、まだ確定的なことは言えないのですが、恐らくなんですが、5,000万円弱ぐらいでは

ないかと今のところ見積もっております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。ひとつこの法人税、あるいは、固定資産税もここに書かれています

が、減収分を5,000万円ぐらいというふうに、補塡をして、少しでも市の税収の補塡になって

いけばよろしいのかなと思うところでございます。 

  そこで、言わば、こういう感染が広がって、かなり厳しい経営局面に置かれているわけです

が、やはり何らかの、これは補正予算の質疑になってしまうので、あまり深掘りしませんが、

その辺も含めて一般会計の全体の予算を見ると、新型コロナウイルス感染症対応についての

様々な経済的支援というか、財政的支援というのは、あまり見受けられないんだけれども、本

予算との関係、これから議論されるであろう第３次補正予算ですか、そういうことも含めて、

どんな形になるのか。流れだけ教えていただければと思います。 

○菅原委員長 草野新型コロナウイルス感染症対策専門監。 

○草野市民総務部公民共創推進専門監兼新型コロナウイルス感染症対策専門監 それでは、私か

らお答えしたいと思います。 

  委員ご指摘のとおり、令和３年の当初予算には、コロナ対策の予算、基本的なものが若干入

ってございますが、計上されていないという状況です。その内容につきましては、過般、ご説
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明申し上げましたとおり、国の第３次補正予算の交付金の内示が相当遅れまして、２月に入っ

たという形で、当初編成には間に合わなかったという形になります。ですので、委員ご指摘あ

りました、いわゆる事業者の事業継続支援等を含めました事業を現在、構築してございます。

そちらをなるべく早い時期に補正計上できますように、今、段取りをしているところでござい

ますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  以上です。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。これは、過般、行われるであろう補正予算についての審議がどこか

でかと思いますので、ぜひこれは皆様のご意見等々、質疑しながら、よいものをつくっていく

方向で確認をさせていただきたいと思います。 

  次に、バスについて、いささか触れさせていただきたいと思います。これは施政方針の中で

も触れていたので、資料№11の54ページに予算が載っております。歳出ですね。市内循環バス

運行費補助金ということで2,300万円ほど計上されております。これは、従来の循環型100円バ

スとＮＥＷしおナビ100円バス予算、一緒にしたもので捉えていいのかどうか、確認させてく

ださい。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  今、委員からご指摘ありました市内循環バス運行費補助金、こちらは、しおナビ100円バス

のほうの補助金の金額でございます。ＮＥＷしおナビ100円バスに関しましては、前のページ

になるんですけれども……、すみません。では、事業内訳のところでご覧いただきたいんです

が、別な委託料ということで計上させていただいておりまして、この金額の中には含まれては

いない状況でございます。すみません。確認させていただきます。失礼いたします。（「ごめ

んなさい」の声あり） 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 失礼いたしました。すみません。 

  52ページの第１款第１項第７目第12節委託料の真ん中辺にございます運行委託料1,662万

8,000円、こちらがＮＥＷしおナビ100円バスの委託料になります。 

  すみません。大変失礼いたしました。 

○菅原委員長 伊勢委員。 
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○伊勢委員 分かりました。手間取らせてしまって、ごめんなさい。失敬。 

  そこで、両方とも、ＮＥＷしおナビ100円バスにしろ、しおナビ100円バスにしろ、非常に大

事な、市民にとってやはり大事な足なんだろうなと思います。施政方針の中でも、18ページの

ところで、今後、利用者が減っている中で、広告収入、運賃、路線の在り方についてというこ

となんですが、そういうふうに表現はしております。今回の予算は、恐らく、これは反映され

ていないと思うんですね。通常の予算だと思いますが。しかし、捉え方、考え方の上で大事な

ポイントになりますので、運賃、路線の在り方、広告収入はそれはそれで必要だと思います、

稼ぐ意識という表題があるようですけれども。これについて、どのような今後、流れ的になる

のか。その辺だけ確認させていただきたい。令和３年度以降ね。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  今、委員ご指摘のとおり、令和３年度に関しましては、料金等について一切、従来どおりで

の予算計上としております。その上で、これは100円バスに限ったことではないのですが、施

政方針でも述べましたとおり、塩竈市としての受益と負担の在り方等について、全体的にやは

りきちんと議論していくべきだろうというところで、今後、市民の皆様ときちんとご意見を交

換しながら、全体について考えていきたいと思っております。これは100円バスに限ったこと

ではないし、なお、現在、例えば、それを値上げするとか何とかというところまでは決まった

ところではないというのを申し添えさせていただきます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 受益者負担という、そういったところが今回出たわけです。そうすると、例えば、

令和３年度以降のどの時期でどんな形で市民の皆さんと膝を交えた対応というのかな、するの

か。そのイメージ的なものだけ教えてください。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  具体的なタイムスケジュール等については、現在、定まってはおりません。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。これは、市民の皆さんの施政方針の中で非常に大事なポイントにな
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りますので、様々、受益者負担、あるいは、選択と集中という言葉が出てきましたので、この

辺はやはりしっかり、議会にも示していただき、市民の皆様にも示していただく機会を進めて

いただければと思います。 

  ただ、市民の皆さんにとっては、やはりバスの様々な利便性を失うということも、私たちは

懸念するところでございます。 

  それで、実施計画の44ページのところに視点を移らせていただくと、バス運行費補助金助成

事業、ここに１日当たりの平均利用者数860人とか、路線バス空白地区旅客自動車運送事業と

いうことで１日当たり380人。若干減りとはいっても、やはりこれだけの方々の市民の皆さん

の利用があるんだなというのを改めて実施計画を見ながら事業内容について見ました。 

  そこで、言わば１日当たりの利用者860人とか、380人、この方々が利用していることについ

て、どこがこう、そうすると、減便なり、路線の見直し等で影響が及ぶのかと思いますが、そ

の辺どう捉えているのか、確認させてください。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  まず、今、ご指摘ございましたバス運行費補助金のほうの860人、あと空白地区のほうの380

人、こちらは、令和元年の決算ベースでの人数ということになってございます。これが今年度

予算ベースでは、やはり大分減る見込みであろうと見た状況でございます。 

  繰り返しになりますが、例えば、減便とか料金値上げ等々については、現段階では全く決ま

った話ではございません。具体に、例えば、いつからやるかとか、幾らにするかとか、そうい

ったことは、まさに全く議論しない状況でして、これこそ、繰り返しになりますけれども、市

民の皆様ときちんと情報共有しながら、ご意見を伺いながら、一緒に考えていくべき内容であ

ると捉えておりますので、現段階では決まっていないと改めて答弁させていただきます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 補足をさせていただきます。 

  ただ、その一方で、昨年以降の市政だよりの中で、私どもとしては、採算ベースという数値

について、市民の皆様方に広く知っていただきたいということで情報を掲載させていただいて

おります。これから必要なのは、100円バスに限らず、どういう市政運営をすることで、人口

が減っている、税収が減っている中で、これまで続けてきた行政サービスを続けることが可能
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なのか、難しいのか、その辺の見極めをしっかりしていかないと、必ずいろんなところにその

ひずみが訪れて、もう既に来ておりますので、そういったことをしっかりと考えることが、今、

重要だろうと思っています。だからこそ、市民だよりの中でそういう情報をしっかりと出させ

ていただいているということだけは、何もしていないというわけではなくて、ご承知おきいた

だきたいと思います。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。もう既に、ある程度予告的なもので、市の広報等でお知らせをして

いるということのようですので、いよいよもって、令和３年度の今後の市政の在り方も含めて、

どういう市政を目指すのかということが問われる時期なのかと今、お聞きしましたので、その

辺は今回はこれで１回終わらせていただきます。 

  次に、財政の関係で何点かだけお聞きしたいと思います。資料№というより、一般会計当初

予算の予算書の中の資料№11の25ページのところで、歳入のほうで第19款繰入金が、各種基金、

本年度８億3,000万円ほど財政調整基金繰入金も含めて歳入として取り崩しながら入れていき

ますよと。そして、ふるさとしおがま復興基金繰入金も27、28ページに載っております。 

  そこで、この基金の捉え方と運用・活用について、大事な基金ですので、様々自由裁量が利

くというか、そういう感じで捉えているんですけれども、今後の各種基金をどのように生かし

ていくのか。その辺だけ総括的にお聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 各基金につきましては、条例でその活用に関する目的を定め

てございます。今後も引き続き、その目的に基づきまして事業に活用していきたいと考えてご

ざいます。特に、財政調整基金につきましては、予算編成上の所要一般財源として計上させて

いただきますとともに、こういった感染症の対策、コロナ禍の中におきましては、復旧復興、

そのための基金を造成しておりますふるさとしおがま復興基金繰入金などを有効に活用させて

いただきながら、市民の皆様の様々な対策に活用していければと考えてございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。ひとつ基金の運用について、ぜひ市民の苦しみ等々も含めて、感染

下の中で痛手を被っているわけですから、財政調整基金についてはぜひ、各種、財政調整基金

については目的も含めて生かしていただきたいと思います。 
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  詳細は、もう時間もありませんので、次に移らせていただきます。 

  今年度、国からの支援として地方交付税が出ております。資料№11の９ページから10ページ

の第11款のところに、今年度の地方交付税がどれほど来ているかということで、本年度予算が

54億円ですか、来ております。54億3,641万9,000円と。減としては、４億3,000万円ほど前年

度との比較で減ってしまったということなんですが、一方で、臨時財政対策債について、既に

臨時財政対策債を打っていいよということで載せられております。資料№17の13ページに臨時

財政対策債、地方交付税の様々な令和３年度の対応等について触れられております。そこも含

めて、地方交付税そのものの補塡の財源と私たちは捉えていますので、今年度、何をもってこ

の54億円になったのか。それから、臨時財政対策債について、前年度との比較で地方交付税、

補塡として、依存財源であるものの、その辺も含めて今年度、令和３年度の流れについて確認

をさせていただきたいと思います。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 地方交付税の前年度との比較につきましては、今、伊勢委員

がおっしゃったとおり、前年度から４億3,750万1,000円減となってございます。この要因でご

ざいますが、まず、普通交付税が8,700万円の減ということ、それから、震災復興特別交付税

の額が大きく、３億5,050万1,000円の減ということになります。ですので、大きな減要因とし

ては、復旧・復興事業の完了等に基づく減ということになります。普通交付税につきましては、

昨年、実施いたしました国勢調査の影響を鑑みまして8,700万円の減ということになります。 

  先ほど委員さんからお示しいただいた資料№17の13ページでお話しさせていただきますと、

この表には記載していなくて大変恐縮なんですが、地方交付税の大きな減というのは、先ほど

申し上げましたとおり、震災復興特別交付税の減ということになりますので、それ以外、先ほ

どご紹介いただいた普通交付税、それから臨時財政対策債、臨時財政対策債は本来は普通交付

税として措置されるべきものと考えてございますので、この合計で比較しますと、前年度から

２億6,640万円の増ということになりますので、一定程度、今、見込みの中では、国からこう

いった厳しい財政状況を鑑み措置させていただいているのではないかという見込みでございま

す。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 暫時休憩いたします。再開は11時30分といたします。 

   午前１１時２１分  休憩 
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   午前１１時３０分  再開 

○菅原委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いい

たします。 

  阿部眞喜委員。 

○阿部（眞）委員 では、私も何点かご質疑させていただきます。お昼前ということなので、ス

ピーディーにいきます。 

  資料№11ですけれども、細かいところを少し聞かせていただければと思います。78ページ、

事業内訳、第３款第１項第３目老人福祉費の上から３つ目に書いてありますひとりぐらし老人

関係費、30万円ほどの予算ということでございますけれども、まず、こちらはどういうことに

活用しているのかというのを教えていただけますでしょうか。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 資料№11、30ページのひとりぐらし老人関係費の３万円の件で

ございます。こちらは、一人暮らしの高齢者の方に対しまして福祉電話、いわゆる電話を貸与

するという事業内容となっております。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 電話のということでございますが、そうすると、何か一人暮らしの老人がこ

れぐらいいるというようなことは、もうデータとして、市として分かっていらっしゃるという

ことになるんですか。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 この事業、データといたしましては、現在、１名の方にご使用

いただいております。ただ、いわゆる通常の電話を貸与するという内容でございまして、昭和

50年代に定められた内容のものを踏まえてということになっておりますので、現在、そのよう

な状況となっております。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 分かりました。ありがとうございました。 

  何かデータ等があれば今後、今、空き家対策等のものもしている中で、空き家になる可能性
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が非常に高い方たちのデータが、失礼な話ですけれども、分かると。空き家になるというか、

今後、どういうふうにご自宅をしていくのか。例えば、ご家族がいれば引き取るのか、それと

も、どうしていくのかというようなことも分かる内容になるのかと思っておりましたので、聞

かせていただきましたが、そういうものはないということになるかと思いますので、飛ばさせ

ていただきます。 

  続きまして、同じ資料、110ページの第４款第１項第４目環境衛生費の事業内訳のねずみ

族・昆虫駆除費というものは、どういうものに、8,000円になるんですけれども、これはどう

いうときに活用しているのか。何か分かるものがあれば教えていただけますか。 

○菅原委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 お答えいたします。 

  ねずみ族・昆虫駆除費でございますけれども、こちらは害虫、蜂とか、そういったものが出

たときに駆除するという予算でございます。 

  以上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 8,000円ということで、なかなかそんなに出ないのかなと。年に１回か２回

ある程度なのかなと思いますが、例えば、新浜町などを見ても、ハクビシンがいて商品が荒ら

されたりとかするときに、「ハクビシンの駆除費ってないんですか」と聞くと、「ない」と言

われてしまうんですけれども、そういうものにもっと多様に活用できるような制度にはならな

いものなのかというのは、考えられないんですかね。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 ハクビシンの関係でございますので、私からお答えさせていた

だきます。 

  今、委員ご指摘の新浜町地区でハクビシンが発生しているというお話、我々も耳にさせてい

ただいております。そうしたときに、我々水産振興課といたしましては、まず捕獲ということ

で対応させていただいているという現状でございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 かしこまりました。では、これからは水産振興課に電話をすればいいという

ことですね。よく分かりました。では、そうさせていただきます。よろしくお願いいたします。 
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  続きまして、136ページ、第７款第１項第５目観光物産費のところなんですが、なかなか新

型コロナウイルスで非常に大変な中ということで、もう予算付けということになってくるのか

と思いますけれども、まず、塩竈みなと祭協賛会助成事業、多分、昨年と同等の金額をつけて

いらっしゃるかと思いますが、今年度、どのような目標で予定しているかということがあれば、

簡単にでいいので、教えていただけますでしょうか。 

○菅原委員長 伊藤観光交流課長。 

○伊藤産業環境部観光交流課長 塩竈みなと祭につきましては、年明け早々から具体的な今後の

予定の話をしているんですが、やはり神社様のみこしがどうなるかというのが一番、今後、基

本になるかと思います。去年も大体４月、５月の連休前ぐらいに決定しましたので、そのころ

には具体的に決まるという形になるかと思います。よろしくお願いします。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 昨年もオリンピックの関係も重なりまして、また今年もどうなるかというと

ころで情報がいろいろ錯綜している中かと思いますが、やはり２年連続ないとなると、市民と

しても非常に楽しみな事業の一環が２年ないとなってしまいますので、何とかして、協賛会助

成事業ということでございますので市役所にバックアップしていただいて、少しでも、縮小で

も実行できるような形を取っていただけるように頑張っていただけたらと思います。 

  次は、インバウンド誘致推進事業ということで216万2,000円ということですが、昨年に引き

続き予算付けとなっておりまして、こういうご時世でなかなか厳しいと思いますけれども、昨

年から結構、私も予算特別委員会か何かで質問させていただいて、3,000万円ほど県の補助金

を活用してということで非常に喜んでいたところ、今、コロナになってしまったということで

ございますが、昨年から引き続いて予算を取って今後、どのように、今、コロナ禍の中、進め

てきたのかということと、今後、どうしていきたいのかということがあれば、教えていただけ

ますか。 

○菅原委員長 伊藤観光交流課長。 

○伊藤産業環境部観光交流課長 令和２年度につきましては、国の東北観光復興対策交付金とい

ったものを活用しましてインバウンドの推進をやっております。具体的には、市内の公衆トイ

レの洋式化とか、または、多言語化サイン、いわゆる看板の多言語化ということで取り組んで

いるのが、大体2,400万円ほど活用させていただきました。 

  今年は、それが終わりましたので、通常の内容になるんですが、内容的にはコロナの影響で
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インバウンドは激減しておりますが、これまでのインバウンド対応施策を継続しながら、開放

されたときに備えるということになっております。 

  具体的な事業としては、おもてなし人材育成のための研修事業、あとは、インバウンド推進

懇談会の運営事業という形になりますが、今年、新たに外国人技能実習生向けの市内めぐりツ

アーなどもやりながら、市内の事業者等のおもてなし研修というか、そういうのも兼ねまして

やっていきたいと考えております。 

  以上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 世の中が動き出すときを待って、ぜひ整備、引き続き準備していただければ

と思いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、資料変わりまして、実施計画の22ページで、しおがま健幸ポイント事業という

ことで、令和２年度に関しまして実証実験ということで、令和３年度で本格的に動き出すとい

う認識でいましたけれども、間違いないでしょうか。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 しおがま健幸ポイント事業についてお答えいたします。 

  当初予算の段階では、実証実験ということで様々、ＡＩ等を用いて健幸ポイント事業を行う

という予定でございました。ただ、新型コロナウイルス感染症の発生に伴いまして、自宅で過

ごす方の健康面等が心配される中、コロナウイルス交付金等を使っての事業ということに変更

になっていったという経緯がございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 流れ、ありがとうございました。 

  ちなみに、実証実験をしてみて、今、どのような状況になっているのかを教えていただけま

すか。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 歩数計とアプリを利用して、500人の市民と在勤の方に参加し

ていただきました。11月、12月にかけて歩数をポイントにして、自分の達成度を確認していき

ながら、また、その歩数によって、ポイントで景品を抽選で当たるようにするという内容でご

ざいました。 
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  こちらは、私どもの狙いといたしましては、できるだけ多くの方に外に出ていただいて歩い

ていただくということとともに、働き盛り世代の方、そういった方にも多く参加をしていただ

きたいということで実施をした経緯がございますけれども、なかなか接触が今まで得られなか

った30代、40代の方にも、多く参加していただけたというようなことが結果としてございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 ちなみに、令和３年度、令和４年度、令和５年度ということで予算付けを目

標にしていると。令和４年度、令和５年度、参考とまでですけれども、予算付けを目標にして

いると思っておりますけれども、実証実験は500人ということでございましたので、今後は何

人ぐらいを目標に進めていかれるのか、教えていただけますか。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 来年度は500人よりも多い人数で、まだ実際は何人ということ

まで決めておりませんが、800人程度か、それくらいかということで考えております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 800名ということでしたけれども、今、世の中というか、結局、2040年ぐら

いにはこれぐらいの、国の税収も含めてですけれども、非常に、社会保障が５割を超えてきて

とか、いろんなことがなってきて税収が非常に大変になるよということで、各企業で結構注目

されているのが健康経営というところがあって、いかに病院に通わないで健康的に長生きする

かというところで、医療費の削減も含めて行いましょうという健康経営のコンテストも国で行

うぐらい今、注目されていますので、ぜひとも健康というポイントのところを、800名と言わ

ず、もっと声をかけて、市民はもちろんですが、市役所の皆様にも、健康で長くずっと一生懸

命頑張って働いていただけるように、巻き込みながらやはりやっていかなくてはならないのか

なと思いますので、800とは言わずもっと高い目標を持ってぜひ、市長の肝煎りの政策だった

と思いますから、ぜひ、もっと市民に塩竈市民になると健幸ポイント事業というのをやってい

るよというのが分かるぐらい、やはり勢いよくやっていくものだと思うんですけれども、もう

一度、意気込みを聞かせてください。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 参加率、あとは、事業の手応えというところで、好評であれば
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さらに続けて、また、人数も拡大しながらやっていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 ぜひとも、私の隣にいる西村議員もいつも歩いておりますので、お声がけい

ただきながら、常に長生きしていただける、もっと広く広報していただけるといいのかなと思

いますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、同じ資料、48ページですけれども、塩竈産品販路拡大支援事業ということで、

海外に向けての……、勘違いしていました。大丈夫です。これは飛ばします。 

  では、資料を変えます。資料№15の32ページなんですけれども、安全・安心まちづくり推進

事業ということでお聞かせください。防犯カメラの設置ということで、県から補助が出て一般

財源がということでございますが、防犯カメラをつける場合に、主として、どういう段取りと

順番があってどこにつけると決めていっているのかというのを、簡単にでいいので、教えてい

ただけますでしょうか。 

○菅原委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 お答えいたします。 

  市が防犯カメラをつける段取りですけれども、まず、警察に相談をいたしまして、警察では

犯罪とか、そういったおそれがあるという場所を教えていただきながら、そういったところを

中心にカメラを設置していく、計画をつくって設置していくということになっております。 

  以上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 ありがとうございます。 

  300万円が市から出て、県から100万円が出ているんだと思いますけれども、大体１台当たり、

コスト的にはどれぐらいかかるものなんでしょうか。 

○菅原委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 カメラですと、カメラそのもの自体、大体40万円ぐらいではな

いかということで考えております。 

  以上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 40万円ぐらいということですけれども、町内会等からも、ここに防犯カメラ
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をつけてくれとか、いろんな話が上がってくると思うんですが、そういう話というのは、上が

ってきている中で潤沢につけていけているのか、それとも、年に数個というところでまだまだ

時間がかかるというか、要望まで応えられているのかどうかというのも教えていただけますか。 

○菅原委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 市の計画でございますけれども、実際、町内会の皆様からとか、

地域の方々から防犯カメラの設置という要望は、上がってきているという状況でございます。

ただ、その設置箇所でございますけれども、お話を聞いていると、私有地に関わる部分だった

り、犯罪とは若干違う意味合いでのというふうなことなどもございまして、そういった意味で、

計画を取りまとめたということがございます。それで、今、10か所ぐらいの計画になっており

まして、それは塩竈市地域安全まちづくり推進会議などにお示しさせていただきながら、10か

所の計画として今、計画に基づき実施しているという状況でございます。 

  以上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 年に10か所程度ということでご返答いただいたかと思います。 

  府中市が多分、一番分かりやすいかと思うんですが、全国、大体50以上の自治体が行ってい

るやり方で、市の公共施設内に自動販売機を置いて、その自動販売機の売上げを防犯カメラの

購入と運営費に充てるというやり方を持っている会社さん、グループというか団体が、ＳＤＧ

ｓの協議会のほうに、国のほうに推薦をされている会社さん、団体さんがありまして、その団

体さんが提案しているみたいですが。府中市さんは、そういう形で大体、公共施設に２台、自

動販売機を置くと、１台分ぐらいの防犯カメラが設置できるということで、空いているスペー

スに自動販売機を置くという形をすることで、無償でつけることができるという形になってい

るスキームがあるそうです。 

  そうすると、10台であれば20か所、例えば、公民館だったりとか、多分、年間契約でいろい

ろと決まっている業者さんがいるんでしょうけれども、市の持っている公園などに自動販売機

を置くだけで、防犯カメラが寄贈されるという形になるというものだそうです。そうすると、

20か所に置くことができれば、このお金もかからなくなりますし、また、20か所置くことで、

プラスで10個の防犯カメラが置けるという形になると思うんですけれども、そういうお考えと

か、そういう形は取れないものなのかというのを、どうなのか教えていただけますでしょうか。 

○菅原委員長 小林市民安全課長。 
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○小林市民総務部市民安全課長 自動販売機等を利用したカメラの設置ということでございます

けれども、昨年だと思うんですけれども、そういった調査をさせていただいたという経過がご

ざいます。実際に業者の方にお願いしまして、集会所のほうに自動販売機を置きながらカメラ

の設置というところで市の、実際に行ってもらったりしながら確認をしたんですけれども、な

かなか採算が合う場所がないというところがございまして、事業には至らなかったというもの

になっております。 

  以上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 私の説明が下手ですみませんでした。自動販売機につけるわけではなくて、

自動販売機の売上げが運営に当たるので、どこにつけようと構わない、防犯カメラを。自動販

売機を市の公共施設に置くということで、その売上げが防犯カメラの寄贈の金額に当たるとい

う形の流れだそうです。ですので、自動販売機の上に防犯カメラをつけるわけではなくて、そ

こから電力を取ってとかでもないんですね。 

  なので、そういうようなことで、府中市さんとかは、そのパッケージングを自動販売機にし

て防犯に努めたりとか、また、ここの売上げがどこどこの防犯カメラのお金に当たっているよ

ということで、府中市として安全を市民として守っていますみたいな形をとっております。ぜ

ひとも、自前でお金を用意してつけるだけではないやり方というのもありますので、そういう

機会、こういうのを勉強していただけると、稼ぐ意識というのもここにも出てくるかと思いま

すし、いかに財源を、より一層削りながら、違うところに使っていくかということを考えたと

きに、やはりこういうところまで頭をひねると、ほかの自治体がやられているところ、事例と

いうのはいっぱいありますので、ぜひともそういうお考えも持っていただけると面白いかと思

います。この資料は後に持っていきますので、よろしくお願いいたします。 

  続きまして、38ページ、同じ資料№15になります。浦戸農業・コミュニティ振興事業になり

ますが、こちらは、高校生と一緒に白菜をということだったと思いますけれども、これは栽培

までをして、その後、どのように販売をしていくのかというところとか、ブランディングの部

分というのがあれば、教えていただけますでしょうか。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 それでは、お答えいたします。 

  資料№15の38ページ、浦戸農業・コミュニティ振興事業のブランディングという件でござい
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ますが、まず、今年度におきましては、ここに記載しておりますけれども、白菜の採種所、種

を取るためにまず活用させていただきたい。実際には、種を取るためには、来年の令和４年の

秋までかかると言われておりますので、まずは今年度、来年度にかけて白菜の種取り場、採種

所として活用したいと考えております。 

  そうしたときに、当然、ここに記載しております、中核となります白菜プロジェクトの明成

高校さんだけでなく、区の方々、それから、地元の農業生産法人の方々にも参画いただく予定

としておりますので、そういった種を取った後、分けていただいて、地元の方々が栽培すると

いうことなども検討していきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 ぜひとも、ただこのまま流通、流すのではなくて、何か、例えば、白菜に名

前をつけるとか、白菜料理をみんなで考えるとか、いろんなブランディングの仕方があると思

いますので、まず種が取れてからではないと何とも進まないのかなとは思いますけれども、ぜ

ひともそれは課長のバックアップをしていただいて、ぜひ高校生、すばらしい思い出に残ると

か、勉強になる事業だと思います。ただつくってよかったねだけではなくて、新しい塩竈市の

ブランドになるようなところまでぜひ持ち上げていただければと思いますけれども、では、結

局、何年計画ぐらいで進めていく予定にしているんですか。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  まずは、これから中核となります明成高校の先生、並びに島民の方々と打合せをさせていた

だきたいと思っておりますが、何年という区切りではなくて、継続して、ここにも記載させて

いただいておりますけれども、目的は、やはり寒風沢地区・浦戸地区のコミュニティー再生、

それから活性化ということを目的としておりますので、５年、10年というよりも長期的な形で

我々、進めさせていただければと考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 補足をさせていただきます。 

  しっかり議論しているところもあるので、補足という形で言わせていただきますが、明成高

校さんとこういう、宇宙の白菜プロジェクト、今日、新聞に掲載されておりましたが、そのこ

ともあって、いろいろ話を詰めさせていただいております。 
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  具体的には、明成高校を経営されている学校法人朴沢学園の皆さんとも、これから末永くお

付き合いをさせていただきたい。これは浦戸の白菜の件が、今日までの市に対するご貢献も含

めてということになりますし、ここで採種された種というのが、塩竈独自の種になるかまで四、

五年かかると。そうなると、塩竈の独自の白菜のブランドの種がつくり上げられるだろうと言

われております。そうなったときに、ご承知のとおり、浦戸は生ガキもおいしいところ、ノリ

も取れるところ。例えば、白菜とやればカキ鍋だって白菜とのコラボレーションできるだろう

と。そういうことまで考えた上で、今後、明成高校、学校法人朴沢学園さんとも連携を深めさ

せていただきながら、包括協定まで持っていけるような目標を持って、そこにまた、浦戸の皆

様方に直接関わっていただける、そういったことを総合的にいろいろ考えて調整させていただ

きたいと思っております。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 ありがとうございます。 

  浦戸の白菜といえば、もうストーリーがありますので、歴史と。ぜひとも、これをまた掘り

起こしまして、市民の皆様にも伝わり、また、先ほど市長が言ったように多くの皆様に、仙台

せりなんかも、この間までセリの根っこが食べられるなんていうのも、全国民が思ってもみな

かったような、宮城県民はよく食べていましたけれども。それが急に、仙台に来れば牛タンか

ら冬はせり鍋に変わるぐらい、やはりブランディングが成功しているので、そういう事例も踏

まえながら、今度、カキ鍋、白菜鍋のような、地元に来ればこれを食べるというようなところ

まで、５年かけて、ぜひストーリー性を持って進めていただければ、よりすばらしい事業にな

るのではないかと思いますので、頑張っていただければと思います。 

  続きまして、資料№15の50ページです。一般質問のときにも聞かせていただきましたけれど

も、校務ソフトのところは大体理解はさせていただいたんですが、やはりＩＣＴの支援の配置

事業について、もう一度聞かせていただきたいんですけれども、校務ソフトに関しては、夏休

みの整備を含めて明けてから進めるよというところは十分理解をしておりますが、ＩＣＴに関

しましては、いつごろからスタートしていく予定となっているでしょうか。 

○菅原委員長 佐藤教育総務課長。 

○佐藤教育委員会教育部教育総務課長 お答えいたします。 

  ＩＣＴ支援員の件かと思います。ＩＣＴ支援員につきましては、新年度からパソコンを本格

的に活用した事業が始まりますことから、４月からＩＣＴ支援員を配置して事業の支援等をし
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ていきたいと思っております。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 ４月からということで、分かりました。 

  １名ということですけれども、どうやって独りで全校を回って、全クラスなんですか。１年

生から６年生、中学校１年生から３年生、全クラス対象にお一人で回るということになるんで

しょうか。 

○菅原委員長 佐藤教育総務課長。 

○佐藤教育委員会教育部教育総務課長 今回、全体でＩＣＴ支援員１名ということでございます

が、実は、学校現場ではコンピューター教室においてＩＣＴ教育は既に進められておりまして、

教職員そのものは、ＩＣＴ機器に関する基本的な理解、スキルがございます。また、各小中学

校においては、情報教育担当の教員がいること。また、宮城県における研修も行っているとこ

ろでございます。こうしたことから、日頃の情報通信機器、この前、ｉＰａｄを見ていただい

たこともあるんですが、ｉＰａｄの操作、使い方が分からないというよりも、教育の情報化を

進めるに当たり、専門的な知識によるアドバイス、教育教材の活用とか、教育の組み方とか、

また、校内で解決することが難しいようなトラブルが生じた際の対応が必要かと思います。 

  このようなことを踏まえまして、ＩＣＴ教育に関するノウハウを持つ事業者による専門のＩ

ＣＴ支援員を、全体を見渡すということで、１名配置することで対応していくものと考えてお

ります。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（眞）委員 分かりました。学校側も多分、いっぱいｉＰａｄ、電子機器が届いて、これ

どうするんだというような状況ではないのかなと思います。来年４月になりましたら、例えば、

リモートの仕方だったり、教科書の見方ということなんですかね。そういうところも、緊急が

あった際に使用するということにはなっているかとは思いますけれども、やはり普段から触り

慣れていないと、実際に持っていっても、これはどうするんですかということになってしまう

と思いますので。こちらに関しては、学校の先生も含まれて、学校も学校の先生にこのＩＣＴ

支援員の方が教えて、それを生徒たちに先生が教えていくという形になるのかなと思いますけ

れども、一度ぜひ、やはり来年度、新年度すぐスタートしましたら、触る機会をすぐつくって

あげて、学校側でもしっかり整備しているんだよということも子供たちに伝わると思いますし、

今のままだと多分、まだ倉庫に眠っているだけなのではないかと思いますので、いざ使うとき
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のためにしっかり充電していてもらえるといいのかと思いますので、よろしくお願いいたしま

す。 

  私からは、以上でございます。ありがとうございました。 

○菅原委員長 暫時休憩いたします。再開は13時といたします。 

   午前１１時５９分  休憩 

                                             

   午後 １時００分  再開 

○阿部（眞）副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いを

いたします。 

  山本委員。 

○山本委員 令和３年度予算案について質疑させていただきます。 

  東日本大震災から10年、復旧復興、そして発展ということで、まさに被災３県の自治体は血

のにじむ思いをされてきたかと思います。まだ、残念ながら、被災された方々が不自由な生活

を余儀なくされていることに対して、本当に心からお見舞い申し上げます。 

  そしてまた、さらに昨年からコロナ禍ということで、また新しい生活における行動変容を求

められるなど、いまだ経験したことのない事態に今、遭遇しているのではないかと感じており

ます。 

  そんな大きな歴史的転換点にある今年度の予算案でございます。そういう視点から質疑をさ

せていただきます。 

  まず、資料№11、３ページ、４ページ、一般会計予算が209億円と前年度比9.6％の減、震災

前の水準に戻ったと感じます。平成21年度一般会計予算歳出規模は、ちなみに221億円でした。

これは、被災自治体に共通する震災前の予算規模でございます。 

  具体的な内容といたしましては、さきになされました市長からの施政方針では、ソフト施策

が中心となって、コロナ関連事業、あるいは、市制80周年関連事業が中心となっております。

それに対する歳入面でありますけれども、市税収入が、コロナの関係がありまして3.4％減の

55億9,000万円、コロナ影響が約２億円の減収ということでございます。一方、第二の収入源

であります地方交付税、これも前年度比7.4％減の４億3,000万円。さらに、第二の交付税とも
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言える臨時財政対策債を含んだ特別地方交付税も大きな伸びは期待できないという中で、今後、

どのように歳入を確保されていくのかということが大きな課題となります。まさに行政改革、

財政改革、そういう稼ぐ発想とその組織的な浸透、また、独自の発想・発信、そういったもの

がこれから自治体に求められるのではないかと考えていますけれども、財政当局といたして、

今年度、どのような形で財政運営をされていくのか、また、次年度に向けてどういったような

財政運営をされていくのか、気持ちをお聞かせください。 

○阿部（眞）副委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 今後の財政運営ということでご質疑をいただきました。 

  令和２年度、本当に感染症ということでコロナ禍の中、全国の自治体の情報なども新聞等で

仕入れさせていただきましたが、やはり財政力の弱いところで、いわゆる財政調整基金現在高

比率が低いところは、かなり財政が悪化しているという認識で捉えております。 

  ですので、これまでも議会等でお答えをさせていただいておりましたが、少なくとも、本市

といたしましては、まずは、こういったコロナ禍、あるいは、頻発する自然災害に対応するた

めにも、財政調整基金現在高比率、県内平均であります30％程度を目指してまいりたいと考え

ております。 

  また、一方で、経常収支比率につきましても、県内比較して高いということになりますから、

これはやはり、歳入の根幹であります市税につきまして歳入確保をしていかなければならない

ということになりますので、やはり移住・定住、そういった子育て支援、そういった施策に力

を入れながら、市税の増収を目指していくということが必要かと考えております。 

  こういったことを目指しながら、施設の管理維持、あるいは、今回、施政方針にも書いてあ

ります７つの重点課題につきましても、対応していかなければいけないと考えております。そ

して、そういった過程の中で、施政方針にもありますとおり、受益者負担の考え方につきまし

ても、議論を避けずに、正面から改めて検討していくということも取り組んでいかなければな

らないと考えてございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 ありがとうございました。 

  昨年度、発表されました公共施設再配置計画にありますように、今後、年間26億8,000万円

の更新維持管理費というものが必要となってきますので、そういったものからすれば、今、財
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政課長が言いましたとおり、とにかく工夫して、財政調整基金を積立てしながら、復旧の仕事

に当たりたいということの姿勢を私は評価したいと思います。 

  その中、午前中、鎌田委員からも質疑がありましたけれども、資料№11の同じく119、120ペ

ージ、市立病院の会計、繰出金についてお尋ねいたします。４億5,628万7,000円の繰り出しで

基準内が３億8,598万2,000円、基準外が7,030万5,000円であります。これは医業収入の15％が

一般会計からの繰り出しということになっておりますが、財政当局としまして、市立病院会計

に対する繰り出しにどのような試算をして臨み、また、どのような協議をしながらこの額を算

出したのか。それをお聞きしたいと思います。 

○阿部（眞）副委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 市立病院の一般会計からの繰出金につきましては、今、基準

内、基準外の繰り出しについては、委員がご紹介いただいたとおりでございます。主に基準内

につきましては、総務省の基準に基づきまして算定をしておりますが、基準外につきましては、

不採算医療に基づくもので、主に在宅医療及び訪問看護に係る経費でございます。これはやは

り、市立病院が市民の皆様の介護ケア、そういった重要な役割を担っているものと考えており

ますし、民間企業ではなかなか在宅医療に関しては採算がつかないということでございますの

で、そういった市民の皆様の医療関係を支えるという意味で、この繰出金については必要なも

のだと考えております。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 私が財政当局にお話ししたいのは、単に財政が厳しいからこうだではなくて、やは

り病院のスタッフ以上に病院事業というものを勉強し、そして、かくあるべきだといったよう

な議論の下に議論していただきたい。過日、発表されました病院事業の改革の検討会の中でも、

やはりどうしても存続ありきということが議論の前提になっているというようなことでありま

す。今、基準内、基準外の繰り出しの話をしましたけれども、今、総務省は、これはもう自治

体に任せよう、任せてしまおうというふうなスタンスになってきつつあります。それがいわゆ

る厚生労働省の定めた424病院の統合再編のプランであります。そういったことで、やはり財

政当局におかれましても、そういった病院事業、将来の病院事業、将来の塩竈市の市立病院は

どうあるべきかというものを、かくあるべきというものを考えながら、予算協議に臨んでいた

だきたいと考えます。 
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  そういう意味におきまして、「ヒト」に関して今度はお尋ねします。経営の４大要素であり

ます「ヒト、モノ、カネ、情報」、その中のヒト、これは、やはりいかなる経済の中において

も非常に大事なものです。つまり人材育成であります。 

  資料№11の41ページから42ページ、第１款第２項第１目一般管理費に、職員研修として

1,254万8,000円があります。ちなみに、昨年度は382万円。これは資料№18の２ページにあり

ますけれども、これは４倍になったという理解でよろしいでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木総務課長。 

○鈴木市民総務部総務課長 今、山本委員からご質疑いただきました資料№11の42ページにござ

います、事業内訳のところの職員研修事業費1,254万8,000円と。こちらにつきましては、金額

的に、先ほどご説明をいただきましたとおり、前年度から872万8,000円、約４倍になってござ

います。これはその数字で、そのとおりでございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 私は、先ほど財政課長にも話しましたけれども、人事においても、やはり職員研修

は非常に大事だということを改めて訴えたいと思います。現在の予算ですと、大体、正職員

300人ちょっと、１人１万円。１人、年間１万円の、月にすれば1,000円に満たない、そういう

投資額です。私は、人にやはり投資すべきだと。当然、人ですから、５年、10年、かかります。

やはり今のうちから、そういった種をまいておくということが非常に大事かというように考え

ます。それでもって、人材育成というのは今後、例えば、民間交流とか、あるいは、戦略的な

研修に職員を出すとか、そういったような視点から、この研修費については今後、増やしてい

くべきだと考えます。 

  また、庁内でも若手職員の中では、いわゆる自己啓発の一環として、自主的にいろんな研究

会、サークルに入ったり、あるいは活動しているのは、私も知っております。彼らの持ってい

るそういったノウハウというものも、通常の組織の中で生かしていただくと。その１つが、や

はり人材育成なのかなと考えておりますので、そういった視点からひとつよろしくお願いした

いと考えます。 

  そして、財政、それから人事、これは時間を見つけて、まず、各現場に出向く。そして、ど

のような仕事をしているのか。どういう人がどういう仕事をしているのか。それをやはり実際

見て、聞いて、そして、自分の頭の中に入れて、そして、次の人事計画、あるいは、財政計画
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へ反映させていくということが、私は非常に大事なことだと思いますので、よろしくお願いし

たいと思います。 

  次に、資料№11の51ページ、52ページ、第１款第１項第７目企画費に地域おこし協力隊活用

事業として2,152万3,000円、これは人件費として理解してよろしいんでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  今回、地域おこし協力隊活用事業で2,152万3,000円でございますが、５名の隊員の人件費及

び活動費、それから、募集に係る費用を含めた金額でございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 今、５名の協力隊ということでありますけれども、これは、雇用期間は３年という

ことでよろしいですか。３年間。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  原則、単年度でございますが、研修期間、最大３年という形で定めさせていただいておりま

す。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 私は、何度か彼らと話合いをする機会がありました。３年前に神戸から来た若い方

は、３年を過ぎて結局、帰っていきました。幸い、桂島の漁協においては、合同会社が彼らを

引き受けて、現在２名の協力隊員が働いていると。かつ、寒風沢では３名の刺し網漁師。やは

り浦戸における浅海養殖漁業の後継者育成というものが、１つのこの事業の目的として彼らが

いるわけです。３年たちました、はい、ご苦労さまでした、ではなくて、例えば、漁業をやる

わけですから、準組合員として遇してもらう。最終的には、浦戸で漁業に従事してもらうと。 

  最近、マスコミで全国の地域おこし協力隊のニュースが非常に取り上げられています。すご

く活躍しています。総務省には、３年の雇用だけではなくて、もう一つ、制度があるんですね。

つまり、その人の持っているノウハウをもって事業を委託するという制度があるんですけれど

も、承知していますか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木水産振興課長。 
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○鈴木産業環境部水産振興課長 すみません。勉強不足で申し訳ございません。存じ上げていま

せんでしたので、今後、勉強させていただければと思います。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 彼らに事業委託して、そして、そこで新たな事業展開してもらう。それを今度は全

国に発信するというふうな制度も、総務省の基準には制度設計としてあるということを頭に入

れて。ですから、応募のときには、そういった経験のある方、そういった希望する方、キャリ

ア、そういったものをベースに面接しながら採用していくというのをやっている自治体が、結

構多いということを念頭に置いていただきたい。 

  私は前から指摘していたことで、何とか、３年たったならば、何かまた違った形で彼らの力

を使えないか、発揮してもらえないかと非常に考えたんですけれども、先ごろ亡くなられた桂

島の内海粂蔵区長さんも、「３年って、もったいないよなあ。もっと島になじんで、できれば

島で結婚して、そして、島で暮らして、そして、この浅海養殖漁業をやってもらうといいんだ

けどな」ということを話しているのを思い出しました。寒風沢にあります、今、すっかり終わ

りましたけれども、農地海岸、今、耕作放棄地になっているところがありますけれども、ああ

いったところの活用というものもこれからできるのではないかなと、そんなふうに感じており

ます。 

  次に、同じ資料№11の127、128ページです。第６款第２項第２目水産業振興費の仲卸市場空

き盤台活用促進事業補助金として75万円。それから、「みやぎの台所・しおがま」推進事業

535万2,000円、これは佐藤市長の目玉の政策の１つだと言ってもいいかと思います。 

  これまで、特に仲卸については週１回、若手中心に、将来の仲卸はかくあるべきだというこ

とでかなり突っ込んだ議論をされていると聞いておりますけれども、その内容等については、

担当としては把握されていますか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  直近では、昨日、会議を開催し、担当職員も出席させていただいております。仲卸市場青年

部、ブリッジプロジェクトにおきましては、短期的には、やはり活性化ということで、具体的

には来月にもまたイベントを開催したいと。イベントの趣旨としましては、市制施行80周年、

仲卸市場を創設して55周年、そして、震災から10年ということでのイベント企画と。さらに、

４月以降につきましては、日曜朝市という事業を行っておりましたが、それを青年部が譲り受
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けまして、内容をリニューアルしながら、お客様に来ていただけるような事業展開をしていき

たいということを昨日の会議であったということで報告を受けております。 

  中長期的には、やはり建て替え問題。建物そのものが、やはり50年以上経過しておりますの

で、建て替え計画というものを青年部のほうで議論いただいていると。その内容につきまして

は、上部であります連合会の親組織のほうにも報告しながら、今後、進めていくと。その中で、

令和３年度には、親組織のほうが組織の一本化に向けて進めていくというような報告を受けて

おります。 

  以上であります。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 今、彼らが、将来の仲卸市場、かくありきということを真剣に議論しているという

ことであります。現在、93店舗、これが10年後には約半分の46店舗というのを彼らが予測して

おります。つまり後継者がいなくなると。だけれども、やはりこれは塩竈における観光の１つ

の大きな拠点であるという視点からすれば、行政も、魚市場と一体となった形での仲卸市場の

今後の展開に対して、やはり組織としての支援をこれからもしていくべきだと考えるわけであ

ります。 

  次に、133、134ページですけれども、第７款第１項第２目商工振興費に海岸通１番地区管理

負担金124万4,000円とありますけれども、これはどういう内容でしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 お答えいたします。 

  こちらにつきましては、公共駐車場の１番地区の分の管理負担金ということで、共用部分の

清掃などの負担金ということになってございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 管理するのはどこの団体ですか、組織は。 

○阿部（眞）副委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 １番地区の管理組合というところが管理しているということで

ございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 管理組合というのは、いわゆる、これまで関わってきた株式会社まちづくり鹽竈と
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は違うの。 

○阿部（眞）副委員長 違う団体でしょうかということのご質疑でございます。まちづくりの組

合さんと違う団体なのかという質疑です。 

  高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 はい。それとはまた違う団体でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 それで、２月の最終補正で3,423万6,000円補正されて、そして、令和３年に事業が

引き継がれているわけですけれども。その中で、いわゆるまちづくり鹽竈に対する譲渡、そし

て、２番地区も終わらせて、全体をまちづくり鹽竈でもってこれから運営していくという一定

のシナリオがありますけれども、その辺はスケジュールどおり令和３年で終わるんですか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木都市計画課長。 

○鈴木建設部都市計画課長 事業の関係でございますので、私からお答えさせていただきます。 

  まちづくり鹽竈につきましては、現在、保留床の処分が６区画ほどまだできていない状態と

いうのは、引き続き、継続しています。ただ、これができませんと事業自体が終われませんも

のですから、初日でお認めいただきました補正予算を計上しながら、繰越しで令和３年度に予

算を執行できるような条件を整えたというところでございます。 

  事態収束に向けましては、２月初旬でございましたが、組合の理事者であり、かつ、まちづ

くり鹽竈の役員でもある皆様と意見を交換する場を設けさせていただきました。その中で様々

な課題を今、引き続き、お話をさせていただいておりまして、本年度中に、いつの段階で海岸

通１番２番地区市街地再開発組合のほうが解散できる状況に至れるかというところを詰めさせ

ていただこうという共通認識の下、打合せを継続しているような状況でございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 いろいろ整えなければならない条件があるということは認識しておりますし、１つ

は資金計画、6,000万円の資金不足をどうするか。その中で、国土交通省からの国の融資、貸

付けを受けるか、否か。あるいは、現在、工事が止まっている２番地区における第２期工事で

すか、４番、８番の問題、これはどうするのかと。ああいうふうな、ここに来て非常に大きな

難問が山積しておりますけれども、具体的にはいいですけれども、全体的に、県が入って、い

わゆる３者協議と言われているそうですけれども、そういうスケジュールと見通しをお聞かせ
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ください。 

○阿部（眞）副委員長 荒井建設部長。 

○荒井建設部長兼市民総務部政策調整監 では、全体的なお話なので、私からご説明申し上げた

いと思います。 

  今、都市計画課長もお話ししましたように、まず、事務レベルといいますか、直接の担当の

建設部とまちづくり鹽竈及び再開発組合さんと事務的な交渉、お話し合いをさせていただきま

した。その目的は、やはり復興年度、最終年度だということもありますし、その中で今の２番

地区の問題、つまり、残った２期工事分をどのようにしていくか。これは、資金繰りとも必ず

密接に関わってくる部分ということですので。再開発組合さんとして、どのように、まず、何

をしたいのかというご意見と、それから、今できるものは一体どういうものなのかという整理

を再開発組合さんのほうに求めたという会議でございます。 

  その回答としてということで、本当は先週の２月17日に会議を予定していたんですけれども、

市のほうでは断水対応ということもありまして、今、延期の状態になっておりまして、来週

早々にでもその協議を再開するという予定にしてございます。その一定の整備、方向性がまと

まり次第、今度は事務折衝、当市で言えば副市長が入って、県も入っていただく中で、方向性

を確認させていただいた上で、３月中にできれば首長をはじめとする３者協議という中で最終

的な意思決定、意思の方向性を確認していくという予定でございます。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 私は、今、建設部長が答弁した内容、非常に大事だと思うんですよ。これまでそれ

がなかったんですね。ですから、今、再開発組合がやっている資金計画、どうするか。民間か

らの融資が受けられなかった。では、国土交通省からの貸付制度を仰ごう。そしてまた、２番

地区については、ではどうするか。今、計画を精査している。そういった中で、つまり自分が、

市長が答弁していますけれども、自らの責任において自ら何をしなければいけないのか、何を

解決しなければならないのかということを踏まえた上で、市と、また、許認可を与えた県との

協議に臨んでいるということは、私は非常に大事な姿勢かなと。そういう意味で、早く元々の

計画の目的であります直会横丁が実現することを期待しております。この問題については、こ

れからも注意深く見させていただきますので、よろしくお願いします。 

  次に、147、148ページ、第８款第３項第１目河川整備費で河川水路整備事業費3,500万円と
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いうのがありますが、これはどういったような内容なんですか。 

○阿部（眞）副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 お答えいたします。 

  資料№15、45ページをお開き願います。 

  石田川緊急浚渫事業についてということで、タイトルをつけさせていただいています。こち

らにお示ししているとおり、下のほうに位置図を載せておきましたが、石田川のしゅんせつ工

事を行うという中身でございます。事業としましては、２か年にわたりまして、赤の文字につ

いては新年度、黒破線については、できれば令和４年度にしゅんせつを行ってまいりたいと考

えています。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 実は、ここは20年前にしゅんせつをしたということでした。さきの議会で私は話し

ましたけれども、この石田地区は、ここだけは人口が増えているんです、今。いわゆるミニ開

発がされまして、若い人たちが、あの河川を前にして家を建てている。利府町の須賀漁港は定

期的にしゅんせつしている。そういったような、若い人たちが外から住みついている、やはり

その環境というものをきちんと整えてやるべきかなと。今後、将来的には、現在、利府のとこ

ろにあります中倉埋立処分場も終わりますし、あの全体の中でどういった形で環境を整えるか

ということは次の課題かと思いますので、ひとつよろしくお願いしたいと思います。 

  次に、151、152ページですけれども、第８款第５項第３目公園費の緑と憩い再生事業1,850

万2,000円、それから、公園緑地公民連携事業、155万4,000円。これは、市長の施政方針にも

ありましたように、伊保石公園を80周年記念事業の一環としてやるということでございます。

これにつきましては、これまで幾ら要望しても、自然のまま、そのものを公園として親しむん

ですと。自然だから手はつけないというのがスタンスでしたよ。10年前、東日本大震災が起き

て、遊具とか、あるいは、道路、みんな崩落したり、壊れました。それもそのまま放置してお

りました。これも、言わば自然なのでしょう。３年前に地元の有志の方々が夏に歩きました。

そして、担当課と懇談しました。そして、ようやく復旧が遂げられました。そして、これから

はまさに公園として、多くの人が季節、季節で集い、楽しみ、子供たちも、そして、高齢者も

楽しめる、そういったような公園にぜひなっていただければと考えますので、よろしくお願い

したいと思います。 
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  それから、13日に地震がありました。大倉水系に民間の灯油が流出して、そして、断水事故

になりました。同報無線で断水の知らせをやったようでありますけれども、何を言っているか

わからないと。何なんですかと私のところにも電話が来た。私は聞いていましたから、こうで

すよと。ああ、そうですかと。だから、市長が自ら広報車に乗って、声をからして広報してい

るという事態。 

  では、この同報無線というのは、これまでどのような問題点があって、担当として、どうし

なければならないかと考えていますか。 

○阿部（眞）副委員長 井上危機管理監。 

○井上市民総務部危機管理監 どういった問題があって、どういうふうに今後していくかという

ご質疑かと思います。 

  まず、今回、地震のときに、もしくは、断水のときに、同報無線を使わせていただきました。

非常に聞きにくい部分があるということで、大変申し訳ございませんでした。 

  ただ、この同報無線に関しましては、今、建物の密閉度というのが非常に高くなっています。

ペアガラスとかダブルサッシ、それから、起伏のある塩竈の土地という形で、音の反響とか、

遮断とか、こういった部分に関して、どうしても屋内での聞き取りというのが非常に難しいか

という部分がございます。 

  ですので、今、本市といたしましては、同報無線のほかにケーブルテレビ、市のホームペー

ジ、ＳＮＳ、それから、先ほど委員がおっしゃったように、広報車を使用するという形で皆様

に情報伝達を行っているところではございます。あとほかに、同報無線で何を言ったのかとい

うことを、テレホンサービスでもう１回繰り返し聞くことができます。こちらを主にご案内さ

せていただいているところなんですが、電話番号364-1260、こちらのテレホンサービスにかけ

ていただきますと、同報無線で何を話したか、そこも聞くことができるような状態です。 

  今後とも、有効的な情報伝達の手段を１つでも多く考えながら、体制の部分も強化しながら、

皆様に情報伝達を行っていきたいと思っています。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 災害時、停電になれば、ケーブルテレビもホームページも立ち上がれませんので、

そういったことも踏まえて、何が一番いいのかと。例えば、我々の中でも話題になったのは、

防災ラジオ、今、貸与していますね。防災ラジオを全戸配付できないのかなという問題、それ



-79- 

から、同報無線の中で中継基地、中継局を設けることで、その辺のところを解消できないのか

と。いずれにしても、ほとんど全国的にも７割から８割は同報無線、自治体で装備されている

ようなので、同じような地形の自治体に照会して、どういった形で図っているのか。今、危機

管理監が言うように、確かに今、気密性がありますから、それはなかなか外の音は聞こえない

ですよ。そこは当然、目に障がいを持っている方、あるいは、耳に障がいを持っている方につ

いては、これは全く何を言っているか分からない。そういったことは、やはりきちんと考えな

がら。でないと、県内のある自治体のように、故障で同報無線ができなかった、亡くなった、

損害賠償、また、裁判と、そういったことになりかねませんので。やはり人の生命に関わるの

が災害でありますから、やはりリアルタイムに周知されるような形での方法をまたご検証いた

だけたらと思います。 

  それでは、最後に、171、172ページです。 

  教育委員会、第10款第２項第１目学校管理費で2,201万8,000円の学校給食調理業務一部委託

料がされております。 

  以前、給食センター構想が出されましたけれども、具体化するに至らずに、その間は民間委

託でやりたいと。その理由はと言ったら、職員がいないからと。職員についても、それは採用

しないから職員がいないんであって、結局、それは、民間委託するための口実ではないかと私

は言ったんですけれども。 

  その辺のところ、民間委託をこのまま推し進めていくのか。それとも、当初のようなセンタ

ー方式にするのか。それについては、施政方針のところで阿部委員も質問したけれども、やは

り学校給食というのは非常に大事なの。地元食材をどうするのか、あるいは、栄養価の問題。

それから、父兄の給食費の負担の問題。そういった中で、非常に大きな問題でありますので、

その方針をやはり速やかに出すべきだと思うんですけれども、いかがですか。 

○阿部（眞）副委員長 佐藤教育総務課長。 

○佐藤教育委員会教育部教育総務課長 給食センターの件でございます。 

  より安全・安心な給食の提供には、給食センター方式が、あり方審議会の中で望ましいとい

う方針が出されたところでございます。この間、震災等ございまして、現状、給食の委託をし

ているところでございますが、多額の費用が必要となりますことから、これまで震災の復旧・

復興を優先してきた経過でございますが、より安全・安心な給食の提供のために、改めて事業

手法、様々ＰＦＩ方式、民設民営などというお話も伺っておりまして、そういった先進事例な
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ども収集しながら、費用、整備時期等を含めて、現在、検討しているところでございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑めぐみ委員。 

○辻畑委員 日本共産党の辻畑めぐみです。よろしくお願い申し上げます。 

  初めに、資料№15の37ページです。 

  新型コロナウイルスワクチン接種事業について、お伺いいたします。 

  今日の新聞報道でも、必要なワクチンが確保できない、医療従事者と高齢者の接種が同時並

行になる、限られた量をどう配分するのか、都道府県に委ねられ、自治体での判断が定められ

ないとありました。 

  当市の担当部署でも、同様に苦しい状況と推測されます。ですので、今、現在、市での方向

性、途中で構いませんので、伺いたいと思います。 

  まず、初めに、接種事業に関わる医師や看護師の体制は、どこまで進んでいるでしょうか。

また、この方たちの日常の業務の支障などないか、お願いします。 

○阿部（眞）副委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 接種事業に関わる医療従事者の方の体制整備の現状ということ

でのご質問でした。 

  塩竈市といたしましては、塩竈地区の二市三町と塩釜医師会とこの体制整備について、これ

まで協議を行ってきているところでございます。先日の２月17日に二市三町と医師会の方々と

の話合いをいたしまして、二市三町でそれぞれ医師、看護師のチームを組んで、二市三町の中

で10チームを目指して体制整備を行っていくということでのお話があったところでございます。 

  なかなか実際は通常業務を行いながらの業務となりますので、どれだけの医療機関がそれに

対して協力できるのかどうかということも、医師会のほうではアンケートを行うということで

すので、こちらも、10チームありきというところではなく、ワクチンの配分状況にもよって体

制はまた変動してくると思いますので、そういったところも含めて、なお、医師会と協議を深

めていきたいと考えているところでございます。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 会場はやはり体育館、１か所でしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 今のところは、塩竈市は塩釜ガス体育館１か所というところで
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の考えとなっております。こちらも医師会との協議を経て決定したという経緯がございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 それでは、体育館への移動手段としては、お一人暮らしとかマイカーのないご家庭

もあります。以前、ピストン輸送も考えているようなことを伺いましたが、これについてはど

うお考えでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 体育館、高台にあるということで、交通弱者の方に関しても、

おいでいただく方策を考えなくてはならないと考えているところでございます。お話にありま

したピストン輸送も含め、市内の交通機関、タクシー等、バス等、様々、どのような活用方法

をすれば皆様、便利にいらしていただくことができるのか。そちらも現在、知恵を絞って考え

ているところでございます。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 それから、接種の時期に入院の方とか、障がいがあって介助が必要な方、また、島

にお住まいの方はどう考えていますか。 

○阿部（眞）副委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 入院中の方につきましての方針は、まだ国から示されておりま

せんので、お答えは致しかねるところで、ご了承ください。 

  また、島の方につきましては、国の手引によりますと、高齢者の人口が500人程度未満の離

島といったところでは、ファイザー製のワクチンの供給単位等を踏まえて、接種を希望する高

齢者数を上回るワクチンの供給が得られた場合には、高齢者に対する接種時期であっても、接

種順位にかかわらず高齢者以外の島民の方、全員ですね、そういったところを行うことも差し

支えないとは示されているところでございます。やはり離島では、本土にいる方よりも、船を

使わなくてはならない、高齢化率も高いというところは十分考慮して、皆様にあまりご不便を

かけないような方法で接種を考えていきたいと考えております。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 最後ですが、接種券の発送のとき、分かりやすい説明、接種の効果とか、副反応の
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説明とか、分かりやすい内容が必要と思われますが、いかがでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 接種券の発送は、３月下旬を目指して準備を進めているところ

でございます。やはり初めてのワクチンということで、皆様、様々不安が多いというところで、

その内容に関しましても、問合せ方法とか、予約の方法とか、現時点で書き入れられる限りの

内容を分かりやすく構成してお送りしようと考えているところでございます。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 分かりました。 

  では、次に参ります。同じ資料の46ページ、緑と憩い再生事業について伺います。 

  塩竈市内は、家族が活動的に楽しめる野外も含めた施設がほとんどなく、市外に家族で出か

けていくということが多いとは思いますが、この伊保石公園、中の島公園についてですが、こ

の２つの事業は、市民からのいろんな要望があり、これをしようというふうに決まったのでし

ょうか。 

○阿部（眞）副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 お答えいたします。 

  市民からの要望も様々ございまして、特に、伊保石公園では、野外活動ができる施設があれ

ばいいというような要望があったり、議会においても同様の質問がされているような状況がご

ざいました。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 では、まず、伊保石公園のことについて伺います。 

  展望台の設置ということではありますが、日常的な周囲の草や木の管理とか、駐車場の整備、

子供が安全に遊べる遊具の整備とか、具体的に教えてください。 

○阿部（眞）副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 まず、「見晴らしの丘」の展望台の整備でございますが、伊保石公園の記

念館がございまして、そちらから東側に上る丘がございまして、そこからの眺めが、千賀の浦

を一望できるビュースポットでございます。こちらが、駐車場から比較的距離が短いというこ

とで、多くの方が駐車場から下りてすぐその景色が眺められるということで、新たな施設を整
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備して、多くの伊保石公園での楽しみをしていただきたいと思いまして、そういった整備を行

いたいと考えているところでございます。 

  あとは、維持管理のお話でございますが、新年度、リニューアル計画を策定するに当たりま

して、多くの利用者や地元の方、行政の代表の方で検討部会を組織させていただきまして、施

設整備や維持管理の方法についても、様々な意見をいただきながら、整備もしくは管理方法に

ついても協議してまいりたいと考えています。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 展望台のほかに、遊具とか遊べる施設はありますか。 

○阿部（眞）副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 以前は、ローラー滑り台や大型の遊具がございましたが、老朽化によって

撤去させていただいています。伊保石公園については、小規模の健康遊具等が市民の森区に数

点ございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 分かりました。 

  次の中の島公園ですが、これは緑化整備計画ということで植樹とありますが、この管理、ま

たは、広いところでしたけれども、運動ができるとか、そういうスペースはありますか。 

○阿部（眞）副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 中の島公園につきましては、運動施設としまして、野球練習場とテニスコ

ートが２面、あとは、テニスコートの増設予定箇所ということで２面分の用地がございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 分かりました。 

  それから、伊保石公園もですが、中の島公園も、トイレの整備ですけれども、公園はあって

も、蛇口の握るところを外したところがあったりと聞いたことがあるんですが、この両者のト

イレの整備はしっかりされていますか。 

○阿部（眞）副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 まず、伊保石公園のトイレの状況ですけれども、まず、市民の森区に記念
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館がございますので、そちらにございます。あとは、ピクニック区に１か所、子どもの森区に

１か所ございます。記念館につきましては、職員がいるということで利用は冬期間可能でござ

いますが、冬期間になった場合、凍結するということで、一時的に使用制限をさせていただい

ているところです。 

  中の島公園につきましても、トイレはございまして、こちらも冬期間、今期、かなり低温の

状況が続きまして、凍結により壊れた面がございましたので、今現在、閉鎖させていただいて

いるところです。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 では、寒い間は、トイレは使えないという状況なんですね。 

○阿部（眞）副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 委員、おっしゃるとおりです。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 中の島公園は、近くにコンビニもあったりして、ちょっと行くのは可能なんでしょ

うけれども、トイレのことは心配なので、安心して使えるようなトイレはやはり必要だと思う

ので、ご検討をお願いしたいと思います。 

  それから、この２つの公園とは別に、市内に公園が大小いろいろありますが、市内の公園は

何か所あって、その管理はどのようになっているか、教えてください。 

○阿部（眞）副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 お答えいたします。 

  市内の公園は、伊保石公園のような大規模な公園も含めて、134か所、市で管理しておりま

す。そのうち66か所が、地元の町内会と管理協定を結び管理していただいているところでござ

います。残りについては、直営もしくは委託契約により業者さんに管理していただいている面

がございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 分かりました。 

  それから、以前、市民に対してアンケート調査があったというのを聞いたんですが、そのア
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ンケートに沿った何か、こういうことはどうかとか、そういう検討というのは、これまであっ

たのでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 すみません。そのアンケートというのがちょっと。土木課で公園に特化し

たアンケートをやっていませんので、すみません。お答えできません。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 ちょっと正確に伝えませんでした。各公園の遊具を撤去した後に、アンケートがあ

ったそうですけれども、そのことについてなんですが。 

○阿部（眞）副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 遊具の撤去の経過でございますが、現在、遊具による事故が多いというこ

とで、法定点検としまして年に１回点検させていただいているところです。それで、その中で

使用不可となった場合は、使用禁止もしくは撤去ということをさせていただきまして、一部の

公園では遊具がない状況になっています。 

  その遊具を撤去する際には、必ず町内会の代表の方と協議して、危険だということで撤去さ

せていただきまして、その後の利用につきましては、今後の検討にさせていただきたいという

ことで進めております。ですので、私が知るところでは、アンケートまではやっていません。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 分かりました。 

  では、次に移ります。実施計画87ページ、一番上の集会所整備等助成事業についてですが、

この予算額、これまでよりもぐっと高い金額になっていますが、この具体的な内容を説明、お

願いします。 

○阿部（眞）副委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 お答えいたします。 

  集会所整備等助成事業の通年よりもかなり高くなっているという内容でございますけれども、

今回、県の補助金を活用いたしまして、中の島二又集会所の建て替えということが2,000万円

入っております。その関係上、通年よりも高くなったという状況でございます。 

  以上です。 
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○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 分かりました。 

  町内会の活動に関する部分についてですが、今、市内のごみ集積所がありますけれども、市

内に集積所は何か所あるか、どういうタイプが多いとか、その傾向を教えてください。 

○阿部（眞）副委員長 木村環境課長。 

○木村産業環境部次長兼環境課長 市内のごみステーションの箇所数でございますけれども、今

年２月１日現在で877か所になっております。タイプとしましては、通常の場所ですと、箱型

のネットがかけられているようなタイプのごみの集積所が多いかと思います。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 箱型が多いという説明でしたけれども、前に伺ったときは、ただ網だけをかぶせて

という、あとは、何もなくてごみを置くだけというのも少しあるということを伺いましたが、

網だけが６割ということは間違いでしょうか。もう１回、お願いします。 

○阿部（眞）副委員長 木村環境課長。 

○木村産業環境部次長兼環境課長 場所によっては、道路が狭いとか、傾斜のある場所、そうい

ったところになりますと、なかなかボックス型のステーションが置けないということで、網だ

けを設置しているというところもございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 確かに、その場所に置けるかどうかというのは、いろいろあるとは思いますが、網

だけですと、カラスが来て、本当に汚れて大変だという声もよく聞きます。このコロナ禍で、

やはりごみの増加があるのではないかと思いますが、その傾向はいかがでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 木村環境課長。 

○木村産業環境部次長兼環境課長 まず、網だけの場合ですと、町内会さんにもよるんですけれ

ども、網目を工夫したり、あと、ごみを出されたときに、しっかりとかけていただくというこ

とが必要になってくると思います。 

  あと、コロナの関係でごみの量がどうなっているかということですが、この１年間、令和２

年３月から６月の比較で言いますと、家庭系のごみ量は増えているんですけれども、やはり事

業系のごみのほうが減っております。通算すると、相対的には、月によって変動はありますけ
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れども、若干増えているような状況は見られるかと思います。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 カラスの被害というのは、集積する方もよくご覧になる機会があると思うんですが、

その担当の方の状況は把握されていますか。 

○阿部（眞）副委員長 木村環境課長。 

○木村産業環境部次長兼環境課長 塩竈市の職員の中でも、各集積所を回りまして現場を確認し

たりはしております。その際に散らかっているような状況であれば、その際、そこを清掃して

くるとか、そういったことは行っております。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 ご苦労さまです。 

  大抵、町内会には、ごみを集積するというか、もしカラスがいたずらしてというときがあれ

ば、掃除をするとか、担当を決めている町内会もありますけれども、ごみのことで調べてみた

んですけれども、ごみ箱、網でもパタンと畳めるものもいろいろ、価格は様々ですけれども、

そういう物であれば、狭いところ、斜めのところも、固定して使いたいときに広げてというこ

とでは、とても清潔的に使えるのではないかと思うんですね。 

  本当に、ごみが散乱するというのは、誰でもとても困ることなんですね。それで、市として、

そういう使いやすい網の物もあるよというふうに指導というか、相談とか、促すとか、あと、

町内会によっては、なかなか町内会が機能しなくて、そういうお金を出すのも大変だというと

ころも聞くので、ごみ箱の設置について、希望があれば、一部でも補助するという自治体もあ

るんですが、そういうことはどのように考えますか。 

○阿部（眞）副委員長 木村環境課長。 

○木村産業環境部次長兼環境課長 ごみステーションの設置についてですけれども、町内会さん

からご相談を受ければ、どういった物があるかというような相談には、環境課としても相談に

は乗っております。あと、例えば、道路が狭いとか、そういったことでどうしても、収集車が

入れるか、入れないかというような場所の確認とか、そういったことも相談に乗っているとこ

ろでございます。 

  あと、ごみ集積所をつくる際に補助ということでございますけれども、やはりその場所に合

った集積所というのが、町内会独自で皆さん考えられている部分もありますので、その辺、な
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かなか補助するという部分については、今後、検討するところにはなるかと思います。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 相談があれば、いろいろ相談に乗るよというお話でしたが、やはりこういう、畳め

る、集積する物があるのをご存じない方も結構、多いかと思います。私も今まで知らなかった

ので。なので、そういうことを、こういう物もあるから、カラスに負けないように、ちゃんと

こういう物も利用してみたらばみたいなことを促すことも必要かと思いますので、どうぞよろ

しくお願い申し上げます。 

  それでは、４つ目ですが、資料№11の155ページ、併せて、資料№18の13ページです。 

○阿部（眞）副委員長 資料№11の155、156ページと資料№18の13ページでお間違いないでしょ

うか。 

○辻畑委員 はい。あと、先には151ページとおっしゃいましたか。資料№11は151ページです。 

○阿部（眞）副委員長 155ですか。 

○辻畑委員 155ページでした。資料№11の155ページです。大変失礼いたしました。 

  今年度で廃止されます復興交付金に関連して伺います。 

  まず、資料№18の13ページ、市内公営住宅の管理戸数、うち一般公営住宅管理戸数、災害公

営住宅管理戸数というところで、今、災害公営住宅の高齢者世帯など載っておりますが、全体

では管理数1,094戸ある中で、災害公営住宅は390戸となっています。実際、入居されている方

は379戸。そして、高齢者世帯が179戸で全体の47％、単身高齢者世帯は127戸、特別家賃低減

事業を受けられている世帯は213戸となっていて、一番右端には、収入超過者世帯数見込みと

いうことで29戸になっています。 

  先日、全国紙に災害公営住宅の家賃に地域差がありと報道されました。市町ごとの平均家賃

が月額１万2,000円から２万3,000円と開きがあって、最高家賃額は16万円近く、そして、塩竈

市は、県内で一番最高の15万9,100円になっていることが、県の調査で明らかになりました。 

  これまでの塩竈市東日本大震災復興交付金の廃止に伴い、入居者の居宅の安定確保を図るた

めの家賃低廉化事業、また、所得８万円以下の被災者に対し、無理なく負担し得る家賃低減事

業等に関わる事業費を原資とした塩竈市営住宅基金の創設が決まりました。家賃低減事業は、

住宅完成後、10年が経過し、据え置かれた家賃が上がるのを不安に思う入居者は少なくありま

せん。女川町では、収入を問わず、入居後は通常の半額、９年目、10年目は40％の減、16年目
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にかけて段階的に引き上げる仕組みで、本当に被災者にとって寄り添った事業になっています。 

  また、収入超過者に対する対応も問題です。住宅が喪失した人なら、収入にかかわらず入居

できていました。ところが、入居３年を経過した時点で、収入が一般の公営住宅の入居収入基

準を超えていると、入居資格のない収入超過者と見なされます。塩竈市の入居基準額は、幾ら

になっていますか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木定住促進課長。 

○鈴木建設部次長兼定住促進課長 市営住宅の災害公営住宅の収入超過の考え方でございます。

資料№18の13ページでご説明させていただきます。 

  今回、災害公営住宅の入居戸数379戸、今現在、お入りいただいておりまして、そのうち被

災者でお入りいただいていますのが298戸でございます。81戸の方は、一般の方も入ってきて

いるという状況でございます。そのうちで低所得の方、特別家賃低減事業を受けている方が

298戸のうち213戸でございます。大体71％ぐらいの方が、低減事業を受けているという方でご

ざいます。この方たちは、10年間、家賃低減事業を受ける方でございまして、この方たちは10

年間、低い家賃でお住まいいただけるということでございます。 

  その右端の収入超過者の考え方でございます。収入超過者の方、災害で入った方は、15万

8,000円が市営住宅に入る方の基準、それ以下の方が基準なんですけれども、災害での方は、

特例として、それ以上の収入がある方でも市営住宅に入れましたというのが、今回の東日本大

震災の特例法の基準でございます。最初から入っていて高い収入のままの方もいらっしゃいま

すし、当初、低い収入で入った方でも、その後、生活設計がなってまいりまして収入が増えた

方、いろんな方がいらっしゃいますが、この15万8,000円を超えて収入超過者と言われる方が

今、29戸の方がいらっしゃいます。そのうち４軒ほどは浦戸の方でございまして、浦戸は、ほ

かに住むところがございませんので、特例として減免を継続しているという状況です。 

  市内の方につきましては、15万8,000円を超える家賃の方は、いろいろ額があるんですけれ

ども、市内で既に自主再建ができる収入があるということでございますので、その方につきま

しては、自力で自主再建をいただくか、収入超過の方は家賃が段階的に上がってまいりますの

で、その上がった金額の中でお支払いいただくかという制度の中を、この制度は今、行ってい

るという状況でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 いろいろ説明、ありがとうございました。 
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  この超過に該当する世帯は、明渡し努力義務ということで、出なければならないとか、割増

家賃が課せられるということです。この家賃がとても大きな問題ですが、新聞報道で紹介しま

したように、確かに15万円を超える場合もあります。家族、そういう中で、家賃がぐっと上が

ったことによって、家族が一緒に住めなくなる家庭もありましたし、退去せざるを得ない一人

暮らしの方もありました。 

  2017年、復興庁からは、収入超過者に関して、2011年の公営住宅法改正で、自治体が定める

入居収入基準の上限を25万9,000円に引き上げたと指摘がありました。女川町もこのようにや

って、限度額をぐっと高くして収入超過者を減らすというか、そういう対応をしています。 

  質問ですが、入居収入基準額を上げれば、今、言ったように、15万8,000円という枠ではな

くて、もっと女川のようにこの枠を高くしますと、超過者が減ります。そういうことは、塩竈

市はどのようにお考えでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木定住促進課長。 

○鈴木建設部次長兼定住促進課長 基本的には、15万8,000円以下の方が入居の資格というのは、

これは変わりない状況でございます。ただ、その中でもランクといいますか、階層別に分けて

おりまして、15万8,000円以上を超えた方でも、25万8,000円以下の間で３段階に家賃設定と書

いておりますので、収入超過者の中でも、何段階かにおきまして家賃設定が設定されていると。

また、15万8,000円以下の方でも一律ではなくて、そこもランク別に家賃を設定しているとい

う状況でございます。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 15万8,000円という額ですが、震災直後に建物を建てるときに、そのときの相場と

いいますか、それがとても高騰して、結局は家賃が高くなったという経過を聞いたんですが、

やはり災害を受けた方が低額で入って、それがある日というか、超過しましたよということで

ぐーんと家賃が高くなるというのは、本当に大変なことだと思います。 

  それで、突然、住宅を失った被災者が、人間らしい暮らしを取り戻すことを支援するのであ

れば、被災者についの住みかを保証するということを基本にしていかなければならないと思い

ます。本当に、津波を受けた方は、自分の家をすっかり持っていかれた、そういう本当に心の

傷を持った方なので、ぜひそういうところを考慮して、女川町のような緩やかな対応をしてい

ただきたいと思います。そのために、今度、新しく設定されます塩竈市営住宅基金、この基金

を使って何とか少しでも安く利用できるようにと考えますが、この塩竈市営住宅基金、今後、
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どのような使い道がありますか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木定住促進課長。 

○鈴木建設部次長兼定住促進課長 ２月定例会の初日に基金条例をお認めいただきまして、あり

がとうございます。 

  今、その基金をつくりまして、３月31日に塩竈市東日本大震災復興交付金基金が廃止になり

ますので、そこから25億円を持ってきて、塩竈市営住宅基金のほうに持っていって基金を運用

するという形になります。 

  基本的に、災害公営住宅をつくった公債費の償還に充てるのが、まず第一でございます。そ

れをやりながら、今後、住宅の修繕なり、補修なり、最終的には、何十年か先には建て替えな

ども出てきますので、そういったことも踏まえながら、基金の運用を図っていきたいと考えて

おります。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 分かりました。 

  最後に１つ伺います。公営住宅に入居するときに、保証人というのは必須となっていますか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木定住促進課長。 

○鈴木建設部次長兼定住促進課長 はい。保証人は、今、お願いしております。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 国土交通省の事務連絡では、保証人のいない人への措置を自治体に求めています。

なので、保証人がいなくても入居できますよということが通知で来ていると思いますが、塩竈

市はどのように、このようにはしないのでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木定住促進課長。 

○鈴木建設部次長兼定住促進課長 その国の通達に基づいて、県内の各自治体でいろいろ協議を

して、県が音頭を取りながら今、検討しているという段階でございます。 

  ただ、やはり宮城県も含めまして、今、保証人をお願いしましょうということで足並みがそ

ろっておりまして、今後、保証協会等も含めて、そういった新たな保証制度を今後どうしてい

くかという過渡期でございますので、そういったことも含めながら今後、保証人の方の考え方

を整理したいと考えております。 

○阿部（眞）副委員長 辻畑委員。 

○辻畑委員 分かりました。 
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  やはり、どんどん独居の方が増えている中で、老人保健、介護保険でもそうですが、保証人

がいなければだめだというのは、もう今どきというか、時代遅れの対応だと思うので、ぜひそ

のところ、積極的に検討をお願いしたいと思います。 

  以上で終わります。 

○阿部（眞）副委員長 換気のため暫時休憩いたします。再開は14時25分といたします。 

   午後２時１６分  休憩 

                                             

   午後２時２５分  再開 

○阿部（眞）副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いい

たします。 

  曽我ミヨ委員。 

○曽我委員 お疲れさまです。私からも何点か質疑したいと思います。 

  初めに、先ほど伊勢委員も取り上げました予算特別委員会資料№17、３ページ、８ページで

すね。 

  先ほど職員の関係はご説明いただきました。まず、初めに、今年度をもって退職される職員

の方、特に任期満了で退職される職員の方は何名か、それから、途中で退職される方は何名ほ

どおられるのか、お伺いしたいと思います。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木総務課長。 

○鈴木市民総務部総務課長 今、資料を確認させていただきますので、少々お時間をいただけれ

ばと思います。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 私も、議員活動が長いものですから、本当に防災無線が鳴っても、あそこでまた、

聞こえない、聞こえないと責められる職員もいるだろうなと思ったりね。広報車で走っても、

止まってくれないから聞こえないんだよと言われる人もいるしね。いつも私は、市民の苦情を

聞くたびに職員に思いをはせて、大変だろうなあって。そして、防災無線も、聞いていると、

両方向になっているんですよね。そうすると、その間のほうが聞こえないかなとか。 

  先ほど危機管理監から話がありましたように、本当に努力されていると。と同時に、私は、
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やはり塩竈で大雨洪水が何回もあって、ポンプ場の問題もあったりして、それから、東日本大

震災、それに大津波、台風のたんびに、ノリの養殖もだめになるとか、様々経験してきて、本

当に職員の皆さん、大変だなと。 

  同時に、そういった中で、一方では、今で言えば、子育て世代包括支援センターを立ち上げ

なければならない、その前、20年前は、介護保険事業ですよね。本当に多種多様なサービス事

業を抱えながら、そこに果敢に向かっている職員の皆さんには、改めて敬意を表したいと。同

時に、やはり、憲法で言えば、住人こそが主人公であって、各地方自治体の産業や雇用をしっ

かり守る、そういうことが必要なんだろうと考えています。 

  それで、今回で退職される方、改めて聞きながら、ご苦労さまと言いながら、できるだけ、

さっきも市長が言いましたように、若い人が市民のために希望を持って働ける、そういう市政

に一緒に努力したいと思っています。ぜひよろしくお願いしたいなと。 

  人数はまだ出てこないね。いいですか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木総務課長。 

○鈴木市民総務部総務課長 失礼いたしました。 

  今年度をもって退職される職員の人数につきましては、定年退職は13名、それから、普通退

職が11名という人数でございます。失礼いたしました。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 定年退職の方が13名、そんなにもいるんだ。それから、途中退職11名ということで

すが、退職される方は、また引き続き、市役所の中で臨時職員とか、任期付職員とか、いろい

ろありますので、ぜひご指導のほどお願いしておきたいと思います。 

  それで、我が共産党市議団は、やはり職員をどんどん減らすと、様々な災害のときだけでは

なくて、非常に大変な思いをするということを身をもって感じたわけですが、今後、２年か３

年の計画だと、私も行財政改革の計画、ちょっと手元に持っていないんですが、その計画では

どうなっていくんですか、お伺いします。 

○阿部（眞）副委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 現在の行財政改革でございますが、現在は第４次ということ

で、平成30年度から令和４年度までの５年間ということに計画期間はなってございます。その

計画期間におきまして、職員数につきましては、13名を削減するということで計画を立てさせ

ていただいております。５年間で13名でございます。よろしくお願いします。 
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○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 やはりやめたほうがいいと思う、それは。つまり、技術職も含めて、継承していか

なければないのではないかと思うんだけれども、その辺はどんなふうに考えているんですか、

財政課では。 

○阿部（眞）副委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 それは、今、曽我委員さんがおっしゃったとおり、技術職の

継承は非常に大切なことだと認識しておりますので、そこを踏まえながら、定数については考

えていきたいと考えてございます。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ぜひ、技術職は、これ以上減らさないでほしいと言っておきたいと思います。 

  それから、資料№17の３ページを見ますと、臨時的任用職員数、非常勤職員及び会計年度任

用職員数と。例えば、平均でいきますと、非常勤職員は363名もいます。それに臨時的任用職

員は77名、会計年度任用職員においては448人、令和３年４月１日現在では417人と。つまり、

職員の仕事を支えながら対応している人たちが、これだけの人数がいるということなんですよ

ね。 

  それで、本当にこの人たちがいなかったら塩竈市の行政は回らないんだと思いますが、この

間、例えば、保育所のところで会計年度任用職員が働かせていただいていると。そこに調理師

とか保育士さん等いるときに、一緒に働けるから会計年度任用職員は様々な支えをやってくれ

ているんだと思いますが、土曜日とかになりますと、専門の職員がいないのに、全部そこを独

りで任されるという状況も起きていると伺いました。今、コロナ禍で全部私、市長みたいに回

って歩きませんので分かりませんが、ただ、そういう言葉は聞こえてくるんですよね。そうい

うことが１か所だけではないと。様々な部署でそういったことが起こりかねない、起こってい

るのではないかと思われますが、その辺はどうなんですか。大丈夫なんですか。 

○阿部（眞）副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 土曜日の保育所の体制ということでご質疑いただいています。 

  保育だけではなくて、調理のほうも、土曜日は給食があります。平日よりも土曜日は利用す

るお子様も少ないですので、職員の保育士の数も通常よりは少ない状況で、その中でも正職員

と会計年度任用職員が一緒に働いているということです。必ず正職員が入るようなシフトには

なっております。 



-95- 

  ただ、調理につきましては、基本的には所長や正職員の調理の方がシフトで入る場合もあり

ますけれども、毎週、必ず正職員が入るということではなくて、会計年度任用職員の方にもお

願いしてシフトを組んでいるという状況になっております。 

  そういったことで、そこに会計年度任用職員の方にも不安な気持ちが出てくることはあるか

と思いますが、そういうことのないように、職員一同で気を配りながら、保育の体制を組んで

いるところでございます。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 まず、会計年度任用職員の仕事、業務の内容、正規職員の仕事の内容、業務の内容

は明確に分かれているんだと思いますね。その辺は。きちんとされていると思います。されて

いるんでしょう。お伺いします。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木総務課長。 

○鈴木市民総務部総務課長 会計年度任用職員全般のお話ですので、私からお答えをさせていた

だきます。 

  基本的には、事務補助ということで、正規職員の補助をするために平日、職員が従事する時

間帯で勤務をいただくという内容になってございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ここはしっかり守られていると確認していますか。いかがですか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木総務課長。 

○鈴木市民総務部総務課長 まず、ハローワークに公募する際に勤務条件としまして、今、言っ

たようなお話で勤務条件、勤務時間をきちんと明示しながら、基本的には、職員が従事する時

間帯に補助として入っていただくという雇用を条件として提示させていただいております。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 いろんなことが、問題が起きないように、しっかりと対策を取られるようにお願い

します。 

  それから、もう一つ、声として上がってきているのは、会計年度任用職員の採用というのは、

来年度も417名、採用するとなっていますが、この辺の契約というのは、どうなっているんで
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すか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木総務課長。 

○鈴木市民総務部総務課長 会計年度任用職員の募集については、基本的に、担当課でまず人事

に上げていただくようにしています。それを受けまして、総務課でハローワーク、あるいは、

ホームページのほうに公募という形を取らせていただいております。 

  実際の面接につきましては、それぞれ所管の担当課で面接をしていただきまして、採用に至

るという手続を踏んでございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 それで、申し込んで、いいですよと、塩竈市の会計年度任用職員として採用します

よと決定するのはいつですか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木総務課長。 

○鈴木市民総務部総務課長 一般的な流れですが、今、まさにハローワークに公募をかけている

状況でございます。これから随時、担当課で面接を行いまして、３月中にはそれぞれの合格し

た職員に通知が行きまして、会計年度任用職員でありますので、令和３年４月１日付で発令を

するという流れになってございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ある人は、３月20日にならないと、採用されるかどうか分からないと。これでは、

３月20日では、もし駄目になったときに、働き先を見つけるのにそれから働き先を見つけなけ

ればならないと。これを何とかもう少し早めにできないかという意見があるんですが、それは

できないものなんですか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木総務課長。 

○鈴木市民総務部総務課長 面接の時期については、担当課、それぞれ時期がずれているかと思

いますが、確かに、曽我委員がおっしゃるとおり、次の就職先という話があるのであれば、や

はりそれは、３月の上旬にきちんとご本人に通知できるような形を総務課で担当課のほうにも

周知していきたいと思っております。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 
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○曽我委員 ぜひ、会計年度任用職員であろうとも、塩竈市で働くという、そういうことを確保

する上では、ぜひ採用についても温かい対応を求めておきたいと思います。すみません。 

  それでは、次に参ります。資料№11、令和３年度一般会計予算説明書の96ページ、第３款第

３項生活保護費について伺いたいと思います。 

  生活保護の受給世帯の状況が、政府でもいろいろ言われております。このコロナ禍の中で失

業者も増えているんだけれども、生活保護費がそんなに増えていないという調査があります。

塩竈市では一体どうなのかということなんですが、どういうような傾向ですか。 

○阿部（眞）副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 生活保護についてお答えします。 

  塩竈市内におきましては、皆さんのお手元にお配りしております資料№17の27ページをご覧

いただきたいんですが、こちらの下のほうの表、令和元年度、令和２年度生活保護費扶助別支

給一覧、こちらをご覧になっていただきたいんですが、一番下の欄、令和元年度の扶助費の額

としましては12億9,700万円ほどです。令和２年度の見込みとしまして、現段階でほぼ同額、

12億9,800万円ということで見込んでおります。 

  人数につきましては、その次のページをご覧いただきたいんですが、令和元年度の11月末と

令和２年度の11月現在なんですが、人数におきましては、697名から691名とほぼ変わらない状

況になっております。ですので、それに係る扶助費等につきましても、ほぼ同様の金額になっ

ているということになっております。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ありがとうございます。 

  それで、国会で問題になったのは、結局、厚生労働省の調査でも、昨年10月の概要では164

万世帯、受給者数が205万人で前年月と比較しても増えていないと。今は菅首相になったんだ

けれども、その前の安倍総理も、生活保護は権利ですから、ためらわずに申請してほしいとい

うふうに答弁しているわけですけれども、コロナ禍でなかなか観光業も製造業も大変だと言わ

れている中で、増えていない。横ばいだと。 

  こういう状況は一体何なのかということで、実は、記事で見たんですが、つくろい東京ファ

ンドがアンケートを取ったんですね。そうしたら、生活困窮者が生活保護の申請をためらう最

大の理由は、福祉事務所から生活保護者申請者の親族に対して援助が可能かどうかという問い
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合わせを送ると。これが扶養照会というものですが、これが保護申請の障がいになっていると

いうことが分かったと、アンケートを取ったらね。 

  それで、実際に、実は私も、生活保護申請に何回か同行した経験を持っています。やはり親

に知られたくない、おじさんたちに知られたら、何やってんだと言われるというふうに言うん

ですよ。でも、私は、今の塩竈市の生活保護の申請には、現金、幾らあるの、仕事はどうだっ

たの、病気はどうだったの、親はどうなの、兄弟は何人いる、おじさん、どうなのと、一応、

私なりに経験上からそういうことを聞かれるから、まず事前に相談してやるんですよね。それ

を持っていって、一々細かくあそこで書くのは、申請者はひどいんですよ、精神的にも。それ

で、こういたよ、こういう親戚だよ、あと調べてもらってもいいと言うからということで、よ

くやるんですが。 

  今回、政府は、家族や親戚の扶養照会は義務ではないと答えたんですよね。義務ではないん

ですと。義務でなければ、国がそう言ったんだから、扶養照会はやめるべきだと思うんですが、

担当のところや阿部健康福祉部長でもいいですが、これらについての取扱いは、検討する考え

はないのでしょうか。お伺いします。 

○阿部（眞）副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 扶養照会などの件についてです。 

  確かに私も、最近、報道などでそういったことも見聞きしております。私どものほうでは、

やはり生活保護の扶助費等につきましては、その財源の４分の３が国から来ているということ

もあって、国からの取扱いというものに基づいて仕事をしていますので、今回そういった報道

を受けて国からの取扱いなどが正式に来れば、それに従って行うというような感じでするしか

ないので、そういった対応で考えたいと思っております。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ご苦労さまです。本当に、この間、生活保護の係の方は、非常に親切で、寄り添っ

て対応してくれること、この間も言いましたけれども、そういうふうに対応されていると思い

ます。 

  国会でこのような動きになっていますので、ぜひ随時、そういう通知が来たら対応していた

だきたいと思います。 

  続きまして、資料№15、議案資料の33ページ、これも生活保護に関わる課題なんですが、浅
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野敏江委員も質疑をしていましたから大体は分かったのですが、この事業内容は、生活困窮者

就労準備支援事業、対象は生活保護を利用している世帯、生活困窮世帯。それで、具体的に支

援内容について３つ書いてございます。生活自立段階、社会自立段階、就労自立段階と。これ

は具体的にどのようなことを言うのか、分かるように教えてください。 

○阿部（眞）副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 生活困窮者就労準備支援事業につい

てお答えいたします。 

  これにつきましては、国からこの事業についての手引が示されておりまして、それに基づい

て行うこととなっております。その中で、訓練等と書いていますけれども、訓練については３

段階ということであります。１つにつきましては、やはり朝、同じ時間に起きるとか、そうい

った生活リズムを整えるための訓練、指導というのが、資料№15の33ページに載っています生

活自立段階というところになります。 

  ２段階目の社会的自立段階というのは、実際に就労する前の段階ということで、例えば、履

歴書の書き方といった一般に就労するときに必要となるような、準備するのに必要となるもの

の社会的能力の習得ということになります。 

  最後、就労自立段階というのは、実際に事業所の協力をいただきながら、体験をしたり、働

く場所での知識の習得だったりという、車の免許で言ったら実地というんですか、そういった

感じの段階と。そういう３段階でなっております。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 それで、資料№11の予算説明書の73ページ、74ページ、第３款第１項第１目社会福

祉総務費なんですが、現在でも、生活保護のところにお仕事のあっせんとか何か、仕事やって

いただいていますよね。そのことと今回の生活困窮者自立支援事業費との関係はあるのか、な

いのか。今、説明、何をやるかは聞いたんですが、そこでカバーできないものなのか、伺いま

す。 

○阿部（眞）副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 現在、私どものほうで就労の相談員

という方を３名雇っておりますが、その方を中心といたしまして、資料№11、74ページの事業

内訳の生活困窮者自立支援事業費というところに載っていますが、その方たちで、実際、生活
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保護になる前の方を対象といたしまして、生活費の組立てであったりとか、例えば、お金を借

りている方の借金の整理といったらおかしいんですけれども、ちゃんとした生活のリズムの中

でお金を返していけるような相談に乗ったりとか、ということをやったり、あとは、ハローワ

ークと連携していますので、ハローワークさんのほうの仕事の募集状況とのマッチングなどを

やっているというのが、今までやってきた生活困窮者自立支援事業ということになります。 

  ただ、今回の準備ということになりますと、対象となる方、本人の訓練ということがメイン

になりますので、その辺の違いがあるということになります。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 それで、非常に生活保護と、法に基づいた関連する取扱いというか、そういったや

はり専門性が必要だと思うんですね、仕事にしても、借金返済もそうだけれども。そういう点

で、そういう、これは委託するわけですね、他団体に。他団体でそういうことを受け入れられ

るような企業というのは、あるのかどうか、お伺いします。 

○阿部（眞）副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 実際、この生活困窮者就労準備支援

事業については、県内でも複数の自治体で行っておりまして、例えば仙台市、あとは、宮城県

さんのほうでも県北、県南というくくりで実際、行っていまして、主に社会福祉法人とかＮＰ

Ｏ法人に委託をしながらやっていると。そこから、実際の就労の体験などについては、そこと

連携する企業さんなどの協力をもらいながらやるという中身になっております。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ちょっとまだ、あそこのさもとマンションの２階に、県があれしてつくった仕事の

サポート事業で、あそこで一生懸命、履歴書の書き方を教えたり何かしていて、そのイメージ

はあるんだけれども、やはり生活保護との関係では、民生委員・児童委員とか、様々な連携を

取りながら、福祉事務所ともそうですよ。そういったことをやらなければならないということ

になると、そういったことがやれる企業というのは、本当にあるんだろうかと。しかも、今度

８月からそれをやるというわけでしょう。場所を借りる家賃代とか、そうなのかもしれません

が、家賃だけではないと思うんですけれども、そういったことがちゃんと、見通しがあるのか

どうか、お伺いします。 
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○阿部（眞）副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 実際にこの事業、委託を考えており

まして、その委託先の想定というのが、先ほど申し上げました、ほかの自治体でもう実際行っ

ている仙台市さんや宮城県さんで行っている委託先の社会福祉法人などを想定しております。 

  実際、ほかの実施している事例を既に参考にしながら、その仕事の発注の組立てなんかもし

ているところでございます。今回、プロポーザル方式を想定しているんですけれども、実際、

行われている法人さんにお声がけをする形になるかと思いますが、そこからの提案なんかを受

けながら進めていくという形を考えております。通所するということも生活習慣の訓練という

ことになりますので、市内の空きスペースなんかを活用した形での提案を受けたいと考えてお

ります。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 課長さんは、ますますまた忙しくなりますね、そっちも、こっちもで。ご苦労さま

です。 

  そういうことで、国会の参議院の中で、これに附帯決議をつけているんですよ、７つほど。

多分、取れると思うので、附帯決議をしっかりと見ていただいて、それと今後の委託業者との

関係を、ここで、るる長く言いません、その附帯決議まで。ぜひ、課長さんには、その附帯決

議をしっかりと握って指導されるようにお願いしたいと思います。 

  次に行きます。資料№11、77、78ページです。第３款第１項第３目老人福祉費緊急通報体制

整備事業費の関係です。 

  今回、高齢者日常生活見守り支援システム運用事業というのが78ページのところにも書いて

ございますが、これまで私ども議員団としては、今の被災者の見守りサポートから高齢化して

いる一般の公営住宅、市営住宅なんかも、やはり見守るようにしてくれないか、そういうふう

にすべきではないかとは言ってきました。 

  今回、一人暮らしについて、このシステムを運用するということで大変喜んでおりますが、

同時に、今の緊急通報システム、これが固定電話ではない方が多くなっていまして、スマホと

か、あるいは、ガラケーの電話とか、私がそうだけれども、そういうものになっていて、それ

が緊急通報システムは使えないと。連絡網がないということで、新たなことを考えるべきでは

ないかと思っていたんですが、これは一体にはできないものですか。 
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○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 まず、今、委員ご指摘の78ページの事業内訳の４つ目、緊急通

報体制整備事業費は、現存のいわゆる電話機とペンダント型のぽちっと押すと通報が行くとい

うシステムがございますが、これと並行してという趣旨のご質疑ということでよろしいでしょ

うか。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 高齢者の重度障がい者に対して、緊急通報システムのあれが使えますよね。今、そ

うなっていますよね。ところが、固定電話でなければ使えないと。今、みんな、被災した人た

ちが多いと、今、固定電話なんか入れるお金がないから、全部、今は携帯電話になっていると。

そうすると、現在の緊急通報システムでは対応できないものだから、緊急通報システムは増え

ていかないんですよ。横ばいというか、だんだん減ってくる。だから、今回、この一人暮らし

にこういうことをやるのであれば、何かうまい方法でつなぐようにできないかという問題です。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 失礼しました。 

  その件につきましては、同じ78ページの一番下にございます高齢者日常生活見守り支援シス

テム運用事業というのがございます。こちらは、今回の事業計画でも計上させていただいてお

りますけれども、現段階におきましては、例えば、衛星通信回線、もしくは、携帯電話の回線

を通じまして、緊急通報のような対象者のお宅のほうにセンサーを設置しまして、動きが一定

時間ない場合等については、電話機がある、なしに関わらず、センサーを設置しますので、そ

のセンサーから直接衛星回線、もしくは、携帯電話回線で事前登録したところに通報が行くと

いうシステムがございますので、幾つかの種類はございますけれども、現在、幾つか検討して

おります。それを並行で導入して、既存のほうは切り替えていこうという検討は、今、してい

るところでございます。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 分かりました。一気にはなくせないから、状況を見ながら、ぜひ、いい方向に取り

組んでいただけるようにお願いします。 

  次に、資料№11の77ページから78ページの障がい児の補聴器についてです。ごめんなさい。

82ページです。上から５行目、第３款第１項第６目身体障害者福祉費難聴児補聴器購入助成費

というのがありますが、この中身についてお聞きします。 
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○阿部（眞）副委員長 曽我委員、難聴児補聴器購入助成費についてのご質疑でよろしいでしょ

うか。 

○曽我委員 はい。 

○阿部（眞）副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 難聴児補聴器購入助成費でございま

す。 

  こちらは、その名のとおり、聞こえにくいお子さんの補聴器の購入であったり、あとは、実

際につけている方の修繕も含めての助成費という事業になっております。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 高齢者はないんでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 高齢者のほうは、別なところに載っ

ております。今、探しますので、お待ちください。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 資料№18の予算特別委員会資料（その２）の７ページ、身体障害者手帳、精神障害

者保健福祉手帳、療育手帳の過去３年間の内容を出していただきました。 

  それで、東京都足立区、65歳以上、去年からです。住民税非課税世帯の人、または、生活保

護受給者、中国帰国者支援給付受給者、聴力40デシベル以上70デシベル未満の耳鼻咽喉科の診

断書を持っていけば、助成額の上限２万5,000円で足立区は去年の10月から助成しているとい

うことが新聞に載っていました。 

  この資料№18、７ページを見ますと、聴覚障害者、１級から６級までございますが、足立区

で言っている聴力40デシベル以上70デシベル未満というのは、何級に当たるんでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 すみません。今、資料がありません

ので、調べたいと思います。失礼します。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 今まで、公民館内に聞こえるようにループを設置してくださいとか、補聴器につい

ても、結構、高い物だから、補助していただけないかという話をしてきましたが。今も、誰も
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が格差のないような社会を目指しているわけですが。 

  例えば、足立区のように、こういった補聴器に対する２万5,000円ですか、そういったこと

で1,700万円かかるという、足立区では。塩竈市の場合は、ここの人数を見ても、そんなに予

算は要らないだろうと思いますので、ぜひほかの、足立区の例を見ながら、今すぐというのは

なかなか財政が厳しいと言われていますから、ぜひ検討してほしいと思いますが、いかがでし

ょうか。 

○阿部（眞）副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 私どものほうにも、実際、補聴器の

助成とかというのも、件数は多くないんですが、届いている事実はあります。ほかの自治体の

取組状況なんかも勉強していきながら、今後の課題というか、検討材料ということで考えてい

きたいと思います。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 曽我委員。 

○曽我委員 ありがとうございます。よろしくお願いします。 

  それでは、今度は衛生費の廃棄物処理について伺います。 

○阿部（眞）副委員長 資料番号とページ数をお願いします。 

○曽我委員 資料№17、予算特別委員会資料の77ページかな。一般会計予算だと、資料№11の

111ページから116ページになりますが。 

○阿部（眞）副委員長 資料№11の第４款衛生費、111から112ページですね。 

○曽我委員 111から116ページ。はい。 

  それで、これは一番、私は、７つのうちの中でも一番喫緊の問題だと思っているんですね。

それで、私自身の認識がおかしいのか、分からないんだけれども、これまでの首長の中で一市

三町と協議を続けてきたんだけれども、なかなかうまく進まないんだという話は、この議場で

も聞いてきました。ここ１年もならないな、半年ぐらい前から、実は、ボールは塩竈市に投げ

たんですと。一市三町の宮城東部衛生処理組合が受け入れないと言っているのではないと。塩

竈さん、例えば、７万トンのうち３万トンは受け入れることもあるんだけれども、あとの４万

トン、塩竈さんはどのように処理をされるんですかと言っているんですよと言われたんです。

ええ、そんなこと、私、言ったのかなという思いがあったもんだから、一体これまでどういう

協議をして、ボールを投げられて、こっちで、これから計画を立てるというんだから、こっち
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で考えること、副市長を先頭にして考えていくことなんだけれども、そういうことでいいのか

どうかということをまず聞いておきたいと思います。 

○阿部（眞）副委員長 佐藤産業環境部長。 

○佐藤産業環境部長 ただいま曽我委員からご質疑ございましたごみ処理の数量の問題です。 

  これは、これまでも議会にもご報告はさせていただいているかと存じます。塩竈市のごみ処

理量、今の委員からの数値とは違いまして、実は、１日70トンというのが塩竈市の数量です。

ただいま宮城東部衛生処理組合さんに参画させていただいた場合に、宮城東部衛生処理組合さ

んとして即受入れ可能だとすれば30トン。ですから、差額の40トンというのが、塩竈市さん、

それ自分で何とかしなければいけませんよというご指摘をいただいているというのが、ご報告

させていただいていると存じます。 

  この部分を、やはり我々としては、ほかにお願いをするのか、自前の施設を継続しながらつ

ないでいって、将来的に70トンの受入れが可能になるようなタイミングで宮城東部衛生処理組

合さんに合流させていただくのがいいのか、そういったところを全て捉まえて、現在、副市長

の下で検討をさせていただいている状況でございますので、よろしくお願いいたします。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 時間です。終わりでお願いします。 

  暫時休憩いたします。再開は15時20分といたします。 

   午後３時０６分  休憩 

                                             

   午後３時２０分  再開 

○菅原委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほどの曽我委員の質疑に対し、答弁漏れがありました部分につきまして、吉岡生活福祉課

長より発言の申出がありますので、これを許可いたします。 

  吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 先ほどの質疑に対してお答えいたし

ます。 

  まず、足立区での補聴器の何級に当たるかというところでございます。６級に当たるレベル

でございます。 

  もう一つ、高齢者の、高齢者に限らず大人のほうの補聴器に関しましては、補装具の給付と



-106- 

いうところで対応しております。ただし、これにつきましては、高齢者であっても手帳が必要

になりますので、老化による聞こえないというのはまた別なことになりますので、よろしくお

願いしたいと思います。 

○菅原委員長 それでは、質疑を続行いたします。 

  土見大介委員。 

○土見委員 それでは、私からも何点か質疑させていただきたいと思います。 

  まず初めに、全体的なところなんですけれども、資料№11の４ページから伺いたいと思いま

す。 

  この１年、ずっとコロナ禍が続いておりまして、市民の方々、事業者の方々、大分疲弊して

いるという状況であることは、皆さんもご承知だと思います。その中で、来年度の市税は約２

億円の減収になるという予測が立てられております。 

  ４ページを見ますと、第１款第１項第１目個人の収納率、均等割、所得割、それぞれ98.8％、

それから、第１款第１項第２目法人のほうも99％と、大分高い数値が予測として見込まれてい

るわけなんですけれども、この辺の数字の根拠を教えていただきたいと思います。 

○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 お答えいたします。 

  収納率につきましては、実を言いますと、来年度、昨年度よりも収納率は下がっております。

例えば、固定資産税を見ていただきたいんですが、ここに99.10％、土地家屋償却資産と載っ

ていますけれども、昨年度は99.3％ということで収納率を上げております。今回、この収納率

を下げた理由というのが、今、委員おっしゃった新型コロナウイルス感染症で、徴収がなかな

か難しくなるのではないかという意味で下げさせていただいております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  同じ市税の市民税のほうについてはどうですか。 

○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 同様に、ここに書いている市民税につきましては、均等割、所得割、

98.8％ですけれども、実を言うと、昨年は99％ということで収納率を上げております。 

  以上でございます。 
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○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。そうすると、コロナ禍の影響というのは、0.数パーセント

程度であろうという予測、見積りの上ということですね。了解いたしました。 

  続きまして、また大きな内容なんですが、同じく資料№11です。ただ、委託についてお伺い

したかったので、どこかというと困ってしまうんですが、様々な部署で電算処理であったり、

施設管理であったりと外部に委託をする事業というのが多く、今回もあります。その中で、私

が当局の皆さんとお話しさせていただくときに、いや、そこはちょっと業者に聞かないと分か

らないですとか、どういう仕様で頼んだのと聞くと、うーん、そこは検討しませんでしたとい

うようなことが、聞かれることがぽろぽろあったので、お伺いしたかったんですけれども。 

  市長がよくおっしゃる「稼ぐ」という感覚も含めて、ある程度、委託する側の職員の皆さん

が知識を持った上で、事業者の方々の専門知識を生かすということをしていかないと、どうし

ても市として意図したものが相手に伝わって成果として上がらなかったりするかと考えている

んですけれども、委託をするときの基本的な考え方というか、基本的には外部の専門知識や人

材を生かすというのがあろうかと思うんですけれども、そこにやはりこちら側として、職員側

としての姿勢という部分も、しっかりとつくっていかなければいけないように思うんですけれ

ども、その部分、職員の研修も含めて、どのような対応を取っていく必要があるのか。もし市

長にお考えがあれば、お願いいたします。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 本当によくぞ聞いていただいたと、感謝申し上げなければいけないと思います。 

  これは、塩竈市に限ったことではなくて、宮城県庁でも同じようなことが言えると思います。

外部に委託をし過ぎて、それを審査する、監査する、検査する、そういったスキルを持った職

員が全く育っていない。ということは、言い値なんですね。言いなり、言い値。ですから、そ

の辺をしっかりチェックするようにしていかないと、これからのデジタル化に、備える前にも

う既にそうなっているという現状があります。 

  あとは、各種事業を行うに当たっても、職員自体が外注することに慣れてしまって、それを

チェックするということをしないんです。100万円あれば、100万円で外注してしまえば、それ

で終わりなんです。100万円を90万円にしよう、85万円にしようという感覚が全くない。ここ

がやはり問題だと捉まえておりまして、それをしっかりやっていかないと、申し訳ないですけ

れども、無駄に省けるようなものが省けない状態が続いていってしまうだろうと危惧しており
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ます。 

  そういった意味合いからも、私としても、これからのＩＣＴとか、ＩｏＴとか、デジタル化

に向けた取組の中で、やはり市役所の職員にしっかりとシステムが分かる職員を、やはり雇用

してでも、チェックする体制をつくっていかないと駄目だろうと。あと、まるっきり外注では

なくて、塩竈市役所の職員が一緒になってつくり上げるシステムをつくっていかないと、結局

は、また外注という形でチェックさせるということになってしまうから、その辺もしっかりと

見極めて、そういったことに変えていけるように庁内で協議させていただきたいと考えており

ます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。ぜひ、特にこれからＩＴが様々な分野に入ってくると、余

計に見えないものですから、訳が分からないというような状況になってしまうと思いますので、

ぜひ、市長、旗を振っていただいて、よろしくお願いいたします。 

  次に、細かい内容に移っていきたいと思います。 

  まず、当初予算の概要を、せっかくカラーで作っていただいたので、ここから入っていきた

いと思うんですけれども、概要の４ページ、これは駄目なんですか。（「ええ」の声あり）で

は、いいです。 

  それでは、中の別の資料を見ますと、資料№11の180ページです。今回の予算でやはり大き

なところとしては、市制施行80周年関連の事業が多く入っているということです。その中で、

今回資料として見させていただいたのは、例えば、第10款第４項第１目社会教育総務費に塩竈

学まちづくり学習事業費など、様々なものが市制施行80周年ということで盛り込まれているわ

けなんですけれども、それぞれの事業をどのような対象なのか、もしくは、どれくらいの人が

それに巻き込まれるのかというものを、例えば、年齢と巻き込む人数の数などでマッピングし

て見てみました。 

  その結果、この事業の中で高齢の方、あとは、学生さんたち若年層の方というところにコア

な、少数人数に対して行えるような事業というのがたくさんあるんですけれども、広く浅く、

市制施行80周年というものだったり、塩竈の歴史だったり、愛着が湧くものを周知していくと

いう手段が、ちょっと抜けているのかなと考えているわけなんですけれども、その点、もしこ

こに載っていない事業などがあって補完できますよという話があれば、お教えいただきたいと

思います。 
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○菅原委員長 布施生涯学習課長。 

○布施教育委員会教育部生涯学習課長兼生涯学習センター館長 社会教育費全体内容という中で

のことでよろしいでしょうか。 

  文化財というところで、今回、市制施行80周年ということで、まず、塩竈学問所講座をさせ

ていただきます。ただ、対象年齢というところでは、私どものほうでは、学問所のほかに、例

えば、出前講座とか、こういったもので、子供向けとかご高齢者、大人向けということでやっ

ております。また、子供向けですと、しおがま何でも体感団ということで、子供向けで塩竈の

歴史とか文化、そういったものを体験しながら学んでいただく講座ということで様々、塩竈学

問所講座では高い年齢の方々、それから、子供であれば出前講座とか、また、今回は、副読本

等も教育部で作成しております。こういったもので子供たちに歴史・文化、こういったものを

学んでいただく機会を幅広く提供しているところでございます。 

  以上です。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  お子さんのほうは、副読本も含めてというお話があったんですが、今度、ご年配の方々に対

してはどうなのかというところなんですが。広い広報の手段としては、１つはホームページだ

ったり、ＳＮＳだということは、うたわれているんですけれども、あと広報も活用するんだと

は思うんですけれども、どうしても、みんなで市制施行80周年に向かって気分を高めていくと

いうか、雰囲気を盛り上げていくというものには、もう少し年配の方々に広く周知する活動と

いうのが必要かと思うんですけれども、もしその点、あればお伺いしたいと思います。 

○菅原委員長 布施生涯学習課長。 

○布施教育委員会教育部生涯学習課長兼生涯学習センター館長 確かに、先日も塩竈学問所講座、

21日に開催いたしました。コロナ禍の中で定数が少ないという中で、60名に対して62名の方に

来ていただきました。その中のアンケートでも、より多くの人にもう少し参加できることを考

えていただきたいというようなアンケートも頂戴したところでございます。 

  今後については、例えば、リアルタイムでというのはなかなか難しいですけれども、そちら

のほうを録画して市のホームページのユーチューブで配信をするとか、そういった形で、より

多くの方々に塩竈の歴史を学んでいただく機会を提供してまいりたいとは考えております。 

  以上です。 
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○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  ＳＮＳもユーチューブもそうなんですけれども、確かに機会としては、皆さん、得られると

思うんですけれども、到達する手段というものがない場合が非常に多いです。対象を全然絞ら

ないと、誰に対してやっているのか、効果も出てこないというのが現状ですので。どうしても

簡単にインターネットのほうに走りがちになってしまいますけれども、そこのところをしっか

り対象を絞ってやっていただけたらと思います。 

  同じく市制施行80周年関連の事業の中で、浦戸の寒風沢のほうの事業がありました。資料№

15の38ページから質疑したいと思います。 

  ちょっと水を差してしまいそうであれなんですが、浦戸農業・コミュニティ振興事業があり

ます。仙台白菜の話があるんですけれども、農園をつくって、まずは種取りをというお話だっ

たと思います。前段を聞きたかったんですけれども、ある程度、もう明成高校さんには話を聞

いて、このような形につくり上げているのでしょうか。まだ全くなのか。その辺お願いします。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  過日、明成高校の担当の高橋先生という方と当局側、水産振興課、政策課等々が入りまして、

今回の浦戸農業・コミュニティ振興事業の件で、寒風沢農園の件でご相談をさせていただいた

ところでございまして、今回、ご提案している中身についても、高橋先生にはお知らせしてい

るという状況でございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  この事業をお伺いしたとき、非常にうれしいというか、喜ばしいものなんですが、気になっ

た点が２点。まず一つは、誰が日常の維持をするんだろう。そこに対しては、島の方々とか農

業法人の方々が携わりますという話があったので、まあ、いいかなと思ったんですけれども、

もう１点として、仙台白菜、なぜ浦戸で種取りを始めたかという経緯のほうに入っていくと、

実は、白菜は非常に同じ種類の野菜と混ざりやすい。特に、種取りということを考えると、周

辺で、例えば、大根だとか菜の花とか、別の物を植えてはいけないということが前提になって

くるものだと思います。なのに、この防集跡地、ここのすぐ近くでは、地元の方々が自分たち
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のための畑を作ったり何だりしているということで、本当に種取りというのを考えると、ここ

はちょっと適さないのかなと考えてしまうんですけれども。あくまで体験、歴史を知るための

というのであればいいと思うんですが、その辺り、それこそ高橋先生も含めて、ご検討された

りとかということはされているんでしょうか。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  委員ご指摘のとおり、白菜、アブラナ科ということで、交配しやすいということについても

理解をさせていただいているところでございます。当然、今回、整備いたしました農地周辺で

は、住民の方々が家庭菜園として野菜を植えられているという状況にあります。今回、地元の

区長さんをはじめ、こういった事業に取り組みたいんですということを事前にお知らせさせて

いただきながら、実際に、住民の方々にアブラナ科の植物を植えないでくださいということは、

我々も言えないので、どうこれからどうしていくかというのは、地域の方々とご相談という形

になってくるかと思いますので、よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  特に仙台白菜、浦戸で取る経緯、歴史的なところでも重要なポイントだったりもするので、

その部分、しっかりとお願いいたします。できる、できないはあるとは思うんですけれども。

島の方々も、多分、完全に自分たちが使う長靴とか道具をそのまま、洗浄もしないで、利用さ

れる可能性は高いので、そこのところをしっかりとよろしくお願いいたします。 

  続きまして、次に、みなと祭についてお伺いしたいと思います。資料№11の136ページです。 

  前段、阿部委員などのお話も聞いていたんですけれども、みなと祭、今年やる方向で今、話

は動いているんだとは思うんですが、規模は小さくなるのではないかという話は耳にはしてお

ります。万が一、規模が縮小する、もしくは、中止になってしまうということを考えると、懸

念点としては、丸３年、事業が動かなくなるということになると、運営側の人たちも忘れてし

まったり、それこそ御座船も朽ちてしまったりという感じで、道具も人も、だんだんとみなと

祭というものを忘れてしまう可能性が出てくる。さらには、市民の方々にとっても、年１であ

ればいいんだけれども、ないことが普通になってしまったときに、また、事業を起こすという

のは非常に大変になってしまうと。その辺は、80周年で地域に愛着を持つという観点からして

も、しっかり役所として維持していく必要があるかと考えるんですけれども。みなと祭ももち
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ろん大事だし、それと同時に、万が一できなくても、何かしら設備であったり、人たちの意識

をつないでおく、そのような取組というのは、する計画はないのか。そこをお伺いしたいと思

います。 

○菅原委員長 伊藤観光交流課長。 

○伊藤産業環境部観光交流課長 確かに、今年やらないと２年やらない。足かけ３年やらないこ

とになってしまいます。今、いろいろ部会の長の方々と話し合っているんですが、その長の方

がおっしゃるには、やはり部会員のモチベーションが落ちてくるのではないかという不安材料

を持っていると。何かかんか形を変えてもやれないかという話も、確かに議論としてやってお

ります。 

  ただ、やはり、みなと祭という本筋の部分が外れてくると、またちょっと違った部分という

ことがあります。委員おっしゃるように、今年は市制施行80周年ですので、何とかそれをやり

たいという形で今は進めているんですが、やはりその辺については、新型コロナとか、そうい

った部分も踏まえながら、運営する側ももちろんですが、多くの方に受け入れてもらえる、納

得してもらえるような形の中で調整していきたいと考えていますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  モチベーションもそうですし、やはり関わっている方、ご年配の方も多いので、体力的にも

もうそろそろという方もいらっしゃって、次に引き継げないという状況もあろうかと思います。

あとは、子供たちに対しても同じことが言えますので、しっかりそこは意識と人はちゃんとつ

なげるように、取組をよろしくお願いいたします。 

  続きまして、防災無線についてお伺いしたいと思います。資料№11の160ページです。 

  今回、地震があって、地震の直後に市長から、津波の心配はないですけれども、念のため近

づかないでくださいというアナウンスがすぐ発せられました。僕はすごいなと思って、市長、

まだ市役所にいたのかと思って、非常に感心していたんですけれども。 

  先ほど山本委員からもお話があったように、その後に、聞こえないというお話が市民の方々

から多く寄せられました。ここはもちろん、皆さんも知っている課題ではあるとは思うんです

けれども、そこでお伺いしたいのが、160ページに載っている、防災同報無線整備事業費615万

円というのは、どのような内容の事業なのか、お伺いしたいと思います。 
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○菅原委員長 井上危機管理監。 

○井上市民総務部危機管理監 それでは、お答えいたします。 

  この委託料に関しまして、615万3,000円になるかと思います。こちらにつきましては、市内

に今、78か所の無線の子局、スピーカーがついているポールがあるかと思うんですが、そちら

の全ての調整関係、そちらのほうももちろんですし、あとは親局の部分、そちらのほうも全て

入った委託料になります。 

  以上です。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。調整関係ということで、何の調整かよく分からないんです

けれども、例えば、ほかの地域とか、ほかの業界の話をすると、より周りの雑音が多い中でも

音が、声が聞こえやすいように、例えば、高周波域と低周波域は全部カットした上で、中間域

だけ出すことで、平たい音だけれども、ちゃんと伝わるというような取組をしてみたりとか、

様々、より聞きやすい放送になるように工夫をしているところもありますので、ぜひそういう

取組もいろいろ調べた上でやっていただけたらと思います。 

  あとは、代替案ですね。どうしてもやはり、家の気密性の話もありましたけれども、聞こえ

ないというのは、もう時代の流れ的に致し方ないというところもあるかと思います。そのとき

に、代替案としてご提示いただいたのが、ＳＮＳだったり、ホームページだったり、広報紙だ

ったり、ケーブルテレビだったりということであるんですけれども、どうしても、やはりご年

配の方は情報を得にくい状況なんだろうなと思います。 

  その中で、１つ、山本委員からもラジオの話がありましたけれども、私は、ある町内会長さ

んから今回、無線が全然聞こえないから、集会所にラジオを持っていって、「みんな、これで

聞け」という話をしたんだけれども、鳴らねえんだという話をされました。今回、防災ラジオ、

断水のほうについてはどのように活用されたのか、お伺いしたいと思います。 

○菅原委員長 井上危機管理監。 

○井上市民総務部危機管理監 まず、防災ラジオの件につきましては、防災ラジオに関しまして

は、命に関わる通報の部分に関してだけ放送で流れるような形になっています。これに関して

は、ベイウェーブさんと、災害対策基本法に基づきまして地震・津波の自然災害、それから大

規模な火災が発生した場合、こういったときに警報の伝達の部分、通信設備の優先利用につい

て協定を結んでいるという状況なので、本当に命に関わる津波、逃げろ、そういったようなも
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のに関しては防災ラジオから流れるような形ですので、こういったお知らせの部分に関しては、

防災ラジオからは流れないということになります。 

  以上です。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。水がないというのも結構、命の危険と言われれば命の危険

になりますので、その内規の部分が１つ引っかかってくるのかとは思うんですけれども、そこ

は１回検討していただいたほうがいいかと思います。 

  あとは、やはり普段鳴らない物だと、何かあったときに、電源を抜いたらそのままほったら

かしにしておくとかということも起こり得るというか、実際、その町内会長さんもそうです。

ほかの方もそうなんですけれども、慌てて引っ張り出してきたよという話も聞きます。だから、

ある程度の頻度でやはり何かを鳴らさないと、物として機能しないのではないかなと。いざと

いうときも機能しないのかと思います。東松島市さんとかを見てみると、結構、災害情報だけ

ではなくて、頻度よく内容を流していたりもしますので、そういうところも参考に、ある程度、

あまりにも頻度よすぎると、それはそれで邪魔扱いされてしまうのもあろうかと思うんですけ

れども、いざというときに使えるように、常にアイドリング状態にしておけるような仕組みと

いうのを考えていただけたらと思います。 

  非常に今回、断水でも役に立ったというか、機能したものとして、やはり町内会の方々がち

ゃんと情報を持っていると、地域の方々にも情報が伝わりやすいなというところがあったんで

すけれども、例えば、町内会を通して集会所とかを情報のハブにするなど、今、市で出してい

るような広報手段に乗れない住民の方々に対する方法というのも、検討していただきたいと思

うんですけれども、いかがでしょうか。 

○菅原委員長 井上危機管理監。 

○井上市民総務部危機管理監 すばらしいご提案をいただきまして、ありがとうございます。私

ども、自分たち市役所内での給水所の連絡関係も、うまくいっていなかった部分も今回ありま

して、反省しているところなんですが、なおかつ、集会所関係、町内会関係の方々によりよい

情報をすぐ出せるような形、何か検討させていただきたいと思います。ありがとうございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ぜひよろしくお願いします。特に情報って、全く来ないよりも、何か言っているけ

れども聞こえないというほうが、多分、人々ってすごいストレスになると思いますので、その
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辺、しっかりと内容がわかるような仕組みにしていただけたらと思います。 

  次に移らせていただきたいと思います。 

  今回の予算案、それこそ新規事業もたくさん入ってきて、市長の思いというのがしっかり乗

っかっているのかなと感じていたわけなんですけれども、その中で、これだけ多くの事業が入

ってくると、逆に、事業、予算化できなかったものもあるのかなと感じておりました。それで、

昔の予算書と見比べていたんですけれども、途中で目がしょぼしょぼしてきて見られなくなっ

てしまったのでお伺いしたいんですが、それでも範囲が広いとあれなので、範囲を絞ってお伺

いしたいんですけれども、資料№11、イベント系で分かりやすいので、水産振興課と商工港湾

課あたりにお伺いしたいんですけれども、昨年、当初予算で予算化したけれども、今年してい

ないよという事業、挙げていただけると幸いです。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  昨年度、当初予算化して、今年度、事業を廃止したものについてでございます。 

  まず、水産振興課分といたしましては、浜の活力再生事業というものを廃止しております。

こちらは、昨年12月の補正予算でもって予算をお認めいただいたんですけれども、内容といた

しましては、浦戸の漁業者の方々が自ら考えて計画を作成した場合に、その後のハード整備に

おいて国の補助を受けられるという内容となっておりますが、先進地視察の事案で予算を組み

ましたが、コロナ禍の中でなかなか執行できなかったということで、12月補正で下ろさせてい

ただきまして、今年度予算を計上する際におきましても、漁協の方々にご相談申し上げました

が、なかなか後継者がいないと。その計画を作った後、実際にやろうとする後継者が少ないの

で、少し見合わせてくれというご相談があって、今回、予算案から下ろさせていただいていま

す。 

  また、コロナ禍の関係で、イベント関係につきましては、塩釜フード見本市、どっとまつり、

昨年、当初予算で計上させていただいておりましたが、今年度、まだ見通しが立たないという

状況でございますので、当初予算から削除させていただいておりますので、よろしくお願いい

たします。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 商工港湾課の予算につきましては、基本的に令和２年度から令

和３年度にかけて、事業費の変動はありますが、ゼロになっている事業はございません。新規
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事業として２件ほど上げさせていただいております。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。僕も気づいたところでは、塩釜フード見本市が、あれ、な

いなという、あとは、どっとまつりもないなというのを気づいたので、そこのところを質問さ

せていただきました。 

  今回、塩釜フード見本市とかがない代わりに、代わりではないんですね。例えば、第９回全

国醤油サミットが入ってきたりとか、仲卸の空き盤台活用とかが入ってきたりとか、あとは、

水産加工のウェブ化が入ってきたりという形で、新しく入ってくる事業もある。それぞれコロ

ナ禍というのを考えたときに、対策としては同じようなところなのかなと。むしろ、どっとま

つりは外なのでいいのではないかなと思う場面もあるんですけれども、ここはやはり、市長を

はじめ今後の、今年の施政に対する考え方の１つであるんだろうと考えているんですけれども、

その辺、今年、どのあたりを考えを持ってというか、どういう考えを持ってそれぞれ事業の取

捨選択をしてきたのか。今、上げていただいた部分で構いませんので、そこの経緯の部分を教

えていただければと思います。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  どっとまつり、塩釜フード見本市につきましては、それぞれ主催が、水産振興協議会もしく

は見本市の実行委員会が主催いただいている状況でございます。こちらにつきましても、当初

予算では下ろさせていただいておりますが、実行委員会の立ち上げが新年度に入ってからとい

うことで、コロナの状況を捉まえまして、もし実施するということであれば、改めて予算計上

の必要性について精査をさせていただきたいと考えております。 

  また、新年度、コロナ禍の中で、どういった方針でもって予算を編成したかという部分でご

ざいますが、今、委員からもご指摘ありましたとおり、やはり、国・県のガイドラインに基づ

きまして、イベントを行う際の屋内・屋外でのソーシャルディスタンス、こういった部分を保

持できるのか、それから、来場者の方々の安全対策、こういった部分が講じられるのかという

部分を念頭に置きながら、今回、新たな事業をご提案させていただいているという状況でござ

います。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。どうしてもコロナ禍というものの動向次第というところが
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あって、判断は難しいところもあろうかと思うんですけれども、ぜひ、ある程度落ち着きが見

えたときには、どんどん盛り上げていっていただいて、塩竈、復活ののろしを上げていただけ

たらと思います。 

  私から最後の質疑をさせていただきたいと思います。資料№15の31ページです。 

  国際交流事業についてです。非常に羨ましい事業だなと。僕もこの頃、学生さんだったらよ

かったのになというふうに思っております。元々違う市に住んでいたので、この頃は、塩竈市

でやっても応募はできなかったんですが。 

  そこで、お伺いしたいのは、今回、目的というのが、子供たちが大きな夢を抱き国際感覚と

広い視野を身につけ云々と書かれております。一部、ほかの委員さんの質疑と重複するところ

もあるかと思うんですけれども、この内容であれば、ある程度どこの国、地域であっても対象

となるのかなと思う中で、今回、１つ、ベトナムですという話がございます。もう少しだけ目

的をクリアにというか、細かく見せていただけたら、このベトナムがいいのかどうか、いいの

かどうかと言うとあれですけれども、妥当なのかどうかというところも考えられるかと思うん

ですけれども、概要が漠然としていたので、もう少しシャープに事業についてお伺いしたいと

思います。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  まず、以前にも答弁させていただいたかと思うんですが、候補地として、最初にタイをまず

考えていたんですが、委員もご承知かと思いますが、政情不安等によりまして、まずは一旦、

今回ベトナムという方向で検討を進めているところでございます。 

  大きなところで、やはり親日国で、あと、非常に近いという部分がありますし、かつ、加工

団地のほうにベトナムの方々が結構働いていらっしゃる。そういった方々も後々塩竈とベトナ

ムをつなぐかけ橋の存在にもなるのではないかというところも、大きく期待しているところで

ございます。 

  あと１つ、財源として、今回、子供たちの夢を与える事業ということで、カメイこどもの夢

づくり基金を財源として使うんですけれども、そういったところで、例えば、現地法人の方々

とのつなぎというところで、これはまだこれからの話なんですが、カメイさんのお力もお借り

しながら、充実した研修内容等も期待できるかという思いもございます。 

  そういったことから、現段階では、とにかく、案ではあるんですが、ベトナムをまず中心と
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して検討しているというところでございました。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 端的に申し上げます。 

  まず、非常に重要な点が、カメイこどもの夢づくり基金、これは、ご承知のとおり、カメイ

から2,000万円掛ける５年間で１億円いただいたと。そのときに、当時、三升市政だったと思

いますけれども、どういうお金の使い方をしましょうかといって、当時の市議会の先生方も含

めて議論して、子供たちの将来のために使いましょうと決めていただいたと思います。それが

今まで議論あったように、５年で終わったとか、単発で終わっていると。 

  やはりこれは、当時、カメイの、先代も含めて、こういうお金の使い方をしていただける、

発祥の地である塩竈の子たちにそういう機会を与えられる、それが根本的な目的、目標だと思

います。それは、カメイの目的、目標だけではなくて、市はじめ市議会の皆様方の目的でもあ

ったと僕は捉まえております。 

  その基本に返って、6,000万円残っているということでありましたので、ちょうど80周年と

いう機会も含めて、これから100周年までしっかりと続けましょうという目標の下に、こうい

う企画を考えさせていただいたところが根本でございます。それが将来、もしかこの基金で海

外に行って、海外に目を向けていただけるお子さんが１人でも多く出て、１つには、カメイに

勤めて将来、国際的な仕事に就きたいとか、なっていただいたら、いろんな意味で、そういっ

たことで、カメイの皆様方の気持ちにも応えられる、１つの実績になるのではないか。そうい

うことで基金をつくっていただいたわけではないと思いますけれども、こういった機会を通じ

て、国際的な視野を持つお子様方がどんどん塩竈から育っていっていただきたいと、しっかり

とこういった趣旨を踏まえて対応させていただきたいと考えてございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。もうその趣旨は非常によく理解をしておりますので、今後、

実際に事業案を煮詰めていくときに、いかに子供、どうやったら子供たちが一番この目的に合

ったところに成果を得られるかというところをしっかりと議論していただけたらと思います。 

  あとは、今回、予算が決まって、今、100周年まで続けるという話だったので、ぜひ、市長、

続けていただきたいんですけれども。予算も限りのあるものですから、今回６名ということな

んですけれども、先ほど課長からもご答弁あったように、塩竈の側にもベトナムの方々はいら
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っしゃると。すると、国際交流事業、こっちでもできるものもあるわけなんですよね。そうい

うところも併せて、より多くの学生さんたちにいい効果が生まれるような事業にしていただけ

たらと思います。 

  以上で私からの質疑を終わりにいたします。 

○菅原委員長 お諮りいたします。本日はこれで会議を閉じ、３月１日午前10時より再開し、審

査区分１、一般会計について質疑を続行したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅原委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  本日の会議はこれで終了いたします。 

  ありがとうございました。 

   午後３時５７分  終了 

                                             

 塩竈市議会委員会条例第２９条第１項の規定によりここに署名する。 

 

  令和３年２月２６日 

 

                 令和３年度予算特別委員会委員長  菅 原 善 幸 

                 令和３年度予算特別委員会副委員長 阿 部 眞 喜 
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   午前１０時００分  開議 

○菅原委員長 おはようございます。 

  ただいまから令和３年度予算特別委員会３日目の会議を開きます。 

  それでは、２月26日の会議に引き続き、審査区分１、一般会計の質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いい

たします。 

  阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 それでは、質疑をさせていただきます。 

  その前に、令和３年度当初予算209億円ということで出ております。これは、前年度比22億

2,000万円の減であります。これは、震災から10年がたち、復旧・復興事業が終了しつつあり、

事業費として大きく減額となり、市の本来の予算規模になりつつあると理解しております。ま

た、昨年からコロナ禍の中、本年度は、新型コロナウイルスワクチン接種事業をはじめ、市制

施行80周年の節目の年を迎え、本市が抱える重要課題解決への取組がスタートいたします。こ

れまで先送りされてきた課題をしっかりと捉え、一つ一つ解決へ進めていくという取組であり

ます。これは、大変重要であります。私たちも一丸となって取り組んでまいりたいものと思い

ます。 

  それでは、質問に入らせていただきます。 

  資料№11の２ページ、予算額の歳出のところで、11款災害復旧費、これまさしく1,000円と

いうことで、10年目の終了ですので、これはもう予算がなくなっているということ、入ってこ

ないということの表れかと思いますが、実は、２月13日、マグニチュード7.1の地震が発生い

たしました。浦戸地区の復旧・復興の現状、大変被害が及んでいるということをお聞きいたし

ましたが、その辺、もうお調べになっていらっしゃるかどうか、ちょっと教えてください。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 それでは、漁港管理の立場からお答えさせていただきます。 

  今、ご質問のありました２月13日、浦戸地区の漁港施設、被災いたしまして、翌14日、日曜

日に現地を確認をさせていただいたところでございます。当水産振興課におきまして、桂島、

野々島、寒風沢に管理施設がございます。その中で、やはり寒風沢地区の漁港施設及び漁港保

全施設において相当の被害があったという状況でございます。今後の復旧につきましては、県、

国のご指導を仰ぎながら進めていきたいと考えております。 
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  なお、一部、岸壁北側におきまして、隙間が20センチ程度開いてしまったということで、漁

協及び島の方々と協議をさせていただきまして、一部入場制限をさせていただいている状況で

ございます。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  私もちょっといろいろとお話を伺っております。実は、大変なことが一つできました。島の

方が大変不安に思っていることなんですけれども、寒風沢ですね、今、防潮堤が4.3メートル

の高さで、もうほとんど出来上がっているということなんですが、この２月13日の地震で、島

の方が気づいたということなんですね。実は、震災前に1.5メートルの防潮堤があったときは、

階段がついていました、岸壁から階段がついて、出たり入ったりできたということなんですね。

地震が発生して、４か所の閘門、閘門という言い方をしていましたけど、内側から閉めますと、

今の4.3メートルの防潮堤、階段がついていないんだそうです、ほとんど。それに気づかれて、

閘門閉めたときに、ふだんでも釣り人、それから、漁業関係で、もちろんですね、浅海漁業や

っていますので、いろいろと作業している方たちが、防潮堤の外側にいらっしゃる、岸壁のほ

うにいらしたときに、上ることもできないし、内側に避難することができないということが判

明いたしまして、島の方々が大変不安に思って、これはとても大事なので、何とかお話をして

いただきたいとご要望がございまして、今日、取り上げました。 

  こういった、復旧・復興の中で、終わりつつあるんですが、私も聞いております、国では、

今、続いてやっている事業に対しては、延長した年数とか、あるいは、日にちとか、そういっ

たことも考慮しますよという話はしているんですが、予算的に、そういう、今まであったこと

がなくなっていたというような、こういった事例というのは、果たしてこの工事に含められる

ものかどうか。ちょっとご見解をお聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  委員ご質問の件につきましては、防潮堤に設置する陸閘かと思われます。そして、ご質問の

意図といたしましては、今回、２月13日の被災に併せて、その辺は改めて階段を設置できるの

かといった部分になると思うんですけれども、まず、陸閘の設置につきましては、これまでも

島の方々と協議をさせていただきながら、その４か所と言われる部分において決定をさせてい

ただいた経過でございます。 
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 ２月13日以降の災害復旧につきましては、今、県のほうから具体的に示されつつございます

ので、その辺、対応できるかどうか検討させていただければと存じますので、なにとぞよろし

くお願いいたします。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 いや、今、ご質問の趣旨は階段ですよね。防潮堤ができて、陸閘は扉ですから、そ

の横にもし閉まった後に逃げようとしたときに階段が必要だというご質問の趣旨だと思います。

実は、その件について、僕も、多分ここ二、三週間前にお話を言われました。当然、そのよう

な事態になったときには、階段がないと、当然、中に入れませんから、その辺の対応は必要だ

なとは認識しておりましたが、早速ちょっと調べて、交渉ができるのであれば、絶対に必要な

施設だと思いますので、しっかりと対応させていただくように、考えさせていただきたいと思

います。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  ぜひ、早急にお願いしたいと思います。よろしくお願いいたします。 

  ２月13日の地震については、被害等々、これからまとめてということだと思いますので、ぜ

ひ、その辺しっかりと対応していただきたいと思います。 

  それから、もう一つなんですが、避難道路ですね、六地蔵のある道路らしいんですが、私も

余り詳しくないんですが、そこのところが、３・１１のときは六地蔵が全部倒れて、島の方た

ち大変な思いで修復したということもありましたけれども、今回、その周辺の、結局、崖とは

言うんですが、道路に面した部分がちょっと崩れてきていると。これは、避難道がふさがれる

と大変なので、何とかならないかということで、お話をしたらしいんですが、そのときに、５

メートル以上の崖でないと該当しませんよというお返事をいただいたんだそうですね。ただ、

５メートルというと、相当高い崖になりますけれども、その辺の枠というのは、修復、いろん

な災害に対しての枠というのあるんでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 お答えいたします。 

  市道の災害につきましては、現地調査をして、再度、検討させていただきたいと思います。

どうぞよろしくお願いします。 

○菅原委員長 阿部委員。 
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○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  対応方、どうぞよろしくお願いをいたします。 

  それと、もう一つ、野々島なんですけれども、野々島の、この資料のほうにありますけれど

も、№８のご覧になっていただけると、38、39ページ、39ページの図面になっておりますけれ

ども、ここの県の護岸工事のところなんですね。これ、実は、地震が……。（「これ、すみま

せん」の声あり）だめですか、これ。これは使いません、じゃあ。 

島の方からの地震の件でしたので。護岸工事のために、相当地盤が緩んでいたのかどうか、

今回、地盤沈下があったそうなんです。今まで、宅内というか、家をかさ上げすると、そこの

枠から外れているおうちなんですが、非常に宅内が地盤沈下して、道路との取付のところが、

どうも大変ひどい状況になってきていると。それで、何とか盛り土が欲しいというご相談をい

ただきました。果たして、今の状況で、その手当ができるかどうか、予算もかかりますけれど

も、その辺どうなんでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 鈴木復興推進課長。 

○鈴木建設部復興推進課長 お答えいたします。 

  こちらの部分は、今、野々島の工事として、復興推進課で施工を行っているところでござい

ます。地震後、うちの職員も現地へ行きまして、確認に行ったんですが、今、委員おっしゃる

内容につきましては把握してございませんので、再度、現地へ行きまして、確認した上で、住

民の方からお話を聞いた上で、対応できるかどうか検討しながら確認していきたいと思います。

よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました。 

  大変予算にも関わってくることでございますので、対応方、よろしくお願いを申し上げたい

と思います。 

  それでは、資料№11の７ページ、８ページ、よろしくお願いいたします。 

  コロナウイルス感染症対策というところで、地方税減収補塡特別交付金というのありまして、

これ、本年度の予算の中で、非常に、1,000円ということで、これ、これから決まる金額、あ

るいは、こちらに交付金として下りてくる金額がまだ未定ということで、これは載せてあるん

でしょうか、お尋ねいたします。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 
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○相澤市民総務部次長兼財政課長 ７ページ、８ページの新型コロナウイルス感染症対策地方税

減収補塡特別交付金ということでございます。1,000円計上ということでございますが、これ

は、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、中小事業者が大きな影響を受けていると

いうことで、今年度に限りということで、今はなっておりますが、令和３年度に限り、償却資

産、あるいは事業用の家屋に係る固定資産、それから、都市計画税等が、売上げの割合によっ

て２分の１の軽減、もしくは全額軽減という取扱いがされることになっております。 

  先日、税務課長がご答弁申し上げましたとおり、１月31日までにその申請がなされるという

ことで、現在、約5,000万円程度の申請があるのではないかということで、今、精査している

最中だということでございますが、そうすると、科目でいいますと、第１款に、こちら３ペー

ジ、４ページになりますが、大きく科目で、第１款市税、こちらのほうに55億9,173万円とい

うことで計上しております、このところに入るであろう5,000万円が、今言った1,000円計上の

ところに、後で、ちょっと申請状況によって振り替わって計上させていただくという内容のも

のでございます。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ご丁寧にありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、同じく、資料№11の96ページ。それと、もう一つは、実施計画の17ページ。子育

て支援センター運営費というのが入っておりますけれども、今、子育て支援センターに配置さ

れている人員って何人ぐらいいらっしゃるんでしょうか、お尋ねしたいと思います。 

○菅原委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 実施計画の17ページ、子育て支援センター運営事業、日曜日

開所ということで、日曜日につきましては、市の職員ではなくて、委託事業者に委託をしてお

りまして、運営をしているところです。日曜日につきましては、２名の方に来ていただきまし

て、運営をしているところです。以上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  業務委託なさっているということですけれども、どういうところに委託なさっているのか、

もしお差し障りなければ教えてください。 

○菅原委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 子育て支援センターの日曜日の業務委託ですが、委託の業者
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についてですが、保育所などに保育士を派遣したりだとか、それから、子育て支援センター等

で保育業務を行う、そのような業者になっております。保育士を専門として業者のほうでセン

ターのほうを運営する、そういった事業を行っている業者に委託しているところです。以上で

す。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  それでは、資料№11の96ページ、同じく、藤倉児童館及び放課後児童クラブ指定管理運営費

というところでお尋ねをしたいと思います。 

  実施計画の15ページにあるかと思います。実施計画で、委託料として１億3,594万9,000円と

いうことで、私たちが記憶しているのは、１億3,000万円の契約内容だったと思うんですが、

これちょっとオーバーというか、少し増えておりますけど、この原因は何でしょうか。 

○菅原委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 藤倉児童館及び放課後児童クラブ指定管理運営事業について、

この委託料がどのようになっているのかというご質問かと思います。実は、なかよしクラブ、

放課後児童クラブのほうが、年々、利用したいというお子様が増えております。そのような関

係で、職員体制を今後充実させるということで、職員をさらに増やすことを考えたり、それか

ら、支援単位を一つ増やす、定員を少し増やすということを考えたときに、そのような事業費

として確保しているものになります。以上になります。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  普通は、委託という契約をした場合には、それなりの金額で行くのではないかと、まあ現状

も少しは変わるでしょうけれども。実は、いろいろ調べてみますと、塩竈のこの委託料が法外

な金額なんですよね。この辺から行きますと、本当に充分に手当てをしてもらっての契約だっ

たのかなと思うんですけれども、私たち契約内容がよく分からないのであれなんですが、年々

増えていくような状況というの、余り、塩竈市の経済にとってはちょっと負担が重くなってく

るという、ちょっと懸念をしております。 

  次に行きます。資料№11、同じく、109ページ、111ページのところ。 

  ちょっとこれ、前の質問で水産振興課だという話が出ておりました。申し訳ありません。４

目の環境衛生費というところ、これ、ねずみ族・昆虫駆除費というところに入るのかどうか分
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かりませんけど、実は、最近、市内の方々からいろんなお話聞くんです。前からなんですが、

ハクビシンが非常に増えていまして、その被害が甚大になってきているということなんですね。

もちろん空き家、空き家にどうも棲みついているような感じで、あちらでも、こちらでも聞こ

えてくるわけですね。この間、実は、こういう話も聞きました。普通のお宅に入り込んでしま

って、天井裏を走られて、大変なことになりまして、業者さんを頼んで見ていただいたら、

「このままだとハクビシンのふんで天井板が腐りますよ」って言われたそうなんですね。全部

お掃除をしてもらって、実は、何て言うんでしょうね、画びょうみたいに、そういったものを

全部天井裏のところに敷き詰めたという話まで聞いたんですね。こうなってくると、ちょっと、

町内の方にお聞きしたら、どうもあそこの空き家がすみからしいということもお聞きしました

けれども、空き家対策として、そういったことも含めて、市のほうでは把握しているかどうか

お聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 空き家対策についてでございますけれども、空き家対策につい

ては、住民の皆様からよく来られるというのが、危険空き家と申しますか、強風で屋根が飛ぶ

とか、そういったところのお話が多くありまして、ハクビシンのことについては、余りこちら

のほうには、空き家という中にということは、そんなに多くは把握はしてございません。ただ、

同じような形に、周辺の方々が困っているということもございますので、所有者を調査いたし

まして、所有者に改善等のお願いを行うようにしてまいりたいと考えております。以上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  島のほうもそうなんです、ハクビシンが非常に多くなって、島はもちろん自給自足のような

形でお野菜を作ったり、いろんなそういうものを楽しみにお作りになっているんですが、食べ

頃になるとほとんどやられてしまうということで、網をかけて防御しているんですが、なかな

か利口で、その網も、どうも役に立たない場合もあるということで、ちょっと島の方たちがっ

かりしている部分もございました。 

  また、もう一つは、ムカデ、空き家、神社の周辺の空き家だったんですが、ハクビシンだけ

じゃなくて、ムカデがやっぱり出るということで、そういったことも出てまいりました。それ

で、ハクビシンというのは、害虫に当たらないという解釈もあって、駆除がなかなか難しいよ

うな話もちらっと聞いたんですが、その辺いかがなんでしょうか。 
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○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  ご指摘のとおり、ハクビシンは鳥獣保護法に基づく保護動物という形になっております。

我々水産振興課といたしましては、鳥獣保護を担当させていただいておりますので、もしそう

いった事案が発生したときには、我々水産振興課のほうにご連絡をいただきまして、ハクビシ

ンを捕獲するかごなどを設置させていただきながら、捕獲後は、鳥獣保護センターのほうに移

送させていただいております。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  今のお話聞いて安心いたしました。住民の方たち、どこに何を言っていいか分からなくて、

夜行性のものですから、大変難しい部分もございまして、困っていらっしゃるということで、

随分お話が出てまいりました。どうぞ、対応方よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、実施計画の43ページ。この中に、第２節、緑と憩い再生事業ということで、今年

度、新たな事業として予算がつきました。この中で、中の島公園も入っているようですけれど

も、今、本当に広々としたところですけれども、これは、震災後から議会でも私もお願いして

おりましたけれども、地域の皆さんからご要望がありまして、あそこ新しいおうちが建って、

小さいお子さんたくさんいらっしゃるということで、何とか、幾つかでいいですから遊具が欲

しいという部分、親子で遊べるような遊具が欲しいんですというご要望が随分ありましたので、

この辺の計画、いかがなものでしょうか、お聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 お答えいたします。 

  こちらの公園につきましては、委員ご存じのとおり、宮城県の災害復旧工事で現状のものに

復旧した工事となっています。その復旧に当たりまして、塩竈市、県、地域の方々といろいろ

ご協議させていただきまして、今の形となっているものでございます。今後、そのご要望の遊

具等につきましては、そういったご要望の内容も踏まえて、要望を聞きながら、今後、対応す

るように、ちょっと検討してまいりたいと考えています。以上でございます。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  子供の遊び場というのは、遊具がたくさんあればいいかというと、決してそうではないとい
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うの、私は子育てを続けてやっていますけれども、広々とした広場でボール一つあれば親子で

遊べるという部分もとても重要であると思っていますが、どうも幼いお子さんだと、やっぱり

なかなかボールを蹴って遊ぶまで成長するまでというのは時間がありますし、少し遊べるよう

なものが欲しいという要望でございますので、どうぞよろしくお願いをしたいと思います。 

  それから、実施計画の21ページを、戻っていただいて、21ページ。第２節、本当に私もちょ

っと認識不足でしたけれども、がん患者様の医療用のウイッグ購入助成事業、塩竈、きちっと

これ予算化されているということに、ちょっとうれしく思いました。対象者が、１人につき２

万円ということなんですが、これ、何人ぐらいの方が、もし今までにおありになれば、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 がん患者の方の医療用ウイッグ購入助成を今年度始めたわけで

ございますけれども、今現在、１月末の実績といたしましては、16件の方に交付決定をしてい

るという状況にございます。以上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました。 

  結構いらっしゃるんだなということで思っております。 

  実は、こういうお話を聞きました。献血のときに初めて分かったんですが、女性の方が髪を

伸ばして切りますね。その髪の毛が欲しいと。結局、ウイッグを作る、特に献血のほうでは、

小児がんのお子さんたちのウイッグを作るために、髪の毛を寄附してほしいということで、今、

うちでも１人孫がおりますが、今、伸ばしております。そのことを聞いて、とにかく何十セン

チという髪を伸ばそうと、今、腰まで伸びていますが、植え込みの部分も10センチぐらい必要

なので、大変やっぱり、相当な、何センチか必要なんですが、こういったこと、私も初めて耳

にしまして、「ああ、そうか」と、私たちができることってすごく今まで気づいてこなかった、

そういう方たちへの思いを新たにいたしました。それで、塩竈市の予算を見ましたら、このウ

イッグの購入助成金がありまして、大変感動いたしました。本当に、何かできることがあれば

という、そういう思いでこの予算を見ました。どうぞよろしくお願いしたいと思います。 

  それから、もう一つ、その下の骨髄バンクドナー助成事業、これも予算がつきました。骨髄

バンク、提供する側にもやっぱりある程度の負担はあるかと思いますけれども、これが７日間

を上限にしてということで、入院なさって提供するという形のようですのであれですが、これ
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も今年度初めての予算計上ということになりますでしょうか、ちょっとお聞きしたいと思いま

す。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 骨髄バンクドナー助成事業につきましては、令和３年度、初め

ての予算計上ということになります。以上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  ぜひ、こういったことを改めて市民の皆さんにお知らせするというのすごく大事だと思いま

すので、新たな事業としてこういう制度がありますよということの広報を、ひとつよろしくお

願いしたいと思います。 

  次に、実施計画35ページをお開きいただきたいと思います。 

  第２節のところなんですが、安全・安心まちづくり推進事業、私も防犯カメラについては再

度申し上げてきましたけれども、これ、この中に、事業内容のところに、選定した町内会に対

しとなっていますが、これ、今のところ町内会から申出という、そういったものはありますで

しょうか、お聞きいたします。 

○菅原委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 防災カメラの選定する町内会ということでございますけれども、

昨年度に防犯カメラのアンケートですね、各165町内会に送らせていただきまして、20町内会

から14か所の要望がございまして、その中からモデル事業といたしまして、ちょっと警察の方

とご相談しながら、災害の起きやすい場所というところで、その中の町内会から１町内会選ん

で実施したいと考えております。以上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  ぜひ、これは広めていっていただきたい事業でございますので、今後ともよろしくお願いを

いたしたいと思います。 

  それでは、同じく実施計画51ページ、今年度、コロナ禍でどういう状況になるか分かりませ

んが、接種事業が順調に進んで、少し安心が取り戻せたらという思いでおります。第３節のと

ころで、第９回全国醤油サミット開催事業というのが計上されております。寿司のまちであれ

ば、これはプラスしょうゆということで、食文化、そういったことを深く掘り下げて行われる
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事業かと理解をいたしましたが、この辺の準備方といいますか、開催できる見通しというのは

いかがなものでしょうか。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 醤油サミットについてでございます。まず、醤油サミットの内

容につきましては、議案資料にあるとおり、しょうゆにちなんだディスカッションとか、しょ

うゆの博覧会、食べ物ということで、試食等も考えてございます。その中で、感染症リスクを

低いものから高いものということで段階に分けまして、時期を見まして、何ができるかという

ものをこれから検討してまいりたいということでございます。以上でございます。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  ぜひ、ぜひ、開催できるように祈っております。 

  それから、次に、同じく実施計画の中の63ページ、第２節、産業交流の振興ということで、

浦戸諸島交流促進事業というのがございます。これ、小学生の子供たちに市営汽船無料という

ことで、うらと子どもパスポート、子供たち小さいときは利用させていただきましたけれども、

これは、浦戸諸島における交流人口の拡大を図るということなんですが、これ、市内から来る

小学生に対する割引制度なんていうのはあるのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 尾形浦戸振興課長。 

○尾形産業観光部浦戸振興課長 お答えいたします。 

  子どもパスポート事業につきましては、全国の小学生以下の子供に対して、土日、祝日及び

学校休業日に市営汽船の乗船券が無料となるサービスでございます。市内、市外問わず、休業

日等とかには小学生以下のお子様については全て無料で乗れるということになります。以上で

ございます。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました。 

  大変ありがたいことです。今年度、ちょっと夏休み中、小学生のお子さんと親子さんの申出

がありまして、団体で浦戸に行きたいという希望が寄せられておりまして、これから内容を詰

めていく、私もアドバイスをする立場にありますが、ぜひ、楽しんでいただいて、本当にいい

ところだと、塩竈は、浦戸はいいところだと、いろんな体験ができたという、そういったこと

も組合せですね、私、お願いしたいのは。そういう何通りかの、やはり浦戸を楽しめるツアー
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というと語弊がありますけれども、そういったコースを考えていただけると、すごく、年代別

にウオークをしたり、あるいは、子供たちだったら地引網したりとか、いろんなそういう組合

せを何通りかつくっていただきたいんですね。来るお客様に対して、ご婦人方だったらこうい

うコースとか、あるいは、小学生だったらこうとか、そういったコースをちょっと考えていた

だけると大変ありがたい。それは、私たちがそれをもってＰＲできる、あるいは、誘致できる

という形になりますので、これはちょっとお願いでございますけれども、ぜひ、ぜひ、そうい

ったことをちょっと組み立てていただければと思いますが、その辺いかがでしょうか。 

○菅原委員長 伊藤観光交流課長。 

○伊藤産業環境部観光交流課長 浦戸については、塩竈市観光物産協会とかがいろいろ島巡りの

コースとかを設定しておりまして、案内もしております。また、一昨年ですか、６月にトレイ

ルというものができましたので、そういったものを活用しながら、ぜひそういったところを楽

しんでいただくという形の中で、観光交流課としても取り組んでいきたいと思っています。以

上です。 

○菅原委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 近々ご相談に参りますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、私からは以上でございます。ありがとうございました。 

○菅原委員長 志賀勝利委員。 

○志賀委員 私のほうから幾つか質問させていただきます。 

  まず、資料№11、１ページ、税収の明細が書いてありますけど、先日も鎌田委員のほうから

質問がありましたが、市税が２億円近い金額が減っているという状況で、かつては塩竈も80億

円近い市税があった時代もあったと、私は記憶しています。そこから見るとかなりの落ち込み

だなということを実感しているわけですが、これは何を表すかというと、要するに、塩竈市の

経済都市としての機能が損なわれていると。そして、土地の値段が下がってきていると。私の

住んでいるところも、私が買ったところの値段と今では半分ぐらいの値段になっています。加

工団地につきましては、先日も言いましたけど、35万円という坪単価で、バブルの頃取引され

たものが、今では３万円前後という、ちょっと地盤がよければ値段はちょっと上がりますけど、

そういった状況の中で、税収が落ち込んでいるんだろうと。コロナの影響はあっても、それは

些少のところであって、基本的な税収の落ち込みというものに対して、やっぱり塩竈市として

今後どのような対策を立てていかれるのか、ちょっとお伺いしたいと思います。 
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○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 かなり大きな問題と、かなり難しい問題だなと認識をしてございます。今後の見通

しについて、今、こうだ、ああだということはなかなかちょっと難しいということは、はっき

り申し上げられるんだろうと思います。ただ、市長になって１年半経過いたしますが、目の前

にあるいろいろな課題をしっかりと整理をさせていただくということは、最低限やらなければ

いけないことなんだろうと理解しています。それと同時に、やはり若い世代、子育て世代、そ

ういった方々に塩竈に住み続けていただく、移り住んでいただく、その視点を特に重要にしな

いと、将来の様々な生産人口年齢とか、生産額の向上をさせるためには、いろんな面でトータ

ルにプロデュースしていかないといけないだろうなということを思っております。とにもかく

にも、そういったことを考える上でも、今、課題となっている多くの問題を一つ一つ丁寧に洗

い出しをさせていただきながら、しっかりとしたスケジュールを組んで、解決に向けた取組を

皆様方にお示しさせていただくことが、今、喫緊の課題であると認識しておりますので、それ

を丁寧にこなしていく、対応していく、そういったことに力を注いでいきたいと考えてござい

ます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 課題は当然認識されていると思いますが、私の感じるところ、この議員９年目、今、

10年目を迎えようとしていますけど、何か言葉ではいろいろ言うんだけど、遅々として根本的

な対策が取られていない。それがやっぱり経済の問題でもなかなか浮上できないというところ

になっているのかなと。もうちょっと担当課の方々が、もうちょっと世間のいろんな情報を集

めて、塩竈に対してどういった制度が望ましいのかという政策を立案していかないと、ただ文

字だけいっぱい並べても、そこに明確な目的があったり、実行力がないと、ただアドバルーン

だけで終わってしまうということが繰り返されているんじゃないかなと、私は感じております。 

  その最大の原因は何かというと、役所のシステム上、それぞれの部課長の責任が全くないと。

２年やそこら、３年でころころ、ころころ代わっていくと。私は、一番役所の責任のなすり合

い、そんなのを感じたのは、昔、20年ほど前ですかね、諫早干拓の水門の問題ですね。造った

当時の担当責任者が、「いや、もう私はそこにいませんので」と。現担当者は、「いや、前任

者がやっていましたんで」というところでの、その責任を自分たちが受けない、取らない。ま

あ、それの縮小版がやっぱりこの塩竈市役所の中でも同じようなことが行われているという。

例えば、こういったいろんな質問するときに、前任者に質問したいんですね、質問するんです
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ね。ところが、「いや、もう私は担当違うので、現担当が答えます」というところで答えてく

ると。やっぱり、やった人がしっかりと責任持って、そのやったときの責任を持って、責任を

持って物事をやっていくというシステムにしないと、結局、みんなやりっ放しになってしまう

のではないかなと感じておりますので、佐藤光樹新市長には、もう１年以上たっているから新

とは言わないか、せっかく代わったんですから、ぜひ、変えてもらいたいと思います。 

  それと、次に、この同じ項目の中で、地方交付税、これが４億3,000万円ほど減っているわ

けですね。人口減だということもちょっとお聞きしたんですけど、もう一回ちょっと確認させ

ていただきたいと思います。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部財政課長 地方交付税が大きく減となって、４億3,000万円ほど、４億3,700万

円ですね、減になっている大きな理由は、まずは、震災復興特別交付税につきまして、復興交

付金事業、それから、災害復旧事業については、令和３年度については、皆減ということで、

計上してございませんので、その事業費の財源としてこれまで交付されてきました震災復興特

別交付税が３億5,000万円ほど減になっているのが大きな要因でございます。 

  それから、今、志賀委員からお話あった普通交付税が、人口の減ということで、試算上、

8,700万円程度減するのではないかということの見込みで計上させていただいたものでござい

ます。以上でございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 人口減も一つの要因であると、そのほかにも要因がありますよという話です。もう

ちょっと大きな声で、張りのある声でしゃべってもらえませんか。聞こえないんです、全然、

８割方、ちょっと私、聞き取れませんでした。 

  何回もこれ言いますけど、もっと自信と確信を持った声でしゃべれば、はっきりと物事言え

るんですよ。それがないから、もぞもぞ、もぞもぞとしゃべるんですよ。ちゃんとはっきりし

ゃべってください。 

  それでは、次に、実施計画のほうの８ページ、ここに「ともに支え合う福祉のまち」という

ところで、元気高齢者の割合というところに、基準値が85.1％、令和１年度では82.2％という

数字が出ていると。ずっとこの85.1％は到達できていないという表があるわけですが、この高

齢者の割合というものは、毎年、高齢者に健康の度合いどうですかというアンケート用紙が最

近届くようになっているんですけど、私の手元にもね。あのアンケートのデータを基に、この
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数字ははじき出しているのでしょうか。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 この元気高齢者の割合につきましては、介護保険の被保険者の

うち、介護保険の認定を受けていない方の割合を数字として出しているところでございます。

よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 介護保険の認定を受けてない方なんですか。そうすると、介護保険を使っていない

方が元気高齢者ということに、くくりになるわけですか。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 ご指摘のとおりでございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 それだったら、そこにちょっと書いてもらうと分かりやすいですよね。 

  それと、次に、同じページの活力ある産業のまちづくりというところに、新商品開発による

新商品数、これが、基準値は17件、平成27年だけが20件で、あとは全てゼロということなんで

すが、こういうところにも、先ほど話した、市内経済の沈下というところにつながってくるの

ではないのかなと思っているわけですが、新商品の開発ということを役所が支えるに当たって、

いろいろやってきているんでしょうけど、結果を見ると、全くできていないと同じような結果

になるわけですが、その辺についてどのように新たな取組を考えていらっしゃるのか。また、

従来と代わり映えしないのか、ちょっとお聞かせください。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  結果として０件となっておりますが、市役所のほうでどうしても予算が、単年度という形で

予算をつけさせていただいております。委員、ご存じのとおり、新商品開発には、単年度とい

うよりも複数年かかって新商品になることが多いという状況があります。要は、ミスマッチが

続いていたんだろうなと捉えております。今後、そういった部分、どう対応していくかという

部分でございますが、実は、先月から塩竈市魚市場で水揚げされます前浜物、具体的にはタラ、

今、最盛期を迎えていたんですけれども、それ、未利用、未活用ということで、地元の加工業

者さんと生産者、マッチングをさせていただきながら、地場のみそ、酒かすを使った新たな漬

け用の商品開発というのにも取り組ませていただいております。 
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  また、浦戸で養殖されますカキ、これも新聞に載っておりましたが、コロナの関係で出荷の

単価が落ちているという状況をとらまえまして、実は、加工業をなさる方には、贈答用におに

ぎりを製造するところが出てきております。また、自社でおにぎりを作って、店頭で販売する

ところがございまして、そういうところでカキを使ったおにぎりの商品開発というものを、実

は今、マッチングをして、展開しようという状況になってきているという状況でございます。

以上でございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 もうちょっと将来的に、商売の規模が大きくなるような商品開発をお願い、目指し

てもらいたいなと。何年か前ですかね、チョロＱ、新商品でお土産だって、佐藤産業環境部長

おっしゃいましたね。その後、その新商品はどのような状況になっていますか。 

○菅原委員長 佐藤産業環境部長。 

○佐藤産業環境部長 ご質問ありましたチョロＱ、こちら、商工会議所さんで当時、新商品とし

て販売をなさったということでございます。現在、ちょっと在庫につきましては、恐縮です、

商工会議所事業ということで、私どもでもちょっと把握はしておりませんが、一定の数値とい

うのは売り切ったものとは考えてございます。以上でございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 それで、売れたんですか。今はもう作っていないんですか。そこだけちょっと教え

てください。 

○菅原委員長 佐藤産業環境部長。 

○佐藤産業環境部長 製造については、ある程度まとまったロットでの製造が必要とういことで、

当時伺いました。それで、１回作って、その後というのは、追加発注は、恐らくしてはいない

んではないかと考えています。以上でございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 だから、そういう商品を新商品だと言い切るところに問題があるんであって、もう

ちょっとちゃんと考えてください、ふだんから。考えてないからそういう発言が出てくるんだ

ろうと、私は感じております。 

  それと、事業所数にしても、何か基準値は3,196と書いてありますけど、平成28年が2,615と。

直近の事業所数というのは、どのような状況でしょう。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 
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○高橋産業環境部商工港湾課長 この数値につきましては、経済センサスを基に事業所数を出し

てございます。現在、最新の事業者数を、経済センサスを、今、集計中でございますので、そ

の数字がちょっとまだ出てございませんので、申し訳ございません。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 その事業所数というのは、どこが把握しているんですか。例えば、商工会議所では、

何かいろいろやっていますよね。結局、行政がその事業所数が把握できないまま、ずっと漫然

と過ごしているというところに、何か問題が潜んでいるような気もするんですが、いかがでし

ょうか。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 申し訳ございません、ちょっと商工港湾課のほうでは、事業所

数については把握はしてございませんので、国とかの統計数値を用いているということでござ

います。以上でございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 だから、把握していないんだから、その把握をするようなことも考えたらいかがで

すかということなんで、一応、考えてください。そうしないと、事業所がどんどん、どんどん

減る一方で、気がついたら減っていましたというんじゃ、何年かに一遍の調査で、減ってまし

たでは手遅れですよ。病院だったらもう患者さん死んでいるわけです。息があるうちに何とか

支えていかなければいけないわけでしょう。そういうところをしっかりと、担当課なんですか

ら、そういう問題意識を持って、当たっていただきたいと思います。 

  その次に、観光と交流のまちづくりというところでちょっとお聞きしたいんですが、観光客

の入込数ということでは、基準値が219万人ということで、令和１年度では237万人という数字

で、基準値をクリアできてよかったなとは感じているわけですが、この入込数というのは、例

えば、マリンゲートを通過するだけの人も入っているんでしょうか。その辺ちょっと教えてく

ださい。 

○菅原委員長 伊藤観光交流課長。 

○伊藤産業環境部観光交流課長 マリンゲートを例に挙げれば、カウンターを通った人、人数カ

ウンター、人を数えるカウンターあるんですが、それを通った人だけもカウントされてます。

以上です。 

○菅原委員長 志賀委員。 
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○志賀委員 乗船して、船で来て、通過した人も入っているわけですよね。じゃないんですか。 

○菅原委員長 伊藤観光交流課長。 

○伊藤産業環境部観光交流課長 その方も入っております。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 この８割方が多分、通過するだけの人なんですよね。実質、塩竈に来ている人、塩

竈の経済効果、塩竈に経済貢献している方々は２割程度かなと思いますので、こういったとこ

ろをやっぱりいかにつなぎとめていくかということを、策を考えていかないと、マリンゲート

で商売をやっている方々の商いが成り立たない、そういう状況がずっと続いているわけです。

その現実もご存じなわけですから、そういうことを真剣にもうちょっと考えてください。それ

で、今回、資料として塩釜港開発の決算報告出ましたけど、これとてハローワークが入ったこ

とによって黒字になっただけのことであって、本来、塩釜港開発の決算書が黒字か、赤字かよ

りも、テナントさんの商売が黒字か、赤字かのほうがはるかに重要な問題であって、そういう

資料を我々に一緒に提出していただけるとありがたいなと、そういった状況を把握する努力を

していただきたいと思います。その辺は把握されていますか。何社あって、何社利益を出して、

赤字だとかという。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 テナントの売上げにつきましては、我々のほうでは資料をもら

ってございますが、個別の店の売上げについては、ちょっとなかなかお出しできない状況です

が、大きく一つの、全体の売上げとして、今後検討してまいりたいと思っております。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 別に個々の名前を出す必要ないわけで、黒字が何社、赤字が何社という形だってい

いわけですし、そういうところで数字を出していただいて、そうすると、今度は、黒字が増え

ていけば、「ああ、努力されたんだな」という評価が出てくるわけですよね。その辺は、我々

も見える化に、見えるようにしていただきたいと思います。そうすることによって、担当課の

方々は頑張ったなという評価もできるかと思いますね。 

  あと、このまちなかの歩行者数というのが書いてあります。このまちなかの歩行者数という

のは、どこの部分でカウントしているのか、ちょっと教えてください。 

○菅原委員長 鈴木都市計画課長。 

○鈴木建設部都市計画課長 お答えいたします。 
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  歩行者数のカウントでございますが、市内４か所でございます。御釜神社の前が１点目、本

塩釜駅の神社口、あと３点目がマリンゲート塩釜、あとはマリンロード塩釜ということで、ア

クアゲート口のほうですね、こちらのほうを通過される方を秋口に調査いたしまして、カウン

トした数値がこちらの報告数値ということでございます。以上です。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 それで、この基準値が7,783人と書いてありますが、これ１日当たりにすると21人

なんですよね。寂しくないですか。どうでしょうか。 

○菅原委員長 鈴木都市計画課長。 

○鈴木建設部都市計画課長 そうですね、計算上はそのような形になろうかとは思っております

が、まずは満足度をはかる指標として、こちらを活用させていただきながら、その後の都市

再生整備計画の考え方でありますとか、そちらのほうに役立てているという状況でございま

す。以上でございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 こういうところからしても、結局、どうやったら増えていくか、増やしていけるか

という心構えが、目標がないのかな、できてないのかなと思います。だって、まちなか、あ

そこ通過するのに、１日に21人だよ、どうするんですか。何万人でない、１日1,000人だ、

2,000人だったら話分かるけど、そういうところをもうちょっときめ細かに対策というものを

立てていかないと、人が来ないだろうと思います。 

  ただ、まちづくりというか、門前町のまちづくりそのものがしっかりできてないと、当然、

あそこも通過もしないでしょうし、塩竈に来ようとする人も少ないでしょうし、そこのとこ

ろがずっともう長年の課題であるわけですから、その課題についてどうするんだと。担当課

長以外の人は、頭に全然考えていないということになると、新たにそこ、課長になったとき

に、全くまっさらで、またそこから、一から出直しということでは、なかなか塩竈、おぼつ

かないのかなという感じがいたします。ですから、市の職員の方々は、自分の直接のそうい

った担当でなくても、やっぱりテレビ、新聞、そういったニュースをきちっととらまえて、

「ああ、こういう政策いいな」という感覚を持たないと、「俺の担当じゃないから関係ない

よ」という形では、なかなかいいまちづくりができないだろうと、私は思います。アイデア

も出てこないだろうと。そういったところを、もう一回、皆さん考え直していただいて、い

ろんなことに興味を持って、新聞記事とかテレビを見ていただければなと思います。これお
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願いですね。 

  次に、潤いと魅力のある島づくりということで、同じページですね、市営汽船乗船客数が、

基準値は17万8,000人、令和１年が15万9,000人というところで、ちょっと残念ながら落ち込ん

でいると。今後、この乗客数を、島民の方が減っていることが大きいのかなと思いますが、こ

れを増やすためにどういうことをこれから考えていらっしゃるのかちょっとお聞かせください。 

○菅原委員長 尾形浦戸振興課長。 

○尾形産業観光部浦戸振興課長 お答えいたします。 

  17万8,000人という目標数値でございますけれども、今年度、令和２年度の３月までの見込

み数なんですけれども、大体14万人強ということで、コロナの影響とかもありまして、さらに

ちょっと落ち込むような予想もあります。今後、市営汽船の利用客数をいかに増やしていくか

という部分ですけれども、コロナの影響もあって、島民の方は、やはり島のほうにはできれば

来てもらいたくないという思いもございます。ただし、アフターコロナとか、そういった部分

については、今後、浦戸の人口減少もございます、そういった部分を含めて、やはり交流人口

を増やしていく必要があるのかなと考えてございますので、関係各課と連携した形で、利用客

増に当たって、今後検討とかしていきたいなと考えてございます。以上でございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 コロナだからできない、それは分かります。ただ、コロナ禍であったって、コロナ

禍が過ぎた後の政策は、今立てておかないと間に合いませんよ。それからまた、コロナ落ち着

いてから考えますと、課長もまた配置転換になるわけでしょう。そういうのが続いているから

塩竈市の衰退というのがあるわけですから、ちゃんと考えててください。何の、どんなときで

あっても、こういうことをやりたいんだということを、やっぱり部課長さんは考えてください

よ。そうすると、自分が着任したとき、すぐパッと、そういったことは実施できるわけですか

ら。それから考えたんでは遅いんですよ。２年たつのあっという間です。そうすると、何も考

えつかないでまた配置転換という形になります。そういうことをちょっと頭に入れていただき

たいと思います。 

  それから、浅海養殖漁業生産額、これが、基準値が６億7,000万円、令和１年度は３億1,000

万円という数字になっています。この漁業者の経営個体数というのは幾つあるのか、ちょっと

お伺いします。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 
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○鈴木産業環境部水産振興課長 すみません、ちょっと今、手持ち資料ないので、確認してお答

えさせていただければと思います。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 結局、今、ステイホームだ何だって、いろいろこうやって漁業に従事する人、募集

しているわけですが、結局、今の浅海漁業をやっている方々が、１経営個体でどの程度の収入

があるのかということも情報を発信していかないと、ただ補助金を使って、これだけとりあえ

ずは給料もらえますよと、だから手伝ってくださいというだけでは、やっぱり漁業を目指そう

という気持ちにもなりませんし、いい例が石巻のフィッシャーマンズですか、若手の人が来て、

先日もテレビでやっていましたけど、何か全国から希望者が100人単位でいるということがテ

レビで流されていました。やっぱりそういうふうになってほしいんですよ。だから、そういう

ことをやっている地域の情報をしっかりと集めて、まねしてでもいいですから、いいことはま

ねすればいいんです。そして、少しでも増やすような努力をしていただきたいなと思うんです

が、いかがでしょうか。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  今、お話出していただきましたフィッシャーマンジャパンにつきましては、今年度、令和２

年度に入りましてから、代表の方と何度かやり取りをさせていただいておりまして、今、ご指

摘のように、何とか浦戸地区を含めた塩竈の水産業の再生においてご協力いただけないかとい

うことで協議をさせていただいたところでございます。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 ぜひ、いいところのノウハウを取り入れて、少しでも多くの方が浦戸に定着し、浦

戸の景観を維持できるように頑張っていただきたいと思います。 

  次に、同じく実施計画の11ページ、誰もが安心して暮らせるまちというタイトルで、妊娠、

出産後の政策は、こうやっていろいろ考えていらっしゃいますが、私は、度々この議会で、生

まれた後のフォローは結構メニューがあるんだけど、要するに出産に対する補助金がないんじ

ゃないのと。やっぱり、私も行政視察で行った、この人口対策で成功しているところというの

は、自主財源でこういった出産祝い金とかを設けている自治体が、やっぱり人口増というか、

維持しているんですよね。人口減を食い止めているんですよ。ですから、例えば、第１子、10

万円、第２子、20万円、第３子、30万円というような補助金を、政策を立てたときに、年間、
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塩竈の場合600人以上の方が亡くなるわけですけど、600人の子供さん生まれたら10万円出すと

6,000万円ですね。第２子、20万円、200人生まれたら4,000万円、そうすると、それだけで800

人の子供さんの補助ができると。そういうものでやっぱりほかにない差別化によって、塩竈に

来ようかということにもつながるわけです。３世代の補助金だって、30万円だけど魅力あって、

やっぱりここに来る方がいらっしゃるわけですから。赤ちゃんだって、産んだら10万円、第２

子は20万円もらうとなれば、じゃあ頑張ろうということにもなるかもしれません。そうなって

いる、成功している自治体があるんですね。そこのところを、私はまねしてほしいなと。市立

病院に基準外の繰入金で何億円とやるよりも、そういうところにやって、市立病院の基準外で

繰入れしないところは、累積赤字で残せばいいんですよ。それで、赤字幾らですって、ちゃん

と経営形態で出せばいいんですよ。今、全部消しちゃってるから赤字が全然出てこない。それ

で、基準外繰入まで入れて、黒字でしたという発表がされるわけですから、そういうことをや

っぱり自主財源で頑張っていかないと、また同じ、国が出している補助金並みではどうにもな

らないんだろうなと、私は感じていますが、市長、いかがでしょうか。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 もう、至極ごもっともだと思います。ただ、私が、今、気をつけているのは、昨年

は就任して初めてのことだったのであれですが、今の塩竈の課題点をしっかりと、問題点を洗

い出して、それをどういうスケジュール感で市政運営をしていくかということに時間を費やさ

せていただきました。それと同時にコロナが発生したということで、今年も、分かりやすく言

うと、同じような状況になっているんだろうと思いますが、その一方で、やはりやってはいけ

ないと思っているのが、全体のパイが縮小しているのに、パイを増やすようなことを、全体像

を見ない中でしてはいけないだろうと思っています。ですから、新しいものをやるんであれば、

既存の状況の中でどうやってやりくりをしながら、そちらのほうに事業として展開ができるの

かということを中心に考えております。ですから、今後、若い世代が、私が必要だと思ってい

るのは、おじいちゃん、おばあちゃんを支えていただくのは若い世代、その方々がバランスが

もう崩れているわけですので、それも、昨年の出生数を見ても、240人とか、もう一気に300人

切ったと思ったら、また、あっという間に50人、60人減っちゃってると、こういう現況は、塩

竈にとっては、将来、見通しが暗くなる状況にもなっているわけでもございますので、その全

体のバランスをどうやって若い人たちに振り分けていくかということについて、もっと真剣に

取り組んでいかないと大変なことになるという認識を持っておりますので、志賀委員のご指摘
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のとおり、今後、若い世代の方々に塩竈に住み続けていただく、移り住んでいただく、その視

点を重点的に取り組んでいきたいと考えてございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 塩竈市にとっては喫緊の課題だと思います。ですから、検討、検討で、また何年も

過ぎてしまいますので、私、言い続けてもう七、八年になるんですけど、ずっともうそのまま

なんですよ、残念なことにね。その間、どんどん、どんどん子供さん減っています。ですから、

そこのところを何とか。赤ちゃんが生まれないとやっぱりまちは寂れていくわけですから。学

校もいらなくなっていくわけですよ。そういうことをしっかりと、一番の基礎なので、やって

いただきたいと思います。 

  これは、兵庫県の明石市なんかは、こういった政策を打ち立てるために、市長から職員から

全部給料をカットして、30億円かな、はじき出して取り組んだという事例もあります。そのぐ

らいの心意気があってもいいのかなと。我々も、私は協力するのはやぶさかではありません。

ですから、そういうこともやっていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  資料№11のところで、134ページ、昨日も山本委員がちょっと質問されていましたが、１番

地区の駐車場管理負担金、124万4,000円というところなんですが、今までの説明では、まちづ

くり会社に管理を任せると、委託するというお話だった。ところが、昨日の担当課長のお話で

は、何か違うところに任せているというお話でした。それで、この124万4,000円は、多分不足

するものを補塡しているんだろうと思いますが、あそこの公共駐車場の会計内容、経費、どう

なっているのかということが、何も示されずに、この124万4,000円だけ予算上げて、はい、分

かりましたって、私は賛成できないんですね。どういう経費が、あの駐車場の会計の収入で使

われて、どういうふうに足りなくなって、というのは、かつての市営駐車場もそうだったわけ

ですけど、ずっと赤字で、それがたしか商店街のあれかな、に委託して、黒字化できたという

経緯もあるわけです。そうすると、何か、どうもマンションを買った業者の方にお任せしたよ

うなんですが、そういうことをちゃんと調べられて、そういうふうにしたのか、まちづくり会

社がなぜその駐車場の管理を受け取らなかったのか。市では、まちづくり会社に駐車場の管理

を任せるというんですね、委託するといったわけでしょう、最初。そういうふうに私は聞いて

いるんです。だから、その分がどうなっているのか、ちょっと教えていただきたい。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 この負担金につきましては、駐車場自体の管理負担金ではなく
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て、１番地区団地全体の共用部分の維持管理に関する負担金です。これを駐車場棟、住宅棟、

業務棟、それぞれの持ち分に応じて負担金を払って、共用部分の維持管理をしていくというこ

とで管理組合に払うというものになってございます。以上でございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 とすると、駐車場の会計については、別途、赤字になったときに補塡だ何だってい

う部分で補正がされてくるわけですか。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 駐車場につきましては、一般会計の中で運営しておりますので、

その赤字部分についての補塡に対する補正というものは、今のところないと考えてございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 だって駐車場に契約する件数が少ないわけでしょう、目標のね、130台かな、それ

が六十何台しか契約できなかったとかいう話で、私、記憶しているんですけど、そうすると、

ちょっと当初の計算からすると収入面で維持管理するのが足りなくなるのかなと心配していた

わけですが、その心配はいらないわけですか。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 一応、令和２年度の見込みにつきましては、現在黒字で決算す

る見込みということになってございます。定期駐車につきましても、現在43台ということで契

約いただいてございますので、駐車場収入につきましても、令和３年度の当初、そういうのを

見越しながら、約770万円ほどの予算を上げているということでございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 じゃあ、一応、余裕があって大丈夫だよということでいいんですね。はい、分かり

ました。これで安心しました。 

  次に、同じ資料で、ページ148ですね。旅客ターミナル施設改修事業ということで、3,790万

円という金額が提示されています。それで、政策的費用って書いてあるんですね。これどうい

うことを意味しているのか、ちょっと教えてください。それと、どういう改修をするのか教え

てください。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 申し訳ございません、こちらの改修事業につきましては、一応、

経常経費ではなくて政策的経費ということで計上させていただいているものでございます。空
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調更新につきましては、年次計画をもちまして計画をしてございまして、今年度につきまして

は、１階の東側の空調更新で、令和３年度につきまして、２階の東側の空調の老朽化による更

新を予定してございます。以上でございます。 

○菅原委員長 暫時休憩いたします。再開は11時25分といたします。 

   午前１１時１５分  休憩 

                                             

   午前１１時２５分  再開 

○菅原委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほどの志賀委員の質疑に対し、答弁漏れがありました部分につきまして、鈴木水産振興課

長より発言の申出がありますので、これを許可いたします。鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 それでは、浅海養殖漁業の経営体数でございますが、平成30年

の漁業センサスに基づきまして、49経営体ということでございます。よろしくお願いいたしま

す。 

○菅原委員長 それでは、質疑を続行いたします。浅野敏江委員。 

○浅野委員 それでは、私のほうからも一般会計について質問させていただきます。 

  まず、資料№15の33ページ、生活困窮者就労準備支援事業についてでございます。これは、

施政方針でもお聞きいたしましたが、１点ちょっと確認させていただきたいと思っておりま

す。 

  今回の事業は、生活保護世帯等に対し、いわゆる生活困窮者と対象とした一般就労につける

ための基本的準備として指導、訓練、また社会的能力の習得を身につけさせる支援と思われ

ますが、大変大事な取組だと思っております。 

  資料№17の28ページに、生活保護の方々の、いわば年齢別生活保護受給者の人数が書かれて

おります。それを見ますと、15歳から65歳までの生産人口という区分に入る生活保護の方た

ちが、計算しましたら、令和元年で215名、令和２年が205名です。何らかの事情でやむなく

生活保護を受給せざるを得なかったと思いますが、このような支援を受けて、もう一度社会

に復帰していただくというのは、大変大事なことだと思っております。 

  そこでお尋ねしたいんですが、この１年間、順調にそこに行って訓練を受けて、３段階まで

進んだとして、その後、直接ハローワークに結びつくのか、それとも、もう１段階、ワンス

トップで何かこの方たちが社会に復帰するための手当があるのか、その辺についてお聞きし
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たいと思っております。 

○菅原委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 生活困窮者就労準備支援事業につい

てお答えいたします。 

  順調にその３段階の訓練やいろんなものを習得が済んだ方につきましては、基本的にはハロ

ーワークとの連携というのは国のほうから示されております。その際は、私どものほうにいま

す就労支援員も一緒に同行しながら、あとは事前にハローワークさんとも情報共有なんかもし

ながら進めるというのが、まず一つでございます。あと、その人、個人個人の状況とか、希望

とかというのもありますので、その辺に合った、ミスマッチが起きないような就労を、うちの

ほうの就労支援員がハローワークとかと一緒にやるという形になります。以上です。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  様々な事業所もありますし、また、理解をしていただく事業所もあるかと思います。そうい

ったところのリサーチとか、また、事前に打合せというのはおかしいですけれども、連絡、何

らかのそういった連絡協議会とか、そういった関連の他市町村のほうとの連携なんかも考えて

いくべきでないかなと思いますが、その辺はいかがでしょうか。 

○菅原委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 すぐに働けるような方、訓練を行っ

て働けるような状態になった方は、国から示されているのは、一応、原則はハローワークを通

してということにはなっています。ただ、その人の状況によりますので、例えば、外出もでき

るようになった、働ける状態になった、ただ、例えば、働く時間が１日無理だという方、例え

ば、そういった方に対しては、別な事業として、メニューとしまして、就労訓練事業というの

もあります。こちらは、事業の実施主体につきましては、都道府県から認可を受けました事業

所ということが主体になるんですけれども、そちらへ私どものほうでつなぐというんですかね、

そういったこともやりますし、あとは県外でそういった受け入れている事業所との連携という

のも、今回、この事業で委託する事業者と一緒に連携しながら進めていきたいと考えておりま

す。以上です。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 
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  どうぞ丁寧な、せっかくの事業でありますので、丁寧な、多くの、先ほどいったような生活

保護世帯の方だけでも200人以上の方たちがそういった年齢層に合致する方たちがいらっしゃ

いますので、ぜひ無理なく、ただし、その方たちが希望を持てるような取組にしていただきた

いと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、同じ資料№15の36ページになります。しおがま子育てサポート協力店事業、110万円

ですね、約10件を目標にということで、小さなお子さんをお連れして訪れるお店とか、そうい

った公共の施設には、現在、以前私が提案もさせていただいたんですが、赤ちゃんの駅として、

授乳室だったり、それから、ベビーベッド、ミルクを作るときのお湯を提供もしてもらってい

ますが、現在、ご協力いただいている店舗数はどのぐらいあるのでしょうか。 

○菅原委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 赤ちゃんの駅についてのご質問をいただきました。 

  こちらは、公共施設のほかに、民間協力施設ということで、私立保育園ですとか幼稚園、そ

れから、ホームセンター、スーパーなどに登録をいただいておりまして、民間の協力施設は19

施設となっております。以上です。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  今回の赤ちゃんの駅は、これはバージョンアップして、家族連れ、それから、親子で利用で

きる施設を増やすということに主力を置いていると思うんですが、例えば、ファミリーレスト

ランなんかでは、もう既に乳幼児用の椅子とか、それから、子供用の便座などを用意している

店も結構あって、若いお母さんたちというか、赤ちゃん連れの方たち、そちらのほうに流れて

いく可能性があるんですが、今回、どのような店舗を対象にしているのか、その辺お聞きした

いと思います。 

○菅原委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 今回、子育て包括支援センターが壱番館の中にできますので、

「ここるん」等、お子様が利用できる施設がその周辺にできるということで、最初はその周辺

をお子様連れのお客様がいろいろなお店で買い物をしたり、食事をしたりすることができれば

いいなということで、この協力店事業のほうを考えたところです。ただし、その地域だけでは

なくて、市内全体で子育て世代の方たちが外出できるような環境ができるといいなと思ってお

ります。ファミリーレストランもですし、食事ができるところ、それから、店舗、また、銀行
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ですとか、病院などの医療機関など、そういったところでお子様連れの方が使いやすいような

設備ができているところに登録をしていただければということを考えております。以上です。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  当初予算の中では、とりあえず10件という数が今、予算化されておりますけれども、今、課

長がおっしゃったように、子連れで出かける場合は、とにかく病院が多いということですよね。

歯医者さんだったり、子供がよく、内科・小児科とか、そういった小児科のところは、ある程

度準備はしてますが、歯医者さんとかというのは、一般の方たちもいらっしゃるので、小児に

特化した施設づくりをしているとは限りません。だから、そういったところを、不安心を、不

安な状況を少しでも和らげてくれるような、そういった明るい設備となると、諸々、物すごく

お金がかかってくるわけなので、例えば、一つのコーナーに子供が遊べるようなコーナーがあ

ったりとか、そういった雰囲気づくりから、まず一歩一歩進んでいかなければならないかなと

思っていますので、その辺の進め方、どのようになさるのか、お聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 先ほどお話ありましたとおり、ファミリーレストランなどは

もう既にそのような設備が整っているところがあるかと思いますので、直接働きかけて登録を

お願いしたいと思っております。 

  また、病院などですとか、商店、食事ができるようなお店につきましては、このような制度

がありますので、交付金もございますので、ぜひやってみませんかということで、こちらから

声がけを各店舗、各施設に声がけをしながら、登録のご協力をお願いしたいと思っております。 

  また、商工会議所等にもお願いしまして、制度の活用を依頼していきたいと考えております。

以上です。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  ぜひ、今、コロナ禍の中で、子供とお母さんが一日中うちの中にいるということもあります

が、やむを得ずやはりそういった病院にも行かなければならないということもありますので、

少しでも外出が楽になるような、そういった手当をしていただきたいと思いますし、また、こ

れまで行った赤ちゃんの駅、再度見直しをしていただいて、不足分があるのかどうなのか、そ

の登録のまま、ちゃんと維持されているのか、どのぐらいの方が活用されているのか、その辺
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のアフターもきちんと見ていただいて、この際、両方が進んでいけるような対策になっていく

と、この予算がより効果的に生きていくんじゃないかなと思っていますので、ぜひその点もよ

ろしくお願いしたいと思っています。 

  では、次に、資料№11の102ページ、第４款の衛生費の中で、事業内容は特定不妊治療費の

助成事業、約250万6,000円になっております。これは、実施計画の11ページにも同じような内

容で出ておりますが、この不妊治療におきましては、来年度、令和３年におきましても、国で

大分この手当に力を入れているということで、実は、令和４年からいよいよこの特定不妊治療

が保険適用になると。その前に先立って支援を拡充しようということで、令和３年度には助成

金、これまであった所得制限をまず撤廃する。それから、助成金を１回15万円だったのを１回

30万円に引き上げる。それから、助成の回数も、１人の助成が生涯６回ということを、子供１

人当たりについて６回助成すると。当然、40歳以上、43歳未満については通算３回ということ

になっておりますが。大幅に拡充しましたけれども、この塩竈市の事業、どのような反映して

いるのかお聞かせください。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 特定不妊治療助成事業についてのお問合せでございました。 

  委員おっしゃりますとおり、令和３年１月から不妊症の治療、支援が拡充となっております。

こちらは、県が主な実施主体となるものですけれども、そちらに併せまして、市のほうでも県

で助成を行う方に対してこれまでも助成を行ってまいりました。そして、今回、所得制限の撤

廃ですとか、助成回数ですね、通算６回だったものが、お子様１人につき６回という拡充の部

分につきましては、県のほうで認めて助成をする方に対して市のほうでも併せて助成をすると

いうことで拡大をしているということになっております。以上でございます。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  これは、令和３年度の予算ではありますけれども、既に令和２年度の１月から実施されてい

ると。このことをどのように周知されているのかお聞かせください。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 こちらにつきましては、市でチラシやホームページをつくりま

して、広報をしているところでございます。ご相談にいらした方には、もちろん手渡し等行い

ますし、いろいろお調べになる方は熱心にお調べになりますので、市のホームページでも助成
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を行っているということが分かるように掲載をしているところでございます。以上です。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  ぜひ、丁寧な周知をしていただいて、ご希望されるご家族の方があきらめることないような、

そういった周知の仕方をお願いしたいと思っています。 

  ちょっと関連してお聞きしたいんですが、不妊治療については、大分私たちも認識をしてき

ましたし、ニュース等でもかなり取り上げられていますので、認識は広がっていると思います

が、同じく不育症、いわばお子さんはせっかく妊娠しても、途中で流産してしまったり、それ

を繰り返してしまう、そういった不育症という名前がまだまだ浸透されていないと思いますが、

この言葉についての認識、また、それについての周知とか、そういったことは市では行ってい

ますでしょうか。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 不育症につきましては、令和３年度、厚労省で初めて補助金と

して挙げられた項目となっております。これまで市のほうといたしましては、不育症に関しま

しては、この内容ですとかを詳しく市民の皆様に周知してきたということはないんですが、今

後、様々ニーズが出てくることかと思いますので、そういったことも分かりやすく市民の方に

伝えられるよう、努めてまいりたいと考えているところでございます。以上です。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ぜひよろしくお願いいたします。 

  では、資料№11に戻りまして、110ページ、第３款の衛生費、第12節の委託料についてお聞

きしたいと思います。 

  これにつきましては、乳児、それから妊産婦の健康業務委託料として3,349万8,000円、妊娠

して14回は公費負担ということで、私たちも訴えてまいりましたし、塩竈市も今、そのように

していただいていると思いますが、この妊婦の健診14回は、あくまでも基本健診で、もちろん

そのほかに様々な追加健診とかは負担が生じるわけですけれども、多胎妊婦、いわば双子とか

三つ子は余りいないと思うので、双子、１人以上のお子さんを妊娠したお母さまたちは、この

14回の健診ではなくて、プラス５回ぐらいは余計に健診しなければならないわけですね。まし

てや出産が近くなってくると、その回数が増えてくると。しかし、この14回までは公費負担は

ありますけれども、国のほうでも、この多胎児については余り公費負担が聞いておりません。
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今、大体１回につき約5,000円、５回を限度としてその補助事業を来年度、国は約１億円の予

算で補助事業として上げておりますけど、本市の対応はどのようになっていますでしょうか。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 妊婦健診の中の多胎の方に対する助成のご質問でございました。 

  本市におきましては、これまで国のほうでは助成がなかったんですけれども、令和３年から

助成を行うということで、委員おっしゃるとおりなんですけれども、本市のほうでは、既に多

胎の方に対しまして追加で６回受けられるということにいたしております。金額としては１回

6,500円分の上限になりますけれども、そちらを６回受けられるということでいたしておりま

す。以上でございます。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  これはいつ頃から行っている事業でしょうか。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 申し訳ございません。そちらのほうはちょっと把握をしており

ませんので、ただいま調べて後ほどお答えしたいと思います。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  それでは、次に、資料№15の49ページ、お願いいたします。 

  今回、教育支援センター「コラソン」の運営事業として、これまでけやき教室が行われてい

ましたが、それは、この３月で廃止になって、「コラソン」と一緒に事業を行うという中身で

ございます。 

  この中に、資料の中に、文面として学校不適応児童生徒という文言がありますが、この意味

はどのような意味でしょうか。 

○菅原委員長 吉木教育長。 

○吉木教育委員会教育長 不適応児童生徒に関しては、不登校だけじゃなくて、いろいろ学校、

コミュニケーションとかの若干弱い子供たちに対して、やはりその子たちが教室になかなか入

れないとか、そういうお子さんを不適応児童生徒という形で一般的に呼んでいます。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 
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  今、不登校だけではないというお話が教育長のほうからございましたが、不登校は、またこ

こにも、「コラソン」のほうの目的に、震災による心の問題を抱えた不登校児童生徒の学びの

場というお言葉があるんですが、これ震災だけでしょうか。それが原因とは思われないんです

が、その辺の文面の意味を教えてください。 

○菅原委員長 吉木教育長。 

○吉木教育委員会教育長 これまでの教育支援センター「コラソン」は、県教育委員会の事業の

震災が発生した後からの震災復興の予算を使いまして行っていた、震災による心の問題を抱え

た子供たちへの対応ということで、特に、ご承知のとおり、宮城県、不登校の発生率が高いも

のですから、それに対する対策として、県教育委員会が各市町村に補助金を出して心のケアハ

ウス事業を進めていたところでございますので、その中で塩竈市もその補助を受けての「コラ

ソン」を立ち上げたというところでございます。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  当然、宮城県は震災以降も不登校児童は大変多いですが、これは全国的にも言える中で、特

に宮城県がそういった意味で数が他県よりも多かったという部分は、そこに原因があったんで

はないかという、当初、ご意見もあったようですが、ただ、あのときもちょっとお聞きしたん

ですが、必ずしも不登校の子供が震災の被害を受けているわけではないと。何らかの関連はあ

ったと思いますし、その予算をこのように活用していただいたというのは、大変ありがたいこ

とかなと思っております。 

  それで、今回、2016年の２月に普通教育機会確保法というのが成立しまして、翌17年の２月

に施行されましたが、この法律によって、これまでの不登校はあってはならないという姿勢か

ら、不登校もあるということを認めて、憲法が認めた普通教育機会確保のため、国、地方自治

体は責務を負うという姿勢に変わりました。不登校は問題行動ではないとの通知も国から出ま

した。 

  今回、私も「コラソン」と、それから、その前のけやき教室の成り立つときの要綱をちょっ

と調べさせていただきましたが、どちらも学校復帰、教室復帰ということを、まず目的に、命

題にされております。しかし、今回、2017年の小中学校の学習指導要領には、不登校児童が悪

いという根強い偏見を払拭して、学校、家庭、社会が不登校児童生徒に寄り添い、受容の姿勢

を持つこと自己肯定感を高めるためにも重要だと。登校という結果のみを目標にするのではな
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く、自らの進路を主体的に捉えて、社会に自立することを目指すとありますけれども、これま

でのけやき教室の要綱、それから、「コラソン」の設立の目的、どちらも学校復帰、教室復帰

というのを最終目的とされていますが、今回、新しくできるといいますか、統合する「コラソ

ン」においては、どのような要綱を掲げているのかお聞かせください。 

○菅原委員長 吉木教育長。 

○吉木教育委員会教育長 今から二十数年前、平成の一桁にけやき教室が二市三町で共同で置い

た事実がございます。そのときには、やはり不登校対策、その子供たちをけやき学級で学習支

援して、そして、最終的には教室に戻すことが、その当時の目標でございましたけれども、た

だいま、委員がおっしゃったように、教育機会均等法が出てから、その考え方というのは、ま

たいろいろ変わってきまして、今回、適応指導教室のけやき教室と、今までやっていた学びの

支援センター「コラソン」を一つにして、教育支援センター「コラソン」という形で進めてい

くことに、新年度から計画しておりますので、委員のおっしゃったように、要綱も新たに見直

して、教育機会均等法に合わせた、そういう形で子供たちのニーズ、あとは保護者さんのニー

ズに合った形で対応していけるような、幅広い教育環境をつくっていければいいかなというと

ころで、そのような形で、今、担当課がその要綱を作成している最中でございます。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  私も不登校については、子供３人おりますので、幸いにもうちは長期の不登校というのはあ

りませんでしたけど、やっぱり何らかの形で学校に行きたくないというのは、ままどの子供に

もありました。ですから、不登校が特別その子供が何か原因があるというよりは、どの子供に

も起こり得る、そういったことでございます。私たちだって、朝起きて、今日行きたくないな

とかと思うのは、誰しもあることであって、それが長引いてしまった段階で常態化をしてしま

い、それがもっともっと進学とかいろんなものに悪影響を起こしてしまうというのが、この不

登校問題の根深いところだと思っております。 

  私もそういった意味では、今回のせっかく新しい、いわば出発に当たって、塩竈市において、

この教育機会確保法、広く、多くの皆さんに、教育関係の方だけでなくて、多くの社会の人た

ちにもこれを知っていただきたいと思います。ですから、子供が、例えば、10時頃学校に行く

様子とか、また、どこかの支援センターに行く、そういったのを社会の人が捉えて、あの子は

何だというような、そういった目で見られたり、また、「お宅のお子さん何で学校に行かない
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の」というのを不用意に会話の中で出てきたりすることが、本人と家族を大変苦しめると思い

ますので、ぜひこのように、不登校が悪いわけではないということを、声を大にして教育委員

会のほうでも、また多くの皆さんに知っていただきたいと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 

  そこで、もう１点お聞きしたいんですが、今回の「コラソン」は、当然、税金によってあり

ますので、通う子供たちも無料でそこに行けると思うんですが、宮城県の中でも、今こういっ

た関係で、民間でフリースクールとかあちこちでやっていると思うんですが、その辺の関連は

どのようになっていますでしょうか。 

○菅原委員長 吉木教育長。 

○吉木教育委員会教育長 今回、教育支援センター「コラソン」に関しては、これまでのけやき

教室や「コラソン」と同じように、そこを利用するお子様は無料でやっていくということで、

それは間違いないことでございます。 

  今、委員のおっしゃったように、フリースクールということに関しても、実は、去年の暮、

不登校対策の担当者、各学校おりまして、担当者の研修会のときにも、仙台にあるフリースク

ール２校の担当者に来てもらって、研修会等も含めて行っておりまして、教員等もそういうフ

リースクールというのがあるということを学んでおりますので、また、うちのほうの指導主事

もフリースクールのほうといろいろ連携取ってやったりしておりますので、そっちのほうは授

業料とか、そっちは幾らかかかってくる場合もありますけれども、そういうところで我々いろ

んな、教育支援のいろんな施設があるということを情報として我々仕入れて、そして、その中

で子供に合った形でケアを進めていければいいのかなと考えております。以上です。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  本当に子供たちにとっては解決方法は一つではないんだということをぜひ分かっていただい

て、宮城県にも今おっしゃったようにフリースクールもございます。この近辺にはあるかどう

か、私もちょっと把握はしておりませんけれども、そういった意味で、真っ暗なトンネルの中

で今迷っている家族にとって、一筋の光を、ぜひ教育委員会も連携を取っていただいて、こち

らだけが正解ではないよということも、いろいろ情報も発信していただければなと思っていま

すので、よろしくお願いいたします。 

  では、次に、資料№18の20ページ、お願いいたします。 
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  資料をお願いしましたので、お聞きしたいと思いますが、各小中学校児童生徒数を過去８年

間にわたって普通教室と特別支援教室に分けて資料を出していただきました。ありがとうござ

います。 

  年々、児童生徒数は減少しておりますが、特別支援を必要としている児童生徒数は増え続け

ております。一人一人に寄り添った支援が必要ではありますけれども、今、塩竈市で行ってい

ます小中一貫教育推進事業、これの絡みで、彼らにとってどういった効果があるのか、その辺

の影響力、その辺についてお聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 白鳥学校教育課長。 

○白鳥教育委員会教育部学校教育課長 それでは、小中一貫教育との関連ということで、影響力

についてお答えいたします。 

  小中一貫教育の中では、学びの共同体という事業づくりを柱に取り組んでおります。これは、

委員ご承知のとおり、一人も見捨てることなく、取り残すことなくということの理念で行って

おるんですが、こういったことで、特別支援学級の子供たちも様々な教科で通常学級に入り込

んで、一緒に、ともに学ぶというインクルーシブの考え方による教育を行っているところです。

その中で、多少分からなくても、友達同士支え合うんだと、ペアで学ぶ、それから、グループ

で学び合うということで、もう子供たち同士にそういった風土というのが随分できてきていま

す。そういったところで、学級数、それから人数、対象児童数、増えてきておりますけれども、

大変、市内としては望ましい方向に進んでいるのではないかなと捉えておるところです。以上

です。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  例えば、自分の兄弟とかにそういった発達障害の子供さんがいたりすると、やはり姉だった

り、下の子がその子を支えるというの、ごく自然に行って、家庭の中でそれがごく当たり前の、

そういった子がうちのお姉ちゃんだよとか、うちの弟だよというの、ごく当たり前の生活だと

思いますが、やはり、一旦表に出てしまうと、どうしてもそれが差別化になってしまったり、

今の塩竈市の取組が、そのことが子供たちにも痛みが分かる、そして、支え合うことも大事だ

ということを分かるという、そういった教育方法は、大変すばらしいことだなと思っています。

ぜひ、どの子にも優しくある、そういった子供に育ててあげていただきたいなと思っています

ので、よろしくお願い、ちょっと涙が出てしまいました。 
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  では、次に行きます。 

  資料№18の12ページです。 

  全くガラッと変わりまして、木造耐震診断の実施というのを調べていただきました。 

  これによりますと、震災当時は、さすがに多くの方が診断の実施されておりますが、年々ち

ょっと数が減っております。しかし、塩竈市では、この耐震改修工事も補助金を出すというこ

とで、これもある程度、毎年数は出ておりますが、なかなか改修工事と診断が結びついていな

いんじゃないかなと思いますが、この辺の周知方法はどのようになさっていますでしょうか。 

○菅原委員長 鈴木住促進課長。 

○鈴木設部次長兼定住促進課長 浅野委員にお答えいたします。 

  この表を見ていただきますと、診断の件数に比べまして、確かに改修工事の件数が半分以下

ということになってございます。これにつきましては、耐震診断を行った後も、その方々が費

用の面も含めていろいろ検討しているという状況もございます。その辺も含めまして、診断に

つきましては、何年間も有効ということでございますので、耐震基準が変わらない限り有効で

ございますので、その経過を踏まえまして、私どもは工事につなげるように促していきたいと

考えております。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  本当にこういったことが、この間のような大きな地震のときに、やっておけばよかったとい

う思いに結びついてしまうと思います。ぜひ、何回か、１年後、２年後でも、その後どうです

かみたいなことを、例えば、定住促進課のほうから何件かピックアップして、お声かけていた

だくというのも、気づきじゃないかなと思いますので、ぜひ、今回も震災があった後どうだっ

たのかということをちょっと気にかけていただいて、気になるところはお声をかけていただけ

れば、市役所が我が家のことをこんなに心配してくれてると、市民にそう思っていただくだけ

でも、住みやすいまちになるのではないかなと思っていますので、よろしくお願いいたします。 

  資料№11ですが、140ページ、そういった意味で、今回、空き家利活用促進事業275万円、こ

の内容をお聞かせください。 

○菅原委員長 鈴木住促進課長。 

○鈴木設部次長兼定住促進課長 空き家利活用促進事業といたしまして275万円を今年度計上い

たしております。これにつきましては、空き家バンクに登録いただいている方に対しまして、
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空き家の利活用を促進するために、工事とか調査するための助成事業でございます。残念なが

らまだ利用実績がないというのが実情でございます。以上でございます。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 これは大変、ほかでもこういった助成金出すのはすごいねっていう話がありました

けど、空き家バンク、どうしても不動産屋さんだけが関係していると進まない話です。ぜひ、

この不動産屋さんだけでなくて、地域の工務店の方も、この空き家バンクの協力者というか、

そういった部分に入れていただければ、こういった事業があるということで進んでいくと思い

ますので、その辺お考えいただければと思います。 

  最後になりますが、資料№15に返って、すみません、あちこち申し訳ないです。 

  45ページの石田川の緊急浚渫事業についてですが、一昨年の台風なんかでもかなりの土砂が

たまって、引き潮のときは子供たちがそこを遊び場にして、大変危ないという声も寄せられて

おります。今回、この事業、大変歓迎いたしますけれども、利府町の漁業関係者の方たちと調

整を図っているのかどうか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 それでは、お答えします。 

  昨年度、土木課が地元の漁協さんと浚渫について協議させていただきまして、その際、浅海

漁業に影響のない６月から８月の間に作業をやってほしいという要望がございましたので、そ

のスケジュールに合わせて事業を実施してまいりたいと考えています。以上でございます。 

○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 それでは、その土砂なんですが、浚渫はいいんですが、その土砂、その後どのよう

な対策というか、やっていただくのか。やっぱり臭いとか、いろんなことが周辺の方たちから

苦情が寄せられるかと思うんですが、その辺の最終処分、どのようになさるのかお聞きしたい。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 お答えいたします。 

  浚渫土砂の処分方法につきましては、まず、ロングアームのバックホーで浚渫土砂を浚渫し

まして、それで、水密性のあるダンプトラックに積み込みまして、一時的に中倉の処分場で抜

気という水分を飛ばす作業をさせていただきます。それで、一応、こちらの事業２か年にわた

りますので、予定では令和４年に一括して浚渫土砂を最終処分のほうに処分してまいりたいと

考えています。以上でございます。 
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○菅原委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  その辺まで丁寧に、浚渫するだけでなくて、この土砂はどのようにして、工程で処分するか

というのも、周囲の住民の方たちに分かりやすく、工事が始まる前に説明していただきたいと

思いますので、よろしくお願いいたします。 

  私の質問は以上です。ありがとうございました。 

○菅原委員長 暫時休憩いたします。再開は13時といたします。 

   午後０時０４分  休憩 

                                             

   午後１時００分  再開 

○阿部副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  辻畑めぐみ委員より本日の会議を早退する旨の通告がありましたので、ご報告いたします。 

  先ほどの浅野委員の質疑に対し、答弁漏れがありました部分につきまして、櫻下健康推進課

長より発言の申出がありましたので、これを許可いたします。 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 先ほどの浅野委員の質疑、妊婦健診につきまして、多胎妊娠へ

の助成の開始時期についての答弁でございます。 

  こちら、開始は平成22年４月１日からということになります。どうぞよろしくお願いいたし

ます。 

○阿部副委員長 それでは、質疑を続行いたします。小高洋委員。 

○小高委員 それでは、午後一番目となりますけれども、お伺いしてまいりたいと思います。よ

ろしくお願いを申し上げます。 

  まず初めに、資料№11の冒頭の部分でもございますとおり、令和３年度当初予算一般会計

209億円ということで、これまで説明をいただいてまいりました。復興事業分の減等があって、

ほぼ通常の予算編成に戻ってきたということでございましたが、施政方針書№９の１ページか

らを読ませていただきまして、その予算の考え方といいますか、そういったところも読ませて

いただきました。 

  一つには、コロナ禍等での税収減ということが見込まれる中で、未着手となってきた課題へ

の取組、そうしたことも踏まえると市政運営のかじ取りが非常に困難な年になるということで

も言及されておったわけであります。 
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  また、市制執行80周年、震災から10年と、様々な節目を迎える年ということでも方向性が示

されてきたわけであります。 

  一方で、その施政方針の中に触れられておりました今後の方向性の部分で、やはり何点かお

聞きしたいという中身もございましたので、ちょっとお伺いしたいと思うんですが、一つには、

これも施政方針に対する質問の中でもほかの議員からも触れられておった中身でありますが、

一つには、受益者負担と、あるいは、事業の縮小廃止という考え方が一定示されてございます。

例えば、どういったものが受益であって負担をすべきなのかと、その考え方が令和３年度予算

についてはどのように反映されているのか、冒頭お伺いしたいと思います。 

○阿部副委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 令和３年度の予算の内容で申し上げますと、まず、今ご覧い

ただいている１ページ、資料№11の１ページ、今お話いただいた受益者負担は、応分の利用者

負担という意味では、予算としては関わるのは、例えば第13款分担金・負担金、それから、第

14款の使用料及び手数料、それから、一部、諸収入の中に財産等の貸付とかがありますので、

そういった部分が関わってくるのかなと感じております。以上でございます。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 まさにその受益者負担という言葉を定義づけていますが、そういった部分でお聞き

をすると、恐らくはそのようなことになるんだろうと思います。ただ一方で、この文章をその

まま読ませていただきますと、いわゆる行政的な捉え方での受益者負担というところの枠だけ

ではなくて、様々な市民の皆さんに関わる事業の中で、一定の利益といいますか、そういった

部分について負担を求めていくという中身にも読み取れますので、その辺についてちょっとお

聞きをしたいと思うのですが、そういった点では、令和３年度は予算上大きな事業については

廃止・縮小だとか、あるいは、負担増というのはなかなか見受けられないようにも思うんです

が、一方で、そういった部分についても今後検討が重ねられて、いわば見直しを行っていくと

読めるわけです。ただ一方で、例えば、忘れちゃいけないものいろいろあると思うんですが、

例えば、憲法などで規定づけられた権利とか、いわゆる何としても守らなければならない領域

もあるように、私自身は思っております。そういった点で、様々な事業について見直し行って

いくような中身になっているかと思うんですが、そういった点で、例えば、代表的なものでい

えば社会保障の関係等々、様々あるかと思いますが、いわゆるそういった権利、憲法等で規定

づけられた権利と、この負担の関係、また、縮小・廃止の関係をどのように整理されておられ
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るかお聞きをしたいと思います。 

○阿部副委員長 小山市民総務部長。 

○小山市民総務部長 受益者負担ということで施政方針等でも述べさせていただいております。

これ、施政方針に対する質問でも回答させていただいたとおり、一定の行政サービスをする上

での受益を受けてらっしゃる方について一定の負担をいただくということでございますので、

今、委員おっしゃられた憲法上で規定されている権利というのは、それはそれで当然守らなけ

ればならない権利ということでございますので、そういったところはきちんと見過ごすことな

く対応していかなければならないと考えてございます。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 その点については、ぜひ申し上げておきたいなと思っておりました。 

  それで、この間、様々な点でご説明いただいてきた中で、当然、限りある財源ということで、

どのように事業を行っていくか、様々な点で難しさもあるんだろうとは捉えております。そう

いった中で、事業の見直しということになってきますと、一つには、その言葉の捉え方、聞こ

え方として、例えば、しがらみから脱却をして事業を精査をしていくと。とことん、例えば、

余り効果の上がっていない事業については見直して、こういうふうにしていくんだとか、そう

いったようにも聞こえるんですが、一方で、懸念、不安を覚えるということも、これは残念な

がら事実であります。例えば、税収が落ち込んでいくと、人口が減っていくと、そういう一途

にあるから、あるいは税収が落ち込むから行政サービスも減っていくんですよという話になっ

てしまうと、非常に塩竈市に住んでいる市民として夢がない話だなとも聞こえるわけです。そ

ういった点で、これは政策スタンスといいますか、市政実勢となるのかも分かりませんが、例

えば、ある分野について、何があっても守るべきものは守っていくと、そういったメッセージ

を発していく、こういったことも大変重要なことではないかと思うんですが、その辺りについ

てはいかがでしょうか。 

○阿部副委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 物すごく重要なご指摘だと思っております。簡単に申し上げます。今まで市民の

方々に受益者負担とか、負担を強いるような形でのご説明というのがどの程度あったか。これ

は、僕、外から見てますけれど、余り感じられたことはないです。県議会議員として議会の中

でいろんな議論をつぶさに聞かせていただきましたけれども、なかなかやはり市民の方々にこ

ういった議論をお伝えをさせていただくというのは、残念ながら少なかったように思います。
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それだけデリケートな問題であるということは、これまでの経験上、よくよく理解をしており

ます。ただ、私も所信表明でお話をさせていただいておりますが、もう現実的に人口がこれだ

け減って、少子高齢化が我々の想定を上回る形でこの塩竈市にあっては進んでいる、この現状

も小高委員はじめ皆様方もご承知のことかと思います。そういった中で、どういった取捨選択

をしながら、これまでは右肩上がりで経済がどんどん、どんどん上がっていく、人口がどんど

ん、どんどん上がっていく、こういった状況ではなく、もう既に人口が１万人以上減って、高

齢化の速度が加速度的に進んでいて、これまでの様々な行政サービスというものは、右肩上が

りで上がってきたときの、設備投資も含めて状況であると。減っているときに、その時々で合

わせてきたのかといったら、合わせてきていない、合わせ切れていない、これが今の現状だと

思っています。これは塩竈市に限ったことではなくて、ですから、私が申し上げているのは、

物事の本質の議論をしっかりとしましょうよということを申し上げています。逃げるんです、

ここから。これをオブラートに包んで議論を始めるから、結局また１年たって、３年たったら

同じ問題にぶち当たる、だからこそ、今、そこから逃げないで、しっかりと物事の本質を議論

をさせていただく、市民の方にも、まずはその状況も市議会との、皆様方とのやり取りの中で

知っていただく。必ずしも私どもが提案したものが通るとも、僕、実は思っていないんです。

議論の中で納得するものがあれば、納得せざるを得ないものがあれば、僕は臨機応変に対応を

変えることもあるだろうと思っています。ですから丁寧に、丁寧に進めながらも、丁寧に、丁

寧に情報を出させていただいて、皆様方も巻き込みながら、こういったものの本質を始めさせ

ていただきたいという決意の表れでもあります。ですから、生半可にこういった形で受益者に

対して負担増をお願いしということを当然のごとく申し上げているのではなくて、ただ、今し

なかったらもう大変なことになりますよと、今までどおりの行政サービスは維持できない。だ

からこそ、何かを残して、何かを継続する、赤字になっても残さなければならないものはしっ

かりと残さないといけないと思っていますが、その一方で、その分、どこかからそのお金を持

ってこなければいけないという現実もあるので、こういった問題をしっかりと皆様方と議論を

させていただいて、一歩ずつ丁寧に進めたいと。その最初のくくりが今回の施政方針の中に文

言として入れさせていただいたということでございますので、大局的見地で皆様方にはご理解

をいただいて、こういった議論をぜひ深めさせていただきたいという意味合いでございます。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 決意のほどをお聞かせをいただきました。それで、事業精査等々を含めて、これま
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で何となく、あるいはなあなあ、こういった言葉が適切かどうか分かりませんが、そういった

形で進んできた部分が仮にあるとすれば、そういった部分についてしっかりと議論していただ

くということについては、これは当然理解をするところであります。 

  そして、そういった議論の中で、先ほど、前段申し上げましたどうしても守らなければいけ

ないもの、あるいは、権利の関係、そういった部分を、ぜひその意識の中に置いていただいて、

そういった形でぜひ議論してほしいということが冒頭のお伺いでございました。 

  それで、具体にちょっとお伺いをしたいと思うんですが、先ほどのお話の中を踏まえてちょ

っとお聞きをしたいんですが、例えば、実施計画の15ページにおいて、いわゆる子ども医療費

助成事業というところで載ってございます。３か年の予算規模比較をしますと、令和３年度に

おいては、例えばその助成の内容、あるいは対象については、これ変わらないように見受けら

れますが、まずそういった捉え方でよろしいかどうか、お聞きをいたします。 

○阿部副委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 

  こちらの子ども医療費助成につきましては、これまでも協議会、あるいはこういった質問の

場でお答えさせてもらってございますが、現状といたしましては、子供さんの数、人数に関し

ましては、少子化の影響で毎年減少しております。ただ、それに反しまして、実際かかってい

るレセプトの枚数、病院にかかっている件数、あるいは、事業費、一人当たりの医療費に関し

ては増えていっているという傾向、状況がございます。こちらのほうの実施計画の事業にある

数字に関しましては、扶助費に関しては、今お話したように、年々微増傾向にあるという状況

にございます。こちらに関しましては、扶助費を併せてその他の事務費がこちらのほうに掲載

してございますので、こちらのほうご参照いただければと。以上でございます。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 るる、経費増の部分でご説明いただいたんですが、いわゆる実施内容、例えば、対

象ですとか、そういった部分については変わりないということでいいんですよね。 

○阿部副委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 小高委員のおっしゃるとおりでございます。対象に関しまして

は平成29年に制度見直しを行いまして18歳までの対象の方ということで、変わりない状況でご

ざいます。以上です。 

○阿部副委員長 小高委員。 
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○小高委員 分かりました。 

  それで、一方、施政方針書に戻りますと、例えば13ページの一番下の部分から14ページにか

けて、いわゆるこの事業についての表現がございます。その中で、確かに若干事業費が増えて

いっているということあるんですが、ここの表現においては、頻回受診という表現がございま

すが、その頻回受診という言葉をどのように捉えればいいのか、お聞きをしたいと。 

○阿部副委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 

  こちらの施政方針のほうにあります頻回受診という表現でございましたが、こちら、一般質

問のほうでもご答弁申し上げたと思います。こちらに関しましては、今現在、医療費助成、こ

ちら３つの医療費助成を行ってございます。子ども医療費助成のほかに障害者医療費助成、あ

るいは母子・父子の医療費助成でございます。こちらの状況でございましたが、障害者医療費

助成、あるいは母子・父子に関しましては、若干の増減はあるものの、余り今回のコロナ禍の

影響というのは余り受けていない状況でございます。子ども医療費助成につきましては、先ほ

どもお話、若干させてもらいましたが、子供さんの数の減少に比しまして、かかっている回数、

件数、あるいは医療費を受けている助成の金額、増加してございます。それに併せまして、令

和２年度の状況といたしましては、コロナの影響で、平均で１月末までの状況で約２割ほど減

少していると。こちらに関しましては、ほかの国保の医療費の状況等もございますが、余り大

きな影響を受けていないと。県の国保医療課なんかの分析等によりますと、重度の、重症の方

に関しましては、ほぼほぼ、医療費の余り変動がない状況、こちらのコロナの受診控えでござ

いましたが、こちらの状況なんかがかなり軽症の方、軽いけがだとか、軽い病状の方に関して

は、大分受診控えの影響が大きいというところで、こちらの子ども医療費助成の対象の方に関

しては、こういった軽症の方が多いのかなと。毎年、年々、受診の件数が増えていると、子供

さんの数が減っている割には全体の受診数として増えているという状況から、こちらのほうの

頻回の受診という表現で示させていただいた状況にございます。以上でございます。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 この点につきまして説明いただいたわけなんですが、いわゆる軽症であるというこ

とで、実際にコロナ禍の中でも、私も親でありますので、その気持ちはよく理解するところで

ありますが、軽症であっても、逆にコロナの心配があるからこそという見方もできると思うん

です。一定、発熱した際に、普通のかぜなんだろうか、どうなんだろうかという中で、病院に
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行くか、行かないかの判断は非常に難しいところはあるかと思うんですが、実際に熱が出たと、

そこで心配するのは当然のことでありますから、そこで受診をして、結果、軽症であったとい

うことはあるかと思います。それで、やはり頻回受診という言葉を聞きますと、どうも無駄に

受診しているような、そういった印象で捉えられるんじゃないかなという思いもありまして、

そういった点でいいますと、この後に、例えば対象年齢や所得制限の段階的見直しを含めたと

書いてございますが、例えば、ここで、現状18歳までという対象について、それをちょっと縮

めてしまうだとか、あるいは、他市町村で行われておりますが、ワンコイン制度を導入するだ

とか、そういった形で抑制を図っていくような中身に、これをそのまま読むと捉えられるのか

なと思ってございます。そういった点につきまして、例えば、この検討の中身、先ほど申し上

げた、例えば年齢を、対象を縮小してしまうだとか、あるいは、ワンコイン制の導入等々も含

めて検討されてきたのか、あるいは、庁内の議論等にかかったことがあるのか、ちょっとお聞

きをしたいと思います。 

○阿部副委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 

  施政方針の表現にもございます、対象年齢や所得制限の状況、こちらに関しましても見直し

を行いながらということで、これまでも度々ご質問をいただいているところでございました。

先ほどもお話したように、頻回という表現はちょっとこちらで使わせてもらってございました

が、子供さんの数が毎年減少する傾向にありますが、やはり受診の件数、受診金額、年々、逆

に増加しているという状況でございます。確かに小高委員おっしゃるとおりに、本当に無駄に

かかっているということだけではなくて、かかる回数が増えているという、こちらのほうで表

現を行っている状況でございました。ほかの医療費助成の傾向と違う状況もございまして、こ

ちらのかかっている、今回のように様々な方が対象としていらっしゃるのかなと。これまでに

関しても、ある程度、結果的に軽症ということではあるかとは思うんですが、そういった軽い

けがとか病気のときで病院にかかる方がだんだん増えているとうい状況を踏まえながら、先ほ

ど小高委員もおっしゃられたように、こちらのほう所得制限のありようだとか、あるいは、受

診されるかたの一部負担金の、こちらの、実際県内でも行っている市町村あるもんですから、

こちらの状況も踏まえて、総合的に検討をさせてもらっているという状況にございます。以上

でございます。 

○阿部副委員長 小高委員。 
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○小高委員 ご説明いただきました。それで、前段の議論にちょっと戻るわけですが、そこでい

わゆる子供の権利という部分についても、ぜひそれはお考えいただきたいと思ってございます。

これまで何度もこの助成をいかに広げていくかというところで取り上げてまいりましたが、私

としては、所得の制限というものについては、いかに今後縮小、撤廃していくという方向性だ

ろうということでお伺いをしてきたわけであります。ちょっと時間随分たっているので、全て

は申しませんが、当然、申し上げることなく、ことなくといいますか、必要性もないと思って

いるんです、子供たちが病気やけがをしたら治療を受けられる、これはもう本当に当然のこと

でありますから、そういった中身について、そういった権利をしっかりと保障していくという

観点で見れば、まず最初には国の取組があってしかるべきだろうと、これは当然思っておりま

す。ただ、現実にはそうなっていないという中で、あるいは、県の取組、あるいは、自治体の

取組で、残念ながら差が出てしまっていると、これがまさに現状と思っております。そういっ

た中で、その所得制限の部分、先ほど、一定検討の段階であるということでのご発言ございま

したが、例えば、医療機会の適切な確保という言葉になりますけれども、それが所得の高が全

てではないだろうと。仙台から塩竈に引っ越して来たら助成がなくなってしまったという声も

たくさんお聞きをしております。あるいは、一定、慢性的なといいますか、生まれながらのご

病気をお持ちのお子さんなんかは、本当に医療費というのが大変な状況がある中で、親御さん

が体調が崩すほど働いたという中で、所得制限にかかったという声も、実際にこれはお聞きを

しているわけです。そういった中で、当然、財源論というのはあるわけですが、そこに先立っ

て、権利の問題、命の問題として、ぜひここは考えていただきたいということで、ここはお願

い申し上げておきたいと思います。ちょっと時間もありませんので、先に進ませていただきた

いと思います。 

  資料№17の29ページから32ページ辺りかと思うんですが、保育事業について様々資料も出し

ていただきました。その中で、コロナ禍の中での変化というものがあるんだと思うんですが、

それを踏まえても、保育のニーズというのは一定の高い水準にあるんだろうと捉えております。

それで、これも何度もお伺いをしてきたわけなんですが、例えば、一つの指標として待機児童

の関係で、あるいは待機に当たらない児童というところもありますが、例えば、この待機児童

という部分について、これは年度当初の数字になっているかと思うんですけれど、例えば、年

度途中というところも含めれば最大何人くらいになったのかお聞きをしたいと思います。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 
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○小倉健康福祉部子育て支援課長 待機児童についてのご質問をいただきました。 

すみません、こちらの資料については、年度当初ということにはなっておりますが、昨年度

の年度末の待機児童の数字になりますと50人、令和元年度の３月１日については54人の待機児

童という数字になっております。以上です。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。 

  なかなか保育所に預けたいと、保育園に預けたいということについていえば、なかなか４月

１日からはい、よーいドンの形にはなかなかできないもんですから、そういった点で最大とい

うところを見ると、実情はそういった数字になるということでありますが、そういった中で、

実施計画の14ページを見ていただきますと、待機児童ゼロ推進事業ということで、2,352万円、

例年と比べると、年度を追うごとに額のほうは一定予算として上がってきているわけなんです

が、その中身、考え方についてお伺いいたします。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 待機児童ゼロ推進事業についてのご質問をいただいておりま

す。 

  予算の中身といたしましては、公立保育所の、特に０歳、１歳児の受入れのために保育士５

名を確保するための人件費、それから、私立保育園につきまして、保育士の方が塩竈市内にア

パート等、宿舎等を事業者が用意する場合に、それに対する補助ということの予算になってお

ります。以上です。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 ありがとうございます。 

  なかなか保育士の確保、非常に難しいということは、これまで複数回にわたってお聞きをし

てまいりました。そういった中で、一定額を増やしていただいて、いわゆるまず定員のところ

を受け入れていこうという考え方だと思うんです。そうした中で、なかなか、じゃあこれで、

この50人丸々といかないんだと思いますが、実際、年度途中も含めた待機児童ゼロの達成とい

うところについては、正直なかなか難しさもあるかなと捉えております。 

  それで、関連してなんですが、コロナの事業の関連の中で、東部保育所の改修という中身が

これまで出ておったかと思うんですが、その進捗についてお伺いいたします。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 
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○小倉健康福祉部子育て支援課長 今年度、コロナの臨時交付金の中で、東部保育所をコロナの

感染から守るための改修ということで予定しておりましたが、今、３月に改修の設計事業者、

それから、工事をやる事業者につきまして、プロポーザルで事業者選定を行うことを３月初め、

初旬に行いまして、そこから設計を進めていきまして、令和３年度末まで改修を終える予定に

なっております。このコロナの感染がこの先どうなるか分からないということで、なるべく早

く改修進めたいというところですが、きちんと設計をしていただきまして、子供たちが安心し

て過ごせる環境をつくっていきたいと考えております。以上です。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 その安心して過ごせる環境ということでは、なかなか難しさもあるとは思うんです

が、その点につきましてはぜひよろしくお願いしたいと思います。 

  それで、あとは待機児童の関係に戻るんですが、いわゆる現状の定数、計画上の定数、こう

いったところを満たすための、いわゆるこういった人員確保の予算ということは、当然理解を

するんですが、本当、計画の中で、施設のある、なし、じゃあどこに必要なんだ、そういった

部分も含めて、ぜひこれは継続的な議論をお願いをしたいと申し上げておきたいと思います。 

  それで、同じ実施計画の15ページのところで、今度は、放課後児童クラブの取組でお伺いを

したいと思います。 

  それで、先ほど予算の関係で、一定お伺いもありましたので、１点だけお伺いしたいと思う

んですが、これも前段取り上げた中身であるんですけれども、いわゆる配置基準の参酌化の関

係について、現時点での考え方をお聞きをしたいと思います。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 放課後児童クラブの職員配置についてのご質問をいただいて

おります。参酌ということはありますが、塩竈市といたしましては、定員30人を１クラブとい

たしまして、そこに対して２名の職員を配置することになっています。そのうち１人は必ず資

格を持っている、放課後指導員、支援員の資格を持っている職員を配置していただくというこ

とで取り決めをしているところです。以上です。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。 

  これ新年度も変更なしということで、全国的にちょっと見てみますと、大規模施設で支援員

がないという状況も、やはりこれは発生をしているようです。そういった点では、ぜひ、先ほ
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どおっしゃられましたように、ぜひその管理者とも協議の上、守るべきところはしっかり守っ

ていただきたいと思っております。 

  続きまして、ちょっと教育の関係に移りたいと思います。 

  同じ資料の66ページ以降のところで、様々事業ございますので、この中から何点かお伺いを

していきたいと思うんですが、まず一つには、数字ではちょっと、事業名としては出てきてい

ないんですが、教育の体制の大きな変化として、さきの協議会でもご報告あったんですけれど、

いわゆる二学期制の導入というところにつきまして、その中身については、前段ご説明をいた

だいておりますので、この中身について、保護者、あるいは現場の先生方、あるいは教職員組

合ですとか、こういったところへの説明のようなものがしっかり行われたのかどうか、お聞き

をしたいと思います。 

○阿部副委員長 白鳥学校教育課長。 

○白鳥教育委員会教育部学校教育課長 お答えいたします。 

  学校は、まず校長会等々を筆頭に通知しておるところです。保護者にも通知いたしました。

教職員組合には、教育委員会として報告というのはしておりませんけれども、必要に応じ、そ

れから、市内の広報も行っております。手順として、全て通知、必要なところしておるかなと

思っております。 

  また、もしどこか漏れているところあったらば、これからでも対応していく必要があるかな

と思います。以上です。 

○阿部副委員長 吉木教育長。 

○吉木教育委員会教育長 二学期制の進め方、ここまで持ってくる中で、去年の大体６月頃から

校長会のほうで若干話題に出ていて、実際、コロナ関係でなかなか手つけられなかった部分あ

ります。実際、去年の秋から動きが始まりまして、校長会、教頭会、教務主任者会等を含めて、

一回、校長会、教頭会で話したのを学校現場に持って行って、そして学校の職員会等できちっ

と学校の考え方を話してくれということで、一回学校現場に返しております。それをまた持っ

てきてもらって、去年の11月辺りに各学校の考え方を示してもらって、ほとんどの学校が二学

期制のほうがいいという職員の考え方でございました。以上です。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。 

  実際、通知というものを私も保護者としての立場で学校のほうからいただきましたので、そ
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れについては見させていただいたんですが、なかなか、例えば教員の方々、あるいは児童生徒

にとって、どういういいことというんですかね、こういうふうになるんですよ、こんないいこ

とがあるんですよということ、それに対してこういう懸念もあるよというキャッチボール一回

やっておきたかったなという思いがありまして、お聞きをさせていただきました。 

  それで、実際、教育関係者の方からもお話をお聞き取りをしたんですが、一つには、授業時

数の確保で余裕ができるといいますか、区切りの部分で組みやすくなるだとか、そういった部

分については、実際あるんだよということでお聞きをしたんですが、一方で、例えば、子供た

ちが評価をされる機会が１回減ってしまうという中で、例えば、低年齢の子供たちについては、

短いスパンで目標を設定して、それに対してしっかり一定の評価を返していくという中で、細

かく積み重ねていく作業というものがどうしても必要だろうという中で、例えば二学期制にな

ったところで、それが果たして担保できるんだろうかとか、そういったところのことをお聞き

をしておりましたので、まず一つには、その子供たちとの評価の関係で、どのようにきめ細か

い評価を返していくのかというところについて、そこについてちょっとお伺いしたいと思いま

す。 

○阿部副委員長 吉木教育長。 

○吉木教育委員会教育長 確かに委員のおっしゃるとおり、一学期、二学期の半年、半年での評

価ということで、通信表が２回になるということで、これまでの３回よりは１回減るというと

ころでございます。その短いスパンでの評価に関しましては、それぞれ単元テストとか、ある

程度まとまったところでのテストとかありますので、それをどう教育面談で保護者さんに返し

てやるか、子供に返してやるかというところで、いろいろ各学校等も議論をしているところで

ございます。その中で、夏休みの期間に入ったところで、一旦、教育相談を行う学校が今回増

えていくと思いますので、そういうところで、まず今まで一学期の評価していたのを夏休みの

面談に代えていくと。あとは、その後、秋に入ったらまた教育相談を行うとかというスパンで、

面談等を通して、その学習の評価に関して保護者さんにも伝えていきたいと考えております。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。 

  私自身はテストが大変大嫌いな子供でございまして、そういった点で、テストの点数だけで

はないんだと思うんです。様々な暮らしの中で学んでいくべきこと、身につけていくべきこと、

そういった様々な部分でぜひ細かく向き合っていただきたいという思いでお伺いさせていただ
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きました。 

  それで、ちょっと今度は、いわゆる発達支援とかそっちの関係に行きたいと思うんですが、

一つには、実施計画で申し上げますと、それこそ66ページのところで、先ほども子どもの心の

ケアハウス、けやき、「コラソン」、その辺りの関係でお伺いされておりました。それで、い

わゆる通所されるような取組については、一定理解をしたところでありますが、一方で、例え

ば、一つ発達障害というところを取ってみても、校内の取組というのがやはり非常に重要では

ないかということで、これまでも何度も申し上げてまいりました。そういった点では、一つに

は、学び適応サポーターの来年度以降の取組、そして、もう一つには、ちょっと整理が必要か

も分かりませんが、ＬＤ等通級教室の取組について、来年度どのようになっていくのかお聞き

をしたいと思います。 

○阿部副委員長 白鳥学校教育課長。 

○白鳥教育委員会教育部学校教育課長 それでは、２点お答えいたします。 

  まず、学校の学び適応サポーターですけれども、次年度も今年度と同様、浦戸の各小中学校

１名ずつ配置を考えておるとろです。議員おっしゃるとおり、各学校においての不登校対策、

そして、子供たちの居場所づくりということ、大変重要かなと。そして、これが大変これまで

効果高く上げてきております。ということで、今年度と同様、継続してサポーターを配置して

いきたいと考えております。 

  それから、ＬＤ通級についてですけれども、各小学校では１つずつ教室がありまして、そこ

で通級指導のほうを行ってきております。中学校は、発達段階に応じて、だんだん自分で克服

していくというものがあったもので、若干少なめではあったんですけれども、今年は１つの中

学校で設置しておりまして、次年度は２つの中学校で設置する流れになっております。以上で

す。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 ありがとうございます。 

  なかなか、私自身は各中学校にもあるといいなという思いで、これまでお聞きをしておった

んですが、一歩ずつぜひ進めていただきたいということで、時間もあれですのでお願いしてお

きたいと思います。 

  それで、ちょっと話変わりまして、70ページのところに行きたいと思うんですが、いわゆる

ＩＣＴ支援配置事業、これまでも質問、質疑の中で、全体で１人ということで果たしてどうな
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んだという中身のお話あったかと思います。それで、国の予算の関係では、たしか４校に１人

ぐらいの予算編成だったかと思ったんですが、果たしてこれで、やっぱり支援策が足りるのか

なと、教職員のかえって負担増になっちゃうんじゃないかなという懸念があるということを１

点、あともう一つは、ＩＣＴ機器との関係で、導入予算というのが担保されているんですが、

非常に技術革新が速い分野という中身で、例えば、その機器の維持費、あるいは更新費用等を

ちょっと懸念しているんですが、その辺りお考えがあればお聞きをしたいと思います。 

○阿部副委員長 佐藤教育総務課長。 

○佐藤教育委員会教育部教育総務課長 それでは、ＩＣＴ支援員の件と機器の更新についてご質

問いただきました。 

  ＩＣＴ支援員につきましては、まず、学校現場においては、この前もちょっと回答させてい

ただいた、コンピューター等については、既に進められていて、教職員には一定のスキルがあ

るという状況でございます。そうしたことも含め、また、今回、ＧＩＧＡスクール導入に当た

ってＧＩＧＡスクールサポーターというのを全校で１名配置しております。この１名が各学校

の、例えばネットワーク設定だとか、機器の初期導入に当たっての、まず機器の設定作業等を

やっておりますので、導入については今のところスムーズに動いてきております。それで、そ

うした中で、問合せ等も今年度ｉＰａｄとかが入ってから月数件程度の問合せになっておりま

すので、その対応を全校で１名、技術、知識のある者を業務委託することで対応できるかなと

いう感触がありましたので、今回１名とさせていただいております。 

  あと、先ほどの４校に１人ということは、今回、いわゆる地方財政措置の部分かと思うんで

すが、補助金で入ってくるお金ではなくて、いわゆる一般財源化されるお金でございまして、

これについて全てそういう形で使う形ではなくて、ほかにも様々な優先順位つけて財源使われ

ていくということですので、必要な分を措置させていただいたと考えております。 

  あと、機器の更新費用なんですが、こちらについてはＧＩＧＡスクール導入時にも各自治体

から、当然この機器が老朽化したときはどうなるんだということは、文科省のほうには各自治

体、心配事として出させていただいて、今、文科省のほうでそれについては検討してまいりま

すというご回答をいただいておりますので、今、現状では、そのような状況でございます。よ

ろしくお願いいたします。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。 
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  それで、令和２年度の点検評価報告書なんかを見させていただきますと、重要なのは、そう

いう聞き方をしていて何なんですが、機器を使うかどうかではなくて、あくまでも学びの質を

向上させることなんだということでの学識経験者の方からのご意見がございました。そういっ

た点では、教職員の負担というところもそうですし、そういった部分含めて、ぜひ丁寧に、丁

寧に、導入したからいいんだということではなしに進めていただければなと思っております。 

  最後の部分で、ちょっと環境整備の関係でお伺いをしたいと思います。 

  それで、資料№15の45ページ、いわゆる石田川の浚渫のところにつきましては、何人かほか

の委員さんのほうでもお伺いをされておりましたので、一定、その見通しですとか、あるいは、

その後の部分についても理解をすることができました。 

  それで、今回、国の緊急浚渫推進事業債、ちょっとかみそうになる名前ですが、こういった

ものを活用して事業実施の予算化ということで、そういった見通しでお伺いをしました。それ

で、いわゆる観点としては、防災の観点ということが一つ大きく出ている事業債なのかなと思

っているんですが、そういった点で、この石田川の関連と、その防災というところについて、

ちょっと考え方をお聞きしたいと思います。 

○安部福委員長 荒井建設部長。 

○荒井建設部長兼市民総務部政策調整監 今、お話いただきました緊急浚渫推進事業債というの

は、これは新しい制度です。今の、現在の政府で新しく考えていただいたもので、例えば、大

雨時になったときの、一般的には一級、二級河川、そういった大きな河川の浚渫を行うことに

よって、一定程度水量を川のほうで何とか確保しようという考えの下です。それが今回、河川

のみならず、いわゆる水路、治水という観点から、こういった石田川の水路にも適用いただけ

るということがあったもんですから、石田川もかなり泥が堆積しているという状況があります

ので、今回浚渫することによって、一定程度、石田川の深さを確保して、大雨時の対応、こう

いったことを図ろうとするものです。制度上は非常に有利な起債でありまして、国税措置もか

なり、70％だったと思いますけれども、有利な地方債であるというものですから、これを活用

したいと考えております。以上です。 

○阿部副委員長 小高委員。 

○小高委員 最後に一言言う時間を残していただいてありがとうございます。 

  それで、この関係につきましては、先ほど、新しい制度ということでおっしゃられましたが、

ごめんなさい、私の資料が間違っているのか、20年度創設ということで、山口県防府市のほう
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で、この事業債等を活用して取組を行った結果、151の公共施設に被害が及んでいた場所につ

いて、昨年の７月豪雨で被害ゼロを達成したというお話でちょっとお聞きをしておりました。

ちょっと不正確なのかも分かりませんが、そういったことを踏まえまして、ぜひ遅滞なき進め

方というところでお願いをしたいと思います。以上で終わります。 

○阿部副委員長 志子田吉晃委員。 

○志子田委員 私からも何点か質問させていただきます。 

  今日は予算委員会の一般会計でございますので、審査区分１ということで、まず、関連議案

の議案第21号からお聞きしたいと思います。 

  資料№15の１ページに、塩竈市手数料条例一部改正ということで、この通知カード廃止にな

るために、この500円という規定がなくなるという説明でございました。それで、この今回の

条例一部改正の議案でございますけど、この国の利用に関する法律の一部改正に伴いというこ

とで、下のほうに理由が書いてあるんですけど、その辺のところのいきさつをまずお聞きかせ

願いたいと思います。 

○阿部副委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 マイナンバーの通知カードの廃止のいきさつということでござ

いましたけれども、マイナンバーを確認するために、通知カードで確認を前まではできていた

ということでございますけれども、この通知カードを廃止しまして、マイナンバーの確認に関

しましては、マイナンバーカードの中での確認ということになります。通知カードに関しては、

今まで全ての皆さんにお送りしていたというところでございますけれども、住所の変更とかな

い限りは、そちらのカードの番号も番号を証明するものということになります。 

  それで、国としましては、マイナンバーカードの普及を促進するために、こちらの通知カー

ドの廃止を進めたといういきさつでございます。以上です。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございました。 

  今、課長、説明していただきました。だから、前の、もともと一人一人に個人番号があると

思うんですよね。その番号自体が廃止になったんでなくて、マイナンバーカードを正式に申請

してくださいということを進めるために、今までの出していた通知、個人番号の再発行ができ

ないようにと。だから、もともと持っている人はそのままなんですけど、使えないのかという

と、使えるということですね。ですから、番号自体は生きているんだけれども、再発行ではな
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くて、マイナンバーカードを正式に申請してくださいという、そういうちょっとそれを進める

ために、強力な法律が改正になったんではないかと、これを進めるためにね。 

  私は、このマイナンバーカード制度なんですけど、全部の情報が一元化されると、事故が起

きたときというか、悪さを積極的にしようとして、ハッキングされるような状態になっていた

ときに、一元化だと情報が全部抜かれるので、かえって危険だと。だから、別々にあったほう

が、情報を守るためには一元化しないほうがいいという考えを私は持っています。 

  それで、今回、こういうふうに国のほうで少し前向きにマイナンバーカード申請のほうへ進

めなさいという法律が改正、だから、法律が改正したの、これは国のほうなので、市としては、

国がそういうふうにすれば、市としても行かざるを得ないという事情は分かります。ただ、国

の制度がそういうふうにマイナンバーカード、もう強制的になるように、少しずつ、少しずつ

国のほうでそういうふうに持って行っているということについて、少し疑問を持っているとい

うことで質問させていただきました。事情は分かりましたので。ただ、市としては、やるとこ

ろはやらなくてはならないと、そういうことで理解いたしました。 

  これに関して、資料№18の６ページで、先ほど浅野委員ですか、マイナンバーカード、これ、

証明書なんですけどね、じゃあマイナンバーカードでどのぐらい使っているかということにな

るとは思うんですよ、この表は。そうすると、窓口交付、自動交付機、コンビニ交付とありま

すけど、自動交付機もなくなりましたので、コンビニ交付なのか、窓口交付にこれからなると

いうことなんでしょうけど、マイナンバーカードを申請しなければ、この窓口交付ということ

になります。そして、今の利用率を見ると、ほとんど、パーセントからいったら、コンビニ交

付というのは、全体で２％にも行かないんじゃないかという状況だと思うんですけど、それで

もどうしても全部をマイナンバーカードにして、この通知表というのをなくすという、そのよ

うなやり方は、少し強引な国の制度のやり方だなと私は思うんですけど、この利用状況と、こ

の今回の条例の改正についてどのような、当局はご意見かお聞かせ願いたいと思います。 

○阿部副委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 このマイナンバーカードの国の促進させる政策と、このコンビ

ニの伸び率ということでございますけれども、国がかなりマイナンバーに対する力を、デジタ

ル化ということで進めておりまして、キャッシュレスとかそういったものも含めてですけれど

も、かなり普及率が進んでおります。現在、最新の普及率が25.99％ということで、今年の４

月の初めだと16.7％ということだったんですけれども、かなりもう10％近く進んでいるという
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状況でございます。 

  ただ、まだ一方では、コンビニ交付率ということで、令和元年度でかなり、中でいうと

1,300枚ぐらいの部分しかコンビニ交付という形が進んでいないということでございますけれ

ども、国がこういった形でかなり強力に進めているという状況でございますので、今後は間違

いなくこういったコンビニの交付率というのは上がっていくということで、市町村としても、

この政策に乗っていかないと、ほかの市民の方々に不利をかなり被るということもございます

ので、国の政策に乗った形で、今後もマイナンバーカードの交付については上げていきたいと

考えております。以上です。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。 

  当局の考えは分かりました。市としてはやらざるを得ないということがあるんですけど、国

の政策ですからね。ここは少し、本当に情報の一元化になったときに、これがハッキングされ

たときのことも考えて、いろいろやらなければならないと私は思っていますので、質問させて

いただきました。 

  では、次のことを聞きます。 

  第29号の塩竈市の一般会計予算全体のことで聞きますが、資料№15の21ページから25ページ

辺りに、当初予算の歳入の比較表載っていますので、ここのちょっと気になるところをお聞き

しますので、その解説をお願いしたいと思います。 

  まず一つ聞きたいのは、前年度と比較して大幅に減ったところ、それから、増えそうなとこ

ろの違いの大きなところをお聞かせ願いたいと思います。 

  それで、この中の７番目の地方消費税交付金というのが、前年度と比較して6,800万円ほど、

大分、昨年対比5.8％ぐらい消費税交付金が減るという予定なんですが、この辺のところの事

情をお聞かせ願いたいと思います。 

○阿部副委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 来年度の地方消費税交付金につきまして、6,800万円程度減

という見込みでございます。額につきましては、宮城県から通知されている見込み額に基づい

て計上させていただいておりますが、財政課のほうでとらまえておりますのは、来年度、地方

消費税につきましては、今年度、市税関係で徴収猶予制度が設けられておりますが、地方消費

税につきましては、来年も引き続きその徴収猶予が適用されるということで、その分が徴収猶
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予されて入ってこないという影響も含まれているのかなととらまえてございます。以上でござ

います。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 景気動向のことで塩竈市の分が交付金額の割合が減ったという考えはないんです

か、あるいは宮城県の景気動向がということの関連性はないんでしょうか。 

○阿部副委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 そういった要因もあるかとは思いますが、一方で、巣ごもり

需要ということで、別のほうでは消費が伸びているというデータもありますので、ちょっと

我々としては、一概にそこを読み切れないという状況でございますので、ご理解をお願いしま

す。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 分かりました。 

  予算ですから、決算でないからね、この額はね。ただ、私は、この消費税交付金が減るとい

うことは、ああそうなの、１年間景気が、消費が少なくなれば５％ぐらい落ちるのかなと、こ

う単純に思ったのでお聞きしました。 

  それから、14番の使用料及び手数料が、昨年度対比で10.5％っていったら、よっぽど大きい

金額だと思うんですけど、何でこんなに10％も減るような手数料、何か特別な制度が変わった

ようなものがあったんでしょうか。その辺をお聞かせ願いたいと思います。 

○阿部副委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 この、まだコロナ禍の終息の見通しがつかない状況の中で、

各施設の使用料等について、利用控えが起きることに伴って、使用料がこのように減になるの

ではないかということで、各課、担当で見積もったところでございますが、そのコロナ禍の終

息の状況次第によっては、こういった減収ではなく、伸びる、あるいはさらに下がるというこ

ともあり得るのかなということで、現時点で見込んだ数値ということでございます。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。 

  これもあくまでも予算だから、予想だということで、ということだけれども、こんなに減ら

ないで、前年並みぐらいに、やっぱり収入を、この辺の使用料及び手数料というのは、直接入

ってくるもんですから、頑張って稼いでいただきたいと思います。 
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  それから、18番目は逆に、寄附金が、ふるさと納税の寄附金ですけど、２億2,000万円と相

当大きくなっているんですけど、前年のところに書いてないその辺の予算の上げ方、その辺の

説明をお願いします。 

○阿部副委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 これまでは寄附金額については、過去においてずっと1,000

円の計上ということで当初予算では措置をさせていただいておりました。近年、ふるさと納税

の額が年々倍増してきているということもありまして、当初予算においてその分措置をさせて

いただきましたということと、あと、先日も述べさせていただきましたが、稼ぐ意識というこ

とで、何としてもこの財源を確保するということ、それを併せまして、先ほど申し上げました

巣ごもり需要の効果があるのではないかということを見込みまして、当初予算で計上させてい

ただいたということでございます。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。 

  これは努力目標をやるということで、頑張るということで計上されたと。そうすると、今ま

で大体そのぐらいになるといっても、計上しなかったのがおかしかったくらいかもしれません

ね、前回がね。はい、分かりました。 

  この比較表は終わりにしまして、今年の予算を考えるに当たって皆さん質問してますけど、

やっぱりコロナ対策を考えないで予算の進め方はないと、誰でも重要に思っていると思います。 

  それで、一番関連してくるかなと思うのは、この資料№15の37ページでワクチン接種事業と

いうことが書いてあります。そして、これも皆さんいろいろ聞かれております。37ページの。

それで、一つ私、辻畑委員も聞かれましたけど、私は別の観点で、心配だからワクチン打ちま

しょうということで、これも国のほうで積極的に進めていることでございますけど、反面、心

配する方も、心配するから打たないという、そういう考えの方もございます。副反応のことを

考えたら、コロナにかかって、軽く済むコロナだったらかえってワクチン打たないほうの危険

度のほうが少ないと、こういう考え方もございまして、いろいろ個人的な、いろんな考えを持

っていると。 

  それで、今回のワクチン接種事業というのは、集団で塩釜ガス体育館でやるという予定にな

っているみたいですけど、これは、接種事業自体が義務的なものなのか、あるいは、市民に協

力を要請する任意接種なのか、その辺のところをまずお聞かせ願いたいと思います。 
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○阿部副委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 新型コロナウイルスワクチンの接種が義務なのか、任意なのか

というところでのご質問でした。 

  こちらは、一般の方には努力義務ということは課せられておりますけれども、ただ、あくま

でも本人がこの接種を同意した上で、希望する方に対して打つというものとなっております。

以上でございます。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 ありがとうございます。 

  努力義務ね、義務でもね、努力義務。それから、希望した人だから、どっちって言わないで、

どっちつかずの何か義務なんだか、任意なんだか分からない状態だと。ということは、何か万

が一の副反応によって、万が一の状態になったときに、この事業をやって、市のほうは責任と

言われたときに、責任取れる情勢、体制になっているのか、その辺のところをお聞かせ願いた

いと思います。 

○阿部副委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 この予防接種の実施主体は市町村ということになっております。

もし副反応ということで、この予防接種が原因だということで認められる疾病などがございま

したら、国のほうで補償するという制度がございます。以上でございます。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。 

その辺のところを皆さん心配していると思うんですよ。結局、副反応が出たといっても、24

時間以内に出たのか、２日以内に出たのか、あるいは１週間たってから出たけれども、それ違

う病気のほうからなったんでないですかとか、１年後になりました、10年後にそれじゃないか

なと思われる症状で健康な状態になりませんといったときは、幾ら裁判をしてもなかなかその

分は勝ち目が少なくなってきます。そういうことで、うんと将来の影響に対して心配している

方もいるので、あくまでもこれ、努力義務っていっても、これは協力してもらうんであって、

任意ですということを言って進めないと、後からなったときに、責任問題になりますから、そ

の辺のところの説明というものはいると思うんですが、どのように言って、やっぱり義務です

よと言ってこのワクチン接種事業を進めるおつもりなのか、その辺のところをもう一回、再確

認したいと思います。よろしくお願いします。 
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○阿部副委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 こちらは、予診票を皆様に書いていただく、接種券とともにお

送りする予定となっておりますけれども、こちら、予診票とともにワクチンの説明、副反応の

ことですとかそういったこと、あと持病をお持ちの方はかかりつけ医と相談をして受けていた

だくようにということが書いております。そういったことを一通り読んでいただいて、理解し

た上で、接種を希望するのかどうかというところを予診票のところでは確認することになって

おります。ですので、こういったワクチンを打つことのリスクと、便益というんですかね、こ

のメリット、こういったことを考え併せた上で、ご本人で判断をしていただいて接種をすると

いうことで考える方に打っていただくということになりますので、そちらのところはやはり広

報で皆様によく分かっていただくように周知をしてまいりたいと考えております。以上です。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございました。 

  そこの広報していただけるということなので、その辺、でないと、「市の言うとおり、勧め

たとおりにやってこんなぐなった、まやえ」って言われてもね、死んでしまったらそういうこ

とはできません。国のほうではそういうことも考えているのかどうか知りません。亡くなった

場合は１人4,420万円は補償しますというけど、命ね、若い人は大変です。私みたいにもうそ

ろそろという人は、もらったほうが、そんなに稼げないから、残った人は喜ぶかもしれません

が、若い人はね、「そんな4,420万円ばっかりで一生なくなって」と、こういうことになりま

すので、あくまでもこれは希望してやったんだからねという、希望ある人、ちゃんと副反応考

えて、市民の、最終的には自己責任、関わってくることですということを、ちゃんと言いなが

らやらないと、後で問題になる、何年後かに問題になったときに、もう今日いる方たちは全員

いなくなって、担当の方がいないという状態だと、もう補償のしようもなくなりますから。

「何でそのときにそういうことを審議しないで、こういう接種事業をしたんだ」って言われな

いようにと思いまして聞きました。 

  ちなみに、今回のやつはファイザー社のワクチンということでよろしいんでしょうか。 

○阿部副委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 今回のワクチンは、今現在、薬事承認されているファイザー社

ということで想定をされております。以上です。 

○阿部副委員長 志子田委員。 
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○志子田委員 どうもありがとうございました。 

  そういうことで、ファイザー社ですと一応結果が出ているものがあるので、効果というもの

はいろいろ宣伝されていると思います。心配なのは、インドネシアだと別の国のワクチン打っ

て死亡者が出たとかというのもありますので、いろいろこのワクチンの問題は、今なっている

コロナ菌も変異してきますので、少しずつワクチンも変異したのに変えていかないと効かない

という状態がこれから何年間も続くんじゃないかと思います。今年だけが予防接種というでは

なくて、毎年変えなければならないかもしれないので、その辺のところ、これからも心配なく

できるように、指導方よろしくお願いしたいと思います。 

  コロナ接種の件はこれで、以上にさせていただきます。 

  次の質問いたします。 

  資料№15で46ページの市長の特別な思い入れのある事業ということで、緑と憩いの再生事業、

これは、それぞれ皆さんいろいろ質問されて、いいことだなとか、公園のほうのね、私も公園

の利用、いろいろ使い勝手のいいようなものにしてもらいたいという気持ちがあって、私も、

それで質問させていただきます。 

  この計画の伊保石公園と中の島公園なんですけど、芝生というかそういうものを使うところ

整備するという、そういうことがあるのかどうか、その辺のところお聞かせ願いたいと思いま

す。なぜかというと、芝生のところがいっぱいあるところですと、ただ芝生だけじゃなくて、

パークゴルフ場として、公園だから、公園のパーク、パークゴルフ場として利用されると、い

ろんな意味で副収入源も出たりするので、その辺のところも絡めて、せっかく整備するならそ

ういうことも考えてやってほしいなと思ったので聞きますが、芝生にはなるんでしょうか。 

○阿部副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 お答えいたします。 

  まず、伊保石公園でございますが、リニューアル計画ということで、利用者及び地域の皆様、

行政の代表ということで検討部会を開きまして、今後必要となるものの施設について議論を行

い、法規制や地形的な問題をクリアし、整備してまいりたいなと考えております。その中で、

その芝生というご提案でございますが、そういった検討会の中で、様々な規制や地形的な問題

をクリアした中で、できるという判断があれば、今後、長い時期になるかと思いますけど、そ

ういったものを検討してまいりたいなと考えております。 

  また、中の島につきましては、この事業については、将来の塩竈市を担う子供たちが地域の



-183- 

郷土愛を育むために、例えば、小学校や中学校の卒業式や、あとは２分の１成人式などのイベ

ントの事業として、これも10年程度時間をかけて、中の島公園の植栽関係を育て上げていくと

いう計画をまとめていきたいなと考えています。 

  なお、中の島公園につきましては、3,800平米の多目的広場ということで、芝のエリアがご

ざいますので、そのエリアを優先的にご利用になる場合は、土木課のほうにご相談していただ

ければ利用は可能ですので、よろしくお願いいたします。以上です。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 ありがとうございます。 

  いろんな、多目的にいろいろ使えて利活用できるようにしていただきたいと思いますので、

パークゴルフ場の件もちょっと設計の中に入れて、前向きに進めていただきたいと思います。 

  次に、資料№11から、今年は選挙がある年なんですよね。それで、２つあるということで、

選挙関係で資料№11の65ページですか、衆議院議員の選挙費が3,476万5,000円、それから、次

のページの67ページを見ると県知事選挙もあって、2,558万6,000円、ほとんど財源は国とか県

なんですけど、衆議院のほうは塩竈で出すのは337万9,000円だけ、県知事選挙のほうは一般財

源はゼロということで、選挙だからね、国とか県のほうで責任持ってやってくださいと。それ

で、この２つ見たら、大分予算の総額が900万円ぐらい、衆議院選のほうが多くかかるんです

けど、中身を見ると、なんでこんなに900万円、同じような、なっているのに900万円が違うな

と思ったので、その辺のところを、衆議院選のほうが900万円余計かかる説明だけお願いした

いと思います。 

○阿部副委員長 伊東選挙管理委員会事務局長。 

○伊東選挙管理委員会事務局長 お答えいたします。 

  衆議院選挙のほうは、やはり小選挙区と、あと比例区、それから国民審査ということで、当

然、３つの投票箱ということになるんですが、人件費がかかってくるということです。 

  それから、今回、備品購入費ということで760万円ぐらい取っています。これ何かというと、

これまでも読取分類機ということで、開票所で候補者の投票用紙を機械的に読んで分類すると

いう機械なんですが、ちょっとそれがもう老朽化で更新しなければだめだということで、この

老朽化のために更新するという計画してます。このときに今の機械なんですが、ただ単に読取

分類をするというだけじゃなくて、今、天地表裏の判定機能がついているということで、自動

的にトランプのようにガチャガチャとやっても、自動的に上と下、それから表裏を自動的に整
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理していただいて、そしてもう読んでしまうということなので、コロナ対策としても開票の従

事者というのも削減にもつながるということで、そういった機械の購入ということでやってい

ます。 

  また、もう一つ、コロナ対策なんですが、一つ、期日前投票所、そちらのほうもちょっと３

密対策ということで、入口と出口というものでちょっとフロアを拡張して、一方通行にして密

を防ぐということも考えていますので、スロープなんかも考えているということです。若干、

そういったことありましたので、衆議院と知事選挙、額がちょっと違うということです。よろ

しくお願いいたします。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。 

  詳しく説明していただきました。 

  やっぱり備品費が760万円、衆議院のほうでということで。 

  それで、これ読取機ということですけど、最終的には、そうはいっても機械が間違うという

こともあり得るかもしれませんから、確認だけは、機械で読み取ってもらっても、また見ると

いうことでいいんですよね。その辺だけ、とにかく選挙が正しくやれないと、民主主義が成り

立たなくなるので、今回の選挙も塩竈市では正しい選挙になりましたということを期待してお

ります。 

  では、また別なことを聞きます。 

  資料№11の103ページから108ページにかけて、衛生費の中の予防費というのがあるんですが、

コロナウイルスワクチン接種事業ほか、いろんな予防接種の項目が書いてあります。そこで、

この中には、確かに予防接種として予防接種の経費は書いてあるんだけど、それ以外にも予防

するためのそういう事業って何かあるのか、ないのか、その辺をお聞きしたいと思います。 

○阿部副委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 予防費の中で、予防接種以外の予防する事業があるのかどうか

というご質問でした。 

  この予防費の中には、感染症予防事業費というものも含まれており、感染症予防のための消

耗品を買う事業費なども含まれております。以上でございます。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 そこのところをちょっと具体的に、ここにこう書いてあって、何円ですと教えて
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もらえませんか。 

○菅原委員長 櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 少々お待ちください。 

  すみません、確認をして後ほどご返答申し上げてよろしいでしょうか。申し訳ありません。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。 

  私も見たんだけれどね、あと対策するのにいろいろコロナの原因というのは、ワクチンで予

防というのもあるかもしれないけど、いろんな消毒したり、いろんなこと、対策、広がらない

ために、あるいは教育したり、いろいろあると思うんですよね。どこにあと市の予算で、その

コロナを減らすためのどういう予算が書いてあるかな、この予防接種は一番大きなところです

けど、それだけでなくていろんな対策を打たなくてはならない。 

  コロナが増えるのは飛沫感染というのもありますが、私がちょっといろいろ情報を見てみる

と、トイレからの感染、そういうところから出るといっぱい増えるので、下水のほうを殺菌し

たほうが、最終的に減りますよとか言う人もいます。だから、トイレの中とかは密閉されてい

ると、３密と言うけど、その部屋だけはすごい密ですから、そこにいろんな人が利用すると、

そこから感染するというのは一番大きいんじゃないかと、飛沫感染よりもね。そういうことを

考えられている人もいますので、塩竈市としても、例えば、学校のトイレとか、あるいはみん

な使う市役所の中の施設のトイレの中とか、そういうところにコロナ菌が滞留しないような、

やっぱりそういう対策、防疫対策というんでしょうか、防護対策というんでしょうか、そうい

うものが必要なんじゃないかと思うんですけど、そういう予算というものはどこかに、今年度

の、今度の予算にどこか入っているところあるでしょうか、あるいはないでしょうか。 

○阿部副委員長 コロナに関することですね、相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 大変失礼しました。ちょっと一例ということで挙げさせてい

ただきますが、庁舎におけます利用者の方々の安全のため、それから、今ご紹介あったトイレ

につきまして、今もう日に２回消毒を便器も含めてさせていただいておりますので、そういっ

た予算につきましては財産管理のほうで庁舎管理の部分として計上させていただいております

し、その他の部分につきましても、事業におけるものですとかも含めて、施設の消毒に係る経

費はそれぞれの費目の中で事務費ということで、大きい額ではありませんが、所要額について

計上させていただいておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 分かりました。その経費の中でいろいろ対策打って、増えないようにお願いした

いと思います。 

  いろんな、今やり方あって、１回噴霧すると10年ぐらい菌がつかない工事とかが出ているみ

たいなので、ちょっと聞いてみました。 

  それから、では別なのを聞きます、実施計画のほうから何点か聞きたいと思うんですけど、

主に道路関係のことを聞きたいんですね。いつも塩竈市の道路を走っていて、いつも凸凹する

というのは慣れてしまって、余り当たり前だとういことで、質問するたびに聞くのも恐縮なく

らいなんですけど、でもやはり、ほかのまちに行ったりすると、塩竈市の凸凹したところがち

ょっと多いねというのは、うんと気がつきます。それで、どのくらいそういう道路を直してい

ただけるのか。実施計画の41ページ、市道整備事業ということで、それで、これ見ると去年よ

りも令和３年度、多く予算計上してもらって、来年度以降もっと多くしていただいているとい

うことだから、予算的にはいっぱい取ってもらって、結構なことだとは思うんですけど、下の

ほうの事業内容を見ると、でもこのぐらいしかできないんだなということで、これをいっぱい

進めてもらわないと、凸凹道路、いつまでたっても直らないと思うんですけど、その辺のとこ

ろ、今年はどうなさるのかお聞かせ願いたいと思います。 

○阿部副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 それでは、お答えいたします。 

  こちらの事業の箇所なんですけど、資料№15の44ページに図面載せさせていただいておると

ころです。 

  その中の、実施計画の41ページの事業内容には、今年度、市道藤倉庚塚線補償修繕というこ

とで、73メートル計上させていただいております。こちらにつきましては、松陽台地区という

ことで、ダブル踏切の南側について舗装が傷んでいますので、こちらについて補修をさせてい

ただくと。あと、その実施計画の事業内容の一番下なんですけど、市道南錦町東玉川町線舗装

修繕ということで、45メートル、こちらが東玉川地区ということで、図面ですと南側の塩竈駅

の南側にございます、今、銀行さんあるところの道路でございます。こちらにつきましても、

大型車両がかなり走って道路が傷んでいますので、こちらについて整備させていただきます。 

  全体的なこちらの事業ですけど、平成26年に路面性状調査を行いまして、基本的に市道の幹

線道路の１級、２級について、8.5メートルほど抽出させていただき、それを計画的に整備さ
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せていただく事業となっています。以上でございます。 

○阿部副委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。 

  それをいっぱい、もう一桁上の工事をしないと、なかなかよくならないと思ったので、言わ

せていただきました。 

  それから、同じ資料の32ページに、これも市道の整備なんですけど、側溝整備事業ね。予算

いっぱいつけていただきました。そして、来年度も計画して、増やしてもらうということなの

で期待しております。この辺の説明をお願いします。 

○阿部副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 こちらの側溝整備でございますが、塩竈市の団地、造成から30年から40年

経過している団地につきまして、これまで清水沢２丁目、赤坂地区、大日向地区につきまして、

古い側溝の改修を行ってまいりました。今回、予算を1,650万円計上させていただく予定で、

それで今の３地区に加えまして、清水沢３丁目及び藤倉１丁目の地区についても１地区当たり

50メートルの側溝の入替えを予定しております。以上でございます。 

○阿部副委員長 暫時休憩いたします。再開は14時半といたします。 

   午後２時２２分  休憩 

                                             

   午後２時３０分  再開 

○阿部副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  先ほどの志子田委員の質疑に対し、答弁漏れがありました部分につきまして、櫻下健康推進

課長より発言の申出がありますので、これを許可いたします。櫻下健康推進課長。 

○櫻下健康福祉部健康推進課長 先ほどのコロナワクチン予防接種以外の感染症対策がどこに記

載されているのかについてお答えいたします。 

  資料№11の106ページ、事業内訳、上から２段目の感染症予防事業費31万円が計上されてお

ります。こちら、主に消毒やマスクなど、消耗品を購入する費用ということになっております。

以上でございます。 

○阿部副委員長 それでは、質疑を続行いたします。なお、質疑の際には資料番号、該当ページ

をお示しの上、ご発言くださいますようお願いいたします。 

  小野幸男委員。 
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○小野委員 では、私のほうからも、令和３年度予算一般会計の部分で質問させていただきます。

よろしくお願いいたします。 

  初めに、資料№11のほうから、繰入金のところで、28ページですね、説明の中にあります防

犯灯整備事業1,200万円ということで、実施計画では35ページに書かれておりますが、この防

犯灯整備事業、平成30年度から５年計画を前倒しして３か年計画で集中的な取組をしていくと

いうことで、庁内全灯ＬＥＤ化の見通しということで進められたものだと理解しておりますが、

それで、令和２年度で終了という感覚でおりましたけど、今年度も1,200万円ということで予

算つけられておりますけど、この辺、どういう内容かお伺いをしたいと思います。 

○阿部副委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 今年度の防犯灯整備事業の1,200万円という考え方でございま

すけれども、防犯灯のほう順調に整備のほうが町内会の皆様からのご協力をいただき進んでお

りまして、予定していた2,000灯については今年度で全て終わるということで計画されており

ます。それで、そういった事情もございまして、昨年、再度町内会の皆様にＬＥＤ防犯灯の要

望調査を行いました。その結果350灯の要望がございましたので、その350灯を400灯といたし

まして、１件３万円の助成ということで1,200万円の当初予算を計上したものでございます。

以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  それではまだ、やっぱり全体的にまだＬＥＤ化をなされていないということだと思います。

それで、この防犯灯のＬＥＤ化設置費用の一部助成の条件に、前回まで防犯協会加入という、

そういった条件がつけられておりました。この辺は見直していただきたいということで、私も

意見を述べさせていただきましたけれども、この点はどういう形になっておりますか。 

○阿部副委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 整備も一定程度進んだというところでございますので、来年度

におきましては全ての町内会さんを対象といたしまして、事業のほうは進めていきたいと考え

ております。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  今までＬＥＤ化進めてきたんですが、交換して全体でどれくらいかちょっと分かりませんけ
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ど、電気代等の削減効果というのはどのくらいになったと計算していますか。 

○阿部副委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 電気代の削減効果でございますけれども、電気料に関しまして

ですけれども、更新時期とか電気料の年度ごとの差というのがちょっとございまして、それは

ちょっと考慮しないでの試算ということでお示しさせていただきたいと思います。   

  平成29年の防犯灯がですけれども、4,848灯ございました。その中で、町内会から上がって

きた申請というのが、電気料金が1,870万円ということでございました。4,848灯で1,870万円、

その後、約2,000灯のＬＥＤ化が進んだということで、令和２年、今回の電気料に関しては

1,460万円となっておりまして、申請ベース、あくまで、そしてあと年度ごとの差ということ

を考慮しないということでございますけれども、市全体で410万円の減額という試算となって

おります。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  まだまだ来年度、令和３年度も400灯という計画ですけど、それ終わってもまだ要望を出し

てもらえば出てくるのかなという感じがしますけど、今後のそういったところの計画も十分に

精査していただいて、行っていただきたいなと思いますので、よろしくお願いいたします。 

  次に、総務費関係に行きますけれども、資料№11で50ページの財産管理のところに当たって

くると思いますけど、説明の中に樹木選定と伐採委託料ということで252万2,000円ということ

でございます。庁舎の外を眺めますと、今まであった松の木等、かなり伐採をされてきており

まして、きれいになるのとともに広く感じている部分がございますが、私が一般質問で障がい

者駐車場、譲り合い駐車場ということで、こういったところの設置を求めておりましたけれど

も、この点、考えておられるのか、その点お伺いいたします。 

○阿部副委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 大分以前から委員のほうからはご提案をいただき、なかなか

ちょっと台風19号、あるいはコロナ禍ということで、着手できずにおりましたが、今年度、先

ほどご紹介いただいたとおり、正面玄関にありましたヒマラヤスギを伐採させていただきまし

た。新年度につきましては、ご説明いただいた50ページの第14節工事請負費の中で、あそこに

まだ管理棟が建っておりますので、それの解体除去、それから譲り合い駐車場といったものを

整備を予定しておりますので、よろしくお願いいたします。 
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○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。よろしくお願いいたします。 

  あと、現在の障がい者駐車場、昔の自動交付機のところに設置してありますけど、あの点、

視覚障がい者の誘導ブロックとダブって重なっておりますので、前も言いましたけど、この辺

十分注意をしていただいて、早めにその点、解決をしていただきたいと、このことを述べてお

きたいと思います。 

  また、ここの正面玄関出た右側にも、やっぱり樹木が結構ありまして、危険かなという感じ

もしますけど、見るとあそこにテーブルとか椅子もあって、市民の方、座ってお話、懇談、そ

ういった形にも見えますけれども、その点、あの辺もしっかり整備をしていただいて、あの辺

に少し何かを、建物等設置をしていただいて、福祉事業者さんが作っている販売ブースという

か、弁当とか、パンとか野菜とか、例えばの話ですけど、そういった本当に有効活用できるん

ではないかなということで思っておりますが、そういったところをどういうふうにお考えでし

ょうか。お伺いいたします。 

○阿部副委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 現時点では、今ご提案あったような具体的な内容の検討はし

ていない状況にあります。今いただいたご意見も踏まえながら、庁舎敷地内の有効活用につき

ましては、引き続き課題とさせていただきたいと思います。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  あの辺も結構、木をきちっとすれば利用できるなという感じで見ておりました。令和３年度

庁舎整備の調査とか、検討部会でも、そういった庁舎の在り方等もしっかり会議をしていただ

きながら、今後よろしくお願いをしたいと思います。 

  次に行かせていただきたいと思います。 

  次に、資料№11で50ページ、ここの辺に、事業内訳の中に、ライフイベント記念事業という

ことでございます。資料№15でいきますと、30ページということであります。これ、写真撮影

の設置ということで、写真撮影コーナー用背景用シートということでありますけど、ほかの自

治体でこういった記念パネルの設置等だと場所がないということで、なかなか設置できていな

いところもあるんですが、塩竈市ではどこの部分でこの撮影をするんでしょうか。 

○阿部副委員長 小林市民安全課長。 
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○小林市民総務部市民安全課長 ライフイベントでの撮影場所でございますけれども、市として

は、正面玄関を出て左側のところの自動交付機の設置していた場所のほうを撮影のコーナーと

して整備したいと考えております。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  自動交付機、今まで設置してあった、その中身がなくなっているのを見ましたけれども、そ

の中を加工してやっていくということなのかなと思います。 

  また、資料№15のこのライフイベント記念事業の30ページ、婚姻届けのイメージということ

で載せられてありますけれども、このイメージ図は現在の婚姻届けとなると思いますけど、ほ

かの自治体ではオリジナルの婚姻届用紙をきちんと作成して、そういった婚姻のときの記念と

してお渡ししている部分ありますけど、この辺はきちっと作成されるんでしょうか。お伺いし

ます。 

○阿部副委員長 小林市民安全課長。 

○小林市民総務部市民安全課長 婚姻届のデザインでございますけれども、こちらのほうの載っ

ております、これあくまでイメージ図ということなので、今、若手の職員が作成しております。

これよりももっとデザインいろいろ入っておりまして、非常に、まだちょっとお披露目はでき

ないんですけれども、オリジナルのものを作るということで進めているところでございます。

以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  何かイメージ図見ると、普通の今までと変わりない婚姻届と思いまして、これではちょっと

なということで、今聞いていました。このオリジナル婚姻届、市政の80周年ということで、食

事券ということで、記念品となっておりますけど、この記念品は変えてもいいんですけれども、

こういったオリジナル婚姻届、これは記念イベントというか、これ終わっても何とか継続して

いただいて、こういったところは進めていただきたいということで要望をお願いをしておきま

す。 

  それでは、次に行きたいと思います。 

  同じ資料№11の82ページでちょっとお聞きをします。 

  82ページの事業内訳の中の地域生活支援事業費ということで、3,432万6,000円ということで
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載っております。この中で、成年後見制度ということで、身寄りのない高齢者などへの成年後

見制度利用支援事業というのがあると思うんですが、これ行っているところと行っていない自

治体がありますが、塩竈市ではどのようになっているでしょうかお聞きいたします。 

○阿部副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 資料№11の82ページということでし

たので、私のほうからご説明申し上げます。 

  この82ページに載っていますものは、障がい者に対する後見制度の事業を載せております。 

  塩竈市として今取り組んでおりますのは、判断能力がもう既に十分でない人のサポートとい

うことで、いわゆる法定後見制度というところになっております。こちらについて各種手続の

支援をさせていただいている内容でございます。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  これ、地域包括支援センターとかに相談しても、地域包括支援センターのほうできちっとそ

の支援につなげていただけるということでよろしいんでしょうか。 

○阿部副委員長 吉岡生活福祉課長。 

○吉岡健康福祉部次長兼社会福祉事務所長兼生活福祉課長 塩竈市の場合、障がい者に対する後

見人の利用者数は、実績としては今まで、去年まではゼロだったんですけど、今年度２名とい

うことで、かなり少ないんですけど、ほかのまちを見ても、どちらかというとやっぱり高齢者

の人数が多いということで、一般的には地域包括支援センターにご相談して、そこから市役所

のほうにつなぐといった形のほうが多いようでございます。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  この成年後見制度、いろいろ相談されるときもありますけど、この身寄りのない人とか高齢

者、また、障がい者等々、こういった制度を利用すると結構助かる部分があると思いますので、

これもなかなか知られていないというところもございますが、こういったところも、そういっ

た場面、場面で、しっかりとした支援ができるようにお願いをしたいと思います。よろしくお

願いをいたします。 

  それで、次に行かせていただきますが、資料№11の88ページ、これ事業内訳の中の一時預か

り事業開設準備助成事業400万円ということでありますが、これは新たに一時預かりという、
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そういったことを行う準備の予算だと思いますが、現在何施設で、何施設が増えるのか、その

点教えてください。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 一時預かり保育事業についてのご質問です。  

  現在は、うみまち保育所とあゆみ保育園で一時預かり保育を行っております。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 今回、どれだけ増えるんでしょうか。何施設か新たにするということでよろしいん

でしょうか。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 今回の準備助成事業で、１施設が増えることになります。大

体５名程度の定員というお話を聞いております。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  この一時預かりの部分で、今後増える予定というか、そういった環境というか、状況は、本

市の場合はどのようになっているでしょうか。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 一時預かり保育事業は、対象といたしまして、保育所だとか

幼稚園を利用していない在宅の親御さんがお子さんを見ることができないときですとか、リフ

レッシュ、そういった目的で利用されるものになります。ニーズとしては多いものですので、

定員が拡充することで要望に応えることができるということを考えております。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  それで、資料№11の92ページには、事業内訳の中には一時預かり保育事業費として、94ペー

ジにはファミリーサポートセンター運営事業ということで載っております。それで、こういっ

た一時預かりとかファミリーサポート事業とかの、生活困窮者または非課税世帯ありますけど、

そういったところに対しての免除とか、減免というのは、本市ではどのようになっているでし

ょうか、お聞きをいたします。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 一時預かり保育事業につきましては、非課税世帯については
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無料で利用できるということになっております。また、ファミリーサポートセンター運営事業、

こちらのファミサポの事業ですけれど、所得での減免といったものはありませんが、一人親世

帯の方が利用する場合に、料金の半額を助成するという制度が塩竈市でございます。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  この辺もなかなか実現しないところが多いみたいで、本市ではどうなのかなということで、

以前も聞いたようなことありますけど、確認の意味でお聞きをいたしました。 

  それで、次の資料№11の96ページところで、事業内訳のところに、塩竈アフタースクール事

業、こどもほっとスペースづくり支援ということで200万円ということで書かれております。

それで、これ子ども食堂、宅配、今、コロナで宅配もやっていると思いますけど、学習支援な

ど、現在、何団体で、具体的にどのような感じで行われているのか教えてください。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 塩竈アフタースクール事業、こどもほっとスペースづくり支

援の事業についてのご質問です。 

  今年度は、コロナの状況もありましたので、なかなか活動をしていただける団体も少なかっ

たものですから、このほっとスペースの助成金を受けまして活動していた団体は１団体となり

ます。内容といたしましては、もともと子ども食堂をやっている団体さんですけれど、食品で

すとか、お弁当ですとか、そういったものをお子さんにお配りしながら子供たちとの交流を行

うという内容になっております。ただし、ほっとスペースの助成金を使わなくても、子どもカ

フェですとか、子ども食堂をやっていた団体さんがお弁当を月２回程度配布する活動、または、

プレイパークなどの公園でお子様と一緒に遊ぶ、そういったことの活動を行っている団体もご

ざいます。以上になります。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  学習支援のほうは、このほっとスペースづくりの中、予算というか、この政策の中ではやっ

ていないんでしょうか。話だけですけど、子ども食堂等と一緒に、どの辺までの学習支援か分

かりませんけど、やっているという話もあるんですが、そういったところ、もし行われていな

いんだったら、何とか声がけをしていただいて、行っていただきたいと思いますが、どのよう

な状況でしょうか。 
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○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 このほっとスペースづくりの事業の事業例といたしましては、

放課後ですとか、それから、休日に、お子さんの居場所をつくるというものになっていまして、

子ども食堂ですとか、食事の提供、それから、学習支援を行う活動、または、いろいろ様々な

体験や経験ができるような活動、そういった団体に助成をしたり、支援をするというものにな

っております。今年度につきましては、学習支援という内容を行う団体はございませんが、今

後、お子様が放課後に学習支援をしたいという要望もあると聞いておりますので、そのような

団体が出てきた場合に、市で支援していきたいということは考えております。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。よろしくお願いします。   

  あともう１点だけこの部分で、要するに、こういう子ども食堂とかは、登録なのか、申し込

んで、申請してやるのか、ちょっと私は把握しておりませんけれども、こういったところ、申

し込んでも、また、登録しても、なかなか足を運ばれない、今、コロナ禍であれですけれども、

そういった方もいらっしゃいまして、いろんな状況があると思うんですけど、そういったとこ

ろに訪問して、そういった対象者の人の状況を確認して、ここには何が必要だ、この子にはこ

ういったことが必要ではないかという、そういった把握的な、状況把握的なところはやってい

るんでしょうか。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 登録制ということではありませんが、このコロナ禍の状況で

もあります、それから、お弁当などを配布するということで、事前に申込みを受け付けている

というやり方をしているところが多いかと思います。また、当日来たお子さんの連絡先などは

必ず聞くということはしているかと思います。 

  それから、そのご家庭のニーズなどの把握ということですけれど、ある団体さんの例ですと、

民生委員がお手伝いをして、子ども食堂、お弁当の配布をしている団体さんがございますので、

民生委員の方のご協力で地域の方の状況などをお聞きしながらということもありますし、お弁

当の配布をご自宅までするということは、なかなかできないんですけれど、子育て支援課の相

談員が困窮しているご家庭にお弁当をお持ちしながら、家庭の状況を確認したりとか、そうい

うことをしているケースもございます。今後、困窮の状況ですとか見守り体制、そういったも

のを強化はしていきたいということを考えております。以上です。 
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○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  国のほうでは、第二次補正か何かで、支援対象児童等見守り強化事業ということで、10分の

10でやっておりますけど、本市ではこういった補助事業、どういったもの活用しているでしょ

うか。お聞きをいたします。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 今回、ほっとスペースづくりの事業に関しましては、宮城県

の子どもの貧困対策市町村支援事業補助金という補助金がございまして、そちらを活用してい

るところです。こちらにつきましては、２分の１の補助というものになります。以上になりま

す。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  今、お話したところは10分の10ですので、これに切り替えられるなら切替えで、また、１年

間の、令和３年度ですから、これが継続されるかわかりませんので、終わりになれば、また宮

城県の補助を使えばどうなのかなということで思うわけですが、この点は可能なのかどうか、

今までの前例とかではどうなんでしょうね。 

○阿部副委員長 小倉子育て支援課長。 

○小倉健康福祉部子育て支援課長 今のところ、この県の補助金を来年度使うというような所要

額調査などあったかと思います。そういったところで既にもう申請というか、照会に対して回

答しているところですので、なかなかそこは難しいかと思いますが、今後、そのような国の補

助金があるということも頭におきまして、事業を行っていきたいと思います。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  何かいろいろこういったところ出てますので、何とか把握し切れないところもあると思いま

すけど、この10分の10、こういったものは大いに使っていただきたいなと思っておりました。

よろしくお願いいたします。 

  次に行かせていただきます。 

  土木費で、先ほどもありましたけど、実施計画の32ページで、市道整備の中で、側溝整備事

業ということでお話がありました。この点も、私ども一般質問で何度となく質問しておりまし
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たが、前年、令和２年度より倍の予算がつきまして、喜んでおりますけど、こういったところ

急ピッチ、また、スピードアップで整備されると、こういう理解でよろしいんでしょうか。来

年度以降、また、令和２年度と比べると、今度は３倍ぐらいになりますけど、この点お伺いし

ます。 

○阿部副委員長 実施計画32ページということで大丈夫でしょうか。星土木課長。 

○星建設部土木課長 お答えいたします。 

  先ほどもご説明したとおり、塩竈市内の側溝については、かなり古くなり、（「進むのか、

進まないのか」の声あり）担当とすれば、推進してまいりたいと考えています。以上でござい

ます。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  先ほど、事業内容等聞いておりましたので、スピードアップになるのか、本当にどんどん進

んでいくのかという、その点を聞きたくて、今、お聞きをいたしました。 

  何とかこの点、市民の方、もう随分前から望んでいる、本当に要望が多いところなので、こ

の点、さらにスピードアップできるんであればいいんですけども、進めていただきたいなと思

いますので、よろしくお願いしたいと思います。 

  それでは、次に行かせていただきます。 

  公園費のほうに行かせていただきますけど、資料№11の152ページ、事業内訳の中の、緑と

憩いの再生事業ということで、先ほどから何回か質問がございますけれども、この伊保石公園、

みはらしの丘整備、またはリニューアル計画と、中の島公園の植樹、緑化整備計画策定という

ことで、先ほど10年計画というお話を聞きましたけれども、これはどういった作成をして、ど

ういう箇所、箇所で整備されていくんですか。その点お伺いします。 

○阿部副委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 整備のスピードの件かと思いますけど、こちらにつきましては、公園を皆

様の力で育て上げるという視点を持って、10年程度の期間をもって整備してまいりたいなとい

うことでございます。以上でございます。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  みはらしの丘をつくるということで、そのほか、毎年、何か遊具であれ、何であれ造ってい
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くのか、その辺分かりませんけど、最初造ったもの劣化、だんだん古くなっているわけで、や

っぱりそういう維持というのも、保っていかなければいけないと思うんですけど、今までです

と、その維持がなかなかできなくて、どうしようもなくなっているというパターンだと思いま

すけど、この点は大丈夫なんでしょうか。 

○安部福委員長 荒井建設部長。 

○荒井建設部長兼市民総務部政策調整監 施政方針にもうたってございます、いわゆる稼ぐとい

う、そういった意識というものの中で、今回、伊保石公園、それから中の島公園、何とか民間

の方々の参入ってできないかということも併せて検討したいと思っています。例えば、看板設

置でありますとか、そういった収益を得ながら、あるいは、民間の方が参入することによって、

その公園の一部の運営をお願いするとか、そういった手法を考えながら、整備したものについ

てはほかの財源で何とかカバーできるような形、そういったことも今回この計画の中でいろん

な方の、皆様のご意見を頂戴しながら計画をつくり上げていくという考えです。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  植樹にしても、植樹の剪定にしても、落葉的なものなのか、果樹的なものなのか、いろいろ、

長くなってくると市民の方からの苦情とかでいろいろ課題も出てくるときもありますので、そ

の点もしっかりしていただいて、整備推進をしていただきたいなと思います。 

  今は地域の公園でも樹木を伐採してくれとか、今、イチョウの木、昔結構植えられておりま

すけど、そういった葉っぱの清掃の問題、高齢化で掃除できなくて、本当に困っているという、

そういった課題もありますので、その辺などもきちっと考えていただいて、公園整備、この植

樹に関しては、考えていただいて、やっていただきたい。 

  また、地域の公園の、町内会に管理をお願いしているところもあると思いますけど、そうい

った樹木整備のそういった計画のところも、大きい公園だけではなくて、こういった地域の本

当に身近な公園の整備計画もしっかりとしていただいて、進めていただきたいということを申

し上げておきたいと思います。 

  それでは、次に行かせていただきます。 

  消防費の部分で、資料№11の160ページ、事業内訳の中の防災同報無線の整備事業というこ

とでございます。 

今回の地震、そして水道断水のときも聞こえないということでございまして、テレフォンサ
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ービスとかもございますが、やっぱり市民の方からはラジオということで声がございます。今

回、断水のときに自動、ラジオで流すことができなかったというのを、私も不思議で調べまし

たら、やっぱり電波法で緊急、そういった地震、津波、そういった本当に緊急のときじゃない

と信号を発せられないという、そういったことがあってできないということでありますので、

考えとすれば、そういった防災無線と同時期にラジオのほうをスイッチして入れていただけれ

ば、同じような内容が流されるような、そういったコミュニティ局としっかり連携を取ってい

ただいて、そんなことができないのかなど、ちょっと考えていただきたいと思いますが、いか

がでしょうか。 

○阿部副委員長 井上危機管理監。 

○井上市民総務部危機管理監 今回の同報無線、それから、ラジオの部分で大変ご迷惑をおかけ

しました。今、委員からご指摘いただきました部分について、それから、ベイウエイブですね、

こちらと今後、打合せを行いながら、何かいい方法はないか、そちらのほうを検討させていた

だきながら、同報無線につきましても、業者を含め、修繕もしくは改良という形で進めていき

たいと思っています。以上でございます。ありがとうございます。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 それで、ラジオ普及ということで、前回、防災ラジオの有償配布、今年度500台と

いうことで申込みをしていただいていましたが、この状況、どれぐらい申込みがあったか教え

てください。 

○阿部副委員長 井上危機管理監。 

○井上市民総務部危機管理監 ２月末現在で、今のところ750台という形になっています。今、

集計して、全て名簿を作るような形で行っておりますが、やはりここで500台以上、250台が今

回オーバーしたということになりますので、厳正なる抽選を行います。それ以降、抽選で外れ

た方、来年度以降、次回また、極力できるような形で予算を確保したいと考えています。以上

です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 この防災ラジオ、毎年、何台と決めて、毎年、毎年、進めていって、何とか多くの

人に普及をさせていただきたいなと。避難弱者の方等にはもう配布になっていますので、その

ほかに普及させていただきたいと思いますので、よろしくお願いをしたいと思います。 

  それで、次に行かせていただきます。 
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  資料№11の194ページ、事業内訳の中の塩竈市地域連携運動部活動推進事業75万2,000円とい

うことがございます。外部コーチの配置となると思いますけど、現在の状況を具体的に教えて

いただきたいと思います。 

○阿部副委員長 布施生涯学習課長。 

○布施教育委員会教育部生涯学習課長兼生涯学習センター館長 地域連携部活動指導員になりま

すけれども、令和２年度ということになりますが、浦戸中学校を除きます市内中学校４校に13

名の外部指導員を派遣しているところでございます。以上です。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  これ、種目というのはどういったものが主につけられているんでしょうか。 

○阿部副委員長 布施生涯学習課長。 

○布施教育委員会教育部生涯学習課長兼生涯学習センター館長 こちら、教育委員会から希望を

取りまして、学校から指導者の推薦という形で上がってきております。各部それぞれなんです

が、例えば、バレー部ですとか、バスケ部、サッカー部、ソフトテニス、それから卓球、水泳

などなど、各学校の希望によって配置をしているという形になります。以上でございます。 

○阿部副委員長 小野委員。 

○小野委員 分かりました。 

  学校の先生の負担軽減にはつながっているということで受け止めさせていただきます。今後

もよろしくお願いをしたいと思います。 

  最後に、実施計画の69ページ、スクールサポートスタッフ配置事業ということでございます

けど、これ、学習指導員の配置、また、スクールサポートスタッフの配置、こういったところ

はどのような状況になっているか、その点、お伺いをいたします。 

  また、募集の案内時には、求めている人に届きやすいような、そういった募集も進めていた

だきたいと考えておりますので、この点お伺いをして質問を終わらせていただきます。 

○阿部副委員長 佐藤教育総務課長。 

○佐藤教育委員会教育部教育総務課長 スクールサポートスタッフですけれども、現在について

は、スクールサポートスタッフ、各学校に１名ずつ、浦戸小中学校を除いて10校に配置してお

ります。学習指導員については11校に配置しているところです。 

  あと、今後の、来年度に向けての募集の方法ですが、ホームページ基本にやっておりますが、
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なお、来年度については、現在いらっしゃる方々の継続希望調査をしておりますので、それを

踏まえて募集等を併せてやっていきたいと考えております。 

○阿部副委員長 暫時休憩いたします。再開は15時25分といたします。 

   午後３時１１分  休憩 

                                             

   午後３時２５分  再開 

○菅原委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。なお、質疑の際には、資料番号、該当ページをお示しの上、ご発言

くださるようお願いいたします。 

  西村勝男委員。 

○西村委員 それでは、一般会計について質問させていただきます。 

資料№15を使わせていただきます。 

それで、３点ほど質問をさせていただきますので、どうぞ説明のほどよろしくお願いします。 

浦戸再生プロジェクト、28ページです。 

人口減少や高齢化の進展、島の生業の担い手不足など、大変厳しい課題を抱えているという

ことで、浦戸再生プロジェクトについてお伺いします。 

市長をプロジェクトリーダーとして浦戸諸島が抱える課題を解決するプロジェクトチームを

編成しますとあります。それで、イノベーションマネージャーを選定して、そのイノベーショ

ンマネージャーの体制の中でプロジェクトチームを構成するのか、イノベーションマネージャ

ー編成の中で一つの編成として考えているのか、ちょっと教えてください。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  イノベーションマネージャーは、浦戸に常駐ということで、今、検討しているんですけれど

も、あくまで塩竈市、イノベーションマネージャー、島民という３者のうちの一つという位置

づけで考えております。 

  なお、以前お見せしました資料の中に、ふるさと財団の補助金を使って、イノベーションマ

ネージャーの人件費を充当する形に検討しております。以上でございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 分かりました。 
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  そうすると、イノベーションマネージャーの下には何人かつかれるということでよろしいで

しょうか。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  現段階では、イノベーションマネージャーお１人で考えております。以上でございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 そうしますと、予算金額1,257万8,000円というものは、イノベーションマネージャ

ーに対する年棒ということでよろしいんですか、それとも、雑費も含めての年棒という。じゃ

あ、年棒を教えてください、イノベーションマネージャーの。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  予算が1,257万8,000円、そのうち委託料として1,200万円をイノベーションマネージャーの

費用ということで計上しております。以上でございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 分かりました。 

  １年契約で1,200万円、月100万円の給料で１年間一生懸命頑張っていただいて、浦戸の振興

を図っていただきたいということでよろしいんですね。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 委託料ということで、その委託契約の方法の主体によるかと思うん

ですけれども、イノベーションマネージャー個人というよりは、例えば所属する企業との契約

という形も考えられますので、全額がイノベーションマネージャーの給料になるということで

はないのかなと考えています。 

  なお、1,200万円のうちの３分の２が補助金として充当されます。800万円が充当されている

状況でございます。以上でございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 分かりました。 

  個人じゃなく、その団体も含めての募集をすると。その募集では、どういう形で募集をされ

るのか、全国的なものなのか、東北なのか、関東か、それを含めてある程度地域を絞って募集

されるのか、ちょっとお聞かせください。 
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○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  まず、今、ふるさと財団の方々を通じて、そういった経験のある方々、有識者の方々をいろ

いろ紹介していただいております。契約まではもちろん今は至っていないんですけれども、オ

ンライン上でいろいろお話をさせていただいて、どういった方がいいかというのを、人選を進

めているところでございます。以上でございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 分かりました。 

  ただ、ほかの自治体を見ますと、気仙沼ビズ、地域の経済の技術サポート事業をやる場合に

は、１か月100万円、１年間の契約で事業の結果を出してほしいということでお任せして、１

年契約でやるということで、全国に一定新聞なり、大手新聞社の中で、そういう募集要項定め

て、期待に応えられるような人材がいらっしゃればということで、募集ということも考えられ

ますけれども、それでなくて、政策課のほうでお聞きしている方々で、内容の中で決めていく

ということでよろしいんですよね。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  最終的にはといいますか、我々としても、もちろん垣根をつくるわけではなくて、優秀な方

に来ていただきたいというのが第一でございます。まず、現段階では、繰り返しになりますが、

まずはふるさと財団の方々で、経由で知っていらっしゃる方といろいろ話をさせていただいて、

なおかつ、今、委員がおっしゃいましたとおり、そういった形の方法も考えながら、広く募集

していきたいなと考えております。以上でございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 分かりました。 

  どうしても１年というスパンの中で結果をださなければならないとなりますと、大変苦労な

されることだと思います。また、それを選定することによって、その結果が見えてくる可能性

もありますので、慎重にその辺は、広い目で人選をされて、このイノベーションマネージャー

を選定していただければありがたいので、よろしくお願いします。 

  では、浦戸プロジェクトについては終わります。 

  そのページで、資料№15の31ページ、国際交流事業についてお伺いします。 
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  塩竈の子供たちが将来に向けて大きな夢を抱き、国際感覚と広い視野を身につけて、国際的

に活躍できる人材を育成するということで、海外研修事業を実施しますとなっています。 

  そこでお伺いします。実施時期として12月、子供たちが何日ぐらい、つまり留学ではないは

ずですから、短期だとすれば何日ぐらいを予定しているのか、ちょっと教えてお知らせくださ

い。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  現在、予算のほうで計上させていただいておりますのは、４泊５日を目安として計上してお

ります。以上でございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 予算の関係で４泊５日、これで国際感覚と広い視野を身につけるためという事業と

して、果たして成り立つのか、その辺どうお考えなのか。期間の問題ではないんですけれども、

10日間ぐらいという短期の海外研修というのもありますし、４泊５日ですか、それではちょっ

と短いのかなという気がしますけれども、その辺は、予算との整合性の中で決まったというこ

とでよろしいんですか。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  まず、行くのは４泊５日ということで、今、予定はしておりますけれども、当然、それに当

たっての事前研修ですとか、例えば、大学にいらっしゃるベトナムの方ですとか、もしくは、

こちらの塩竈にいらっしゃる方との交流ですとか、そういったものを通して、あとは、帰って

きてからはもちろん、そういった経験を生かしていただいた上でのいろいろな子供たちと外国

人とのかかわりというのをつなげていきたいと思いますので、４泊５日というのが長いか、短

いかは、また別な議論になるかもしれませんが、きちんとそういった感覚を身につけていただ

けるような機会の一つ、きっかけとして実施していきたいと考えております。以上でございま

す。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 期間ではなく内容の問題だと思いますので、その内容を充実させていただいて、子

供たちが本当に学んで、夢を抱けるような研修になっていただければ幸いですので、よろしく

お願いします。 
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  そこで、対象者、市内在住の中学生が５名、私立中学校に通う方が１名で、全体で６名とい

うことになっていますが、この選考についてはどのように考えているのかお知らせください。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  最終的には教育委員会側のほうでの選考という形になるんですが、必ずしも、例えば学校の

成績がいい子だけではなくて、作文とか、その子供の考えとか、夢とか、そういったものをお

聞きして、そういったものを総合的に勘案した子供の選び方というのを教育委員会のほうにお

願いしたいと考えております。以上でございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 分かりました。   

  では、最終的に選考は教育委員会の教育長、あるいは皆さんにお任せするということでよろ

しいんですか。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  すみません、説明が悪かったです。学校経由ですので、基本的に教育委員会経由でという言

い方で、すみません、使わせていただきました。最終的には、もちろん市として選定、選別す

るという流れでございます。以上でございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 分かりました。 

  選別でなくて選考していただければ幸いですので、よろしくお願いします。   

  あと、研修内容ということで、現地の中学校訪問、日系企業訪問ってなっていますが、その

内容をちょっとお知らせください。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  ベトナムの現地にいらっしゃる日系企業の現地法人の方のご協力をいただいて、そちらの企

業訪問をしたりとかを検討しております。以上でございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 これは、子供たちはホームステイなんですか、それともホテル住まいなんですか、

それちょっと確認したいと、教えてください。 
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○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  現在、予算上ではホテル住まいで計上しております。以上です。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 予算の関係もありまして、４泊５日ということなんでしょうけれども、実際に外国

に行って、ホームステイで家庭に入られて、いろんな習慣なり、食習慣なり、教育習慣なり、

いろんな部分で学ぶ機会があってこそ、海外に行って研修をするという意味があると思います。

それ意味が最初に来て、中身でどこでどうやったらいいのかというのがついてくるもんだと思

いますけども、日系企業の工場に行って、日系企業の方の周りを見て、あとホテルに入ってと

いうことだと、ちょっと研修に果たして学ぶべきものが見えてくるのかどうか、それも含めて

もう少し検討されたらどうでしょうか。 

○菅原委員長 末永政策課長。 

○末永市民総務部政策課長 お答えいたします。 

  先ほども申しました、一つのきっかけというのはやはり非常に大きなこの事業の目的ではあ

るかと思います。もちろん、現地の子供たちとの交流なんかも考えておりますし、企業訪問だ

けではなくて、とにかく子供たちに今までにしていなかった経験というものを経験をしていた

だきたいなという思いがこの事業の大きな目的になりますので、よろしくお願いしたいと思い

ます。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 捕捉させていただきます。 

  まず、根本的に、一番最初のくくりが説明足りなかったと思います。本来は、昨年から準備

を進めておりまして、別な国で調整をさせていただいておりました。官邸を通じて外務省にも

当たっていただいたところ、コロナ関係だったり、その影響の中で直行便が飛ばなくなったり

という実情があるということだけは、まずご理解をいただきたいと思います。 

  その中で、まだコロナが続いていますから、どの国の選定になるかということを調整をさせ

ていただいておりまして、このベトナムということにつきましては、塩竈市内でも水産加工に

働く多くの研修生の皆様いらっしゃいます。それと同時に、コロナの患者数が少ないという、

国的な事情もございます。それと同時に、外務省も通じて、ベトナムは親日国でもあるという

ことも確認が取れております。それと同時に、私どもがお世話になっている企業の現地法人の
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お力添えも得られるということもあります。それで、ぜひ、僕とすれば、やはりベトナムにあ

る日本国大使館も含めて、訪問する日程もぜひ組み込みさせていただきたいと思います。 

  これから細部詰めていきます。でも、結果的にコロナの状況が厳しければ、中止の判断も当

然あり得ます。これは、コロナは誰も読み切れませんので、そういったことも全体像を含めな

がら、今、西村委員にご指摘いただいたホームステイだって、今から間に合うんであれば、そ

の可能性については調整をさせていただきたいと思います。第１回目ということになるので、

いろいろチャレンジしながら、できるもの、できないものあって、また、行けることになった

としても、その行ったことの結果の様々な検証をさせていただきながら、次、またバージョン

アップさせるような訪問になるように、ぜひ子供たちのためなので、労力を惜しまないでしっ

かりとしたものに、時間はそんなにないかもしれませんけれども、育て上げていきたいと思っ

ているところでございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 よろしくお願いします。 

  いろいろお話聞きますと、最初の段階から、失礼ですけれども、ベトナムがありきで、カメ

イさんありきで、ベムの子供たちが来ていることがありきで、目的地が決まったような感覚で

はなくて、子供たちに学ばせるにはどこの環境が一番いいのか、一番は安心・安全に行ってい

ただけるところがどこなのかということを、例えば教育委員会さんでも、政策課のほうでも協

議していただいて目的地を決め、日数を決め、内容を決め、それでこういう方向ですという話

だったらいいんですけれども、最初に足場固められて、このためにここですよと言われても、

果たして子供たちが、それがいいという、何か私が判断できません。海外に余り行ったことが

ないもんですから、海外での研修とか留学とかという部分で学ぶ方が結構いらっしゃる中でも、

やっぱり本当にこれでいいのかというものを、もう少し見つめ直してほしいということで、一

般質問でもやりましたけれども、今回、予算委員会でもやらせていただきました。 

  どうぞもう一度慎重に検討されまして、安心に生活できて、安全に暮らせる場所で、学べる

場所を選定していただいて、やっていただければ幸いですので、どうぞよろしくお願いします。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 こちらの説明書にも書いてあるとおり、訪問先を検討中ということで、今のところ

は第一番目に考えてございますが、そのほかにも台湾とか、ほかの国も当然検討させていただ

きました。欧米諸国も含めて。これまで過去の経緯がありますので。ただ、やはり、最初のく
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くりとして考えているのが、カメイのこの夢づくり基金を6,000万円ぐらいございます。それ

をどうやって100周年まで持っていくかと。これ大人の理屈になると思います。ただ、現実問

題として、僕としても、どんどん、どんどんブラッシュアップしながら続けていきたいという

強い思いがあって、５年で終わるとか、３年で終わるとか、１年で終わるとか、そういうふう

にはしたくないということを強く市役所の中で求めているところでございます。ですから、お

っしゃっていただいたご指摘については、確かにベトナムありきではなくて、ぎりぎりまでい

ろんな検討をさせていただきながら、今、コロナ禍の中でも比較的安全に子供たちが勉強して

いただけるような、そういったものも含めて、いろんな形で再検討させていただきたいと思っ

ておりますので、ご理解いただければと思います。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 ありがとうございます。 

  検討していただいて、ただ一つの国だけではなくて、ブラッシュアップして、もう一つ違う

国も検討材料において、５年後また、事業として継続していくと。それ、目的地は変える可能

性もあるといことを考えていただいて、もし考えていただければ幸いですので、どうぞよろし

くお願いします。 

  では、最後の質問になります。早いですけれども。 

  緑と憩い再生事業、46ページ、これ志子田委員も、小野委員もお話になった件なんですけれ

ども、もう一度改めて聞かせていただきますが、伊保石公園のリニューアル計画策定というこ

とで、伊保石公園全体をリニューアルするということで、もう一度再確認、教えてください。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 計画策定に当たりましては、当然、今現在供用している伊保石公園全体で

まずは検討していきたいなと考えています。以上でございます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 面積等も相当な面積だと思います。実は、新聞見てましたら、釜石のラグビー場、

グラウンド、年間4,000万円の維持費がかかると。つまり、建物も含めて、あと芝生の関係、

緑地も含めて維持費がかかっているという、また、いろんなスポンサーも集めながらやってい

るんだけれども、なかなか今、コロナの関係であれですけれども、ちょっとその植栽をするの

に維持費がかかるのでということになっていますけれども、先ほど小野委員からも言われまし

たけれども、今後、全体をここ一、二年でリニューアルして、使用できるようになってから、
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今後、年間の維持費みたいなのはどの程度を予想して考えられるのか、ちょっと教えてくださ

い。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 来年度計画策定するリニューアル計画について、先ほど全体と申しました

けど、その中でもやはり優先すべきゾーンとかあるかと思いますので、そういったものも決め

ながら、メリハリをつけた計画をちょっと策定してまいたいと思います。ですので、維持管理

についても、その計画の検討部会の中でも検討して、適正な管理もできるような形で維持管理

してまいりたいと考えています。以上でございます。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 また捕捉させていただいて、大変恐縮なんですが、これ、ご説明させていただいた

り、議員の皆様から質問をいただいたときにお答えさせていただいていると思います。 

  今後、目標とすれば、単年度で何かしようと思っておりません。まずは80周年の記念事業と

して、10万坪の伊保石公園をどうやったら皆様方にとって使いやすい公園になるのか、そのた

めに皆様方からも意見を頂戴をしながら、議会の皆様方とも討論しながら、よりいいものをつ

くり上げていきたいと。そのゾーニングのための今年１年になるということを、まずご理解い

ただきたいと思います。 

  その上で、次の年にじゃあ１年かけて一気にやってしまうかという話ではなくて、ゾーニン

グはあくまでも、僕の中では10年かけて、段階を踏んで、今の経済状況なり、市政の財政運営

を見れば、一気にできないことぐらい分かっておりますので、段階的につくるための、まずは

しっかりとした、皆さんが求めているもの、あとは私どもが伊保石公園にこれから求めようと

しているものをしっかりと見極めて、それをゾーニングかけていくと。それを段階的に時間を

かけて整備をさせていただくというのが目的の一つでございますので、ぜひこれから市民の

方々、議員の皆様方にいろんな意見を求めさせていただきたいと思います。今あるものを大切

にしつつ、ただ、広っぱがないとか、皆さんはほとんど加瀬沼公園のほうにお子さん連れて行

っちゃってるというのが、これが現実ですから、せっかく目の前にいいものがあるのに、やは

り再利用していただくためにはしっかりとしたものをつくり上げなければいけないという思い

で、80周年の記念事業、それを10年かけてしっかりとしたものにつくり上げていくということ

で、ご理解をいただければと。もしかすると、財政状況によっては、それ以上かかるかもしれ

ませんけれども、そういった考えでおりますので、ご指導のほどよろしくお願いしたいと思い
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ます。 

○菅原委員長 西村委員。 

○西村委員 老婆心で、終わってからの経費まで考えてしまいまして、失礼しました。ただ、や

っていく中で、10年といいますと、私たちもあの公園を下に下りていくと上げってこられない

年齢になってしまう可能性もありますので、早め、早めに、いないかもしれない、かもしれま

せんので、早め、早めに、もしやっていただければ、あと規模も縮小するなり、見晴台といと

ころに行きましたら、本当に千賀の浦が見えて、七ヶ浜の沖の太平洋まで見渡せるすばらしい

眺望の場所で、それなりの開発は必要なのかもしれません。ですけれども、それときちっとＰ

Ｒして、皆さんに憩いの場として使っていただくためにも、ある程度のゾーニングをされて、

早めに手をつけて、ここからここまではやって、ここまで以降はなかなかできないと。これを

維持管理するの大変だとなった場合には、その辺を見切りをつけていただいて、進んでいただ

ければ幸いですので、どうぞよろしく、よろしく、よろしくお願いいたします。 

  以上で終わります、質問は。 

○菅原委員長 今野恭一委員。 

○今野委員 ただいま、西村委員のすばらしい答弁をいただきました。市長、それこそ我々が

（「マイク」の声あり）市長のこの施政方針、これを発表されたときに、私はこの千賀の浦を

一望できる風光明媚な景観を有する伊保石公園について、広く市民や利用者の皆様から意見を

伺いながら、リニューアル計画を策定するとともに、より魅力を高めるためのみはらしの丘を

整備し、ここが問題、誰もが利用しやすい公園を目指してまいりますと、こう宣言されており

ました。大変この施政方針に私も感動しまして、（「資料№15でよろしいでしょうか」の声あ

り）資料№９です。ごめんね。すみません、番号言うのを忘れました。もう心がはやっており

まして。今、熱いうちにと思って申し上げましたが。 

  実は、後援会の皆さんから、「何とかあそこなんねのがや」こういう声が上がりまして、幹

部の方々と相談しまして、昨年、行ってみました、伊保石公園。そしたら、途中、やっぱり小

用が催してきたもので、トイレに行きたいという人がいました。「ああ、あれ、あそこにトイ

レあるよ」言いましたら、そこのトイレに駆け込んだのはいいんですが、水が出ない。トイレ

は流れません。それから、のどが渇いた、水道の蛇口ひねっても水も出ません。「なんだいこ

こ、こんで公園がや」こういう意見をいただいて、「何とかしろ、あんだせっかく議会に行っ

てで、こういうことちゃんと言わなきゃだめだど」って言われて、一般質問のときに、前にも
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申し上げた経緯がございました。 

  その公園、何でその加瀬沼公園には行くけど、伊保石公園には誰も行かないのか。そこのと

ころが問題です。加瀬沼公園には、まず、トイレがあり、水場、いわゆる水を使って流せる流

し台とかついて、調理ができる、そういうのがあります。したがって、365日、別に芋煮会で

なくたっていいんですね、バーベキューでも何でも、そこに行ってできる。だから、やっぱり

行けばそういうことできるから楽しいんですよね。それから、子供には子供たちが遊べる遊具

がある。恐らく市長が考えているパラダイスをつくるには、10年かかるかもしれませんが、ま

ずはできること、水道を直していただくこと、それから、トイレを直していただくこと、その

辺のところからまず手をつけていただきたいということですね。それをまずお願いしておきま

す。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 お答えいたします。 

  伊保石公園でトイレの水が出ないことや、あとは使用がしにくいということでのお話がござ

いまして、（「聞こえませんから、持って元気よく」の声あり）大変申し訳ございませんでし

た。それで、日々点検をして、皆様がご利用しやすいような形で維持管理してまいりたいと考

えています。 

  なお、冬期間でございますが、水道管が破裂するという恐れがございまして、一時的に使用

できないような 時期がございますが、そういったものも今後利用できるような方策をちょっ

と検討してまいりたいと思います。以上でございます。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 課長、大変申し訳ないけど、そういう答弁では市民納得しないんだ。何が納得でき

ないかって、今使えないものを直してくれって言っているのに、今から検討します、そんな答

弁あるか、ない。もう１回。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 大変申し訳ございませんでした。早速、現地確認して、対応させていただ

きます。すみませんでした。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 それなら市民も、この画面を見たり、声を聞いたりして、納得しているかと思いま

す。ご苦労さんですが、よろしくお願いします。 
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  部長、しっかり背中見ててくださいね。 

  まず、では千賀の浦はそのぐらいにして、お願いしておきます。 

  それから、門前町活性化事業、（「すみません、資料ページ」の声あり）資料№９番ですが、

（「何ページでしょうか」の声あり）29ページ、それから、資料№11の132ページ、資料№11

の132ページは、ずっと一番下の行ですね、右手のところです。 

  ここに、門前町活性化事業として、55万3,000円が計上されておりますけれども、ここは55

万3,000円でどんなことをするのか教えてください。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 門前町活性化事業の内容ということでございます。 

  まず、門前町活性化ということで、まず、今年度、門前町再生検討部会の中で作成しました

最終報告、これにつきまして、地域の皆様との意見交換をしていきたいと思っております。そ

の中で、ワーキンググループなどをつくりたいとは考えておりますが、その中で、先進地や学

識経験者を講師としてお呼びする講師の報償費、あと、その先進地の講師からのご紹介とかに

よる先進地の視察を地域の皆様と一緒に、先進地に視察に行きたいと考えてございます。報償

費のほうがそこに……、申し訳ありません、ちょっとお待ちください。講師謝金が13万6,000

円、あと旅費として28万円ほどお取りさせていただきました。以上でございます。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 課長、そういう程度で門前町が活性化するのかね。今でもあれだよ、活性化してる

よ。何が活性化してるかっていうと、北浜沢乙線、宮町から西町まで街路灯が昼間からピカピ

カですよ。もう今の時間になると点灯しています。見たことありますか、課長。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 北浜沢乙線の明かりは見たことございます。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 明かりが見たことあるではなくて、この昼間に何で電気ついてるの。教えて。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 お答えいたします。 

  こちらの照明につきましては、自動点滅器による形で点灯しております。それで、北側と南

側で照度の感知が若干違う関係で、夕方近くなると、どうしてもついてしまうという事象が生

じているということで、宮城県から報告を受けています。以上でございます。 
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○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 課長、現場のボックス見ましたか。そのスイッチのところ。何で点灯しているか教

えて。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 私、現地で確認したときは、自動点滅器が中に入っていたということで確

認しております。以上でございます。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 課長は今、中に入ってたって言いましたね。その中に入っている自動点滅器、何を

感知して点滅するのか教えて。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 照度によって、明るさが、当然、日が落ちると暗くなりますので、それに

反応して点灯するということで聞いています。以上でございます。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 課長、適当なこと言ってはだめだ。確かにあそこに入っているのは光センサーとい

う、光を感知して、暗くなると点灯する、それはボックスの中と言った。あなたが言っている

ボックスの中だから、中で光を感知できるか、できないか。そのことぐらい、篤と私ね、この

ことを、北浜沢乙線のあの街路灯ができてから、ずっと言ってるの。そしたらね、あるとき、

担当の方は、何て答えたと思う。その光センサーを表に出すと、いたずらする人がいるから、

いたずらされると困るから、だからボックスの中に入れているんだと。そんなばかな話ないで

しょうと。せっかくこの光センサーをつけておいて、それをボックスの中で暗い所に置いてお

いて、もう一つはタイマーもついているんですよ、ですから、今、働いているのは、タイマー

で点灯してるの。だから４時になるとパッとつくの。それを北側と南側とで違うというのが、

時間差を、時間の差があって、そうなっているんであって、ちゃんと光センサーでつくように

してください。そして、朝、明るくなって、８時ごろに、皆さん出勤している頃にもついたま

まですから。そういうことをちゃんと確かめて、そして、無駄だと思いませんか。あなた方、

皆さんのご自宅の電灯、４時になったらつけますか。朝の８時までつけてますか。そんなばか

な話ないでしょう。即座にこれを解消してください。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 今野委員、一応、あそこ県道北浜沢乙線なんです。管理しているのは県ということ
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になると思うんですけれど、捕捉があれば建設部長のほうからさせていただきますが、もし必

要であれば県とよく相談をして、対応できるかどうか検討させていただきたいと思います。 

○菅原委員長 荒井建設部長。 

○荒井建設部長兼市民総務部政策調整監 市長、それから土木課長も話したとおり、一応、県道

になっております。ただ、今野委員がおっしゃるように、非常に無駄だということも、私もち

ょっと感じております。ですので、県にも今の現状というものを、こちらの状況をまずご報告

をさせていただいて、今後の対応についてぜひ県にもお話をこちらから働きかけていきたいな

と思っておりますので、まずそこはご理解いただければと思います。よろしくお願いいたしま

す。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 確かに道路は県道です。しかし、私何度も土木課に電灯が切れたときに、球が切れ

てつかないときありますよね、そういうときに、土木課に連絡を取って、つけてもらったり、

交換したり、あるいは町内会がその球を預かって交換したりしていました。これは、確かに県

道は宮城県の施設。しかし、あの街路灯は、あれは、造るときのお金は県が出したかどうかわ

かりませんが、維持管理は市がやると、そのときに聞いてました。したがって、電灯でも何で

も、私、市からもらっています。ですから、その維持管理の一環として、きちんとやってくだ

さいということを申し上げているんです。 

○菅原委員長 荒井建設部長。 

○荒井建設部長兼市民総務部政策調整監 今野委員の今のお話、しっかり受け止めさせていただ

きまして、その辺しっかりと対応させていただきたいと思います。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 部長、ひとつ、ぜひこれは、これっきりにしてほしいんですよ。ずっと私、言い続

けてきたんですから。あの光センサー、この間も市内の電気業者、この間たって、昨年の秋ぐ

らいかな、電気工事の業者さんが、市から頼まれましたっていって来て、表参道の下にあるボ

ックスの中をやっていました、作業をね。そのときにもお話したんですが、ちゃんと市と相談

して、センサーで働くようにしてくださいよって言ったら、そこの職員さんは、四の五の言っ

ても分からないから、「はい、はい」って言ってくれましたけど、しかし、やっぱり市からの

指示が、センサーじゃなくタイマーで働くようにしているんですね。ですから、そのタイマー

を取っていいんですから。必要ないでしょう。夜中にどうしてももったいないから消そうとい
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うんだったらタイマーも必要かもしれない。だけど、点灯させるときには光センサーで十分、

だけで働きますから、そういうところをひとつしっかりと、部長、ぜひお願いします。 

  ということで、北浜沢乙線、昼間からピカピカでね、活性化しているかもしれませんが、こ

の活性化事業というのは、どんなことをやろうとしてますか、部長。132ページ。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 まず、門前町再生検討部会の中で、最終報告の中でご説明いた

しましたが、まずは駅または駐車場から神社までのモデルコースの確立ということで、駅から

神社までのルートの明確化ということで、門前町、元町通等を確立するということでございま

す。そのために何が必要かということで、環境整備だったり、地域住民の皆様のホスピタリテ

ィの向上などを最終報告とさせていただきましたが、そういったことについて、地域の皆様と

意見交換をしながら、その方策について地域主導での活性化について、今年度議論していきた

いと考えてございます。以上でございます。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 課長、ちょっとこう、まとめて、かいつまんでしゃべってもらわないと、最初のほ

うに聞いたのと、後のほうに聞いたので、全然どうなってるんだか分からなくなってる。もう

ちょっと市民に分かりやすく、もう一遍お願いします。 

○菅原委員長 高橋商工港湾課長。 

○高橋産業環境部商工港湾課長 神社を訪れた方が、神社に行ってそのまま帰るのではなくて、

門前町で楽しみながらお帰りいただくような活性化策、そういうものを地域の皆様と考えてい

きたいという取組でございます。以上でございます。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 大変分かりやすい。非常に市民のハートにもジンと来てるね。やっぱり地域の皆様

とともにというのがいいね。 

  観光客を呼ぶ前に、やっぱり地元の市民が散策したり、あるいは、訪れたりするような、そ

ういうことをまず考えてやっていただければね、いいと思うね。あそこに今度、エスカレータ

ーつけたらいいんでないですか、ねえ部長。それは後の話にします。今は、それは話題でない

からね。 

  では、次に、同じく資料№11の146ページで、事業内訳のところ、上から２行目に、除融雪

対策費というのがあります。1,797万3,000円、結構するんだね。 
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  実は、この徐融雪対策費、融雪剤を配っていますね。私、町内会の皆さんから頼まれて、

「もらってきて」って言われて、もらいに行きました。そうすると、警備員さんがいて、これ

は１町内会２袋に決まっているんですって、２袋ということになっているので、こんな10袋だ

なんて、あげられませんって言われました。その２袋とした根拠はどこにあるんですか。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 まず、市内に市道ございまして、そこに300ほど砂缶を設置し、それぞれ

砂缶の脇にも同様に融雪剤を配置させていただいております。それで、それに不足する分につ

いては、こちらに、市役所に来て散布していただけるということでございますので、３袋ほど

配れば十分ではないかなという判断で、３袋に、まずはさせていただいているところでござい

ます。２袋とおっしゃいましたが、我々のほうは１町内会３袋ということで配布させていただ

いております。以上でございます。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 どこでどう違ったのかね。警備員さんは２袋って間違いなく言われました。私が何

度かお願いに行っても、やっぱり２袋って言われた。でも、西町町内の中には、砂缶と言いま

したけど、砂缶なんかないんです、坂道って、急坂がないから置いてないでしょう、課長、ど

うですか。 

○菅原委員長 星土木課長。 

○星建設部土木課長 おっしゃるとおり、西町地区ですと、県道もございますし、坂道がないと

いうことで、数はちょっと今、答弁することはできませんが、多分少ないかと思っています。

以上です。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 ですから、坂道でないからって言いますが、実は、赤坂交差点からあの西町の外れ、

３－１番、あるいは２－１、あそこに信号機あります。消防のポンプ小屋が、消防の屯所があ

ります。そこまでの落差どのくらいあるか、結構あるんですよ、実は。昭和61年に８・５豪雨

というのがあって、あそこに降った雨がダーッとたまってきました。そしたら、今の郵便局付

近、あそこら辺で道路すれすれだったのが、道路の舗装の表面ね、すれすれだったのが、実は

先ほど言った信号機まで行くのに、もう、市職員の方でしたけどね、招集かかったときに、ズ

ボンはガボガボ濡れながら、頭には着替えを乗せて、そしてここまで、首まで水につかって行

ったんですよ。だから、結構な、あそこ勾配あるんですよ。 
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  それはまあ、こっち置いといて、実は、そんなゆるゆるの坂なんだけど、ちょこっと雪が降

ると、郵便局側の歩道、あそこを通勤だったり通学の人方が通ります。そうすると、踏まれた

圧雪状態だから、表面滑るんですよ。それで、私の町内で今年も１人滑って転びました。やっ

ぱり腰打つんだね、滑ると。だから、その方はまだ入院したまんま帰ってきませんけどね。そ

れから、数年前、別な方もそこで滑ったんです。でありますから、パラパラパラっとこの辺に

まいた程度では、２袋ぐらいでは始末にならないんです。ですから、別に頂いた融雪剤をどこ

かに売ってお金に換えるとか、あるいは、腹減ったから食べるとか、そんなことじゃないわけ

で、あくまでも雪を解かすために道路にまきますので、そこら辺のところをひとつ考えて、勘

案してやっていただきたいと思います。 

  ちなみに、守衛さんには、「今度、あの人が転んでけがしたら、責任もってくれるの」と言

ったら、「いやいや、俺、責任持てねから、んで、持って行ってけさいん」って言われて、だ

と思うのね。で、頂戴してまいりました。そして、町内の人の住んでいる部分ね、だけど、隣

の空き地の前も、やっぱり雪は積もっているから、そこの部分にもまいてねって。とにかく歩

道にずっとまかないと危ないんですよ。そんなことがあるので、融雪剤は次の冬はたっぷり、

豊富に準備願います。融雪剤は以上で終わります。 

  同じ資料№11で148ページ。事業内訳の橋梁整備事業費、この橋梁整備事業費2,300万円とな

っていますけど、これね、もう20年以上前から、あそこの橋を直しては壊れ、直しては壊れ、

ずっとやってきたの、恐らく毎年これぐらいの予算をかけてやってきたんではないかなと思う

んです。そこから計算してみると、ざっと４億円、５億円のお金はつぎ込んでいると思うんだ

けれども、あれを、あと故障しないようにするためにどうしたらいいか、あとは直さなくても

いいようにするためにどういたらいいか、考えました。そしたら、あそこのところは、吉木先

生のところから、開削してね、そして、橋にするから壊れるんで、橋じゃなく地面をそのまま

車が通れるようにしていただければ、そこの部分の故障だとか、修繕だとかというのはかから

なくなるし、市民も使いやすい道路になるんではないかなと思っています。 

  ちなみに、そうなると吉木先生、突然車道がガクンと下に見えるかと思うので、そのときに

は下馬と吉木先生のところに橋をかけてやってあげていただきたいんですが、そういうこと考

えてませんか。 

○菅原委員長 荒井建設部長。 

○荒井建設部長兼市民総務部政策調整監 非常に参考になるご提案かと思って、今、承っており
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ます。ただ、やはり橋のまず高さが非常に高いということで、様々な課題、問題が生じてくる

だろうと思います。 

  それと、もう一つ、もともといわゆるＪＲ東北本線の駅、それから、あそこの県道の泉塩釜

線でありますとか、東玉川南錦町線の話だったりとか、野田と、それから留ヶ谷線であります

とか、様々な道路が交錯している非常に複雑な交差点になっておりますので、できれば令和３

年度ですが、線形とかの抜本的な見直しをする都市計画道路の見直しを行う、今、考えでおり

ます。ですから、県道、それから塩竈市、それから多賀城市さん、様々ちょっとかかわりが出

てまいりますので、そういったところとの協議も含めながら、交差点処理、そして、今の橋梁

の部分ですね、今後、維持管理を含めた形の中で、できれば橋梁ではなくて、自然勾配の中で

の道路という考え方も確かに参考になりますので、そういった検討も併せたいと考えておりま

すので、ご理解いただければと思います。以上です。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 部長がそうおっしゃるんであれば、これから進むだろうと思いますが、部長、ひと

つそこら辺ね、地域の皆さんは、その音に悩まされて、夜寝られなくて、うつ病になったり、

あるいは、体を壊したりして、そして、亡くなった方、何人も私聞いています。ですから、吉

木先生の健康を損なわないようにも、ぜひ早急に検討してください。お願いします。 

ということで、吉木先生、実はね、資料№11の172ページに、学校給食調理業務一部委託料

というのがあるの。これ、前にも伺ったことあるんですが、学校給食というの、子供さん方か

ら給食費という名目でそのお金を頂戴してますね。それは、何か聞くところによれば、給食の

食材費なんだとか、食材を買うためのお金なんだとか聞いていましたけど、中身は私、分から

ないので、ちょっとそこのところ、教えてください。 

○菅原委員長 吉木教育長。 

○吉木教育委員会教育長 ご指名ですので。 

  まず、給食費の食材費は、保護者さんから集金している部分は、正確な金額はちょっと、あ

と教育総務課長から話しますけれども、小学生ですと150円ちょっと、中学生ですと１食三百

幾らというのが決まっていて、それを年間の回数分、食材として頂いているというところでご

ざいます。それ以外に、作るのに人件費とかいろいろかかってくる分に関しては、この公費で

賄っているということで、その辺、あと教育総務課長から詳しくお話させていただきます。 

○菅原委員長 佐藤教育総務課長。 
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○佐藤教育委員会教育部教育総務課長 それでは、給食費のことでございますが、給食費、給食

単価でございます。小学校については、１食当たり276円、中学校については331円になってお

ります。それで、こちら、決算ベースで大変恐縮なんですが、給食の食材費分だけ保護者に負

担いただきまして、それ以外の給食経費、人件費ですとか、需用費、ガス代、あと施設の修繕

等が公費負担しております。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 課長、今、ご説明いただいたのはどこに載っていますかね。これ歳入として載せて

いますか、それとも、どんな会計処理しているのか教えてください。 

○菅原委員長 佐藤教育総務課長。 

○佐藤教育委員会教育部教育総務課長 給食費については、私会計となっておりまして、こちら

の公費のほうに歳入としては入っていないところでございます。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 多分、そこのところが問題なのかもしれない。というのは、間もなく卒業する子供

たち、小学生、中学生、給食費を納めないでそのまま卒業する、卒業した後どうなるのってい

うと、「うーん、分からない」みたいな。大体、あなた方も分からないでしょう、課長さん方

もね。これが非常に不公平を生んでいる。食べたものを、当然、食堂でもレストランでも、食

べたなら払ってきますよね。場合によっては前払いでチケットを買って食べる。そうやって必

ずお支払いをして帰るでしょう。給食費だけ何で払わなくてもいいの。食い逃げでないんです

か。（「今野委員、令和３年度の予算委員会の質疑についてで、議題の範囲を越えないよう、

十分お気をつけお願いします」の声あり） 

○菅原委員長 佐藤教育総務課長。 

○佐藤教育委員会教育部教育総務課長 給食費、私会計ではございますが、きちんと、特に学校

給食法で定められている人件費とか、それを除く、まさに食材費分なんですが、これは保護者

の負担ということで、お支払いしていただくというのが原則でございますので、こちらについ

ては学校の事務支援室、あと学校、あと教育委員会、３者で協力しながら徴収に努めていると

ころでございます。 

○菅原委員長 今野委員。 

○今野委員 ブザーが鳴りましたので、あとは閉じる、幕を引くところに進んでいきたいと思い

ますが、実は、聞いたら、皆さん聞いたら悔しさがわいてくるかもしれません。こんなニュー
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スが河北新報で見つかりました。大和町、新年度も不交付団体、半導体好況で税収増、これは

質問じゃありません、情報として聞いていてください。大和町では、21年度の法人町民税は、

半導体産業の好況を受け、20年度当初比55.9％増の９億2,820万円、基準財政収入額の増加に

より、普通交付税が不交付になると判断、計上しなかったと、こういう、かいつまんで言うと

ニュースです。これを見ると、私たちは大衡、大衡は村でした。塩竈は市なもんですから、う

んと都会だと思っていましたね、昔。大和町は、吉岡からずっと山のほうに入っていくと、船

形山のふもとの付近まで大和町で、「もう山ばっかりで何もないところだな」みたいな、そう

いう話も聞いたことがあるんですが、こうしてみると、企業誘致、いかに大事かということが、

私は痛切に感じました。この新聞記事を見て。ですから、本市も、既に水産、水産と言って、

水産は確かに基幹産業ではあります。なぜならば、水産業が活性化して、魚が港に揚がる、そ

うすると、運送屋さんも、あるいは、荷造りをする会社も、皆さん活気づきます。それは、忙

しくなります。ですから、確かに基幹産業ではあるけれども、今は既に廻船問屋の方々も減り、

それから、仲卸市場も番台が空き、それで基幹産業ということで、ほかに目をくれないで、そ

こだけ見ていったならば、塩竈はこのまま取り残されてしまうんじゃないかということを危惧

しております。ですから、ぜひ、この間、施政方針に対する質問のときもお話したかと思いま

すが、宮城県に具申して、新浜町の基盤整備、これを再開発をしていただいて、そして、そう

いった企業が誘致できるように、ひとつ働きかけて、これ皆さんでやっていただきたいの。市

長一人じゃできません。市長はね、確かに県に顔も利く、だけど、一人でいくら頑張っても24

時間しかないの、時間が。時間がないんです。ですから、みんなで手分けをして、市長に手伝

ってあげてください。そして、いずれ企業が来たときには、やっぱり拍手で迎えてあげたいな

と思っております。どうぞよろしくお願いを申し上げまして、私の質問終わります。 

○菅原委員長 お諮りいたします。 

  これまで審査を行ってまいりました審査区分１、一般会計については、これで質疑を一応終

了いたしたいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅原委員長 異議なしと認め、審査区分１、一般会計についての質疑は一応終了いたしました。 

  さらに、お諮りいたします。 

  本日は、これで会議を閉じ、明３月２日午前10時より再開し、審査区分２、特別・企業会計

についての質疑を行いたいと思いますが、ご異議ありませんか。 
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   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅原委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  なお、３月２日の審査区分２、特別・企業会計の審査については、所管の部課長の出席をお

願いいたします。 

  本日の会議は、これで終了します。 

  ありがとうございました。 

   午後４時２８分  終了 

                                             

 塩竈市議会委員会条例第２９条第１項の規定によりここに署名する。 

 

  令和３年３月１日 

 

                  令和３年度予算特別委員会委員長  菅 原 善 幸 

                  令和３年度予算特別委員会副委員長 阿 部 眞 喜 
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  令和３年度予算特別委員会第４日目 

 令和３年３月２日（火曜日）午前１０時開議 

                                             

  出席委員（１７名） 

     阿 部 眞 喜 委員       西 村 勝 男 委員 

     阿 部 かほる 委員       小 野 幸 男 委員 

     菅 原 善 幸 委員       浅 野 敏 江 委員 

     今 野 恭 一 委員       山 本   進 委員 

     伊 藤 博 章 委員       香 取 嗣 雄 委員 

     志子田 吉 晃 委員       鎌 田 礼 二 委員 

     伊 勢 由 典 委員       小 高   洋 委員 

     曽 我 ミ ヨ 委員       土 見 大 介 委員 

     志 賀 勝 利 委員 

                                             

  欠席委員（１名） 

     辻 畑 めぐみ 委員 

                                             

                               （特別会計・企業会計） 

  説明のため出席した者の職氏名 

市 長  佐 藤 光 樹    副 市 長  佐 藤 洋 生   

病院事業管理者  福 原 賢 治    市 民 総 務 部 長  小 山 浩 幸   

健 康 福 祉 部 長  阿 部 徳 和    産 業 環 境 部 長  佐 藤 俊 幸   

建 設 部 長 

兼 市 民 総 務 部 
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   午前１０時００分  開議 

○菅原委員長 ただいまから令和３年度予算特別委員会４日目の会議を開きます。 

  辻畑めぐみ委員より、本日の会議を欠席する旨の通知がありましたので、ご報告いたします。 

  これより、審査区分２、特別会計、企業会計の審査を行います。 

  ご発言のお一人の持ち時間は、答弁を含めておおむね30分以内となっておりますので、ご協

力をお願いいたします。 

  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いい

たします。 

  それでは、質疑を行います。委員各位のご発言をお願いいたします。 

  伊勢由典委員。 

○伊勢委員 それでは、私から、介護保険について、介護保険の条例提案も出ていますし、予算

も出ているということで、その視点から質疑をしていきたいと思います。 

  既に皆さまの手元に配られている資料№２のところに、議案、定例会の議案が、載っており

ます。この中に第24号ということで、介護保険条例の一部を改正する条例というのが、載っ

ております。その関係でいろいろと議論する際に、一番役に立つのは、予算資料の資料№15

だと思います。主に資料№15を使いつつ、質疑をしたいと思います。 

  資料№15のところの介護保険でいいますと、５ページから８ページで、５ページのところは、

条例改正になっておって、第８期計画の下で介護保険料の引上げを行うくだりだと思います。

さらに、ページをめくっていただくと、８、９ページのところに塩竈市介護保険条例の一部

改正についてということで、全体の総事業費が、初日も述べられましたけれども、令和３年

度の介護保険の総事業費56億円ということで、述べられております。９ページのところでは、

どれほどの額になるのかというのが示されておって、９ページに第１号被保険者介護保険料

（案）ということで、第７期では、月額5,712円から、今般、月額6,000円ということになっ

ております。 

  そこで、ちょっと確認の意味で、よく分からないので教えていただきたいんですが、第１号

被保険者介護保険料の案のちょっと上のほうに算定上の月額基準額、第８期6,010円と。隣の

ほうに介護保険財政調整基金の活用による軽減10円というのが、載っております。これは、

予算書の中には、含まれているのか、含まれていないのか、ちょっと確認していただきたい

と思います。 
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○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 この軽減分について、予算に計上されているかどうかというこ

とでございます。 

  まず、資料№11をご用意いただきたいと思います。 

  こちらの295ページないし296ページをご覧いただきたいと思います。保険料のところでござ

います。 

  今、伊勢委員からお話がありました10円の軽減分につきましては、軽減された分は、この保

険料が軽くなると。予算額としては、その分低くなるという構造になっています。この低く

なった部分については、当然、収支差といいますか、赤字といいますか、減りますので、そ

の減った分を財政調整基金で補うという内容になっています。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 ということは、先ほど、回答があったように、例えば、具体的にちょっと予算書を

見ていただきたいんですけれども、資料№11の297ページのところに他会計繰入金というのが

あって、総額で８億9,000万円かな。それで、もう一方で、歳出のところで基金積立金という

のが、309ページに載っております。これに該当するのか、しないのか。そこだけ、端的にお

答えください。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 基金の繰入れ、もしくは、繰り出しにつきましては、介護保険

料だけではなくて、国とか、県の補助金の動向によって、その収支差分も併せて最終的な、

言い方はあれですが、帳尻を合わせる部分については、全てこの基金で繰入れ、もしくは、

繰り出しということで対応していますので、今、お話しいただいた部分については、当然、

入っているということになります。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。 

  そこで、今回の予算書を改めて見させていただいておりましたし、それから、もう一つは、

介護保険の関係でいうと、資料が出されております。資料№17、15ページのところに介護保

険等の12月補正時点後の今年度の介護保険の財政調整基金が、15ページの一番右側ですか、

３億4,290万円ということで載っております。この財政調整基金から崩した10円の分について、

軽減すると捉えてよろしいのかな。 
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○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 ご指摘のとおりとなります。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そうすると、その10円の軽減というのが、いろんな書き方があるんでしょうけれど

も、どのぐらい基金を使うのかな。その辺、ちょっと確認。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 まず、資料№15をご用意いただきたいと思います。９ページで

ございます。 

  こちらで、先ほど、伊勢委員から話がありましたとおり、右側少し下に算定上の月額基準額

6,010円とあります。これに、ちょっと左側のその下のほうに第８期の第１号被保険者延べ人

数５万3,271人というのがあります。この10円分の軽減は、最終この５万3,271人を掛ける数

字となります。合計しますと約640万円が、３か年で必要とする基金の繰出額ということにな

ります。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 640万円ね。３か年ということで捉えてよろしいのかな。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 おっしゃるとおりですので、単年度と見た場合には、３か年の

事業計画期間ですので、３で割る数字となります。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。 

  そうすると、ざっと何ぼだろうな。200万円ぐらいですか。200万円ということで、承知をい

たしました。単年度で200万円ね。 

  実は、私ども、いろいろ各管内の市町村のところで介護保険は、どうなっているのかなとい

うことで調べてみたんです。そうしましたら、例えば、お隣の多賀城市の関係でちょっとご

紹介をしたいんですけれども、今般の第８期の計画の中で、財政調整基金が、多少多賀城は

多いようです。５億8,500万円で、うち１億9,100万円を取り崩して、第７期の介護保険料

5,800円は、そのまま据置きにして、できるだけ、介護保険の方々ですかね。保険料を払って

いる方々の基準額で据え置くと、こういうあんばいの予算が提案されているのが、分かりま

した。係る常任委員会で、これは賛成ということで可決したようです。あとは、本会議なん
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でしょうね。 

  それから、富谷市も本当は、第７期から第８期のところで引上げということの話が、前段、

あったようですが、今般、介護保険料は、本来ならば４％の引上げというところ、5,923円な

のかな、そのぐらいになりますよというものでしたが、令和２年度介護保険料の基金３億円、

ちょうど３億7,600万円、ちょうど塩竈市と同じぐらい、同等の基金が積み立てられていて、

第７期の5,750円に据え置くということで、そういう提案がされております。議会での議論が

されているさなかなのかなと思いますので、これは、結果については、少しいろいろと情報

は集めたいと思いますが、やっぱりこういうところが大事なのかなと。 

  例えばです。今後、75歳の医療費が２割負担と国では示しておって、ますますお年寄りの人

口が増えていって、そういったことでの考えになっていくんでしょうけれども、しかし、地

方自治体にお住まいになっている方々の介護保険の様々な対象の方にとっては、やっぱり暮

らしを立てる上で、非常にきついのかな、窮屈なのかなと私自身も何となく感じるところで

す。市内で、令和２年度かな、民生常任委員協議会のところで示された令和３年度の資料で

見ると、高齢化率が34％、１万8,189人、その中で介護保険の様々な対象の方がいらっしゃる

と、こういう形になるかと思います。 

  そこで、現時点で介護保険を実際に利用されている方、65歳以上の方は、保険料を払ってい

くという格好になりますが、実際に今、認定を受け、介護のサービスを受けている方は、何

人いらっしゃるのかな。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 介護認定の方々につきまして、65歳の方々のうち、おおむね２

割前後の方々が認定を受けております。ただ、認定を受けていたとしてもご利用する、しな

いというのは、ご自身の判断によるところもありますので、必ずしも認定を受けていたから

といって利活用されているという数字とは合致しない部分がありますので、ご理解いただき

たいと思います。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 実際の人数は、どのぐらいですか、２割というのは。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 後ほど、数字の確認を取りまして、報告させていただきます。

よろしくお願いいたします。 
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○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 やはり２割ぐらいの方が、認定ないしはサービスを受けていらっしゃるということ

ですので、それはそれで助かるんですけれども、しかし、介護保険の仕組みの上からも年々、

再々、保険料が上がっていくというのは、ちょっと今の国の制度の上で、やはり不足なのか

と、やっぱり問題点があるのかなというところは、思うところです。 

  したがって、私自身の捉え方という点でも介護保険の財政調整基金というのは、これは、介

護保険の事業のみにしか使えないんですよね。ちょっと確認します。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 まず、おっしゃるとおりであります。 

  それと、先ほどの介護認定者数でございます。大変失礼いたしました。令和２年９月末現在

におきましては、3,312人の方、割合といたしましては、18.3％の方々となっております。よ

ろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。3,312人ね。認定を受けつつ、サービスを受けていらっしゃるとい

う方がおいでだということは、承知いたしました。 

  そういうことで、やはり財政調整基金そのものは、介護保険のサービス、保険料かな。主に

保険料でやっぱり据え置くぐらいの判断があってしかるべきだったのかなというところは、

指摘しておきたいと思います。もちろん、財政調整基金そのものが、自治体によってやっぱ

り額にいろいろ差があるというのは、それはそれで人口構造の様々な要因がありますので、

一概には言えませんけれども、少なくとも、例えば、そういう他市の事例なんかを見て、据

え置くということを、やっぱり心持ち令和３年度の事業の取組にしていること自身は、やっ

ぱり学んでいくべき課題なのかなと思っております。 

  時間もさほどありませんので、次の論点に移りたいと思います。 

  そこで、令和３年度の政府の介護保険に対する観点でいいますと、介護保険の保険制度は、

前年度並みということで、ただ、今後の展開の中で、要介護者の給付外しも引き続き狙うと

いうことで、私ども日本共産党が発行している議会と自治体という雑誌があるんですね。そ

こで指摘をされております。 

  そこで、ちょっと確認までなんですけれども、先ほど、3,312人の認定なり、サービスを受

けていらっしゃると。そうすると実際に要介護認定者というのは、直近の数字は、どのぐら
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いなんでしょうか。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 先ほど、申し上げました3,312人という人数につきましては、

昨年９月末現在の認定者数そのものでございますので、ご理解いただきたいと思います。よ

ろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 要支援というのは、そのうちどのぐらいいらっしゃるのかというところでしょうか。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 後ほど、調べまして、お答えさせていただきます。申し訳あり

ません。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 ひとつよろしくお願いします。 

  いずれにしても、やっぱり介護保険制度そのものの持っている制度という点でも今回の条例

提案の上で、引上げということかな。保険料の引上げということ、あるいは、先ほどから私

自身も述べている点で、自治体によっては、やっぱり保険料を据え置くという自治体も現れ

ているだけに、この点からも私たちとしては、この介護保険の条例ないしは予算について、

今後の課題、懸念材料も含めて賛同できない案件ではないのかというところは、申し述べて

おきたいと思います。介護保険については、以上で終わりたいと思います。 

  続いて、今回の関係で、水道について、ちょっとお聞きをしておきたいと思います。 

  それで、水道の関係で、ちょっと水道の事業が、今回、令和３年度示されております。資料

№14ということになります。これを中心に展開をしたいと思います。 

  １ページのところを開いていただくと、今年度の業務量が、前段、初日も議案説明の際にも

されました給水戸数で２万6,307戸と。年間総給水量ということで70万トンですか。１日平均

が１万9,000立法メートルということで、この中には示されております。これは、事業の全体

の枠組みです。 

  そこで、もう一つ、今年度、裏を見ていただくと、２ページのところに第７次配水管整備事

業費、第２次老朽管更新事業費ということでこの中になっております。この記載をもって、

この事業を行うということであります。あわせて、具体的なところでいいますと、４ページ、

５ページのところで、第７次配水管整備事業の布設替え１億5,000万円のですか。第２次老朽
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管更新事業１億3,000万円。地震対策としてというのが、第２次老朽管事業、それから、第７

次は、布設替えと、古くなったものを替えていくと、更新ということなんでしょうね。 

  そこで、改めてお聞きしたいんですけれども、こういった事業をずっと、ここずっとやって

いらっしゃるんですが、この改良事業は、進捗というのは、どう捉えていけばいいのか。市

内の様々な導水管というのかな、そういうのがありますけれども、それは、どの辺まで改良

事業を行っているのか、進捗状況をちょっと確認させてください。 

○菅原委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 ご質問のありました第７次配水管整備事業と第２次老朽管更新事業の進

捗率について、お答えします。 

  この計画につきましては、第７次は、単独事業として平成元年度からの事業として進めてお

ります。平成６年度までの６か年事業ということで進めております。今年度末の見込みです

けれども、事業進捗率が22％ということになっております。22％と申しますのは、資料№14

の25ページの１の第７次配水管整備事業（１）全体計画の総事業費が、８億9,800万円とござ

いますけれども、こちらに対して今年度末で22％の進捗ということになります。 

  同じく、２の第２次老朽管更新事業につきましては、総事業費６億4,669万円に対しまして、

今年度末の事業進捗見込みが、19.3％となっております。 

  以上です。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。 

  そうしますと、まだまだ管内のそういった布設替えないしは耐震工事そのものが、その到達

点だなというのは、確認できたところです。 

  その上で、やはり地震に備えるというのは、もう喫緊の課題であることは言うまでもありま

せん。間もなく３．１１、東日本大震災が10年目を迎えようとしております。事業が急がれ

ることだと私自身も捉えております。 

  そこで、改めてちょっとこの間の地震と断水の関係について、もう一回検証したいと思いま

す。行政報告がありましたし、重複は避けますが、改めてタンクが倒壊し、油漏れになった

というのは、承知はいたしました。様々、復旧事業に尽力されたことに対しては、非常に感

謝をしております。 

  そこで、もう一回確認のためにお聞きしたいんですけれども、国見浄水場から送水され、そ
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して、梅の宮浄水場で受水する。受水して、そこから仙南・仙塩広域水道の水と大倉ダムの

水を合わせて送水するわけですよね。今回の案件で断水をしたというのは、何をもって断水

をしたのか。実は、恐縮なんですけれども、私のところは、断水という話がありましたけれ

ども、水はためましたけれども、念のために。送水は、されていたんですよ。その辺の仕組

み、いろんな管内のポンプ場から、梅の宮浄水場からそれぞれ配水池に恐らく送水する仕組

みになっていると思います。そこで、そこら辺の仕組みなり、対応なり、どうだったのかと

いうのをちょっと明らかにしてほしいなと思います。 

○菅原委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 まず、今回の油の流出に伴いまして、ご質疑のとおり、大倉ダムを支流

とする大倉川に灯油の混入があったということで、そちらの原因でもって、国見浄水場内に

ある分水地で仙台市と塩竈市に分けるところのゲートで止めたという形になります。 

  塩竈市は、大倉ダムを水源とする水と七ヶ宿ダムを水源とする２系統を保有しております。

このたび、水質事故の影響に伴いまして、取水停止を行いましたのは、大倉ダムを水源とす

る系統でございます。なので、広域水道に関しましては、水は通常どおり受水できていたと

いうことになります。通常は、日量約2,800トンを仙南・仙塩広域水道の南部山浄水場から受

水しております。今回、急遽こちらの増量の要望をしております。2,800トンから１万1,500

トンまで増量をしていただきましたので、結果、梅の宮浄水場から下流域でございますけれ

ども、地区の断水が、回避されたという状況でございます。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 そうすると、これを私、知ったんですけれども、県に要請して2,800トンから１万

1,500トンに増量してもらって、それで何とかしのげたというか、対応できたということです

ね。分かりました。 

  それで、一方で、そうすると、大倉ダムは断水になっちゃったから止めたわけですよね。仙

南・仙塩広域水道で受水していったと。しかし、一方で、断水が続いて、中には濁り水が出

てしまったという関係のその辺の対応で、今後の課題、その当時の課題、今後の教訓という

点で生かすべき点があるのかどうか。やっぱりあってはならないと思いますけれどもね。や

っぱり毎日飲む水ですから、そこら辺の対応について、ちょっとお聞きをしたいと思います。 

○菅原委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 まずは、仙台市と共同で受水しているということがございますので、そ
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ちらの受水のポイントでもって、さらに水質の管理体制の強化というのを仙台市とともに検

討していくというのが、１つでございます。 

  もう一つ、市民の皆様に対しての情報の提供がなかなかうまくできなかったというのが、反

省点でございます。あとは、水道管の中の水が、ほとんど空になっていたという状況もござ

いまして、なかなか水の充足、管の中に水をため込むのに時間を要した、さらに、結果とし

まして、さびのついた水を出してしまったという、それにもさらに時間を要してしまったと

いうのが、今回の反省点でございます。 

  以上です。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。 

  そうすると、空の状態というか、管が空の状態で、だっと水を流したので、それをもって濁

り水が出てしまったと捉えてよろしんですね。それでいいのかな。 

○菅原委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 そのように想定しております。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。 

  それで、今後、いろいろ考えなければならない課題は、いっぱいあるかと思います。 

  ２点お聞きをしたいと思います。この予算書の中で、１つは、やっぱり人的体制の問題が必

要なのかなというところは、感じるところです。７ページのところに、今、31人ですか、今

年度、職員さんがいらっしゃる。一方で、よくよく見ると、45歳の方が大半を占めて、ほと

んど占めているということで、今後、やっぱり技術職をどう継承するかというのを一つお聞

きしたいのと、それから、水道事業の中で、やはり市民の皆さんに様々な点で不便を来した

ということも含めて、聞くところによると、水道の減免ということもいろいろと考えられて

いるようなんです。 

  そこで、その２つ、水道の事業所、職員の関係、技術者継承、これは大事だと思うので、そ

の１つと、それから、やっぱり先ほど言った市民の皆様への減免等について、どのように今、

されようとしているのか。現段階で分かる範囲でいいですから、教えていただきたいと思い

ます。 

○菅原委員長 小林水道部業務課長。 
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○小林水道部次長兼業務課長 ただいまご指摘いただきました、まず、技術の継承といった部分

です。 

  これは、水道部に過去からいろんな部分で課題となっておりまして、私たちとしては、予算

にも計上しておりますが、研修を行う、あるいは、そういった機会をみんなで話し合って、

断水した場合、どのように対応すればいいか、あるいは、そういった大きな組織なんかもあ

りますので、そういった部分で関係機関と連絡を取りながら、今後とも技術の継承には、努

めていきたいと考えております。 

  もう一点、減免等の件なんですが、それにつきましては、今現在、検討中ということで、お

答えさせていただきます。 

  以上です。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 分かりました。 

  ひとつその技術の継承ね。やっぱり人員確保は、やっぱり45歳なんですよね、平均年齢が。

そうすると、定年退職まであと15年。その間はいいかもしれないけれども、やはり技術を身

につけるのは、やっぱり５年、10年がかりなものですから、やはりそこは、しっかり対応し

ていただいて、やっぱり市民の暮らし、命を守る水として、使命をぜひ生かしていただきた

いと思います。分かりました。 

  全体の流れとして、やはり今後、いつ震災が、複合災害として起こってくるのかも分かりま

せんし、やはり毎日使う水が、やはり絶えたというのは、改めて今回の事案をもって痛感さ

せられたところですので、ぜひ今後とも安心安全な水確保のために鋭意努力していただけれ

ばと思います。 

  最後に、仙南・仙塩広域水道の民営化の問題で、一言だけ触れておきたいと思いますが、何

か情報によると６月県議会に事業者の方が、入札というか、応札、事業参入するようですけ

れども、これは、どのように情報をもたらされているでしょうか。 

○菅原委員長 小林水道部業務課長。 

○小林水道部次長兼業務課長 今、県が進めている宮城型の管理運営方式に関する応募者との競

争的対話は、今現在、終了したといった部分で、12月に終了したところです。今後の動きと

いうことなんですが、その後、１月６日から第２次審査を行いまして、１月中旬から３月中

旬にかけましてＰＦＩの検討委員会による審査、そして、３月中旬以降には、その検討委員
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会からの答申、あるいは、優先交渉権の決定という予定で進んでいるということを聞いてお

ります。 

  以上です。 

○菅原委員長 伊勢委員。 

○伊勢委員 それは、非常に大事、重要な問題なんですね。といいますのは、私の地域をいろい

ろ訪問させていただくと、水質が悪くなるんじゃないのかなという心配をお持ちの市民の皆

さんもいるんです。実際にそういう話も聞かれております。今度のは、やっぱり水道の民営

化、コンセッション方式の中で、水道ばっかりじゃないんだね。どうも話を聞いてみると、

水源地から今度は、蛇口まで、浄水場もということも含めて、やっぱり民営化になってしま

うと今後の公的なそういった対応が、様々な懸念される材料があります。これは、県で決め

るといえば決めることなので、塩竈市は、受水と供給を結んでいるので、そこの関係での対

応なので、今後の課題をよく注視していきたいと思います。 

  以上で終わります。 

○菅原委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 先ほどは、失礼いたしました。 

  先ほど、伊勢委員からご質疑がございました介護保険の要支援者の人数でございます。令和

３年１月末現在におきましては、1,017人の方々が、要支援者となります。大変失礼いたしま

した。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 鎌田礼二委員。 

○鎌田委員 おはようございます。特別会計について、質疑をさせていただきます。 

  まず、資料№15からいきたいと思います。資料№15の20ページに特別会計の総額が書いてあ

ります。約127億5,000万円ですか。それで、この表を見ますと、この比較ですね。本年度と

前年度の比較をしますと、約１億円のプラスとなっております。細かなところで、交通会計、

それから、公共用地の取得関係ですか。これを合わせると約コンマ５億円ぐらいになると。

そうるすと、実際は、１億5,000万円、ほかの部分で上がっているとなるわけですが、この間

の説明によると、それぞれが増加していると。介護保険事業特別会計であれば受給者が増え

ているというところを説明されたと思いますが、実際、それだけではないのかなということ、

それ以外にも要因があるのかなと考えますけれども、そういうことはないのでしょうか。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 
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○相澤市民総務部次長兼財政課長 全体的な増減の要因については、今、鎌田委員からお話しい

ただいた内容でございます。交通事業会計もありましたけれども、交通事業会計につきまし

ては、昨年度、船舶の定期点検があったので、その分が今回、減じたということになります

ので、減額という形になっております。 

  介護保険事業特別会計につきましては、一部給付というのもありますが、低所得者の負担軽

減の措置がございますので、そういった措置の部分も一部増えているということでございま

す。 

  国民健康保険事業特別会計につきましては、ご説明申し上げましたとおり、１人当たりの医

療費が増加しているということの影響により、それぞれ会計として予算規模が増加している

ということでございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  次に、資料№17の14ページから質疑させていただきます。 

  ここに一般会計からの繰り出し、11特別会計ですか、記載をされているわけです。令和２年

度と令和３年度となっています。総額で繰入金が、約35億円になります。この中で、11会計

がありますけれども、もう最初から、介護やらその辺は、仕方ないところがあるかなと思い

ますが、ほかはいろいろ努力で減らしていけるものだと思うし、私が、これで一番違和感が

あるのは、最初からもう繰り出しを予算化しているという、繰り出しありきで予算化してい

るというところが、私は、最大の問題じゃないかなと捉えてはいるんですよ。やはりそれぞ

れの特別会計で努力をしていただいて、繰り出しがないのが本来の形かなと思うわけです。

どうして最初から予算化されているのか、その辺をちょっとどなたか答えていただきたいん

です。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 予算につきましては、通年予算ということで、どうしても国

の補助金、あとは、国の認定とかを含めて補正予算をお願いすることがございますが、基本

的には、当初予算案につきましては、１年間かかる総額を議会にお示しするというのが、基

本的な予算の組み方の考え方になりますので、当初各会計で収支見通しを行いまして、その

分、やはり一般会計からこの程度繰り出さなければいけないということも含めて、議会の皆
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様、あるいは、市民の皆様に対してお示しをし、全体像をきちんとお示しするといった考え

方に基づきまして、当初予算におきまして、各会計に対する繰り出し、特別会計の中で見れ

ば繰入金ということで措置をさせていただいているということでございます。よろしくお願

いいたします。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 そういうことなんでしょうけれども、基本的な考え方として、やはり自分たちの力

でやるという、そういう形が望ましいのかなと思うわけですけれども、特別会計にする意味

合いは、どこにあるのか。例えば、交通関係とか、魚市場とか、一般会計の中でのやりくり

をしたら、そんなことも言われることもないし、いいのではないかと思いますが、なぜ特別

会計、こういった11事業も設けてやっているのか、その辺のことをまた財政からお聞きをし

たい。 

○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 各会計につきましては、基本的には、法律があればそれに基

づいて会計を設けているということになります。具体的には、地方財政法に基づきまして、

水道、それから、交通事業、病院事業会計、市場、公共下水道事業については、特別会計を

設けなければならないと規定がされておりますので、それに基づいてやっているということ

です。 

  それから、国民健康保険事業につきましても国民健康保険法におきまして、特別会計を定め

ることとされておりますし、介護保険事業につきましても同様でございます。そういったこ

とで、それぞれこういった会計を設けてお示しをさせていただいて、運営をしているという

ことでございます。よろしくお願いします。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 公的にはそうだろうと私も思います。でも、本来、目的とするところは、どこなの

かというと、やっぱりその事業にどれだけお金を費やして、どういう実績があったのか、

個々の特別会計で見るためのものだと私は、解釈をしているんですよ。そういった点で、最

初から繰り出しではなくて、一般会計からの借受金というか、借金にすれば、それだってい

いのではないかと。そうすると、今までの状況がどうなのか、累積赤字がどう来ているのか、

全部その中で分かっちゃうので、そういった手法を取れないのかどうかをちょっとお聞きを

したいと思います。 
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○菅原委員長 相澤財政課長。 

○相澤市民総務部次長兼財政課長 前段、申し上げましたとおり、まずは、現時点では、全会計

における会計をきちんと議会の皆様にお示しをすると。負担の在り方についてもお示しする

ということで予算計上をさせていただいております。 

  今、委員からおっしゃっていただいた各会計の努力につきましては、決算に向けて様々な収

入確保、それから、決算に向けた経費節減等を行いまして、現時点では、できますればそう

いったことで当初予算を見積もった繰り出しが、減額するという形でお示しをさせていただ

ければという形で考えてございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 その努力をするためには、やっぱりそれなりの実績をちゃんと現実を見つめる、そ

ういった意味では、私が言ったようなそういった手法が、私は、望ましいのではないかと思

うわけです。最初から繰入れありきで、もう予算も組んであって、こうだとこれが通常のあ

れだという、そういう認識に変わってきますよ、誰だってね。 

  ですから、やはりこの一般会計からの借金は、今年は何ぼだと、今期は何ぼだと。過去10年

間で何ぼだというのがはっきり分かったほうが、自分たちの努力する出来事が出てくるので

はないかと私は思います。 

  こればっかりの話をしていると次に進まないので、次にちょっと進みたいんですが、資料№

18、予算特別委員会資料（その２）の市立病院の一般会計の繰入金の推移ですね。これを見

ますと、それぞれ……。 

○菅原委員長 ページ番号は、何番でしたか。 

○鎌田委員 17ページです。これを見ますと、大体、例えば、令和２年度であれば、３億2,000

万円が実質的一般会計負担額なんですね。基準内が３億4,000万円ですか。それから、交付金

が１億4,000万円と。これをずっと平成28年から令和２年まで見ますと、大体３分の２が市立

病院、皆さんの会計で基準内と捉えている金額の３分の２が、大体交付金として下りてきて

いると。総務省やらなんやらで捉えているのは、基準内、役所では、こういった金額を出し

ているわけですけれども、実際国では、基準内というのは、この交付金に表れていると私は

思いますけれども、そういう解釈にはならないでしょうか。 

○菅原委員長 並木市立病院事務部業務課長。 
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○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 基本的に基準内というものについては、

委員おっしゃるとおり、交付金の対象になると考えております。ただ、交付金の国の補助率

というのは、基準内100％補助するというものではありませんので、それに伴って入ってくる

お金の金額というのは、基準内のものと交付金の金額というのは、変わってくるものと認識

をしております。 

  以上です。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 この実績を見ると、基準内の約３分の２になるわけですけれども、なぜ100％交付

されないのか、その辺を、基準内としてなっているものに対して。その理由は、どう捉えて

いるでしょうか。 

○菅原委員長 並木業務課長。 

○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 交付金というものの性質というか、基本

的な考え方になると思いますが、例えば、建設改良などに使った経費に対しましては、その

２分の１が、例えば、繰り出しの基準になるというもの対して、そのさらに繰り出しのもの

のさらに２分の１を交付金で充てるというスキーム、様々ございます。例えば、災害復旧で

あれば、震災のときの災害復旧などは、こういうものを、かなり高いものはありましたけれ

ども、通常であると大体、国が４分の１、市で４分の１、その企業で２分の１というスキー

ムであるかな思っております。すみません、この程度の認識しかございません。 

○菅原委員長 本多市立病院事務部長。 

○本多市立病院事務部長 すみません。ちょっと補足させていただきます。 

  我々、総務省の基準というのは、委員もご承知だと思いますけれども、大体20項目ぐらい市

立病院が、該当しています。総務省基準のいわゆる基準内のうち、交付税の対象になってい

るのが、９項目ぐらいしかないんですね。実際に算定される交付税側の基準に当てはまるの

が９項目ということで、その10項目分ぐらいが、差額に出てきているということになります。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 それならば、その10項目以外のもので塩竈市が繰り出ししてもいい、基準内と考え

るものについては、やっぱり企業努力をしていただいて、そこを出費がないような状況にす

れば、そうすると、もう交付金だけで繰り出しはなしでいけるとなると思います。そうやっ

てほしい、努力してほしいと思います。 
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  今度は、資料№13に移らせていただきます。ここで、17ページに明細がずっと入ってきてい

ますが、一般会計からの繰り出しが、この項目、17ページでは３つ、それから、21ページで

は１つ繰出金、繰入金ということで書いていますが、これが今回予算化している繰入金の４

億5,600万円でしょうか、まず。 

○菅原委員長 並木業務課長。 

○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 委員ご指摘のとおりでございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  次に、ページを戻りまして、２ページ目。ここで総額が、病院事業収益が約30億4,000万円

ですか。これとあとは、資本的収入が書いていますが、この中で、数字的にちょっと私が思

うのは、総務省の経営比較表を出して持ってきました。これは、もちろん令和２年度は入っ

ていないので、去年の令和元年度になるわけですけれども、それから比較すると、令和元年

度では、病院の事業の収益が28億円だと。今回、30億4,000万円になっていると。それから、

総経費も令和元年度は約28億円なんですね。この数値を今回、上げてきている要因として、

どういう事業を展開しようとしているのか、簡単に教えてください。 

○菅原委員長 並木業務課長。 

○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 病院事業ということでのご質疑をいただ

きました。 

  資料№13の１ページ目をご覧いただきたいと思います。 

  病院としましては、業務量とこちらの第２条に示させていただいているところでございます。

こちらで収益に直接関係するものとすると、年間の患者数ということになるかと思います。

年間の患者数は、入院で４万7,450人、こちら、１日当たりと考えますと、（３）に示してい

るように130人、外来につきましても同様に276.3人ということで、これに現状での入院です

とか、外来の診療単価というものを掛け合わせたもので、こちらの２ページ目の医業収益を

算出してございます。また、医業外収益のところは、こちらも繰入金とか、健診事業とか、

そういったものが入っているものになります。 

  費用につきましては、その現状での支出状況などを勘案して、さらにやはり収益アップを少

し考えてございますので、その分を割増ししたような形での計算をしております。 

  また、資本的収入、支出につきましては、今回、事業を計画している建設改良であるとか、
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医療機器、情報機器等の整備の費用を実際のかかるであろう金額というのを算出しての積算

となってございます。 

  以上です。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ちょっとあまり長かったし、ちょっとぴんときません。 

  令和元年度から比べると、患者数やらなんやらを多く見積もっているということでいいんで

すね、早い話が。と、私は、理解をしましたけれども。 

  そして、ちょっと先ほどの話に戻していくんですが、病院の経営比較表、これは、令和元年

度になるわけですけれども、ここで経常収支比率が、市立病院に対しては100.3％と100％を

オーバーしているという状況です。そして、全国平均だと97.7％と。類似団体から見ると、

96.5％、かなりかけ離れた数字に塩竈市は、なっているというところがあります。 

  それから、職員の給与関係を見ますと、やっぱり看護師関係が、平均年齢が当該病院は、市

立病院としては46.7歳、それから、全国平均は39.5歳、類似団体では42.3歳と。それから、

事務職員もそうですね。平均年齢は、市立病院が45.7歳、全国平均42.9歳、それから、類似

団体は43.4歳と、全職員を見ても給料の額からいって高いんですね。類似団体、それから、

全国平均から見てね。 

  やはり問題は、ここにあるのかなと私は思っているんですよ。やっぱり人件費の占める割合

が、一、二年前は、志賀委員から、民間の病院と公立病院との差は、人件費だと。民間が、

たしか60％ぐらいと言ったような気がするんですね。50％ですか。公立病院は60％を超える

という話をされましたが、市立病院は現実に今、人件費は、何％になりますか。管理者、お

願いします。 

○菅原委員長 福原病院事業管理者。 

○福原病院事業管理者 これは、変動する数字ですので、一概に何％ということは、なかなか言

えないですね。ただ、医業収益が年度によって大分変わりますので、それに対する比率とい

うことになります。ただし、職員の給与費に関しては、きちんと公務員の規定に沿ったもの

でございますので、これが年齢によって増減するというのは、ご指摘のとおりだと思います。 

  以上です。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 分かりました。 
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  通年の比率が、大体そんなに上下するものではないんじゃないかと私は思うので、それを知

りたかったんですが、やはり民間より年齢層が高いと。やはりそういった年齢層の構成も変

えていかないといけないんじゃないかと。やはりそこにメスを入れない限り、病院ですから

メスを入れない限り、この改革は、ないものだと私は思います。 

  一方、もう一つ、職員１人当たりの診療収入という項目も出てきます。ここを見ますと、そ

れぞれのあれが出てくるわけですけれども、類似団体とね。令和元年度の塩竈市では、医師

１人当たりの金額が28万1,484円と。これは1,000円単位かな。円かな。それから、それに対

しての数字は、全国は30万2,984円、それから、類似団体では33万9,432円。類似団体、全国

平均から見ても稼ぐ金額が、ちょっと失礼な言い方ですけれども、少ないと。それから、看

護師さん、看護部分でもこれはもう少ないと。全国平均やら類似団体からも少ないと。 

  やはり人員構成やら人件費に対するこの部分を何とか切り開いていかないと、やはり今まで

の繰入金をずっとやってきているその体系からは、脱却はできないし、新しい病院を建てた

としてもこれをクリアしていかないと、まず、黒字化は無理だろうと私は思いますが、管理

者は、いかがでしょうか。 

○菅原委員長 福原病院事業管理者。 

○福原病院事業管理者 これは、やはり自治体病院の置かれている状況によって大きく変化する

んだろうと思います。急性期医療を中心にやっているところであれば診療単価は、どんどん

伸びていきますので、診療報酬が増えるということでございますが、当院の場合には、地域

包括ケア病棟というものが経営の主体になっています。ここは、定額ですので、入院患者数

を増やすことによって診療報酬は増えるかもしれませんけれども、診療単価そのものは、上

げることはできないということになっております。これは、制度上の問題でございます。 

  以上です。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ベッドの役割というか、その辺の使い方によってくるのかなと思います。どこかの

資料に出てきましたけれども、急性期について、やらないとやっぱりもうけがないのかなと

思いますが、そういったことも含めて検討が必要なんでしょうけれども、私は、その前にや

っぱり人件費に関するここをクリアにしていかないといけないと思います。やはり市長も今

回の施政方針で訴えている稼ぐ意識を持っていかないと、市立病院であろと必要だろうと私

は、思います。市長としては、今までやり取りを聞いて、人件費に対してどう思われるのか、
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そこをちょっと意見をお聞きをしたいと思います。 

○菅原委員長 佐藤市長。 

○佐藤市長 大変デリケートな問題でもあると思いますし、市政全体の中でのバランス、もしく

は、市況、市政の様々なコロナ禍にあっての現況というものがあろうかと思います。そうい

ったバランスを踏まえながら、僕とすれば、今までも受益者負担の云々かんぬん、こういっ

たことを提案させていただいていますが、そういったタブーと言われていたところの議論を

しっかりとすることが、重要だと思っています。今までだと、なかなか言えない、議論でき

なかった、話から逃げていては、市政をこれからどのような形で身の丈に合ったものにして

いくかということは、その議論すらできないと思っております。ですから、今、鎌田委員が

ご指摘いただいている部分についても市立病院の中では、市立病院の人件費の問題があるだ

ろう、市役所の中には、市役所の職員の人件費の問題があるだろう、こういったことも僕と

すれば、厳しい状況になるということは、今の時点でも大変皆様方もお分かりになっている

部分もあろうかと思います。それをどうやってハレーションを少なく治めていくか、身の丈

に合ったものに近づけていくか。ですから、その時宜に合った形での議論を大切にしたいと

思っているので、それには、日頃からこういったタブーと言われてきた問題についてもしっ

かりと議論することが、重要だと考えておりますので、僕の中では、聖域なく、いろんなも

のを見直していくための議論は、し続けていきたい。その中で必要なものからやっていかな

ければいけないだろうという認識でございます。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 どうもありがとうございます。 

  この特別会計については、市立病院だけではなくて、ほかの事業、他の10事業についても言

えることなんですよ。ですから、やっぱり最初から繰入れありきの考え方ではなくて、本来

は、なしでやるべきであって、その中でお金を繰入れしているのは、借金だという意識を持

っていただいて、しっかり今後、やっていただきたいなと思います。 

  そして、次に、最後になりますけれども、水道関係について、ちょっとだけお聞きして終わ

りたいと思います。 

  資料№14の３ページになりますけれども、これを見ますと、原水及び浄水費として、ここに

金額が上げられております。約3.5億円ですけれども、これは、実際に今のところ、水道の原

水を、先ほど、話題に出ましたが、買って、その買った料金がこれになるわけですか。 
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○菅原委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 お答えします。 

  詳しくは、資料№14の17ページをご覧いただきたいと思います。 

  支出という項目がございます。こちらの第１款第１項第１目原水及び浄水費、その内訳が、

こちらに書いております。この中で、下から４行目ですか。受水費とあります。こちらの部

分が、仙南・仙塩広域用水道受水料金ということで、県から受水している費用ということに

なります。 

  以上です。 

○菅原委員長 鎌田委員。 

○鎌田委員 ありがとうございます。 

  ここで、僕、何を聞こうかと思っているのは、内容としては、施政方針でも言いましたけれ

ども、伊保石のあそこに流している水が、あれがなくなると、今度、仙台と共用して進める

事業に当たって、あの水をもう流すことはなくなるのか。回答として、建設部長だったと思

いますが、本来せせらぎは、周りに降った雨やらなんやらが集まるような話をしていました

が、あの中では、泉ヶ岳とか、栗駒山みたいな山であれば集まるんですけれども、あれだけ

の山じゃちょっとせせらぎになるような水は、集まらないわけですよ。今、あれが流れてい

るので、いい状況ができているわけですけれども、将来的に仙台との共用化が進むと、あの

流す水は、なくなるの。それとも、今まで契約していて、もう何十年と契約があって、やっ

ぱり水は買うことになるんですか。また、緊急時に備えて、買って造るということもあるの

で、ずっと将来的には、買うようになるのか。その将来的なところをちょっとお聞かせくだ

さい。 

○菅原委員長 小林水道部業務課長。 

○小林水道部次長兼業務課長 ただいま、仙台との共同浄水場の件で、ご質疑がありました。 

  これまでもご説明しているとおり、塩竈市の水道につきましては、２系統ありまして、１つ

は、仙南・仙塩広域水道、これは、浄水された水を購入しているといった形です。もう一系

統が、今、大倉系から単純な水をそのまま流していただいて、そのまま梅の宮浄水場で浄水

するという２系統なんですが、仙台と共同化した場合は、仙台で浄水して水をそのまま流し

てもらう。それで、購入するわけではないと。共同で造るわけですので、水を購入するわけ

ではなく、浄水場を共同運営していく、そのような考えでおります。 
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  以上です。 

○菅原委員長 暫時休憩いたします。再開は11時10分といたします。 

   午前１１時０１分  休憩 

                                             

   午前１１時１０分  再開 

○菅原委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  志賀勝利委員。 

○志賀委員 私も資料№17のページ14、市立病院の繰り出しのところから、ちょっとお話をお聞

きしたいと思います。 

  まず、ここに書いてある基準内繰入れの３億4,700万円は、これは、国から来たお金も入っ

ているのか、ちょっとその辺、確認したいと思います。国が認めている基準。 

○菅原委員長 並木市立病院業務課長。 

○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 基準内繰入金の３億4,775万1,000円の中

に国の基準によるものが入っているかというご質疑でよろしかったでしょうか。 

  こちら、総務省の繰出基準によるものになります。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 それで、その基準内賃金は、両方あるということですので、国と市とそれぞれ幾ら

ずつになっているか、教えてください。 

○菅原委員長 並木市立病院業務課長。 

○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 こちらの中身ですと、資料№18の17ペー

ジをご覧いただきたいと思います。 

  こちらの令和元年度の例でいきますと、実質的な国の交付金を、交付税を除いた……。

（「議長」の声あり） 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 もたもたされると困るから。 

  国が、１億7,000万円ですよね。残りが、市からというところですね。分かりました。 

  それで、今度は、資料№13の５ページ。市立病院の関係です。資本的収入及び支出というと

ころの項目の下に3,848万円ということで一般会計から繰入れということを書いてあるんです
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が、これは、左側の収入とは別にこっちにまた収入と並べているのは、どういう違いがある

のか、ちょっと教えてください。資本的支出というのは、何なのかということ。 

○菅原委員長 並木業務課長。 

○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 企業会計の場合、収益的収支と資本的収

支という２つの勘定ができています。財産を構築するような部分というのは、資本的収支に

記載されているものとなります。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 要は、設備投資ですよね。そう簡単に言ってください。それで分かりますから。 

  それで、設備投資がない場合は、これは、出てこないということですね。当然、修理なんか

も出てくるわけですか。補修とか。どうなんでしょうか。 

○菅原委員長 並木業務課長。 

○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 基本的に修繕となりますと、そちらにつ

いては、収益的収支で見ている部分というのが、基本になるかと考えています。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 それで、まず、またこの資料№13の中で、４ページの入院収益の項目です。16億

6,000万円とあります。これは、当然、塩竈市立病院の急性期と回復期しか、今、ないわけで

すよね。ですから、この２つのそれぞれの急性期、回復期のベッドの稼働率をどう見ている

のかということとそれぞれのベッドの稼働単価をどう見ているのか、ちょっと教えてくださ

い。 

○菅原委員長 並木業務課長。 

○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 ベッドの急性期の部分ですけれども、す

みません。もう一度資料を見てからお答えします。すみませんでした。 

○菅原委員長 本多事務部長。 

○本多市立病院事務部長 両方とも合わせて病床の稼働率として、90％を見込んでおります。

161床に対しての90％で130という見通しです。 

  単価につきましては、令和３年度につきましては、ちょっと３階と同じ回復期についても３

階と５階で単価が若干違うんですが、おおむね回復期病棟については、３万4,000円程度です。

急性期病棟につきましては、３万8,000円程度を見ているという状況でございます。 

○菅原委員長 志賀委員。 
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○志賀委員 そうなれば、前、私が聞いたときとちょっと違ってきたよね。 

  それで、例えば、100％稼働したときに医業収益というのは、幾らになるか計算されたこと

はありますか。 

○菅原委員長 並木業務課長。 

○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 申し訳ありません。100％では計算して

ございませんでした。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 だから、そういう計算をしていかなければ駄目なんだね。結局、市立病院が、黒字

化するためどうしたらいいのかというの。稼働率を上げればいいんだとずっと議論してきた

わけですけれども、私が、試算したところによると、稼働率100％に上げても収支は、黒字に

ならないですよね。ちょっと今、単価はちょっと違ってきていますけれどもね。ということ

になるんですよ。そうすると、経営の合理化とかなんとか言ったところで、肝心なところを

触っていかない限り、市立病院の黒字化というのは、あり得ない。そして、事あるごとに市

立病院が、公立病院としての役割を果たすんだというお話も出されております。それで、消

化器系については、ハイレベルな医療を行っているというお話もお聞きしましたが、そのハ

イレベルな医療というのは、どういう、何に比べてハイレベルなのか、ちょっと教えていた

だければと。 

○菅原委員長 福原病院事業管理者。 

○福原病院事業管理者 消化器系は、内科と外科の連携が非常に大事な分野になってきます。内

科的な治療で終了する場合、それから、進行している場合には、外科的な介入が必要になる。

この両方が、合わさった医療を提供できる病院は、それほど多くはないと考えておりまして、

これができることが、急性期医療に十分対応できる医療機能と考えております。 

  以上です。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 何かに比べてハイレベルじゃなくて、ただ、要は、そういった医療技術とそういっ

たところを組み合わせて、ただ、ハイレベルな範疇にあるということですよね。民間と比べ

てハイレベルということじゃないですよね。民間だって同じことをやっているわけでしょう、

民間病院でも。 

○菅原委員長 福原病院事業管理者。 
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○福原病院事業管理者 これは、医師の技量によるものがかなりありまして、例えば、同じ内科

の消化器系の医師としてもいろんな段階があるんですよね。ステップによって、いろんな医

療の提供ができるようになる、こういう医師をそろえている病院ということになります。 

  以上です。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 市立病院は、優秀なお医者さんがそろっていると。何をして、何と比べて優秀なの

かは、ちょっとその辺は分からないですよね、客観的に見て。判断できないと思います。そ

れで、それは、優秀な方がそろっているんだなということで、それはそれでそういう理解を

しておきましょう。 

  次に、病院のベッド稼働率が、90％ということなんですが、それというのは、実現可能な数

字なんでしょうか。お聞きします。 

○菅原委員長 福原病院事業管理者。 

○福原病院事業管理者 100％の病床稼働率というのは、どういうことかということをもう少し

ご説明しなくてはいけないんですけれども、やはり病院は、常に一定の入院患者数がいるわ

けではないんですね。80％のときもあり、100％のこともあり、それが両方ならされて90％と

いう数値になってきます。ですので、常に100％を目指すということになりますと、「今日は

もういっぱいで入れませんよ。何日か後に病床が空きますので、そのときに入院のご案内を

します」と、こういう医療をせざるを得ないということなんです。そうすると、当院のよう

に非常に高齢化の患者さんが多い場合には、今、医療提供することが大事なんですね。です

ので、ある程度余裕を持っていないとそういう急性の患者さんの受入れができないんですね。 

  ということで、我々は、先ほど、事務部長が90％という数値を示されましたけれども、急性

期病床においては、80％以上、それから、地域包括ケア病床に関しては、90％以上を目指す。

これで、ある程度の病床を確保しながら、救急も受け入れられる、それから、在宅とか、そ

ういう患者さんで急変された方もいつでも受入れができるという体制を維持するということ

もこれは、公立病院として非常に大事な役割ではないかと考えております。 

  以上です。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 おっしゃるように、100％だと次が入れませんからね。また、そういうこともあり

得ない。 
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  それで、過去の病院の稼働率を見ていきますと、一般病棟、これは、当然、急性期と回復期

が入るわけですよね。平成28年以降、平成28年が83.8％、平成29年が84.4％、平成30年が

81.8％、令和元年は78.7％という稼働率です。それで、療養病棟、これが過去に、平成28年

度は93.4％、頑張ってかなりの高稼働率で頑張られたんですね。その次が、平成29年が

83.4％、そして、平成30年度は78.6％、平成元年は49.9％と、これは、切り替えたときもあ

るからこういう数字にはなっているかと思いますが、平成30、29、28年ということは、一つ

の指標になろうかと思います。ただ、こういったことで、どんどん減って、稼働率が悪くな

ってきている。 

  今回、そういったことで、切り替えたと。それはそれで理解します。単価も上がりました。

ただ、単価が上がっても、先ほど言ったように、100％稼働しても市立病院の収支は、黒字に

はならないという現実をしっかりと見据えていただいて、これからそれを黒字化するために

は、どうしたらいいかということを考えていかないと、また、このままで繰入金ありきの予

算をずっと組んでいって、何億円というお金をつぎ込んでいかなければいけない。結局、今

回の予算でも基準内が、１億7,000万円ですね。塩竈市から出しているわけです。そのほかに

繰入金が、まだあるわけですよね。 

  ですから、それがもし減ったとしたら、先日もお話ししたんですけれども、例えば、１億円

の資金が、ほかに使えることとなると、今、塩竈市にとって大事な子供たち、出産を促進す

るための政策、例えば、１人10万円、第１子10万円、第２子が20万円といった設定をした場

合に、第１子の子供さんには、600人支給できる。第２子については、200人支給できる。合

計800人の赤ちゃんに誕生祝い金が支給できる政策が立てられるという、私は、そういう考え

方をするわけですよ。私にとっては、市立病院が、公立として存続する意義よりもそういっ

た赤ちゃんをいかに多くつくらせるかという政策のほうが、私は大事だと思います。 

  そして、公立病院は、別に市立でもいいわけですよ。ただ、市立でもいいけれども、運営は

民間にお任せするということが、繰入金をなくす最大の方法であると私は、考えているわけ

ですよね。 

  それで、前にも何回もこれは、言っていますけれども、福島県三春町の三春病院には、2018

年11月に現況を調べに行ってきました。ここは、かつて県立病院だったところが、県が、病

院を廃止する、やめるということになって、地域病院がないので、三春町が、県から病院を

無償で譲渡していただいて、三春町が、病院運営をするということになったわけですね。そ
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れで、そのときもいろんな議論があったようで、まず、運営の方式の検討会では、公設公営、

公設民営、町の町内医療機関が設置した法人による運営、それから、民間事業者への移譲、

４つの項目があって、県から移譲する場合は、10年間民間の方への移譲ができないので、民

間移譲はなくなった。塩竈はこれは、該当しないわけですけれども。それから、町と町内医

療機関が設置した法人による運営というのもちょっと難しかった。結果としては、公設民営

に落ち着いたと。その中で、議論の中では、自治体関係者の意見としては、指定管理者に対

して営利目的の民間病院が、どこまで地域医療に責任を持てるのかという疑問が呈されてい

る。当然、そうだと思います。それと、研究者の意見としては、「組織の硬直化や経営意識

の欠如など、自治体が直接経営するのは、限界に来ている。自治体が、施設を設置すること

で公益性を担保しつつ、民間の医療機関が緊張感を持って運営すれば、効率的に行える。委

託を受けた医療法人が、傲慢経営をすれば、影響はその法人自体に及ぶので、手は抜けな

い」というのが、その研究者の意見もあるわけです。そして、委員会の中でいろいろもまれ

た意見としては、公立病院の職員の問題ということを取り上げています。まず、公務員意識

が強く、組織として一体感がない。それから、財政支援が当然との意識が働く。ここですね。

重要ですよね。それから、累積赤字が膨らんでも公務員としての身分が保証され、辞めない。

それから、給与は、経営成績に関係なく、民間に比べると医師は低く、看護職、事務職は高

い。それから、病院経営や医療の質より、役所の規則等、形式的なことに気を遣い、経営を

管理する人がいない。まさしくそうだと思います。 

  結局、本来、事務方が病院の経営を一応やるはずなんですけれども、事務方の部長さん、課

長さんは、２年、３年で替わっていっちゃうんですね。本当の経営というのはできない。仕

組み上、できないという大きなウイークポイントがあるわけですよ。だって、本多部長は、

会社経営をしたことはないでしょう。ずっと役所でしょう。その経営感覚では、身につかな

いです、２年、３年で。そこが、公立病院の一番のウイークポイントなわけです。 

  それと、「公立病院の経営の問題としては、首長、議会、監査、病院長等、幹部は、病院経

営の素人であり、事務職は、二、三年のたらい回し人事により、経営管理要員が、育たな

い」と言っているわけですね、この会議の中で。それと、「責任の所在が曖昧で、誰も責任

を取らない」。まさしくそうですよね。それと、「民間に比べて、銀行等の融資審査が甘く、

銀行も経営に深く立ち入らない」。こういうところは、公立病院の優位性ですよね。「公立

病院は、政策医療、不採算部門を抱えているので、赤字は当たり前という思い込みがある。
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住民サービスと言いながら、赤字は、税金で棚上げしているんです」と。そして、「建物設

備が豪華になりがち」。結局は、民間に比べて倍近い建設費がかかっているという現実があ

るわけです、公立病院の場合ね。そして、「材料等の購買部門が弱いため、結局、コストが

高い」。これは、医療の薬品でも何でもそうですね。それと、「公営企業制度は、病院運営

に公共性の実現と経済性の発揮の努力を要求しているが、このことが赤字経営の合理的理由

にはならない。そして、地方公共団体の事務は、税金を充てるので、法令の公正確実な執行

が、目的となり、効率性がおろそかになる」という、こういった意見がまとめられていて、

結果として、公立民営にしようと決まったわけです。それで、減価償却費は、毎年役所に今

の指定管理者の病院が、預かって積み立てている。ですから、建て替えるときは、その減価

償却費で、町からはお金を出さずに建て替えできるという仕組みになっているわけです。 

  こういったところもあるわけですから、やっているとろがね。何かずっと今まで私は、何回

も言い続けているけれども、公立民営というところは、どこかにぶん投げられてしまって、

また税金をただただ垂れ流ししていくということにつながっていく方向に、そこから抜け出

せないところに私としては、情けないなという思いがしているわけです。 

  それと、公立病院の役目というところで、確かに救急医療なんかも一つの大きな役割を果た

しているかと思います。それで、救急車の出動回数と塩竈市立病院の搬送割合、ちょっと調

べさせてもらいましたら、令和２年度は、11月20日現在で救急対応が、7,543件。市立病院は、

そのうち508件。二市三町の管内での搬送件数が7,543件のうち、4,380件。そして、管外、要

するに仙台市内ですね。今、運ばれているのが、2,729件という数字。市立病院は、その件数

の７％しか取扱いができていないという現状。これは、やはりお医者さんが、外科と内科が、

１日置きに当直されているのかどうか分かりませんけれども、そこに合致しないと結局、受

入れができないという、毎回これは議論されているところですけれども、両方そろえるとコ

ストがかかってそれもできないというところで、やっぱりそういった意味では、中途半端な

形になっているのかなと。 

  それで、よく訪問介護をやります。そうすると、これも5,000万円の収益に対して、１億

5,000万円かかっています。１億円の赤字です。これは、公立病院だからやっているんですと

いうお話もよく聞くわけですが、例えば、民間であれば8,000万円の赤字で済むかもしれない。

そうしたら、市が8,000万円を民間病院に負担してあげて、その在宅医療というものを守って

いけば私は、いいんじゃないのかなと思います。そういうことを条件に民間の指定管理者を
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募集すれば、例えば、それで出てこなければまた、これは、別ですけれども、だから、そう

いう作業を市として早くやっていただいて、近隣の民間病院に呼びかけていただいて、それ

で、駄目だったらやっぱり最早公立公営を選択せざるを得ないということになるやもしれま

せんし、廃院するという結論になるかもしれません。これは、まだ分かりませんけれども、

そういう選択肢を、早く現状を把握できるような仕組みづくりをしていただければなと思い

ます。 

  結局、もうこの10年間で70億円のお金がつぎ込まれています。そのうち、金額、半分近くか

ら、過去の不良債権の整理というところではあるにしても、以後、新しい体質というものが

なくならないような予算組み意識でいる以上、ずっとこれから先も赤字、今、現時点で多少

収益が回復しても、新しく造ったら30年後に塩竈市民は何人になりますか。３万人台になっ

ちゃうんでしょう。そうしたときに病院経営をどうするんですか。いや、そのとき、俺はい

ないから知らないよというのでは、これは、あまりにも無責任だなと私は、思います。 

  だからこそ、今、ここで塩竈市立病院は、抜本的な改革をしていかないと先がないのではな

いかなと。福原病院事業管理者も病院の抜本的改革という言葉を過去に使われています。た

だ、ちょっと意味合いが違ったようですけれどもね。ただ、ベッド数を変えることが、抜本

的改革だということだったのかもしれませんけれども、私は、その抜本的改革という言葉を

使うのであれば、そこまで考えてやっぱり病院経営というものを確立していかないと、結局

は、塩竈市民の不幸につながっていく。まちの衰退につながっていく。その４億円というお

金があったら、塩竈市内は、いろんなことを事業としてできるんですよ。 

  病院がないと病人が困るのかというと、これもまた県で私、お聞きしたんですけれども、今

現在、高度急性期の病床が、仙台圏内、これが2,346床、必要病床数は1,798床、600床多い。

それから、一般病床については、急性期が現在7,183床、必要病床数が4,999床と、これが

2,100床多い。それで、回復期については、現在1,416床、市立病院の変更後は入っておりま

せん。必要病床数は3,899床。全体の病床数からしますと、現在、病床数が１万945床、それ

に対して必要病床数は１万696床ということで、やっぱり病床数が余っているということを見

ると、急性期の病床数は2,000病床あるわけですから、これを切り替えることによって、回復

期も十分間に合うようだという単純な数字をただ見て、そういうこともありますし、ここで

やっぱりそういう自分たちの都合の悪い情報を排除しないで、全ての情報をきちんとそろえ

て議論をしていただければなと思いますが、いかがでしょうか。 
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○菅原委員長 福原病院事業管理者。 

○福原病院事業管理者 塩竈市の医療提供を守るためには、やはり宮城県の出している地域医療

構想に基づいているべきと私は、基本的に考えています。これは、例えば、塩竈市は、仙台

医療圏ですので、足りない部分は全部仙台にお願いするという考えには、ならないんだと思

います。 

  今、県から、当院の診療機能に関するコンサルが入っているんですけれども、やはり二市三

町の中で、塩竈市立病院の果たすべき役割というのをきちんと果たしているだろうという評

価になっています。これは、やはり今、委員がおっしゃったように、高度急性期に関しては、

仙台市の病院にお願いするということでいいでしょうけれども、回復期とか、そこら辺の医

療は、全然足りないんですよ。特に仙台市内が足りないんですね。こういうところをやはり

我々の病院がきちんと埋めていくということは、私は、非常に重要な役割を果たしていると

考えています。 

  それから、経営形態に関しては、これは、やはり開設者が市長ですので、市長の判断という

ことになろうかと思っています。 

  以上です。 

○菅原委員長 志賀委員。 

○志賀委員 今、全然足りないというお話でしたけれども、ただ、ざっくり言って一般病床とい

う稼働率だけで見ますと、宮城県内の平成30年、これは、急性期から回復期まで入っている

わけですけれども、73.9％なんです、宮城県は。それで、全国で34位。稼働率は悪いんです

ね。だから、そういうところもやっぱり一つの視野に入れていただいて、議論を深めていた

だければなと思います。 

  それと、水道の事業なんですけれども、ちょっとだけお聞きしたいと思います。 

  ４ページかな。 

○菅原委員長 時間よろしいですか。ブザーが鳴ってしまいました。 

○志賀委員 駄目ですか。 

○菅原委員長 すみません。 

  志子田吉晃委員。 

○志子田委員 おはようございます。 

  私からも特別会計で何点か質疑させていただきます。 
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  主に国民健康保険税のことを中心に聞きたいんですけれども、議案第26号「塩竈市国民健康

保険税条例の一部を改正する条例」ということで、資料№15の15ページ、16ページ、17ペー

ジです。３ページにわたって一部改正ということで提案されております。この件について、

お聞かせ願いたいんですけれども、この条例一部改正ということを今回、お出しになった大

まかな理由ということをお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 お答えいたします。 

  今回、塩竈市国民健康保険税条例の一部改正についてということで、これを議会に出した理

由ということでございますけれども、市民の方から結構窓口、また、電話とかで、ここに書

いているとおり、改正前というところですけれども、第１期分とほかの期別分、第２期、第

３期分、あと第４期分と第12期分までのその差が大きいというご指摘を受けておりました。

そういったことから、今回、こういった条例改正をさせていただいた次第でございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。 

  この資料の16ページのところを皆さん、見ていただきますと、これは、極端な例かもしれま

せんが、改正前のところを見ると、この例では、第１期が2,800円、第２期がゼロ円、第３期

ゼロ円、第４期だけが今度9,200円、そして、第５期以降第12期まで1,000円と、今までのパ

ターンですと、こういう徴収になっている。それで、単価を1,000円未満ということではなく

て、100円未満にしていただきたいと私、議会で要望いたしました。そうしたら、早速条例改

正ということで新しく改正の表を出していただきました。そうすると、今度、改正後になる

と、一番高いところが第４期の2,000円、それ以外のところは、大体1,900円、そして、第３

期だと900円、こう納めやすく今度は改正していただく、これが通ればですけれども、そうな

るので本当に納めやすくなって、収納率もこれで上がるようになるのではないかと私も期待

いたしますし、納付されている方も今年は、毎月大体同じような金額で納められるので、楽

になる、市民の方も納めやすくなると私も思います。なかなかいい提案だと思いまして、大

いに賛成したいところでございます。 

  それで、この17ページなんですけれども、今までそれではどうしてそうできなかったのか、

なかなか難しかったのか、それをどう今回納めやすく直してもらったか、その辺のところの
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根拠の法令と何で今まではそうしてこなかったのか、その辺のところをお聞かせ願いたいと

思います。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 お答えいたします。 

  何で今までこういったことをしてこなかったのかという理由でございます。 

  申し訳ございません。私も２年前に税務課長になりまして、地方税法をよく読んでいなかっ

たということもちょっとございまして、この第24条の４の２のこの条文についてもお客様か

ら言われた要望と、また、先ほど、言ったとおり、志子田委員から言われたことに基づいて

再度調べたところ、こういったことができるという話でござましたので、今回、このような

条例改正をさせていただいている次第でございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 志子田委員。 

○志子田委員 別に課長を責めているんじゃないですよ。やっていただいたから、よく見つけて

いただいて直していただいたということで、だけれども、そういうんだったら最初からなっ

ていれば、もうちょっとうんと納めやすかったのにな。本当に毎月が、大体同じでないとや

りくりが大変なんですよね。第４期だけが急に２万円なんて言われると納められなくなる。

これが、今までいろいろ分割を私も要望して、８回払いを12回払いにしてくださいというこ

とで、12回払いになってから久しいんですが、この第４期のところだけが急に大きい人もい

たということですので、そういう方をなくすために今回、やられたので、大いに賛成したい、

ありがとうございますと言いたいです。この第26号の件については、以上で、次は、議案第

31号の国民健康保険全体のことについて、お尋ねしますので、よろしくお願いします。 

  資料№11の241ページ。ここに全体的な国民健康保険の令和３年度の予算の歳入歳出表が出

ております。この国民健康保険の予算の編成の全体的な考え方、この辺、241ページを見ると、

保険給付費が相当増えそうだとか、そういうことが書いてあって、全体で歳出は、昨年対比

4,390万円ほど、全体でかかるんじゃないだろうかという予算編成でございますが、この令和

３年度の国民健康保険の予算の編成の考え方をお聞かせ願いたいと思います。よろしくお願

いいたします。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 



-256- 

  国民健康保険特別会計の予算の全容でございます。前段で財政課長からも特別会計の説明の

中で、国民健康保険会計の収支に関しましては、4,390万円プラスで0.8％増ということで今

回、ご提案をさせていただいております。内容といたしましては、一番大きな部分でござい

ますが、歳入歳出部分でございます歳出の第２款保険給付費でございます。こちらのまず、

医療費の支払い分でございましたが、こちらの増減分でございました。こちらに関しまして

は、国民健康保険会計の全体の流れといたしましては、被保険者数が全体としては減少して

いて、全体としては微減傾向になるという状況は、これまでと変わらない状況でございます。

ただ、前年度の予算の作成の際に、昨年度、予算の立てた折でございましたが、歳入で約２

億円、歳出で約１億6,500万円の減額と、大分大きな減額の見込みを立ててきておりました。

ただ、財政課長からも前段でお話があったとおりに、医療費全体としては、下がっている状

況でございましたが、１人当たりの医療費に関しましては、これまでどおり、申し上げてな

かなか言いづらいところではあるんですが、増額、増加している傾向にございます。そうし

た状況からこちらの見積り、今年度の補正でも約2,500万円の増額補正ということでさせてい

ただいております。こちらの実績を踏まえた格好でプラス0.8％、4,300万円ほどの増額とい

うことで見込んでいる状況でございました。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 志子田委員。 

○志子田委員 ありがとうございます。１人当たりが増えそうだという説明でございました。 

  それで、今度は実施計画で、そうしたら、増えるということに対して対策、実施計画の23ペ

ージ、医療費適正化対策事業ということで、令和３年度から、今までは書いていなかったん

ですけれども、予算化されております。この医療費適正化対策事業の中身とか、その辺のと

ころをご説明お願いいたします。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 

  こちらは、医療費適正化対策事業でございましたが、医療費適正化に係る事業といたしまし

ては、保険年金課といたしましては、レセプト点検、あるいは、ジェネリック、こういった

ものの利用促進等を進めている状況でございます。 

  今回、こちらに提案させていただいた中身といたしましては、レセプトの２次点検分につい

てでございます。これまで、レセプトの１次点検に関しましては、国民健康保険団体連合会
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に委託を行いながら機械的な点検を、１次点検を行っているということでございましたが、

保険者としての２次点検を、それをさらに行うという中身でございます。こちらに関しまし

ては、これまで２次点検は、自主的な塩竈市独自で行っていた状況でございましたが、こち

らの事業内容にもご説明、記載がございますが、令和２年度、今年度から県で共同実施を行

っている状況で、塩竈市に関しては、１年ちょっと状況を見ながら対応させていただくとい

うことで、令和２年ではなくて令和３年度から新たにこのレセプト２次点検の共同実施に加

わらせていただくということで、対応させていただく中身となってございます。こちらは、

令和３年度の事業費につきましては、こちらのレセプトの件数に応じた案分した金額を県に

お支払いするという中身なってございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもご回答ありがとうございます。 

  もしも余計めに医療費がかかっているというところがあると困りますので、レセプト点検事

業ということをされたと思います。今までやってみて、その効果みたいなのは、どうなんで

すか。今度は、市独自ではなくて、共同実施された場合もちゃんとレセプト点検の２次点検

は、うまくいくのかどうか。結構、レセプト点検すると、ある特定の偏った事業者のところ

が大体多めに請求してくる傾向がある。ですから、そこのところの事業者を中心に点検すれ

ば、大体見つかるという傾向があるのではないかと言われているんですけれども、今までの

実績としては、レセプト点検の効果はどうだったでしょうか。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 

  レセプトの点検の効果というご質問でございます。こちらの内容に関しましては、まず、国

民健康保険団体連合会で医療機関から１次的なレセプトが上がって、提出されます。こちら

に関して、ここ最近は、大体がレセプトは、電子化されております。どこの大きな医療機関

さんを含めてほとんどの病院で２次コンピューターを入れながらの対応ということで、こち

らの国民健康保険団体連合会の１次点検に関しましても機械的なレセプト点検になってきて

いるようでございます。 

  以前に関しては、志子田委員ご指摘のとおりに、紙のレセプトの場合であると各医療機関で

の差が大分あったようにお話を聞いておりましたが、こちらに関しましては、大分機械で点
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検することによって、さらにそういった間違い、過誤があった場合に関しましてもそのたび

ごとにそういった同じような間違いがないような格好で修正がなされているということで、

ほぼほぼ１次点検で過誤に関しては、修正がなされると。そこから漏れたところ、例えば、

過誤の部分なんかに関しましても、例えば、保険の加入の有無の関係、例えば、働いて社会

保険から国民健康保険に移る、あるいは、逆の場合、そういった部分なんかの状況なんかに

関しての点検みたいなものを行いながら対応するということで、こちらの点検の効果に関し

ては、だんだん低くなってきているという状況にございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。今までの効果が出たということで、今度は共同と

いうこと、その流れは分かりました。ありがとうございます。 

  241ページのところの質問でございますが、それと、ここに諸支出金というのが1,000万円ほ

ど出ていますけれども、この辺、この中身について、ご説明お願いいたします。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 

  こちらの歳出の諸支出金の内容でございます。こちらに関しましては、予算の中で1,000万

円ほど計上させていただいております。こちらの内容でございましたが、保険者の医療費

等々の還付金等といったものも予算計上を行うために、こちらに1,000万円ほどの金額を上げ

させていただいております。内容に関しては、まだ当該年度が始まってみないと分からない

ところがございますので、仮で上げさせていただいている内容でございます。 

  以上です。 

○菅原委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。 

  いずれにいたしましても、健康保険の料金が上がらないようにいろいろ点検していただいて、

使いやすくするように進めていただきたいと思います。 

  続きまして、議案第38号「令和３年度塩竈市水道事業会計予算」をお聞きします。 

  資料№14の17ページ、それから、実施計画の34ページです。 

  何を聞きたいかというと、ここに第７次配水管整備事業ということが書いてありまして、先

ほど、鎌田委員から伊保石公園で今、流している水は、これからなくなってしまうんですか、
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どうなんですかと言われたら、水がこれまでどおり、流れるのか、いや、今度はもう水を流

すことはなくなりますかという、どちらかすぱっとした返事に何か聞こえなくて、どっちで

も取れるようなお答えでしたので、どうなんですか。これからも水は、買っている水を全部

売るわけでもないし、漏水しているのもあるし、余分な水も買っているけれども、料金は料

金で取るんだという考えだったら、いろんな意味で水は、今までどおり買うけれども、ただ、

料金としてもらえる分はこのぐらいです。漏水のこともあるからね。浄水場のところを使う

ためにその分、最初から漏水分だということで、流すという考えだってあると思いますけれ

ども、これからどうなるんでしょうか。流すのか、もう流さないのか、その辺のお答えをお

願いします。 

○菅原委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 先ほど、鎌田委員に業務課長が回答した中身ですけれども、共同浄水場

ができるということになると、大倉川からの取水は、必要なくなるということで、梅の宮浄

水場ではなくて、配水池だけが必要になると。当然、コントロールの管理分門は必要ですけ

れども、原水は、来なくなるという状況ですので、今おっしゃる余剰水とか、オーバーフロ

ーとかは、なくなると。ほとんどきれいな水、浄水された水が全て梅の宮に来るということ

でございます。 

  以上です。 

○菅原委員長 志子田委員。 

○志子田委員 ありがとうございます。 

  でも、やっぱり伊保石公園のせせらぎを保存するためには、これからもずっと流れていない

とうまくないと思いますけれども、そのことについては、水道部としては、そこは、出なか

ったらもうその分の水は、塩竈市がお客さんとして買って、お金をもらうんだったら流しま

すという考えなんですか。その辺のところを確認したいと思います。 

○菅原委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 施設が新しくなって梅の宮に来る水は、ほとんどきれいな水、飲める水

ということになりますので、その水を流すということは、買った水をそのまま流していると

いう状況になりますので、それは、必要ないと水道では思っております。 

  以上です。 

○菅原委員長 志子田委員。 
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○志子田委員 考え方が分かりましたので、あとは、公園の水をやるためには、別な方法を考え

なければならないということだけは、分かりましたので、ありがとうございます。 

  水道で、資料№14の水質のことでお聞かせ願いたいんです。 

  17ページのところにいろいろ原水及び浄水費ということで書いてあります。それで、消毒関

係なんですけれども、水質、今、塩竈市の水なんですけれども、１年前くらいからどうも水

を消毒する、コロナの関係なのかなとは思いますけれども、殺菌というか、それが強くなっ

たような気がします。そして、だんだんここ一、二か月前からますます消毒のパーセントが

強くなったんじゃないかなという気はしているんですけれども、その辺のところはどうなん

でしょうか。お願いします。 

○菅原委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 お答えいたします。 

  水質につきましては、法令で定められている塩素というのを注入する必要があります。その

注入量によって、季節的な変動、雨ですとか、気温とかによりましても日々その状況に合わ

せまして塩素の濃度を毎日変化を検査しながら決めているという状況でございますので、そ

ういった変動は、やはりあるかなと思っております。 

  以上です。 

○菅原委員長 志子田委員。 

○志子田委員 塩竈の水は、ほかのところの水道よりもきれいだから、あまりさらし粉とかが、

入っていないような、飲んでもそのまま原水のようなおいしい水と私は、思っていたんです

けれども、そうすると、今は、もう普通の水道水になったという私、意識なんですけれども、

そのように仙台と合同になったので、もう基準が変わって消毒の量が増えたという理解でよ

ろしいんでしょうか。その辺のところをお願いします。 

○菅原委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 仙台との共同の浄水場は、今まだ計画段階ですので、まだ、稼働はして

おりません。今は、梅の宮浄水場で浄水をして、大倉川から取水した水で浄水をして、皆様

に供給しているというのと、県の仙南・仙塩広域水道の水を供給しているという２系統で運

営しているという状況でございます。 

○菅原委員長 志子田委員。 

○志子田委員 どうもありがとうございます。いずれにしましても、安全でおいしい水の供給を
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よろしくお願いしたいと思います。 

  時間がありませんので、私の質問はこれで終わります。ありがとうございます。 

○菅原委員長 志賀委員より、発言の申出がありますので、これを許可します。志賀委員。 

○志賀委員 先ほど、ちょっと夢中になりまして、ちょっと不適切な表現方法を使ったようなの

で、そのことをちょっと訂正させていただきたいと思います。 

  子供をつくらせると何か思わず言ってしまったようなので、それを子供をもうけていただく

という表現で訂正していただければと思いますので、よろしくお願いします。 

○菅原委員長 お諮りします。委員の申出どおり、訂正の申出を許可することにご異議ありませ

んか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅原委員長 異議なしと認め、委員長において、訂正の申出を許可することに決しました。 

  なお、訂正部分については、後刻議事録を調査した上で、処置することにいたします。 

  暫時休憩いたします。再開は、13時といたします。 

   午後１２時０３分  休憩 

                                             

   午後 １時００分  再開 

○阿部（眞）副委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  なお、質疑の際には、資料番号、該当ページ等をお示しの上、ご発言くださるようお願いい

たします。 

  阿部かほる委員。 

○阿部（か）委員 午前に続きまして、特別会計の質疑をさせていただきます。 

  資料№12をお開きいただきたいと思います。ページ24、25です。もう一つは、資料№18のペ

ージ５をお開きいただきたいと思います。 

  平成２年度から下水道事業、これは、地方公営企業法の適用となって、１つの会計となりま

した。それにつけてご質問をさせていただきます。 

  まず、ページ24には、重要な会計方針として、企業会計となったと同時にどのようにいろん

な法的なもので変わっていくのかということを載せていただいたと思いますが、どうぞ市民

の皆さんに分かりやすくかいつまんでちょっとご説明をいただきたいと思います。 
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○阿部（眞）副委員長 星下水道課長。 

○星建設部下水道課長 それでは、阿部かほる委員にお答えさせていただきます。 

  平成２年度より地方公営企業法の財務を適用させていただきまして、今回、２年目の予算編

成ということで、やらせていただいてございます。令和元年度までの特別会計と大きく違う

点でございますが、まず、資産の形成をはっきりとさせていただくために、資料で大変申し

訳ないんですけれども、15ページ、16ページの貸借対照表等を見ていただければと思います。

15ページの資産の部にございますように、固定資産と大きく書かせていただいている部分、

こちらのでトータルで723億何がしという形で下水道の総資産を、これまで全て表すというこ

とがなかなか難しかった部分につきまして、こういった形で表現させていただいております。

この資産を活用しながら収益を得たり、維持管理をやらせていただく形に大きく変わったと

いう内容になります。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ご説明ありがとうございました。 

  それで、一番やっぱり気になりますのが、資料№18の５ページのところです。企業会計の今

後の10年間の償還予定表ということで、一般会計、特別会計も載っておりますが、これで令

和２年度から企業会計になったということで、法適用ということで、償還金の予定額が移っ

ておりますけれども、一応企業会計に移ったことでこの償還予定は、いろいろと内容的なも

のは変わらないんでしょうか。それとも変わったところがあるんでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 星下水道課長。 

○星建設部下水道課長 阿部委員にお答えいたします。 

  内容的には、全然変わってございません。こちらの表現そのものなんですけれども、今まで

借りたものにも償還表をそのまま載せさせていただく形になっておりますので、ご理解のほ

ど、よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 それから、資料の24ページにちょっと目を移していただきまして、下のほう

に４番ということで、消費税及び地方消費税の会計処理というところがあります。消費税及

び地方消費税の会計処理は、税抜き方式ということなんですが、実際にこれからいろんな貸

借対照表といろいろつくっていくわけですけれども、そうしたときに消費税の扱いはどのよ
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うになっておりますか。 

○阿部（眞）副委員長 資料№12の24ページからですね。（「はい。24ページです」の声あり） 

  星下水道課長。 

○星建設部下水道課長 特別会計のときと変わらず、企業会計になっても同じような会計方式に、

税務処理になります。これまでと同様、税理士にお願いしながら消費税を計算させていただ

いている内容になっております。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  下水道で一番気になるのは、これまでの長期の地方債の返済、そういったことが、企業会計

になってどのように処理されていくのか。塩竈市の会計の中では、最大限一番大きなもので

ありますので、その辺、ちょっと気になりまして、ご質問させていただきたいと思います。 

○阿部（眞）副委員長 星下水道課長。 

○星建設部下水道課長 これまで借りておりました償還につきましては、特別会計時代と変わら

ず、それと同じような形になります。これまでどおり、資本費平準化債ということで30年の

地方債を通常ですと減価償却期間50年なので20年延ばさせていただくとか、30年の許可を国

からいただいた分について、借換債ということで５年刻みで、金融機関によってはそういっ

た形になりますので、長く償還させていただいて一般会計からの繰入金の額をできるだけ少

なくなるような形で運営させていただければと考えてございます。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。それをお聞きしてちょっと安心をいたしました。 

  それで、資料№12の25ページのところで、上から２番目です。３のところ。予定貸借対照表

関連なんですけれども、貸借対照表に計上されている企業債のうち、他会計が負担すると見

込まれる額は、122億1,707万1,000円とありますけれども、この金額は、どのようにして出さ

れたものでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 星下水道課長。 

○星建設部下水道課長 こちらにつきましては、基本的に繰出基準に基づいた形で設定させてい

ただいてございます。 

  以上でございます。 
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○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。 

  それでは、次に移らせていただきます。 

  それでは、交通事業特別会計にまいります。資料№11の226、227ページをお開きいただきた

いと思います。 

  第４款の諸収入の中で、左側、227ページに海上交通バリアフリー施設整備助成金として41

万6,000円と載っていますけれども、教えていただきたいんです。海上交通バリアフリーの施

設は、どういう意味があるのか、教えてください。 

○阿部（眞）副委員長 尾形浦戸振興課長。 

○尾形産業環境部浦戸振興課長 お答えいたします。 

  令和３年度につきましては、桂島の桟橋にタラップを新しく１台整備させていただくんです

けれども、それを整備するに当たって、すみません、正式な財団名は忘れましたけれども、

交通バリアフリー施設整備助成金というものが41万6,000円ほど入ってくるということで、今

年度計上させていただいております。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 

  それでは、次に、同じく資料№11の229ページをお開きをいただきたいと思います。 

  第12のところに委託料としまして、浮標灯の設置委託料、それから、事務業務の委託料とし

て出ておりますけれども、この浮標灯を新たに設置するのかどうか、現況の様子をお知らせ

ください。 

○阿部（眞）副委員長 尾形浦戸振興課長。 

○尾形産業環境部浦戸振興課長 お答えいたします。 

  現在、浮標灯につきましては、浮標灯16灯、浮きたるが22個ほどございまして、そちらの管

理とか、浮標灯のくい、竹になるのですけれども、そういったものが例年10か所程度駄目に

なるものですから、そういったものの入替え費用という部分で305万8,000円の計上となって

ございます。 

  その下の事務業務委託料22万円につきましては、先ほど、下水道でも説明がありましたよう

に、市営汽船でも消費税の計算に伴いまして、税理士にお願いしておりますので、そういっ
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た部分の委託料になります。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。 

  何度か浮標灯の関連は、震災後、私も議会でいろいろとお願いしたり、質問させてもらった

りしましたけれども、実は、つい先頃、夜中に救急艇が出て、患者さんを運んだということ

をお聞きしまして、そのときに波が高くなくてよかったなとふと思ったんですね。この浮標

灯というのは、まさしく夜間本当に救急で患者さんを運んだりというときは、本当に灯台の

役割、あるいは、道しるべとなるものですから、これは、本当に大事なことで、お聞きしま

したら、やっぱり松島湾のこの中が、全部分かっている方ならいいんですけれども、でも消

防でも二十何人ぐらい資格を持っている方が、いらっしゃるということで、対応方は、大丈

夫ですということで安心いたしましたけれども、ぜひこういった管理というのをしっかりと

やっていただければということでお願いを申し上げておきたいと思います。 

  それでは、次に、253ページ、国民健康保険事業特別会計のところで、ここに出産育児一時

金というのが第４款のところに出ていると思いますが、この一時金というのは、お産したと

きに医療の対象になるのかどうか、その辺、ちょっとご説明お願いいたしたいと思います。 

○阿部（眞）副委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 

  こちらの出産育児一時金につきましては、出産費用に対して支給される金額でございます。

１回当たり42万円ほどの支給という状況でございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました。こういったことが、若い方たちの負担を軽くする

ということでは、大事なことですので、どうぞよろしくお願いいたします。 

  次に、実施計画の23ページ、ちょっとお開きいただきたいと思います。 

  国民健康保険事業会計の中に医療費適正化対策事業というのが出ております。これは、２次

点検、いろんな診療報酬の明細の２次点検ということですけれども、令和２年度から県内31

市町村が共同実施しておりますということなんですが、今年度は、本市も含めて全ての市町

村で実施するということ。この共同実施というのは、点検するに当たって、何か制度的なも
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のがあるのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○阿部（眞）副委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 

  こちらに関しましては、先ほどのご質問の中でもございましたが、国民健康保険団体連合会

で行う１次点検に加えまして各保険者が行うべき２次点検という中身になってございます。

こちらの共同実施に関しては、以前から、何年か前から県内で共同で行うことによって、経

費、大分スケールメリットが働いて安価に済むだろうということで検討がなされてきた中身

でございます。こちらの内容に関しましては、これまでも行っている内容とあまり変わらな

いという状況ではありますが、県の全部の市町村が行う、共同で参加をしながら、委託を行

いながらそれで点検を行うという中身になってございます。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございます。とても大事な部分ですので、どうぞよろしくお願い

したいと思います。 

  それでは、同じく資料№11の281ページをお開きいただきたいと思います。 

  魚市場事業特別会計でございます。 

  この中にちょうど第12節のところです。施設管理業務委託料、それから、施設設備点検委託

料となっていますけれども、この仕事の内容をちょっと教えていただきたいと思います。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  委託料のうち、施設管理等業務委託につきましては、敷地内の環境整備並びに県の施設であ

ります給電施設を当市が委託を受けて管理をさせていただいておりますが、給電施設を管理

する上で、電気技師の資格が必要となりますので、再委託ということで、こちらをさせてい

ただいていることでございます。 

  次に、施設整備点検委託料でございますが、今の市場でございますが、施設内には、エレベ

ーター、自動ドア、消防施設、海水処理施設、それから、駐車場ゲート、大型スライダー、

太陽光設備、電気工作物、こういった設備、施設がございます。今、申し上げました施設の

点検委託料として、計上させていただいております。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 
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○阿部（か）委員 ありがとうございました。なかなかどこの施設にもあるんですけれども、点

検委託というのは、すごく委託事業で大きな割合を占めているかと思います。これは、全部

庁舎の中において、各施設において、どれだけの委託料を払っているのか、やっぱり一度精

査してみる必要があるのかな。 

  それで、私が、よく言いましたけれども、資格のある方を雇用して、その点検を任せてお願

いしたほうが割安になるのかどうかという、そういった点もいろいろこういう世の中ですの

で、専門の方でもご退職なさって、そういった技術を持った方が、世の中には今、たくさん

いらっしゃいますので、そういったコスト削減といいますとあれですけれども、そういった

ことも一つの財政の削減になるのかなと思いますので、どうぞひとつ点検の方、よろしくお

願いしたいと思います。 

  それでは、283ページ、第２款のところですけれども、漁船対策費として98万9,000円と出て

おります。今、水揚げが大分減ってきまして、ちょっと心配をしておりますけれども、一時

震災以降もそうですが、２度ほど水揚げ奨励金をつけてほしいということで、それが実施さ

れ、そのときの業績というのは、確実に上がっていたわけなんですね。この水揚げ奨励金を

つけてくださいと。この費用は、船が増えれば必ず解消される金額なんですね。 

  そういったことも踏まえて、やはり船が入らなければ港は栄えません。地域経済が盛り上が

らないわけですね。水を買うにしても、油を買うにしても地域経済が潤ってきますから、必

ずこの奨励金は、戻ってくるお金なんだという意識を持って、私は、この事業というものを

提案しました。確実にその結果は出たはずです。３年間続けて終わって、また水揚げ高が下

がって、またつけて、また上がってという、それを黙って私もちょっと見ておりましたけれ

ども、ぜひ今、石巻も、それから、気仙沼も本当に一生懸命頑張っておられます。塩竈の場

合は、太平洋から入ってくるときにどうしても港奥部につかなければならない。油を使う。

そういったことで、やっぱり船主さんは、計算すると思いますので、その分の補塡という意

味で私は、水揚げ奨励金をつけたらいかがですかということ。何か呼び水をしなければ、船

を呼ぶにしてもやはりなかなか難しいところがあるかと思いますので、この辺、お考えがあ

ればお聞かせください。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  令和３年度当初予算におきましては、委員ご指摘の漁船費用を、奨励金を計上してございま
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せんが、実は、今年１月末に佐藤市長と業界の21名の方々と意見交換をさせていただいてお

ります。やはりそうした中で、業界の代表の方々からは、やはり物量を増やしてほしい、水

揚げ量を増やしてほしいと訴えをいただいているところでございます。今後、今、ご指摘い

ただいたような奨励金についても検討させていただきたいと考えております。 

  なお、令和３年度当初におきましては、下段に記載しておりますが、水揚げ漁船の対策費と

いたしまして、遠洋トロール船の横持ち分の200万円を計上させていただいておりますので、

よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ぜひどうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、次に、同じく資料№11の295ページをお願いいたします。 

  介護保険事業会計のところで、第３款のところ、第５節介護保険保険者努力支援交付金とい

うのがありますけれども、この内容的なことを教えていただきたいと思います。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 資料295ページの第３款にございます介護保険保険者努力支援

交付金の件について、お答えさせていただきます。 

  この交付金の内容につきましては、介護保険に係る予防とか、健康づくりに関する項目、さ

らにこのうち、重要と国で定めましたものについて、各保険者、市町村でございますけれど

も、こちらの市町村が、結果としてよくやっているという内容になった場合には、点数化し

まして、これを踏まえて交付されるという内容の交付金となっております。よろしくお願い

いたします。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました。どうぞよろしくお願いいたします。 

  それでは、次に、同じく資料№11の361、366ページまでございます。北浜地区復興土地区画

整理事業特別会計になっていますが、今年度は、ほとんどゼロということで、これは、終了

ということでよろしいんでしょうか。お聞かせください。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木都市計画課長。 

○鈴木建設部都市計画課長 お答えいたします。 

  本年度は、1,000円計上ということでございますけれども、初日にお認めいただきました繰

越事業ということで、予算をお認めいただいておりますので、そちらが終了するまでの間、
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特別会計を維持する必要がございますので、1,000円計上とさせていただいたものでございま

す。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 阿部委員。 

○阿部（か）委員 ありがとうございました。復興から10年目という節目の年で、いろいろと終

了の年に向かっておりますけれども、今後ともよろしくお願いいたします。 

  これをもちまして、質疑を終わらせていただきます。ありがとうございました。 

○阿部（眞）副委員長 山本 進委員。 

○山本委員 それでは、私から、まず、水道事業会計について、若干お尋ねさせていただきます。 

  まず、先月13日発生いたしました大倉水系の石油流出事故、職員の方々が、市長はじめ夜を

徹しての復旧作業、お疲れさまでございました。また、県内各地からも応援いただき、また、

隣接県からも応援いただいたということであります。 

  そこで、お尋ねしますけれども、資料№14のページ５、第２次老朽管更新事業として、今年

度１億3,273万円が計上されております。今回の断水事故におきまして、完全復旧まで３日か

かったといっているのは、私は、各老朽管の影響だなと。いわゆる赤水でございます。現在、

洗管作業というのは、されているんですか。 

○阿部（眞）副委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 断水の影響に伴う洗管作業は、全て終了しております。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 配水管の管路の経年化率、これは、類似団体に比較して、約倍の34.4％となってお

りますし、これに対する更新率については、幸い類似団体から比較して大体２ポイントほど

改修が進められています。いずれにしましても、本市の水系につきましては、もう明治35年

から始まっておりまして、かなり延長、長い。したがって、明治時代からのあれですし、ま

た、その後は、戦前戦後となって、管路の老朽化は、他の受水団体に比較しても大変な苦労

が必要とされておるわけでありますけれども、そういった中で、年間の更新に必要な金は、

１億3,000万円ですけれども、今後の水需要の減少、また、水道事業の実際の保有する資産と

を比較して、今後、どのような計画でいられるか、お尋ねします。 

○阿部（眞）副委員長 小林水道部業務課長。 
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○小林水道部次長兼業務課長 それでは、私から、今後の計画ということでご説明させていただ

きます。 

  今、去年の４月に塩竈市水道事業経営戦略といったことで今後の修繕計画等も含めて計画を

立てたところです。今現在の耐震年数等を考慮しますと、今後、約10年で約80億円かかると

いうことで、改めて今後の10年間の計画を立てたのが、こちらの計画となっています。その

中で、今後のそういった耐震化の年数等の見直しを行いながら、最終的には10年間で70億円

を確保して、今後、実施していきたいといった内容で進めております。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 今、次長答弁されましたように、年間約８億5,000万円の更新費用がかかります。

せっかく今、水道事業会計として一定程度の剰余金は持っておりますけれども、これだって

もう四、五年でなくなるという状況の中で、水需要も落ちると。ですから、今、次長おっし

ゃられた経営計画、経営戦略の19ページに記載されていますけれども、組織の見直し、それ

から、特に技術継承や資質向上に取り組む。 

  今回、やはりどうしても洗管作業が遅れて、断水が３日もかかったという事態は、やっぱり

私から言わせれば、技術者不足、また、技術の継承が、足りなかったのではないかなと。頂

きました資料№18の１ページにありますように、現在、全体で27名、水道職員、それから、

そのうち技術者が、工務課は16名になっていますけれども、実際の必要な土木技師とかは、

大体７名ぐらいということで、過去の20年ぐらい前の半分以下になっている。これは、別に

塩竈市の水道だけに限ったことではない。下水もしかり。また、全国自治体に共通する技術

者不足でございます。であるがゆえに民間活力をより積極的に行うと同時にやっぱり組織と

してノウハウをきちんと継承していくという姿勢が、私は、必要だと思いますけれども、そ

の辺のところの試みは、されていますか。 

○阿部（眞）副委員長 小林水道部業務課長。 

○小林水道部次長兼業務課長 先ほどもお答えしたところだったんですが、まず、技術の継承、

あるいは、職員数が、これまでご指摘のとおり、震災時は、約50名いた。今現在、30名とい

うことで、大分減少しております。その中で、いかに技術の継承をしていくかという部分が

一つの課題でして、特に水道事業につきましては、約10年間は経験しないとなかなか一人前

にならないといった部分はありますので、そういった部分では、今後ともプロパー、結局、
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水道職員としての経験を持つ職員を育てにいく、そういった体制の考え方でおります。その

ためには、やはり研修、あるいは、そういった経験をさせて、いろんな部分を経験させてプ

ロパーを育てていきたい、こういった考えでおります。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 これは、非常に大きな課題でありまして、組織を挙げて取り組んでいただければな

と感じております。特に塩竈市の場合、先ほども申しましたように、県の七ヶ宿の１万5,000

トン、それから、大倉水系の３万トン、合わせて４万5,000トン、こんなに潤沢な水系を確保

している自治体は、県内でも極めて珍しい、であるがゆえにその施設を維持管理するには、

今後、莫大な金がかかる。すぐまた、料金転嫁というわけにはいかない。内部努力をしなが

ら、経営努力をしながら、やっていかないといけない。一つ、考え方として、隣接する市町

との広域化。今回は、仙台市との間で大倉水系について、合理化をして、そして、塩竈は、

浄水を受水するという方向に変えていく。これは、経営改善の一つだと思います。それと併

せて塩竈市として隣接市町との広域化というものは、考えていますか。 

○阿部（眞）副委員長 大友水道部長。 

○大友水道部長 広域化について、私から、答弁させていただきたいと思います。 

  やはり先ほど、山本委員がおっしゃったように、これからの水道事業は、大変人口減少等に

よって、給水収益が落ちてくる。一方で、施設の老朽化に伴って、そういった費用が増大し

ていくということなので、その中で、水道法が改正されまして、やっぱり広域化の旗振り役

ということで県が中心的になって今、進めてきているという状況です。その中で、広域の部

分については、今、県内自治体が全部そろって会議をするようになっていますし、あと、地

区を決めて今、勉強会等の立ち上げがされております。ここの二市三町についてもいろいろ

な経営状況、あと、施設の状況等を付け合わせしながらやっていくことで今、話合いが進ん

できているという状況です。ただ、事情的には、いろいろな自治体の考え方等もありますの

で、すぐさま広域という形ではありませんが、先ほど、申したように、今後、将来的に単体

での経営というのは、なかな難しくなるだろうということで、一つの方策として、やっぱり

広域化の方向というのも経営の改革の一つであると認識しております。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 
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○山本委員 現在、県では、民間委託ということで絞り込みをされてきておるようです、是非論

はありますけれども。一方では、県内各自治体における広域化というものも進めようとされ

ておる。その理由は何かというと、単独で単独の水源を持つという時代は、早晩、困難にな

るだろうと。ただ、それは、きちんと広域の中で保有していくべきだという考え方が、その

ベースにあるのかなと考えております。幸い塩竈市が、単独水源を持っているわけですから、

そういったものを生かしながら、隣接市町との間でそういうところの広域化を図られればよ

り安定した水の供給というものが、できるのかなと考えていますので、今後とも検討方、よ

ろしくお願いしたいと考えております。それで水道は、一応終わります。 

  次に、魚市場特別会計にいきます。 

  資料№11の274、275ページ。 

  今年度、事業の収入といたしまして、１億7,440万円、これは、昨年度と同額の予算規模で

ありますけれども、予算編成に当たって、まず、令和３年度は、どのような基本的な考え方

を持って予算編成をされたのか、お聞きします。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  基本的な方針でございますが、まずは、魚市場につきましては、塩竈市地方卸売市場条例の

設置目的でございます第２条第１項で掲げております生鮮食品等の取引適正化とその生産及

び流通の円滑化を図るとうたっております。この適正な取引、円滑な流通に必要な施設や設

備の維持管理に係る費用をまず、計上させていただきたいと考えてございます。 

  一方で、新しい市場は、高度衛生管理型の荷さばき場として整備させていただいておりまし

た。実は、先月19日でございますが、農林水産省からＥＵＨＡＣＣＰ登録ということでの通

知がございまして、このＥＵＨＡＣＣＰ登録、また、今後目指すべき大水Ｓ認証に必要ない

わゆる一般衛生管理に係る設備維持管理を基本方針として予算を組ませていただいた状況で

ございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 今、課長おっしゃるように、121億円の総事業費を投じて今の魚市場がフルオープ

ンして３年目を迎えます。長年の懸案でありました卸売機関も形としては、一元化を実現し

ました。しかし、取り巻く水産業の環境は、年々厳しさを増しております。今、産地市場と

言われましたけれども、特産漁港である塩竈魚市場においても、これは、極めて厳しい状況
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であることは、変わりはない。水揚げ高を見ましても、年々落ちております。平成29年の100

億円を最後に、その後、90億円、80億円、そして、昨年は、70億円台と落ちてきております。

水揚げの３本柱であるまき網、縄船、そして、遠洋トロールのうち、特に遠洋トロールが、

大体20億円が消えてしまったということですけれども、単に開設者として施設の効率的な運

用が図られればいいではなくて、このような水産の状況を捉えながら、開設者としてどうし

なければならないかということの視点は、まず、お持ちですか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  今、先ほども触れさせていただきましたが、先月19日に農林水産省から塩竈市の荷さばき所

につきまして、ＥＵＨＡＣＣＰ登録という形の通知をいただいております。今後、我々とい

たしましては、これまで、今、委員ご指摘の生鮮マグロ、それから、遠洋トロールに限らず、

冷凍カツオ、マグロの取扱高を増やしながら、輸出をキーワードに水揚げ量を増やしていく

べきだという考えを捉えております。 

  また、先ほどもちょっと触れさせていただきましたが、１月末に佐藤市長と業界の方々の意

見交換をさせていただきまして、何とかこの市場、そして、基幹産業の水産業を再生させな

ければならないという考えの下に、実は、これから業界の若手の方々と我々の行政が入りま

して、年内にもあるべき方向性について、まとめていきたい考えを持っております。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 課長から紹介がありましたように、ＥＵ向けのＨＡＣＣＰ、これは、聞けば国内の

産地市場では初めてということでありますので、今、日本の水産物は、冷凍ですけれども、

これは、輸入が極めて多くなってきているということからすれば、これは、一つのブランド

として、もう一つのブランドとして私は、世界に発信できるのではないかなと考えておりま

すので、やっぱりきちんとした市の責任ということをやっていくべきだと。なぜ、こんなこ

とかと言えば、昨年、知ってのとおり、６月に卸売市場法が改正されまして、第三者販売禁

止の解除とか、直荷引き禁止の廃止とか、商物一致原則も、言葉は悪いですけれども、何で

もありと。そういう市場になってきている。つまり、生産者を保護をするためだけの産地市

場からどのような商行為もできるというのが、今の産地市場でありますので、積極的に情報

を発信し、そして、塩竈の産地のよさというものを発信し、そして、多くの商物が市場に水



-274- 

揚げされるような方策を取っていかなければいけない。実際、今、市場はなくても商売をや

っているわけですから。市場に揚げるメリットは何なのかということで、やっぱりきちんん

としたインセンティブを考えていかなければいけない。それは、決して卸売とか、買受人と

か、そういう関係者だけじゃなくて、これはあくまでも市の責任、県知事から権限を委譲さ

れているわけですから、市の責任としてこれからやっていかなければいけない時代に私は、

なっているのかなと思います。今、出た中で、新たな商材、新たな水揚げ魚種というのは、

何か考えていますか。 

○阿部（眞）副委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  今、申し上げましたＨＡＣＣＰ関連で、冷凍カツオ、マグロ類、ほかに実は、背後地におき

まして、地元の水産加工組合さんが、サバ、イワシを対象といたしました凍結庫、冷凍庫を

建設中でございます。今年の秋にも竣工予定という話を伺っております。こういったサバ、

イワシのまき網につきましても、これまでも５億円程度の水揚げがありましたが、凍結量が

倍になるということでございますので、やはりこういったところにも力を注いでいくべきだ

と担当としては考えております。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 今、出ましたように、急速凍結庫、また、冷凍庫ということで、現在、工事が進め

られておると。これは、一つのやはり青物と言われるものの誘致の一つのインフラ整備とい

う、実は、今朝の新聞にもありましたけれども、昨日の漁協、塩竈においては、はえ縄１隻、

それから、石巻ではサバまき網２隻、女川では沖底、気仙沼ではマグロはえ縄とそれぞれの

港には、産地市場には、それらの特性がありますね。ですから、今、出た青物にしても確か

にインフラ整備はされるけれども、産地間競争は、かなり厳しいものがあると思います。そ

れは何かといえば、時間の問題、処理能力の問題、それから、価格の問題だと思います。そ

うやって、結構産地間の競争が厳しい。その中には、市が、開設者として極めて大きな責務

が負わされ、また、業界からも期待されておるという状況だと私は、思うわけであります。

これまで、塩竈においては、三陸塩竈ひがしもの、結局これは、ブランドとして結構国内で

も浸透しつつありますけれども、大事なブランドだというものについて、何か考えておられ

ますか。 
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○阿部（眞）副委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  今、申し上げました近年取扱量を増やしておりますサバにやはり着目しております。一部の

業者の方々は、仁王鯖という名称で独自にブランド化を始めているという動きもございます。

こうした青物につきましては、安定的に水揚げされること、また、加工原料に活用されると

いう波及効果が高いということから、やはりサバなどの青物のブランド化については、今後、

進めていくべきだと捉えております。 

  以上でございます。 

○阿部（眞）副委員長 山本委員。 

○山本委員 今、宮城県でも被災自治体における統一ブランドということでいろいろ考えている

ようでありますので、やはりそういうところも十分にらみながら第２、第３のブランドとい

うことを考えていかなければ、これからの時代、なかなか厳しい状況にあるのかな。ですか

ら、私は、市場ではある、産地市場であるけれども、一方では、消費市場的な機能を持たせ

ながらやっていくということが必要なのかなと考えておるところであります。いずれにしま

しても、市場というものは、水産業の拠点であります。塩竈の水産加工業、水産物の製造出

荷額は、一時は、最大は1,000億円、これは、全国どこにもないです。今で令和元年度で大体

600億円、でもやっぱり多いです。そういったような一大産業であります。この辺もこれから

市として当事者意識を持ちながら、業界共々取り組んでいくという姿勢を私は、期待してお

いて質問を終わります。 

  以上です。 

○阿部（眞）副委員長 浅野敏江委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。では、私からも特別委員会の質疑をさせていただきます。 

  今回、介護保険に特化して質問をさせていただきたいと思っていますので、よろしくお願い

いたします。 

  まず、資料№15、８ページから10ページ。 

  先ほども伊勢委員からご質問がありましたが、今回、第８期におきまして、介護保険料の改

定があるということで、令和３年度から令和５年度までの第８期の介護保険事業計画におき

まして、これまで長年言われてまいりましたいわゆる団塊の世代の方が、いよいよ全て75歳

以上になる令和７年を前にして、最後のというか、もう直前の第８期になる。そういうわけ



-276- 

で、これまで日本全国津々浦々、私たちのこの自治体におきましても2025年問題をどうする

かということで、長年議論もしましたし、消費税関係も年々上がったという状況もあります

が、今回、いよいよそれを目前にした第８期に入るという段階でございます。 

  そこで、お聞きしたいのですが、まず、先ほどもありましたが、令和３年度の高齢化率は、

本市は34％だ。そうしますと、令和７年度においての、今から推計ですが、塩竈市の高齢化

率は、どのぐらいに予想されているんでしょうか。まず、お聞きしたいと思います。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 2025年、令和７年度、いわゆる2025問題時における塩竈市の高

齢化率についてでございます。 

  試算の上ででございますけれども、現段階における塩竈市においては、35.2％と試算してい

る状況でございます。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  資料№15の９ページにおきましても現在、保険者といいますか、５万3,271名という試算が

あって、そのうち、認定を受けている方々が、取りあえず3,312人。そうしますと、令和７年

においては、この認定者数は、大体どのぐらいの人数と予測されていますでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 具体の割合について、この数値というのは出てはいないところ

でございますけれども、ただ、先ほど、申し上げた人数につきまして、2025年、団塊の世代

が75歳になるということで、割合については、一定程度上昇すると予測はしているところで

ございます。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  もう一点、お聞きしたいんですが、現在、市内に様々介護施設があると思いますが、今現在

の種類と、それから、件数を教えてください。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 種類につきましては、多々ございまして、ちょっと今申し上げ

ますと長くなります。ただ、事業所数につきましては、今回、第８期介護保険事業計画を定

めるに当たりまして市内の介護事業所、全事業所を調査対象と指定しましたが、その際には、



-277- 

94事業所で対象として実施しているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 94事業所、かなりの塩竈市内においての数だなと今、思いました。 

  それで、資料№11の介護保険の295ページ。 

  先ほど、阿部かほる委員からもご質問がありましたが、介護保険保険者努力支援交付金とい

うので、1,100万円歳入国庫支出金がありますけれども、塩竈市の努力ということをどのよう

に評価されているのか、どの点が評価されたのか、お聞かせください。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 項目につきましては、新年度、令和３年度予算となりますけれ

ども、この評価項目につきましては、現段階で把握しているところでは、77項目ございます

ので、その評価項目に沿いまして、達成度合いに応じて塩竈市に点数化されまして、さらに

その点数を踏まえて交付金が交付されるという内容になっておりますので、よろしくお願い

いたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 77項目全部というわけにいきませんが、とにかく塩竈市が、介護について、様々な

努力もこれまでもしてきたと思います。介護に至らないようにという、そういった介護予防

についても力を入れてきたと思いますが、まず、思い当たる１点は、どのようなことだと思

いましょうか。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 この予算につきましては、来年度の交付内容でございますけれ

ども、まず、当たる項目としましては、例えばでございますけれども、ＰＤＣＡサイクルを

踏まえて介護予防事業内容を実施しているかとか、第８期計画作成に向けた各調査を実施し

ているか、これは、先ほどの調査項目のことでございますけれども、こういったことを幾つ

か評価された上で、最終的にこの項目で評価されるという内容になっております。よろしく

お願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 分かりました。 

  本当に今、言いました2025年問題の直前に当たっての大事な第８期であります。この部分に

おきまして、私たちが、本当に介護に至らない、また、介護になっても重症化にならないと
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いうことの取組が、大変大事かと思っていますけれども、塩竈市の基本的な捉え方として、

この2025年問題、第８期の３年間、どういったところを中心に取り組んでいくお考えか、お

聞かせください。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 まず、介護に至ったときには、当然、介護保険制度での介護保

険を利活用いただくということになりますが、介護区分にならない段階で、例えば、俗に言

いますダンベル教室とか、特に介護認定を受けていないけれども、参加できるという事業が、

幾つかございます。こちらにつきまして、自主的なサークル活動を支援するとともに、場合

によりましては、本市から補助金、助成金を出しまして活動内容を下支えする、支援すると

いう考えでございます。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。様々な支援もあり、それから、高齢者の皆さんのご努力に

も関わってくると思います。 

  本当にそういった意味では、この介護保険事業の中で、以前でしたらとにかく介護の状況に

なったら即施設に入所してもらうという取組でしたが、最近は、住み慣れた地域でというこ

とで、在宅介護も中心とされているような状況にあり、国もそちらの対応を考えていると思

いますが、そこで、この介護保険は、個人的なものだけではなくて、これまで市に直接ご相

談があったのが、地域包括ケアということで、そういったセンターにご相談に行く方もだん

だん認知度が高まって増えると思っております。 

  それで、資料№11の介護保険特別会計の314ページから318ページまでについて、お聞きした

いと思いますが、ここで地域包括支援センターの委託料、相談、また、ケアマネジメント、

それから、在宅介護と医療連携など、恐らく私の計算なので間違っているかもしれないんで

すが、8,411万3,000円となっていると思いますが、それでよろしいのかどうか、まず、お聞

きしたいと思っています。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 まず、地域包括支援センターの委託料でございますけれども、

内容によりまして、ご指摘のとおり、款項目に分かれてございます。合計しますと8,854万円

で、内訳としましては、まず、同じ資料№11の314ページの上のほう、地域包括支援センター

の業務委託料442万7,000円、さらに314ページの下のほうに地域包括支援センター業務委託
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6,197万6,000円、これが２つ目です。３つ目が、316ページに移りますけれども、中段ほどに

あります、同じくセンター委託料265万7,000円、さらに316ページ下側にございます同じくセ

ンター業務委託料354万2,000円、続きまして、318ページに移ります。中段にありますセンタ

ー業務委託料531万3,000円、最後に少し下にありますけれども、地域包括支援センター業務

委託料1,062万5,000円、これを合計しますと8,854万円が、４つの包括につきまして４地区、

４団体に委託をさせていただきたいという考えでおりますけれども、この金額を今年度合計

しますとこの金額となります。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 私は、314ページの上のほうが抜けていました。ありがとうございました。 

  このように、包括支援センターの業務というのは、いろんな種類がありまして、ただ単にそ

れこそ介護の認定をして、作成するというのみならず、その地域に住まわれている高齢者の

皆さんお一人お一人の状況によって様々な対応が必要とされておりますが、今現在、一セン

ターにおいて必要とされている人数は、何人いらっしゃいますでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 現在、第７期最終年度でございますが、現段階におきましては、

基本的には４名としておりますが、来年度以降の第８期３か年につきましては、５名体制を

基本として考えて委託をさせていただきたいという考えでおります。よろしくお願いいたし

ます。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。私も４名だと思っていましたので、ちょっと大変だなと思

っていました。 

  第８期においての５名に様々な役割があると思います。その役割の名称を教えてください。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 役割につきましては、端的に申し上げますと今、お開きいただ

いています資料№11の款項目の事業名にはなるんですけれども、例えば、総合相談事業とい

うのは、私、以前にもよろず相談所という表現を使いましたが、お年を召した方、もしくは、

そのご家族が、何でも相談したいことがある場合には、総合相談とか、あるいは、認知症の

関係、こういったことがあった場合、どうするかという場合につきましては、一番最後の部

分になりますけれども、認知症総合支援事業費も委託費として組み込ませていただきまして、
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そういったご本人や、実際には、ご本人というよりは、ご家族かと思いますけれども、こう

いった方々の相談体制も含むということになっております。 

  加えまして、地域包括支援センターにつきましては、こういった相談を受けるに当たりまし

ては、当然、通常のといいますか、有資格者を配置するということを委託の前提としており

ます。具体的に申し上げますと、保健師等については、ほかにも幾つか職種はございますけ

れども、幾つかの職種を必ず設置して、こういった相談体制に専門的見地からご相談に乗れ

る体制というのを整えておるというところでございます。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 確かに保健師の方、また、介護福祉士の方、そういった専門分野の方が、配置され

ているとお聞きしております。ですから、そういった専門的な知見があって、その方たちの

ご相談にただお話を聞くだけではなくて、どこに結びつけていったらいいのか、また、どう

いったアドバイスをしていったらいいのかということが、大変重要になってくるかと思いま

す。 

  今、課長がおっしゃったように、そういった現在のマンパワーが、十二分に発揮していただ

けるような取組を今後ともお願いしたいと思っておりますが、今現在、市内４か所ですよね。

あと、浦戸、浦戸は直営だったと思いますが、そこの部分において、特に北部のほうは、今、

高齢者の方が増えているので、２か所でこの支援センターを繰り広げていると思いますが、

医療とまたそのほかの部分での連携などは、どのようになっていますでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 ご指摘のとおり、確かに各地区対象者、実際介護保険の利活用

に至らずとも高齢者という部分での人数は、当然増えているということになります。加えま

して、そういった面からも医療介護連携というのが、ご指摘の部分についても非常に重要に

なっていますので、こういったことにつきましての情報収集を各包括していただいて、状況

によりましては、お越しになった場合、相談も含めてですけれども、例えば、こういう介護

施設がございます、こういう医療機関がございますよというようなご説明並びにご相談を承

るということで、それも委託内容に、次期計画にも含んでおるところでございますので、よ

ろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 
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  私も何度かご相談いただいた方と支援センターの職員の方と対応したことがありますが、例

えば、塩竈市の高齢者の方が、たまたま仙台の施設に入られたとしてもそこまでの動向また

は訪問しての様々なご相談に乗っているという姿も見ております。そういったときの出張費

というのは変ですが、そういったものを全部含まれての委託料かと思いますが、その辺の細

かい部分ではありますけれども、例えば、県外に出ている場合もあるかもしれませんが、そ

ういった対応などは、どのようになさっているのでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 具体に、例えば、県外とか、かなり費用がかかるけれども、必

要な措置というのは、当然あろうかと思います。ただ、このほかにも含めまして、委託料と

いう形で一括して委託させて、業務には携わっていただいている、大変ご尽力いただいてい

るというのは、承知しておりますが、そういった対応をさせていただいておりますので、申

し訳ありませんが、よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 分かりました。 

  本当に私たち、特に高齢者、その家族にとっては、地域包括ケアセンターの皆さんが、本当

に灯台のような頼りになる対象だと思っています。丁寧な対応をしていただいているのには、

本当に心から感謝したいなと思っております。 

  それで、次に、認知症の総合支援事業について、お聞きしたいと思っております。 

  これは、318ページで、実施計画です。認知症の総合支援事業ということで、認知症の初期

の対応ですね。資料№11の318ページになります。 

  認知症の初期集中支援チームの委託料が入っておりますが、まず、初期集中支援チームの中

身について、お聞かせください。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 認知症初期集中支援チームといいますのは、ご本人やご家族ま

たは、認知症という特有の状況がございますので、地域の民生委員などからの相談を受けま

して、認知症が疑われる方や認知症の方のご自宅を訪問し、必要な自立した生活をサポート

する専門職のチームでございまして、これは、既に治療を受けているといいますか、そうい

った認知症で通院されている方を基本的には除きまして、通院はしていないけれども、そう

いったことがありそうだという情報を踏まえまして、こちらに出向くという内容となってお
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ります。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  これは、ペアか何人かで行って訪問するんだと思いますが、家族の中でも認知症というのは、

なかなか認め難かったり、ご本人も薄々自分もちょっと最近おかしいなと思っていてもそれ

を認めたくないという方もいらっしゃいます。その中に、突然ではないですけれども、こう

いった方々が訪問されるということは、すぐには受け入れ難いこともあるかと思いますが、

その辺のアプローチはどのようになさっているでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 対象と思われる方に対するアプローチの仕方でございます。 

  まず、先ほど、少し触れさせていただきましたが、地域の民生委員、あるいは、先ほど、ご

質問いただいております地域包括支援センターの職員が、各地域を巡回、あるいは、そうい

った話の情報収集をしております。その中で、例えばの話ですけれども、そういった方では

ないかといったような情報があった場合に、こちらのお宅に出向くということで、最初から、

例えば、専門職の集団がどんと押しかける形ではなくて、そういった情報収集をした上で、

何回か、場合によりましては、事前に地域包括支援センターですとか、あるいは、そういっ

たことですということで、巡回して訪問ということを取りつつ、ご本人並びにご家族の方々

に対しまして急な訪問とか、ご不安にならないような形でアクセスをしているというところ

でございます。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 よく理解できます。本当に「地域包括ケアセンターから来ました。この辺、今、巡

回しているんです。お変わりありませんか」とやはり訪問することによって、相手も悩んで

いてどこに相談していいか分からないことが、会話の中から生まれてくるという、それが解

決に結びつくということも十分に考えられますので、ぜひこういった事業を広げていただき

たいなと思っております。 

  今現在、ちなみにこのチームは、何人ぐらいいて、どのような活動というか、実働数という

のは、お分かりでしょうか。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 今のご質問は、対象の方、それとも実際動いている方……。動
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いている方につきましてですけれども、認知症サポート医というこれは、塩竈市市立病院の

お医者様でございます。それと、病院の看護師、先ほど申し上げましたとおり、地域包括支

援センターの職員の方、当課の保健師が、チームを組みまして、メンバーとして対応してい

るところでございます。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 ありがとうございます。 

  市立病院の先生たち、看護師さんたちもそのチームに中に入っていただくということは、や

っぱり介護と同時に医療、その中から、訪問した中から認知症だけではなくて、ほかのいろ

いろな病状とか、そういうのも発見できるという、そういったメリットもあるかなと思って

おりますので、大変重要なことです。先ほど、課長のお話の中でありましたように、重症化

にならないように、また、その介護も早期に発見して、早期に対応できるというのも行く行

くは、2025年問題の大きな問題を未然に防げる、そういった糸口にもなるかと思いますので、

ぜひこの事業は、大切に続けていただきたいなと思っておりますので、よろしくお願いいた

します。 

  最後になりますが、同じ318ページの家族介護教室事業、この内容と参加家族の人数とか、

年に何回ぐらい開催されているのか、その辺について、お聞かせください。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 この家族介護教室事業費につきましては、そういった介護等が

ございました場合に備えまして、事務用品の費用ということで、具体にこの開催費用という

形状の仕方ではしていないというところをご理解いただきたいと思います。よろしくお願い

いたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 分かりました。 

  私、なぜこれを聞いたかというのは、様々な介護をしているご家族のご苦労もあります。そ

ういうわけで認知症の対応なんかは、グループですね。認知症カフェとかというのも今、い

ろいろ取り上げられておりますが、本当にいろんなところにつながっていない介護をしてい

るご家族の方という、そのご苦労も確かにあろうかと思っておりますので、その部分につい

て、例えば、先ほどの包括支援センターからの支援もあると思いますが、市では、補助金と

か、助成金という金額の部分だけではなくて、どういったような対応がされているのか、そ
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の辺について、お聞かせください。 

○阿部（眞）副委員長 志野長寿社会課長。 

○志野健康福祉部長寿社会課長 同じく資料318ページの少し下にあります家族介護継続支援事

業費というのが、ちょっと似たような名称でございますけれども、こちらで、例えばですけ

れども、認知症サポーター養成講座を開催して、認知症というのはどのようなものかという

ことの周知を図るということや家族会とか、そういった方が、会場をお使いになる場合もま

まあると思いますけれども、その際の会場使用料に関して、場合によりましては、本市でご

負担させていただく場合もありますので、こういったことも含めてサポート費用として計上

しているところでございます。よろしくお願いいたします。 

○阿部（眞）副委員長 浅野委員。 

○浅野委員 分かりました。ありがとうございます。 

  とにかく、介護は、先が見えない、大変ご苦労の多いことでございます。家族もそうですし、

また、身寄りのない方がそういった状況になって、今のコロナ禍のときもそうですけれども、

介護施設に家族がお見舞いに来ることもできない、会うこともできないという、そういった

思いで寂しく思っていらっしゃる高齢者の方もたくさんいらっしゃると思います。まだまだ

このコロナがいつ収束するか分からない、また、介護施設の中でもいろいろなクラスターが

起きたりということもございますので、ぜひ細かいところに目配りをしていただきまして、

第８期2025年になったときに少しでもそういった負担が少なく済むような取組をお願いして、

私の質問を終わりたいと思います。大変ありがとうございました。 

○阿部（眞）副委員長 暫時休憩いたします。再開は14時25分といたします。 

   午後２時０７分  休憩 

                                             

   午後２時２５分  再開 

○菅原委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  質疑を続行いたします。 

  小高 洋委員。 

○小高委員 それでは、お時間をいただきまして、企業会計、特別会計の部分をお伺いをしてま

いりたいと思います。 

  まず初めに、国民健康保険事業関係でお伺いいたします。 
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  資料№11の240ページからのところで、歳入歳出の部分、大枠のところで示されております

が、先ほど、午前中の質疑の中で、歳入における保険税の関係、あるいは、歳出における保

険給付費の関係では、ご答弁等がありましたので、理解はいたしました。 

  それで、初めにお伺いをしたいのは、そういったところを踏まえまして、今後、県単位化の

中で税率の統一というところも検討されておられるかとは思いますが、そういったところを

見据えながら、１つには、基金の推移ですとか、そういたところを踏まえて、今後の国民健

康保険事業における財政運営の見通しについて、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 それでは、お答えさせていただきます。 

  先ほども若干ご説明させていただきましたが、今後の国民健康保険特別会計の運営の状況で

ございます。 

  被保険者に関しましては、先ほど来、介護保険の関係でも話題になっておりましたが、令和

４年度以降から団塊の世代の方の75歳到達により、後期高齢への移行が始まってくるという

ことで、大分大きな動きが出てくるのかなというところで考えてございます。併せまして被

保険者の減少に関しては、これまでも継続して減少が続いてございます。かといって、その

一方で、１人当たりの医療費が年々伸びてきていることで、１人当たりの医療費の上げ幅が

なかなか上がり止まらない状況にございます。その中で、医療費に関しましては、平成30年

度に、先ほども小高委員からもお話があったとおり、県単位化がなされまして、財政運営の

お財布そのものが、大きなもので運営されるということで、単年度当たりの医療費の増減に

左右される、影響される部分がかなり少なくなってきたのかなということで、国民健康保険

の会計に関しましては、かなり安定的な運営を行える状況になるのかなと感じてございます。 

  そうした中で、財政運営の見通しでございますが、医療費、保険給付費に関しましては、若

干緩やかに減少傾向を続けている中で、これまで積み上げてきました財政調整基金、今現在

の保険料率に関しましては、減税率に関しましては、平成30年度に11.04％の大きな下げ幅の

見直しを行っている状況にございます。こちらに関しましても財政調整基金を活用しながら

毎年各年の収支を合わせている状況にございます。毎年、こちらの財政調整基金が、１億三、

四千万円、四、五千万円から３億円ぐらいの金額をかけながら今後、５年ぐらいの金額を、

各会計の運営を行っていく見通しにございます。 

  今回、協議委員会でもご報告させていただいたところでございましたが、令和２年度の見込



-286- 

みを踏まえまして、今後、５年後、令和６年度の財政調整基金の見通しも立てさせていただ

いております。前回、11月の協議会でのご報告の中身としては、令和６年度現在では、約３

億円程度の残になるのかなという見込みでございましたが、令和２年度の決算の見通しを踏

まえた状況としては、約５億円強ぐらいの金額が残ることで考えている状況でございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 理解いたしました。分かりました。 

  それで、様々財政運営等に関しては、いろいろ数字も出そろってきたかなと思っているんで

すが、一方で、収納率の関係ですとか、あるいは、そこに付随してというか、様々な事業の

中で、例えば、特定健診を２回受けていただくだとか、そうった部分についてもいろいろご

努力はされておるんだと思いますが、１つには、実施計画の23ページのところで、特定健康

診査等診療情報提供事業ということで、令和３年度からの予算224万5,000円ということでつ

いておりますが、実際にどういった形の取組なのか、ちょっとお聞きをしたいと思います。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 実施計画23ページの上段でございます。特定健康診査等診療情

報提供事業ということで、一般的には、みなし健診と呼ばれる内容でございます。こちらの

内容に関しましては、今現在、塩竈市の健康診断、こちらの特定健康診査なんですが、受診

率は、県内の平均よりも若干低い状況でございます。こちらの健診の受診率を引き上げよう

ということで、今現在、医療機関にかかっている方、こちらの情報、なぜ健診を受けないの

か意見を伺ったところ、今現在、病院にかかっているから健診は必要ないという意見が非常

に多いところで、こちらの今現在、医療機関にかかっている方のそういった健診情報を病院、

医療機関から提供いただくことによって、健診を受診したとみなす内容となってございます。

こちらは、令和３年度からの新規の事業といたしまして、大体こちらに関しましては、250件

ぐらいの件数を今現在、想定をしながら、医師会を通しながら各医療機関さんとの協議を進

めている状況でございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 事業内容については、分かりました。 

  それで、その情報の提供については、例えば、患者の方というか、その該当される方につい
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て、何らかの同意だとか、そういった中身、そういったステップがあるのかどうか、ちょっ

とお聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 

  今、小高委員からのご指摘もあったとおりに、当然、患者さんの個人情報なわけなものです

から、前段でご本人の同意をいただきながら、その同意を得られた方に対して医療機関さん

から提供いただく仕組みになってございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 理解することができました。ありがとうございます。 

  それで、この間、保険税の収納率の関係で、ちょっとお話をお伺いしたいと思いますが、ぐ

っと上がってきたところで、今ちょっとふらふらしているところなのかなと思っているんで

すが、その収納率の見通しといいますか、そういった部分、あと、徴収事務の関係で、その

取組について、ちょっとお伺いしたいと思います。 

○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 お答えいたします。 

  収納率の推移のことということで、私から、答えさせていただきます。 

  令和元年度の国民健康保険税の収納率に関しましては、平成30年度と比べますと、若干下が

ったというところでございます。これにつきましては、９月の決算委員会のときでも、ちょ

っとコロナの影響があったというところで、我々で催告書をちょっと出さなかった時期があ

ったというところで、下がったものだとご説明は差し上げたところでございます。 

  今後でございますけれども、やはりコロナの影響もちょっとまだあるのかなというところで

ございますので、今回の予算上でも昨年の予算の収納率よりも若干下げて計上させていただ

いているという次第でございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。そうですね。コロナ禍というものを踏まえたときに、なかなか徴収

の部分で難しさが出てくるというのは、理解ができました。 

  それで、そういった中で、これまでも何度もお願いしてきた話ではあるんですが、滞納徴収、
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特に困窮世帯のところについて、生活を圧迫するようなことだけはないようにしてほしいと

いうことで、お願いをさせていただいておりました。 

  それで、今回も資料№17の16ページあたりのところで、滞納世帯の所得階層別分布等、これ

も毎年出していただいておりますが、やはりどうしても構造上、低所得の世帯が多いかなと

捉えております。そういった中で、繰り返しお話し申し上げておりますので、引き続き詳し

くということでは申し上げませんが、例えば、横浜なんかでは、もう資格証、短期証を出し

ていないよということもお伝えをしてきました。そういった中で、たしかコロナ禍のさなか

においては、そういった資格証、短期証の部分は、今、原則郵送でやっておるとお聞きして

おったかと思いますが、そのあたり、いかがでしょうか。 

○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 お答えいたします。 

  今、小高委員がおっしゃったように、新型コロナウイルスの関係で、３か月の短期証の世帯

の方々につきましては、こちらの要綱に基づいて、基本的には、窓口交付というところだっ

たんですけれども、ちょっと取りに来られない方もいらっしゃるというところでございまし

たので、郵送交付をしております。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。 

  これは、従前にお聞きしておった話ですが、県の通知に基づいて３か月証というところを６

か月としたということは、従前にご報告をいただいておったんですけれども、やはり、例え

ば、国なんかの言い方ですと、資格証の発行の際には、機械的な運用をしちゃ駄目だよと。

特別な事情の有無を把握するようにということでの通知も来ているかと思います。 

  そういった中で、資格証、短期証を発行して、突如保険料が払えるようになるかなという懸

念もあって、これまでそういった趣旨でのお話を申し上げてきたところでありますが、１つ

には、コロナ禍のさなかで原則郵送ですよという中で、もはや何のために発行しているのか

なという思いもあるんですが、そのあたり、ちょっとお聞かせ願えればと思います。 

○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 お答えいたします。 

  なぜ、郵送交付をしたか、全部郵送交付にすればよかったんじゃないかということでよろし
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かったですか。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 失礼しました。 

  ちょっと言葉が足りなかったようなんですが、１つには、納税相談に来ていただく目的で、

例えば、短期証のようなものを発行して、そこで窓口とのつながりをつくっていくというこ

とが、当初の目的だったと思いますが、そういった中で、コロナ禍のさなかにおいて、原則

郵送ということであれば、これはもう何のための発行なのかなという思いでちょっとお聞き

をしました。 

○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 お答えいたします。 

  基本的には、今も本市の短期証、資格証の要綱につきましては、生きておりまして、基本的

には、窓口交付という形にさせていただいております。ですので、納税相談、そういったこ

とももちろんしております。ただし、大体交付時期から10日ぐらい経って、やはりちょっと

なかなか新型コロナウイルスの関係かもしれないというところでございましたので、我々で

は、そういった方々に対しましては、窓口交付をさせていただいているというところでござ

います。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。 

  そういったことであれば、災害も頻発する中でありますので、１つには、受診抑制というと

ころにだけは、絶対つながらないようにしていただきたいということで、できることならば、

通常の保険証で対応された上で、一人一人ご事情に寄り添って納税相談等につなげていただ

ければいいのかなということは、求めておきたいと思います。 

  それで、これも毎回お聞きをしておるんですが、地方税滞納整理機構への参加の関係で、こ

こ数年の中で、今のところ、二市三町の中では、塩竈だけの参加になってしまっていたかな

と思っているんですが、そういった中で、これまで滞納徴収について、結構ノウハウを身に

つけるような目的があるとお伺いをしておったんですが、そろそろ身についたのではないか

なという気もするんですけれども、そのあたり、今後、こうしていくよみたいな考え方があ

あればお聞きをしたいと思います。 
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○菅原委員長 木皿税務課長。 

○木皿市民総務部税務課長 滞納整理機構の件についてでございます。 

  今年度まで塩竈市では、宮城県の滞納整理機構に１名派遣させていただいておりますけれど

も、来年度につきましては、今現在なんですけれども、ちょっと検討中でございますが、派

遣はせずにただ参加だけさせていただければなと今、検討している最中でございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。 

  ちょっと参加だけの検討というのが、実務上、どうなるのかちょっと私、分からないんです

が、これまで申し上げてきたので、繰り返しは申し上げませんが、ぜひこれまで身につけて

きたノウハウ等も生かしていただきながら、ぜひ独自の運営で寄り添った徴収業務というと

ころで、ぜひひとつお願いをしておきたいと思います。 

  それで、最後に、国民健康保険をめぐっての関係だったんですが、ちょっと別の話で、政府

が、５日に閣議決定しました医療制度改革関連法案、この中で、2022年度より子供の均等割

の減免、これが国の制度として導入されるといった見通しになったということでございます

が、この点について、どういった形になるのか、つかんでいることがあればお聞きをしたい

と思います。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 これまでも度々子供の均等割の軽減の制度に関しましては、ご

質問があったところでございます。今現在、軽減の制度に関しては、７割、５割、２割とい

うことで所得情報、そういったところによってこちらの軽減を行っている状況でございまし

たが、こちらの情報に関しまして、私どもでもまだマスコミの報道だとか、あるいは、会議

なんかの会議資料、こちらを通してしか情報を入手していないところでございました。 

  内容につきましては、現在の子供さんに係る、未就学児でございましたが、所得に関係なく、

全世帯の未就学児の均等割額について、最大５割を軽減する制度を新設し、令和４年度から

実施の予定であるということでございます。 

  事業の費用の負担割合に関しましては、国が２分の１、県４分の１、市４分の１の見込みで、

地方負担分には、地方交付税措置が見込まれているということでございます。 

  内容に関しましては、今現在も行わている保険基盤安定繰入金の制度と同じような、７割、
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５割を行った場合に、国からの交付金が来る制度と同じようなものになるのかなと見込んで

ございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 ご説明いただきまして、ありがとうございます。 

  聞くところによれば、総事業費、国全体で90億円程度ということで、やるとなればそれほど

大きな額でもないかなということで、県と市町村に４分の１ずつということで、地方負担分

について、一定の交付措置もされるというとで、お聞きをしておりました。 

  それで、この間、12月議会で請願等も出されまして、残念ながら議会ではその中身について

は、否決と、採択せずということになったわけなんですが、一方で、そういった市民の願い

について、国に届いた部分もあったかなということで受け止めておりまして、この点につき

ましては、今後、詳細が明らかになってくると思いますので、ぜひそのあたりの取組をよろ

しくお願いをしたいと思っております。 

  次に、後期高齢者医療について、お伺いしたします。 

  資料№11の348ページ以降のところにあるかと思います。 

  それで、この中から何をお伺いしようということであったんですが、１つには、保険による

徴収事務、あるいは、納付金をこう納めるよという中身になっていますので、なかなか取組

そのものについて、どうこうということではなかったんですが、１つには、歳入歳出の関係、

特に保険料と広域連合納付金の額が、こういった中身でこういう額なんですよというあたり

が、ちょっと分かればお聞きをしたいと思います。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 

  こちらの後期高齢者医療事業特別会計についてでございましたが、資料№11の348、349ペー

ジに総括表が出てございます。こちらの中身に関しましては、今、小高委員からもご説明が

あったとおりに、市町村の役割といたしましては、広域連合で賦課された金額を各被保険者

の方にお送りしながらその金額を徴収して、それを後期高齢者広域連合に納付するという流

れになってございます。 

  内容に関しましては、保険料がほぼ大部分を占めておりまして、こちらが、今年度予算で５

億5,000万円ほど、総額で７億4,000万円ほどの事業の収支見込みとなってございます。 
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  以上でございます。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。 

  徴収事務の関係がほぼほぼだということで、なかなか中身について、どう触れようかなとい

うことだったんですが、先ほど、国民健康保険の関係で触れました５日に閣議決定された医

療制度改革関連法案の中で、年収200万円以上の75歳以上、後期高齢者が、医療機関で支払う

医療費の窓口負担を１割から２割に引き上げるということで、これもその関連法案の中で話

し合ったわけなんですが、その内容については、どういう形で捉えればよろしいでしょうか。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 それでは、お答えさせていただきます。 

  こちらもまだ来年からというわけではなくて、令和４年度以降の実施ということで、詳細に

関しては、まだ出ていないということでございます。 

  今現在、小高委員からもお話があったとおり、全体対応型の社会保障制度を構築するための

健康保険法等の一部改正が、閣議決定されることを踏まえた中身で、75歳以上の後期高齢者

の方の２割負担ということで、設定がなされてございます。 

  時期に関しましては、令和４年10月から３月の間の後半で実施がされるのかなということで

ございます。課税所得が28万円以上で、年収200万円以上、複世帯には320万円以上の後期高

齢者の方に適用される状況でございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。 

  それで、75歳以上の方でいうと、今の計算では20％というんですかね。約370万人の方がこ

ういった引上げの対象になってくるということで言われておりますが、今現在、お聞きする

中でも１割負担というところにおいても受診抑制でお亡くなりになる方のケースというのは、

聞いているわけでありまして、そういった中で、コロナ禍も踏まえてさらにそういったケー

スを引き起こすようなことは、絶対にあってはならないことだろうと考えておりまして、ち

ょっとこの関係では、なかなか賛同するのは難しい中身かなと捉えてございました。その点

だけ、ちょっと申し上げておきたいと思います。 

  それで、最後、市立病院の関係でございます。 
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  資料№13の４ページのところで、予算実施計画というところで記載がございますが、来年度

の事業計画の特徴といいますか、ちょっとふわっとした言い方になっちゃうんですが、特に

コロナ禍も踏まえた取組の特徴等について、お伺いをいたします。 

○菅原委員長 本多市立病院事務部長。 

○本多市立病院事務部長 当然、コロナに関しましては、これまで同様、当院におきましては、

検査等も行っておりますので、しっかり感染対策を行いながらできるような、例えばですけ

れども、防護服を確保する予算とか、そういったものをしっかり確保しながら対応させてい

ただきます。 

  ただ、特徴的なところをちょっと申し上げますと、長年、ちょっと懸案になっていた、ここ

二、三年医師不足の問題があったと思います。市長にも東北大学にもおいでいただきまして、

いろいろお願いをしていただきました。その結果、４月から内科の常勤に１名が、東北大学

から派遣いただけるという答えがありましたので、ここ何年間か医師不足というところで、

すごく退職とか、病休とかで欠員がありましたが、その医師も今、全て戻ってまいりました

ので、やっと４月からしっかり体制を取ってやれるというところが、大きい点であります。 

  あともう一点、高齢化社会になってまいりましたので、目の白内障関係の病気が多くなって

きています。うちは、今年の予算で機器類を整備させていただきましたので、今年４月から

白内障手術も東北大学からドクターが来ていただきまして、定期的にできるようになって、

わざわざほかのまちに行かなくても市内で対応できる体制も整えた状況でございます。 

  以上です。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。特に先ほど、お医者さんの関係で１人派遣いただけるということで、

ようやく本来の力といいますか、そういったところが発揮できるような形が整いつつあるの

かなということで、受け止めました。 

  それで、先ほど来、一般会計からの繰入れの関係ですとか、そういった議論が続いておりま

したけれども、１つには、資料№180の17ページですか。ここのところで過去10年程度にわた

ってその詳細について、出していただいたわけでありますが、来年度の見通しの中で、一般

会計繰入れの合計額は、４億5,600万円程度だったと思いますが、この考え方で見たときにこ

の４億5,000万円の内訳というのは、どうなりますでしょうか。 

○菅原委員長 並木業務課長。 
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○並木市立病院事務部次長兼業務課長兼経営改革室長 令和３年度の繰入金についてです。 

  この中で、交付税参入額というのが、ちょっと私どもでは計算しかねますので、こちらの基

準内、基準外という部分で考えますと、基準内が３億8,598万2,000円、基準外が7,030万

5,000円という形で予算要求上は、考えてございます。 

  以上です。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 ありがとうございます。 

  そうなりましたときに、この間の十数年の推移の中で見たときと比べて、基準外の割合とい

いますか、額そのものが大分圧縮されるような感じがするんですが、そのあたり、取組上、

何かあったのかどうか、お聞きしたいと思います。 

○菅原委員長 本多市立病院事務部長。 

○本多市立病院事務部長 今回、先ほどからも出ている総務省基準の中で、リハビリに関する職

員の経費というものが、基準内に見込まれております。これは、地域包括病棟に替えたこと

によりまして、リハビリ職員を昨年から２名ほど増員をしております。その経費も基準内に

計上できるということで、このような内訳になっているということです。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。ありがとうございます。 

  それで、先ほど来、基準内の考え方、基準外の考え方、あるいは、総務省がそのあたり、ど

う決めているんだろうという思いも私個人としてあるんですが、１つには、ちょっと前段と

してお聞きすればよかったんですけれども、総務省のガイドラインにおいて、公立病院の役

割は、こういうものだよということが、１つには定義づけられているかと思いますが、そこ

をちょっと簡単にお聞きをしたいと思います。 

○菅原委員長 本多市立病院事務部長。 

○本多市立病院事務部長 具体的に公立病院に期待される役割というのは、５疾病５事業と言わ

れている大きい事業、救急医療とかに始まりまして周産期医療等々があります。基本的には、

それをやるということになると思います。ただ、地域の事情によって、求められる医療とい

うのは、やっぱり違います。全てが、それが該当するわけではなく、やはり地域に必要な医

療、足りない医療、不採算部分の医療についての医療を提供していくというのが、公立病院

の役割ということになると思います。 
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○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 分かりました。 

  総務省自身は、不採算医療は、公立病院の役割、それが全てではないんですけれどもね。そ

ういったことを言っている。そうなってきたときに、総務省の求めに応じて公立病院が役割

を果たしていくんだという中で、それでもこれだけ経営が苦しいということに私は、何か一

つあるんだと思っているんです。 

  先ほど、タブーというお話もあったんですが、なかなかお立場上、言いづらいところもある

のかなとは思いますけれども、例えば、先ほど、おっしゃいました基準内、基準外の考え方、

あるいは、地域医療構想もそうですけれども、何がしかの意図を持ってつくられていく計画

の中で、公立病院の在り方というのは、私は、今、非常にぐらぐらしているといいますか、

ちょっとそういったような印象を持っているんです。そういった中で、それでも役割として

は、不採算医療なんだと。だけれども、そうした計画に基づいてやっていく中で、ほとんど

の公立病院が、採算が取れない。ここについて、一体何があるんだろうというあたりをぜひ

私としては、示していただきたいと思っておりますが、ちょっと言いづらい話になるのかな

と思いますけれども、そのあたりについて、もしよろしければお願いしたいと思います。 

○菅原委員長 福原病院事業管理者。 

○福原病院事業管理者 これは、医療者の中で、やはり大きな問題になっておりまして、やはり

診療報酬そのものを見直さないといけないのではないかという話になっています。つまり、

病院に非常に過度な業務をさせて、ようやくその採算が取れるような状況になっている。例

えば、今回のコロナのような状況が起こると予想しないような減収が、収益性が低下したり

というようなことが起こってきます。これをやはり公立病院だからそれを果たさなくていけ

ないということはなくて、やはり日本全体の医療を考えた中での公立病院の役割というもの

をやっぱり見直さなくちゃいけないと私は、思っていて、根本的な改善策というか、そこは、

やはり診療報酬を改定して、やっぱりそこを上げておいて、医療提供体制を維持するという

国全体の考え方が、必要なんだろうと考えております。 

  以上です。 

○菅原委員長 小高委員。 

○小高委員 ありがとうございます。 

  私もまさに今、そこをちょっとお聞きをしたいというよりも、お伝えをしたかったところな
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んですが、まさにその診療報酬の抜本改定が、ある意味、なければ、公立病院も含めて、日

本全国の医療を取り巻く状況というのは、絶対よくならないだろと私自身は、考えているわ

けなんです。 

  それで、日本医療労働組合連合会なんかの調査なんかも見ますと、やはり受診控えの影響に

よる大幅赤字というところも非常にもうこれは、公立、民間関係なく起きていると。そうい

った状況の中で、例えば、現状のそういった財源論をもってして、仮に民間へとなった際に、

果たしてそれがうまくいくのかどうか、そこも議論としては、まだまだ深める必要があるだ

ろうと捉えております。 

  ちょっと時間もないので、ぜひ今後、議論というときに、そういった部分も含めて、私自身、

お話をお聞きしていきたいと思いますので、そのあたりは、今後、ぜひにというところでお

伺いしたいと思います。 

  それで、最後に、来年度、公立病院として、コロナ禍を踏まえて、このあたりを果たしてい

くというあたりをお聞きをして、終われればと思います。よろしくお願いします。 

○菅原委員長 福原病院事業管理者。 

○福原病院事業管理者 やはりこのコロナの状況は、まだまだ続くんじゃないかなと思っていま

す。やはりコロナは、大事な疾患ですけれども、我々が治療しなくてはいけない疾患のある

一部なんですね。ですので、やはり我々の病院としては、コロナの患者さんは、診療はしま

せんけれども、それ以外の働きを十分に果たして、この地域での地域医療を支えていきたい

と考えております。 

  以上です。 

○菅原委員長 土見大介委員。 

○土見委員 それでは、私からも質疑させていただきたいと思います。早く終われという話なの

で、早口でいきたいと思います。冗談ですが。すみません。 

  それでは、１つ目、まず、水道事業会計からお伺いしたいと思います。 

  資料は、実施計画の33ページです。 

  次期水道事業基本計画策定について、お伺いいたします。 

  その前段なんですけれども、先日の断水についてだけ、ほかの委員さんからもお話がありま

したが、確認だけさせていただきたいと思います。 

  断水の復旧の状況が、防災無線なりなんなりでお伝えされていく中で、再三復旧の見通しと



-297- 

いうのが、先送り、先送りという形でされていきました。それこそ放送される市長も含め、

心苦しいとこころもあったと思いますし、実際、その情報を聞く市民の側としても仕事から

帰ってみたらまだ復旧しない、まだ復旧しないということで、非常に生活の計画を立てるの

も大変かなというところがあったんですけれども、なぜこんなに見通しというものが、見積

りを立てるのが難しかったのか、その点をお伺いしたいと思います。 

○菅原委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 先ほども若干説明をしたんですけれども、やはり思った以上に水道管の

管の中の水が抜けていたという中で、まず、管の中に水を入れる、充水というんですけれど

も、その作業に時間を要してしまったと。さらにその時間を要し、その次に、さびの水が、

赤色の水が、発生がしてしまったということで、次々そういった事象が発生したために時間

を要してしまったという状況でございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  ちょっと私、その技術に詳しくはないので、お伺いしたいんですけれども、やはりそのあた

りというのは、実際に起きてみないと分からないというか、技術者から見て、やってみない

と分からないものなのでしょうか。 

○菅原委員長 佐藤水道部工務課長。 

○佐藤水道部工務課長 塩竈市内、浄水場から各家庭まで高低差を利用した形の自然流下という

形で供給しています。その中で、やはり時間がかかったのが、やっぱり高低差でもって水が

どんどんどんどん下流に行って抜けていった状況だと思います。震災のときも同じような状

況ではあったんですけれども、震災のときはさらに漏水とかがありましたので、時間がかか

った状況がありました。ただ、今回は、そこまでではないだろうという当初の甘い見込みの

状況で、このような結果という形になってしまったと思います。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ご答弁ありがとうございます。 

  何でお伺いしたかというと、やはり震災のとき、50人いた職員の方が、30人ぐらいに今、減

っているということもあって、技術の継承だったり、人材の不足というところが、大きな影

響なのかなとなんて勝手に想像していたものがあったものですから、質問させていただきま

した。 
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  その上で、ご質問させていただきたいんですけれども、資料の次期水道計画策定、こちら、

令和２年度から今年で２年目の予算がついているわけなんですけれども、この中で、さきの

そういう断水なども含めた災害、もしくは、計画の中では、テロ対応みたいな形も書いてあ

りますけれども、このような部分、どのように評価していくのか、その部分をお伺いしたい

のと、あとは、前回の計画を見させていただいたところによると、災害とか、テロの対応と

いうことは、章立てとしてはあったんですけれども、内容として多分実際起きてしまったと

きに、これだけでは対応は難しいだろうなという内容であり、実際にもっとＢＣＰ的な考え

方で、計画を立てる必要があるんじゃないかなと見ていて思いました。その点、どのような

お考えで今、この計画を立てているのか、その点をお伺いしたいと思います。 

○菅原委員長 小林水道部業務課長。 

○小林水道部次長兼業務課長 時期水道事業基本計画の策定について、ご質問いただきました。 

  こちらの計画につきましては、平成23年度に策定した計画でして、10年計画という形になっ

ております。その中で、ちょうど今年度までという計画ですが、この計画は、実は、長期総

合計画と連動しているような内容ですので、長期総合計画が、１年延びたことによって、こ

ちらの計画も延ばしてもらっているという内容でございます。 

  それで、その中身なんですが、考え方は、長期総合計画と同じように目標、あるいは、そう

いった様々な意見をいただきながら今後、10年間の水道事業についての考え方を整理してい

くといった内容です。先ほど、ご質問があったとおり、防災計画等につきましてもこちらに

記載しているんですが、確かに弱い部分もありますので、そういった部分では、今回の経験

を生かして、あるいは、私たち、東日本大震災を経験していますので、そういった中身でし

っかりと目標等を決めながら定めていきたいと考えております。 

  以上です。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  前回の計画が震災のときで、次がこういう断水ということで、ぜひ災害、もしくは、こうい

うイレギュラーなアクシデントに対しても対応できるような計画をつくってほしいなと思い

ます。 

  その中で、ちょっと具体的なところを１つお伺いします。先ほど、山本委員からのご質問の

中でも、例えば、広域化の話ですとか、あとは、現状、震災から20人ほど職員が減っている、
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しかも職員を育成するのに10年ぐらいかかりますよとご答弁いただいた中で、現状、人数が

どんどん減っているわけなんですね、対面積当たりの。としたときに、もし災害が起きたと

したときに、通常の運営としては、人が少ないのももちろん効率よく運営できる、広域にす

るほど効率的な運営というのはできるかと思いますけれども、こういう災害があったときと

か、マンパワーが必要になったときというのは、どうしても弱い部分が出てくるのかなと思

います。それは、広域にしてもそうですし、塩竈単体で人数を減らしても同様のことかと思

います。そのような点、人数を減らしていく中で、どのように対応をしなければいけないの

か、今現在、どう考えているのか、お伺いしたいと思います。 

○菅原委員長 小林水道部業務課長。 

○小林水道部次長兼業務課長 先ほど、水道部長からもお話ししたとおり、各自治体は、やはり

水道の職員は、どんどん減ってきている。もちろん、人口が減っていますので、それに合わ

せて効率化を図りながら、シュクエンしてしているというのが実態でして、少しでも水道料

金を安くといった部分もあると思います。 

  ただ、一方では、そういった課題、災害等の対策等もありますので、そういった中では、災

害時の総合応援ということで日本水道協会という団体があります。今回もその団体にお願い

して、応援等もお願いした部分もあるんですが、例えば、給水応援ですね。そういったのを

今回、山元町でも地震で断水になったので、まず、最初、私たちが行きました。それと同じ

ようにやはり給水活動は、そちらの協会を使いながらやっていく。あわせて今回、初めて洗

管、きれいにするという部分も併せて、実施したところです。同様にやはりこれからの時代、

やっぱり各自治体におきましては、こういった災害協定、あるいは、日本水道協会等を活用

しながら災害時の対応は、していくような形になるのかなとは考えております。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  給水ならいいんですけれども、洗管、ある程度塩竈の場合だったら塩竈の土地というか、水

道について、知識がないと難しいかなと思うので、それこそ塩竈の職員の皆さんのリーダー

シップというのは、より重要になってくるのかなと思います。なので、今後、一人一人の守

備範囲を広げるのか、もしくは、機械的な、デジタル的な何かに頼むのか分かりませんけれ

ども、その部分をしっかり詰めていっていただけたらなと思います。 

  続きまして、国民健康保険事業に移りたいと思います。 
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  資料としては、実施要項の23ページから参照させていただきます。 

  特定健康診査等医療診療所提供事業です。こちら、先ほど、小高委員に対するご答弁の中で、

事業内容については、分かったんですけれども、こちらで収集した特定健診データを何に使

うんでしょうか。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 お答えさせていただきます。 

  こちらに関しましては、特定健診の受診率を上げるということは、当然、住民の方、こうい

った被保険者の方々の健康を自身で管理をしてもらいながら、大きな重大な病気にならない

ような予防を行ってもらうということが、まず、一番初めでございます。それを踏まえた格

好で、健診の全体の受診率を上げることで捉えてございましたが、こちらの情報に関しまし

ては、医療機関さんからいただいた情報をＫＤＢ、国保データベースというものがあるんで

すが、今度、マイナンバーカードの保険証活用なんかと合わせながら、マイナンバーカード

を持っていらっしゃる方が、こういった健診情報だとか、受診のこういったデータなんかも

自分で見られるような体制になってくるということで、そういった自身の健康管理によりつ

なげていただけるのかなという内容として考えてございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  そうすると、現状としては、行政としては、積極的に活用ということは、まだ考えてはいな

いという形、あくまで、個人の参照するためのものという考え方なんでしょうか。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 すみません。説明がちょっと拙くて申し訳ございませんでした。 

  こういった健診のデータに関しましては、当然、今後の健康管理、あるいは、いろんな事業

を行う上での基礎データという格好で利用させていただきたいと考えてございます。 

  以上です。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  そうですね。市でやる大きな事業に対してもそう活用していただくのもいいですし、あとは、

それぞれの個々人の方々の日頃の健康に対する活動へのインセンティブ向上にもつなげてい
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けたらいいのかなと考えています。塩竈だとそれこそウオーキングアプリがあったりですと

か、健康系のスマートフォンを使った事業というのもあるので、そういう中に、もちろん、

個人情報とか、個人特定とか、プライバシーの部分は、考慮しつつもうまく入れ込んであげ

て、広告を出すとか、例えば、お勧めの食、食べ物だったり、サプリを出す。健康の体操、

もしくは、そういう情報を薬局とかあっちに流して、そういうものを取り扱ってもらう。例

えば、事業管理者にそれこそ監修してもらって、そういうのを積極的に情報発信していって、

人々の行動を促していくということも多分使い方としては、ありなのかなと。もちろん、承

諾は必要ですよ。そこら辺でせっかく集めた情報なので、もっと効果的に、積極的に使って

いったらいいのかなと思いますけれども、いかがでしょうか。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 土見委員のおっしゃるとおりでございます。こちらに関しまし

ては、現在、国も厚生労働省なんかでも進めておりますホームドクターをつくりながら、自

身、病気とかになる前に前段での予防を行おうということで、例えば、自身の行動変容なん

かにつなげていきましょうという取組がなされております。あわせてこちらのＫＤＢの活用

に関しましても、積極的に自治体、あるいは、いろんな関係団体で活用を行いながら、こう

いった個人の健康管理につなげていけるようにということで取組がなされているとともに、

進められているこういった状況にございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  次に、同資料、実施計画の22ページです。 

  先ほど、おっしゃっていただいたインセンティブ事業についてなんですけれども、こちら、

令和３年度予算が、12万円ほど増額されております。事業内容を見ると、多分昨年のものだ

とは思いますけれども、今年度としては、増額した予算でどのような活動を行う予定なので

しょうか。 

○菅原委員長 長峯保険年金課長。 

○長峯健康福祉部保険年金課長 実施計画の22ページの一番下でございます。国民健康保険イン

センティブ事業でございました。こちらに関しましては、令和元年度から取り組ませてもら

っている内容でございます。先ほどもちらっと介護でも出ていましたが、こちらの国民健康
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保険でも保険者努力支援制度がございます。こちらの取組を行うことによって、ポイントが

いただける。ポイントに応じて交付金、こういったものが、交付されるという中身があった

ものですから、元年度から試行という格好で取り組ませてもらっている状況でございます。 

  元年度に関しましては、一番初めの取組ということで、なかなか何を行えばいいのかという

ところで検討したところではあったんですが、健康管理の一環ということで、塩竈市といた

しましては、特定保健指導の取組、受診の割合が非常に低いということで、県内でも大分下

位のほうに受診率があるということで、こちらを上げたいということで、受診した方に関し

て、温水プールの利用権をお配りしましょうということで想定をしたんですが、なかなか利

用が進まなかったということで、今年度でございましたが、こちらの特定保健指導を受けた

方に関して、受診を終了した方に対して食事券、市内の共通のすし券を出しましょうという

ことで、こちらの事業をさせてもらってございます。 

  もともとの想定といたしましては、令和２年度に関しましては、約100名に上げることによ

って、約15％の受診率になるのかなという算段をさせていただきながら、こちらの36万円と

いう予算を計上させてもらっております。 

  令和３年度につきましては、そちらを135人、令和元年度と比較しての数字でございました

が、20％の受診率となるような格好での想定ということで、金額を上げさせてもらっている

状況でございました。 

  ちなみに令和２年度の状況でございましたが、今現在、２月24日が締切りとさせてもらって

おりましたが、ある程度当初の目論見というか、ある程度想定したところの効果がございま

して、約90人の受診がなされたということで、大分効果があったのかなと考えてございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  すし券、いいですね。僕もやりたいんですけれども、受診率がどんどん上がっていくのはい

いんですけれども、なかなかだんだん懐事情も厳しくなるのかなと思っておりました。 

  インセンティブは、それこそ人それぞれの部分もあったりするので、何か選択式にしたりと

か、いろいろ候補を検討していただけたらなと思います。 

  次に、交通事業会計について、簡単に質問させていただきます。 

  資料№11の226ページです。 
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  交通事業会計は、今回、事業収入が減額となっております。こちら、たしかご説明の中で、

島民の方々、お住まいになられている方の数が、という話もあったかと思いますけれども、

もう一回、事業収入が減っている理由を簡単にでいいので、お答えいただければと思います。 

○菅原委員長 尾形浦戸振興課長。 

○尾形産業環境部浦戸振興課長 お答えいたします。 

  事業収入につきましては、予算の説明のときもご説明差し上げたんですけれども、一昨年、

10月に消費税が改定されまして、昨年度予算については、前年と比較しまして増という予算

となりましたけれども、今年度の決算見込みもコロナの影響もございまして、やはり下がる

という見込みもございまして、そういったものを加味した中で、３年間の平均ということで、

今回の7,097万5,000円という事業収入で組ませていただきました。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  事業収入の中に、普通乗船券とか、団体乗船券、様々あるんですけれども、島民の皆さんの

高齢化率も非常に高くて、しかも70歳になれば乗船券は、無料になります。と考えると、ど

んどんどんどん島民の方から乗船券、乗船料というのは、取れなくなってくるというのは、

もちろん、明白な話です。さらには、今後復興関係の事業も終わってくると、大分利用者と

いうのは減ってきてしまう。そうすると、島民の方々の足の維持、例えば、民間に委託する

にしてもほとんど人が乗らないのであれば、採算というのは取れなくなってきてしまうとい

うのもあろうかと思いますので、ある程度交流人口の面から、まずは、確保していかなけれ

ばいけないと思いますけれども、利用者増のための方策というのは、令和３年度の中では、

どのようなものを行う予定でしょうか。 

○菅原委員長 尾形浦戸振興課長。 

○尾形産業環境部浦戸振興課長 お答えいたします。 

  交通事業特別会計の中で、明確な事業というものは、特段予算化とかはしておりませんけれ

ども、例年どおり、子どもパスポートであったり、ボランティア助成割引制度であったり、

そういったものも例年どおり計上してございますので、そういったものを含めて、新しい事

業なども行ってはいきたいとは考えているんですけれども、なかなかコロナの影響という部

分で、新規事業という部分では、今年度予算には盛り込めなかったのかなという部分もござ
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いますので、コロナがいつ収束するかという部分は、不透明でございますけれども、それ以

降、コロナ収束の後は、例えば、観光交流課とか、水産振興課を含めて、連携しながら交流

人口の増に努めてまいりたいと考えてございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  コロナ禍ということで、確かに難しい部分はあるんですけれども、どんどん乗船者が減って

しまえば、それこを今後取り得る方策というのも幅が限られてしまうと思いますので、ぜひ

積極的によろしくお願いします 

  それから、一般会計なので深くは入らないんですけれども、ウイークエンド特別便があった

と思います。それだけ夜遅い便に対する必要性というのの検証を行っているのかと思います

けれども、昨年の結果から見て、夜遅い便というのは、交通事業会計として必要なのかどう

か、そのあたりの検証は、どう行っているんでしょうか。 

○菅原委員長 尾形浦戸振興課長。 

○尾形産業環境部浦戸振興課長 お答えさせていただきます。 

  ウイークエンド特別便は、金曜日19時半発の塩竈発ということで、社会実験ということで、

平成25年度10月から継続して、今をもってしても実施しているところでございまして、今年

度、コロナの影響もございまして、便数で34便今年ございまして、乗客数に関しては、110名

ということで、１便当たり3.2人という非常に少ないような、昨年度と比較しましても昨年度

が5.4人ですので、平均で2.2人、さらに減っているような状況もございます。ただ、利用者

が、まず少人数といえども、まだいらっしゃるということ、あとは、今現在、島民向けにア

ンケート調査を行っていまして、集計等も行ってございますので、そういった結果とかも踏

まえて、今後も含めてウイークエンド便については、検討させていただきたいなと考えてご

ざいます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ありがとうございます。 

  ちょっと答えづらいところかもしれませんけれども、ぜひ常に、もちろん社会実験というの

だから検証はするのと同時に、通常の昼間の便に関してもぜひアンケートを取るなりなんな
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り、特に島外の方にアンケートを取るなりして、常にやはり効果検証というのは、やった上

で、新しい動きという流れになるようによろしくお願いいたします。 

  最後に、魚市場について、お伺いしたいと思います。 

  資料№11の276ページです。 

  今回、先ほどもいろいろあったんですけれども、現在、令和２年、七十数億円の水揚げ高、

さらにたしか令和３年、この予算だと昨年と一緒ですから、120億円ベースの予算を立ててい

らっしゃいます。ちょっと現状との間に乖離がすごくあるような、1.6倍稼がなければいけな

い。何かすばらしい方策があるのでしょうか。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  先ほど、山本委員にもご説明させていただきましたが、当魚市場サクエ先月、ＥＵＨＡＣＣ

Ｐ登録ということで、今後、冷凍水産物、主に冷凍カツオ、冷凍マグロの水揚げ強化を図っ

ていきたいと思います。さらには、ここ近年、水揚げを伸ばしております加工原料にも活用

されますサバ、イワシのまき網につきましても、今年のシーズンが、今も入っていますけれ

ども、シーズンとして秋口以降からまた始まりますが、市場の背後地にございます新浜地区

におきまして、地元の水産加工協同組合さんが、そのサバ、イワシを対象とした凍結庫及び

冷凍庫を今、建設中でございます。これが、秋口に出来上がりますと、受入れの量が、能力

が、今の倍になるということで、そういったものも今後、我々水揚げ強化策として、検討さ

せていただいているという状況でございます。 

  以上でございます。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 大きく２つの事業併せて四十数億円いく。どうでしょうか。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  先ほど、委員ご指摘のとおり、魚市場特別会計におきまして、魚市場使用料、説明欄で漁船

扱い高4,500万円、搬入魚扱いで1,500万円ということで、水揚げ金額120億円と、昨年度同額

ベースで試算をさせていただいております。この中身につきましては、漁船水揚げでは、は

え縄船が、一応担当課の試算では57、マグロのまき網は18と、それ以外の冷凍カツオ、それ

から、サバまき網等で15億円という試算をさせていただいている。また、搬入魚におきまし
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ても遠洋トロール減船はありましたが、沖底、定置網、その他漁船、また、陸送箱物、陸送

マグロ、こういったもので30と想定させていただいております。よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 ぜひ水揚げがそうなるように祈っているんですけれども、何でこんなことを質問し

たかというと、時間もないので話してしまうんですが、今回、使用料のところを見ていくと、

去年にはないというか、新しい市場施設等使用料など、新しいのがあります。そうすると、

利用者の方々にとっては、若干かもしれないんですけれども、負担が増になるということで

す。確かに流れる物の量が増えて、そこから大きな収入を得られるというのは、一番理想の

形かもしれないんですけれども、適切かつ円滑な取引をというこの市場の目的を考えたらば、

例えば、２階側の展示スペースであるとか、中央棟の２階の部分とか、ああいうところでし

っかり収益を上げていって、少しでも利用者の方の負担を減らす、そういうやり方というの

もあるのかなと。ちょっとまだ事業費の規模的にいきなりそこまで到達するのは難しいかと

は思いますが、そのような稼ぐ形というのもあろうかと思いますけれども、その点、検討は

されているのでしょうか。 

○菅原委員長 鈴木水産振興課長。 

○鈴木産業環境部水産振興課長 お答えいたします。 

  委員から今、ご指摘いただきました南棟Ａ棟の２階、それから、Ｃ棟、中央棟の部分の利活

用、そして、稼ぐ意識という部分でございますが、我々といたしましてもやはり特別会計、

先ほどもほかの委員さんからもお話がございましたが、何とか収支を合わせていく考えの下

に今回、予算の中では、受益者負担の原則から新たなものも組み入れさせていただいており

ますが、今、ご指摘いただいた部分についても収益を上げられるよう、努力してまいりたい

と考えておりますので、よろしくお願いいたします。 

○菅原委員長 土見委員。 

○土見委員 そこでしっかりと稼げれば、お客さんもたくさん来るんですけれども、それこそ阿

部委員がおっしゃっていたような誘致対策にもさらに戦略的に投資できるということもあろ

うかと思いますので、ぜひよろしくお願いします。 

  以上で、私の質疑を終わりにいたします。ありがとうございました。 

○菅原委員長 暫時休憩いたします。 

  北側委員会室において、議会運営委員会が開催されます。議会運営委員会委員の出席をお願
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いいたします。 

   午後３時２２分  休憩 

                                             

   午後３時３５分  再開 

○菅原委員長 休憩前に引き続き会議を開きます。 

  お諮りいたします。ただいままで審査を行ってまいりました審査区分２、特別会計、企業会

計については、これで質疑を一応終了したいと思いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅原委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  さらにお諮りいたします。全付託議案に対する質疑を終結することにご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅原委員長 異議なしと認め、全付託議案に対する質疑を終結いたします。 

  これより討論を行います。 

  討論の通告がありませんので、討論を終結します。 

  採決します。 

  採決は分割で行います。 

  まず、議案第21号ないし第23号、第25号ないし第28号、第30号、第32号、第35号ないし第39

号について、お諮りいたします。 

  議案第21号ないし第23号、第25号ないし第28号、第30号、第32号、第35号ないし第39号につ

いて、原案のとおり可決することに賛成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○菅原委員長 起立全員であります。よって、議案第21号ないし第23号、第25号ないし第28号、

第30号、第32号、第35号ないし第39号は原案のとおり可決されました。 

  次に、議案第24号、第29号、第31号、第33号、第34号について、採決いたします。 

  議案第24号、第29号、第31号、第33号、第34号については、原案のとおり可決することに賛

成の方の起立を求めます。 

   〔賛成者起立〕 

○菅原委員長 起立多数であります。よって、議案第24号、第29号、第31号、第33号、第34号は

原案のとおり可決されました。 
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  以上で全ての審査は終了いたしました。 

  委員の皆様には、ここ４日間、審査に終始ご協力を賜り、衷心より厚く御礼申し上げます。

また、当局、参与の方々のご協力に対しても心より感謝を申し上げます。 

  なお、委員長報告案文の作成については、慣例により正副委員長にご一任お願いしたいと思

いますが、ご異議ありませんか。 

   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○菅原委員長 異議なしと認め、さよう決定いたしました。 

  これにて令和３年度予算特別委員会を閉会いたします。 

  ありがとうございました。 

   午後３時３８分  終了 
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